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　2012年6月、世界の指導者がブラジルのリ
オデジャネイロに集まり、地球の未来を守り、
すべての地域で未来の世代が健康的で充実し
た人生を送れるようにするために、世界がど
のような行動を取るべきかについて、新たな
合意を見出すために話し合う。この問題は、
21世紀の開発上の最重要課題である。　
　2011年の人間開発報告書（HDR）は、持続
可能性が公平性、つまり公正性と社会正義が
生活の質を改善させる機会の拡大という基本
的な問題と切り離せない関係にあることを示す
ことを通じて、この難しい課題におけるグロー
バルな論議に新たに重要な貢献をしている。
本報告書が説得力豊かに論じているように、
持続可能性とは、環境だけの問題ではなく、
環境が主たる問題でもない。持続可能性とは
要するに、私たちが取る行動のすべてが今日
の地球上で生きる70億の人々、さらには今後
何世紀にもわたって生きる多くの世代に影響
を及ぼすという前提のもとに、どのような生き
方を私たちが選択するのかという問題である。
　現在および未来の世代のために人間の自由
を拡大しようとするならば、環境の持続可能
性と公平性の関係を理解することが欠かせな
い。これまでHDRが記してきたように、過去
数十年、人間開発の状況は目覚ましい進歩を
遂げてきたが、その流れを継続するためには、
環境上のリスクと不平等を緩和すべく、世界
規模で思い切った行動を取る必要がある。本
報告書では、人々が、地域社会が、国が、そ
して国際社会が、環境の持続可能性と公平性
を向上させ、しかもその両方の取組みの相乗
効果を生み出すための方策を示している。
　国連開発計画（UNDP）が日々活動している

176の国と地域では、多くの恵まれない人々が
二重の不利益に苦しめられている。そのよう
な人たちはとりわけ、広い意味での環境破壊
の打撃を被りやすい。環境破壊による悪影響
がひときわ大きいうえに、問題に対処する手
段を手にしにくいためである。そういう人々
は、屋内の空気汚染に始まり、水の汚染、衛
生環境の悪さにいたるまで、身近な環境から
の脅威にもさらされている。さまざまな予測に
よると、重大な環境上のリスクを減らすことを
怠り続け、社会的不平等の拡大を放置し続け
れば、世界の人口の過半数を占める貧困層の
生活状況の数十年の改善の歩みが減速しかね
ず、ことによると、人間開発の国の間の格差
が縮まってきたプロセスが逆戻りする恐れま
である。
　このような状況を生み出しているのは、力
の不均衡が甚だしい現状である。新しい分析
によれば、国レベルで見ると、力の不均衡と
ジェンダーの不平等は、清潔な水と良好な衛
生状態の欠如や、土壌の劣化、大気汚染、屋
内の空気汚染による死亡と関連があり、所得
の不平等にまつわる問題を増幅させている。
ジェンダーの不平等も環境問題と相互に作用
し合い、状況をいっそう悪化させている。グ
ローバルなレベルでは、国際機関などの国際
的なガバナンスの仕組みのもとで、途上国の
声が弱まり、立場の弱い人々の意向が無視さ
れる傾向が強まる。
　しかし、公平性と持続可能性が欠如した状
態を避ける道はある。人間開発という広い視
野に立てば、化石燃料を原動力にした成長は、
必ずしも生活を向上させる前提条件ではない
のである。再生可能エネルギーや水、良好な
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衛生環境へのアクセスやリプロダクティブ・ヘ
ルス（性と生殖に関する健康）などに関する平
等を高めるために投資することにより、持続可
能性と人間開発の両方を高められる可能性が
ある。市民社会とメディアの活動を支援する
などして、説明責任と民主的プロセスを強化
することによっても、結果を改善できる可能性
がある。そうした取組みを成功させるために
は、地域社会のマネジメントおよび、あらゆる
層の人々、とりわけ恵まれない人々の声を反映
できる制度、そして政府機関や開発援助機関
の垣根を越えて予算とプロセスを調整する横
断的なアプローチが求められる。
　「ミレニアム開発目標（MDGs）」の目標期間が
満了する2015年以降にも、世界は、公平性と
持続可能性を重んじた開発を促進するための
新たな枠組みを必要としている。2012年6月
にリオデジャネイロで開かれる「国連持続可能
な開発会議（リオ＋20 ）」は、そのためにどの
ようなアプローチを取るべきかについて認識を
共有するうえで重要な機会となる。この点に
ついて本報告書では、公平性の視点を政策と
プログラムに織り込み、法的・政治的な変化
を実現する力を人々に与えるようなアプローチ
がきわめて有益であることを示している。その
ようなアプローチを取ることにより、好ましい
相乗効果が発揮される可能性があることを実
証する国レベルの事例が世界で続々と集まっ
てきている。
　環境保護と社会的保護の費用も含めて、今
後の開発に必要とされる資金は、現在の政府
開発援助（ODA）の総額と比較にならないほど
厖大なものとなるだろう。たとえば、二酸化炭
素排出量の少ないエネルギー源の整備に今日

費やされている資金は、本来必要な金額の最
も少ない試算値と比べても、わずか1.6％にす
ぎない。また、気候変動への対応と影響の緩
和のために費やされている資金は、必要額の
試算値の約11％にとどまっている。新たな資
金調達手段の確立が望まれる。市場メカニズ
ムと民間資金の役割は不可欠だが、積極的な
公的投資によって、それを補完・強化する必
要がある。資金不足の状況を解消するために
は斬新な考え方が欠かせない。本報告書は、
そうした新しい発想の発掘を目指している。
　本報告書では、緊急性の高い環境上の脅威
に対して公平性を失わずに対処するための新
しい資金供給源を確保することに加えて、公
平性を高め、恵まれない人々の発言力を強め
るための改革を提唱している。持続可能性と
公平性の欠如という重大な課題に取組むため
に資金が用いられるべきであり、不平等を拡
大する結果を招くような資金の用いられ方は
避けなければならない。
　すべての人に機会と選択肢を提供すること
は、人間開発の最も主要な目標である。私た
ちは全体として、現在と未来の世界中の最も
恵まれない人々に対して責任を担っており、
現在が未来の敵とならないようにする道義的
責任がある。本報告書は、我々が未来を見通
すための一助となるであろう。

＊本報告書に記載された分析と政策提言は、必ずしも国連開発計画（UNDP）および理事会の意見を反映したものではない。本報告
書はUNDP から委託された、独立した出版物である。本報告書は、著名なアドバイザーと人間開発報告書（HDR）作成チームの協働
の成果であり、人間開発報告書室長ジェニ・クルーグマンを中心に本プロジェクトは遂行された。

HELEN CLARK
ヘレン・クラーク

国連開発計画（UNDP）総裁
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　グローバル版人間開発報告書の主筆として
制作に関わり３年目となる今回が最後の機会
となるが、これまで同様、多くの方々から多大
なご協力をいただいた。報告書作成の土台と
なったのは、国連開発計画（UNDP）の人間開
発報告書室チームの勤勉で献身的な働きであ
り、その業務は、多くの研究者や活動家、政
府関係者の支援をいただいておこなわれた。
これらの支援者の積極的な関わりと視点は、
同様に、報告書をまとめ上げるうえで欠かせ
ないものだった。
　学術顧問委員会による導きは、非常に価値あ
るものだった。以下の方々に感謝したい。Bina 
Agarwal、 Sabina Alkire、 Anthony Atkinson、 
Tariq Banuri、 François Bourguignon、 William
Easterly、Daniel Esty、 Sakiko Fukuda-Parr、
Enrico Giovannini、Stephany Griffi  th-Jones、
Brian Hammond、 Geoff rey Heal、 Cesar Hidalgo、
Richard Jolly、 Gareth Jones、 Martin Khor、
Mwangi S. Kimenyi、 Adil Najam、 Eric Neumayer、 
Michael Noble、 José Antonio Ocampo、Marcio  
Pochmann、 Henry Richardson、 Ingrid Robeyns、 
José Salazar-Xirinachs、 Frances Stewart、Pavan 
Sukhdev、Miguel Szekély、 Dennis Trewin、 
Leonardo Villar、 およびTarik Yousef。
　政府機関の統計専門家と学術的な専門家
を迎えて衣替えした統計顧問委員会は、人
間開発関連の諸指数の統計手法やデータ収
集方法に関して、素晴らしい助言を与えて
くれた。以下の方々に感謝したい。Anthony 
Atkinson、 Grace Bediako、Haishan Fu, Enrico 
Giovannini、 Peter Harper、 Gareth Jones、
Irena Krizman、Charles Leyeka Lufumpa、 
Michael Noble、Eduardo Nunes、 Marcio 

Pochmann 、Eric Swanson、 Miguel Szekély、
Dato’Hajan Wan Ramlah Wan Abd. Raof。
また、国連統計委員会は、加盟国からの有益
なフィードバックをしてくれた。
　世界のおよそ500人の研究者、市民活動家、
開発実務家、政策担当者に、再三にわたり助
言をいただいた。2010年2月から2011年9月
にかけて、UNDPの国・地域事務所の支援を
得て、アンマン、バマコ、バンコク、北京、バー
クレー、ボン、コペンハーゲン、ドバイ、ジュ
ネーブ、キガリ、リュブリャナ、ロンドン、ナ
イロビ、ニューデリー、ニューヨーク、パリ、
キト、サンノゼで、26回にわたって会合を開
い た。 協 力 機 関 (http://hdr.undp.org/en/
reports/global/hdr2011/consultations参照）
の支援にも感謝したい。
　幅広いテーマについて委嘱して実施された
基礎調査の結果は、人間開発リサーチペー
パー・シリーズという形でオンライン上におい
て公開されており、本報告書の参考文献欄に
一覧表を添付した。とくに、Sabina Alkireと
「オックスフォード人間開発・貧困イニシア
ティブ」が多次元貧困状態の数値指標を改善す
るうえで力を貸し続けてくれたことに感謝して
いる。
　本報告書で使用した統計は、さまざまなデー
タベースに依拠している。とくに、以下に挙げ
る機関と個人に感謝したい。米国エネルギー
省「二酸化炭素情報分析センター」、エール大
学環境法・政策センター、Robert Barroと
Jong-Wha Lee、 国連食糧農業機関（FAO）、
ギャラップ世界世論調査、グローバル・フット
プリント・ネットワーク（GFN）、ICFマクロ、
国際通貨基金（IMF）、国際エネルギー機関
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（IEA）、国際労働機関（ILO）、国際自然保護連
合（IUCN）、列国議会同盟（IPU）、 ルクセンブ
ルク所得研究、国連経済社会局（UNDESA）、
国連教育科学文化機関（UNESCO）統計研究
所、国連児童基金（UNICEF）、世界銀行、世
界保健機関（WHO）。
　世界銀行の「国際所得分布データベース」に
ついては Claudio Montenegroが、欧州連合
（EU）の「所得・生活水準統計」については
Suman Sethが、ICFマクロの「人口動態・保
健調査」についてはKenneth Harttgen がデー
タの分析を担当した。UNDPのすべての地域
事務所と部局の代表者、およびその他の職員
が参加したUNDP査読グループの面々は、き
わめて大人数のため、ここで名前を挙げるこ
とはできないが、本報告書の作成過程を通し
て貴重な助言を寄せてくれた。
　Jennifer Laughlinと Charles MacPherson
をはじめとする開発政策局の職員たちには、と
くに感謝の言葉を述べたい。UNDPの職員、
学界の研究者、非政府機関（NGO）の関係者な
ど、約1500人で構成するネットワークのスタッ
フは、オンライン上での議論を通じて有益な
アイデアやコメントを寄せてくれた。国連プロ
ジェクト支援局のMartha Maiは、事務管理
面で支援してくれた。
　勤勉なインターンたちも重要な貢献をした。
以下の面々の名前を挙げたい。Raphaelle 
Aubert、 Uttara Balakrishnan、 Luis Fernando 
Cervantes、 Nicole Glanemann、Faith Kim、 
Meng Lu、 Francesca Rappocciolo、 Andrés 
Méndez Ruiz、Fredrik M. Sjoberg、Seol Yoo
である。
　Bruce Ross-Larsonをはじめとするコミュニ
ケーションズ・デベロップメント社の面々――
Meta de Coquereaumont、Rob Elson、Jack 
Harlow、Christopher Trott、Elaine Wilsonは、

本報告書の編集と校正、レイアウトを担当し
た。デザインと図表の作成は、Gerry Quinn
がおこなった。　私たちの活動に直接・間接
に関わったすべての人に、感謝の言葉を捧げ
たい。しかし、もし間違いや見落としがあれ
ば、すべて執筆チームの責任である。
　この3年間、グローバル版「人間開発報告書」
作成の指揮をとってきたことは、公私両面に
わたって素晴らしい経験だった。人間開発の
アプローチは今後も、私たちが直面する重要
課題のいくつかを批判的かつ建設的に分析す
るための有益な視座であり続けるだろう。ま
た、UNDPの委嘱により独立した刊行物とし
て作成される人間開発報告書は、これまでと
同様に、世界規模の重要な論議において中心
的な役割を果たし続けると、私は確信してい
る。この取組みを引き継ぐ後任の Khalid 
Malikが優れた成果をあげることを祈念する。

Jeni Klugman
ジェニ・クルーグマン

人間開発報告書室長・主筆
人間開発報告書2011
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1概要

エンパワーメントと持続可能性がいかに人々
の選択肢を広げるかを明らかにした。同時に
同報告書は、これらの人間開発の主な要素が
必ずしも足並みをそろえて向上するとは限ら
ないことを示し、人間開発につきまとう難しさ
にも光を当てた。

持続可能性と公平性を
一体のものとして考えるべき理由

　今年の報告書では、環境の持続可能性と公
平性が交わる部分を検証する。この2つの要素
には、いずれも分配の正当性に関わる課題で
あるという共通点がある。本報告書は、未来
の世代が少なくとも現在の世代と同等以上の
可能性をもてるようにすべきであるという理由
で、持続可能性を重視する。また、不平等な
プロセスはいっさいの例外なく正義に反する。
人々が生活を向上させる機会は、本人の手が
及ばない要因によって制約されてはならない。
不平等がとりわけ正義に反するのは、性別、
人種、生まれた土地などの理由によって特定
の集団全体が不利な立場に置かれるケースで
ある。
　スディル・アーナンドとアマルティア・セン
が持続可能性と公平性を一体のものとして考
える必要性を訴えたのは、10年以上も前のこ
とである。「世代間の公平の問題をおざなりに
したまま、世代内の公平についてばかり考え
るのはどうだろうか」と、この2人の研究者は
問うた（強調は原文まま）。「普遍的平等の精
神を甚だしく踏みにじる態度と言わざるをえな
い」と結んだ。同様の考え方は、1987年の「環
境と開発に関する世界委員会（ブルントラント

　今年の人間開発報告書は、持続可能で、し
かも公平な進歩をいかにして成し遂げるかと
いう課題を取り上げる。持続可能性と公平性
という、いわば2つのレンズを組み合わせて検
証すると、環境破壊が原因で、すでに恵まれ
ない立場にある人々がさらに打撃を被って不
平等が拡大すること、そして、人間開発の不
平等が原因で、環境破壊がさらに助長される
ことが浮き彫りになる。
　人間開発とは人々の選択肢を広げることで
あり、その土台をなすのは、人類が共有する
天然資源である。人間開発を促進するために
は、地方レベル、国レベル、地球レベルで持
続可能性の問題に取組む必要があるが、その
取組みは公平に、そして人々に力を与えるよ
うな形でおこなうことが可能であり、また、そ
のような形でおこなうべきである。
　本報告書では、環境の持続可能性を高める
に当たり、生活の改善を願う貧しい人々の希
望を十分に考慮に入れるべきだという点を強
調する。人々と地域社会と国家と国際社会が
持続可能性と公平性を向上させ、その両方の
取組みの相乗効果を生み出すための方策も示
す。

なぜ、持続可能性と
公平性が重要なのか？

　人間開発のアプローチは、世界の状況を理
解し、現在と未来の課題に取組むうえで普遍
的に有用なものである。昨年（2010年）の人
間開発報告書（HDR）20周年記念版では、人
間開発という考え方の意義を称え、公平性と

概要
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　環境の持続可能性とは何かという議論では、
人間のつくり出す資本が天然資源の代用物に
なりうるのかという問題が中心的な論点となる
場合が多い。言い換えれば、人間の創意工夫
によって天然資源の有限性を緩和できるのか
という問題である。以前はそれが可能だった
が、未来もそれが可能なのかはわからない。
地球に破滅的な事態が訪れるリスクが皆無で
ないとすれば、基本的な天然資源と生態系上
の機能を保っておくほうが無難だろう。この視
点は、人権を基盤とする開発のアプローチと
も合致する。持続可能な人間開発とは、今日
の世代の実質的な自由を拡大すると同時に、
未来の世代の実質的な自由を大幅に侵害しな
いように合理的な努力をおこなうことを意味す
る。この考え方を実践するうえでは、理性に
基づく社会的な討論を通じて、社会としてど
のようなリスクを受け入れるかを明らかにする
ことが極めて重要である。
　環境の持続可能性と公平性の両方を追求す
るといっても、必ずしも両者が互いに補強し
合う関係にあるとは限らない。しばしば、この
2つの要素はトレードオフの関係にある。環境
を改善しようとすると、公平性が阻害される
場合がある。
　環境保護の取組みが途上国の経済成長を制
約するケースはその一例である。本報告書で
は、政策が両方の要素に好ましい影響を及ぼ
しうるパターンを紹介するが、それがあらゆる
状況に当てはまるわけではなく、具体的な文
脈を明確に意識することが重要だと考えてい
る。

パターンと傾向、進歩と展望

　世界中で環境破壊が広がっており、将来に
環境が悪化する可能性があることを示唆する

委員会）」の報告書や、1972年のストックホル
ムに始まり2002年のヨハネスブルクにいたるま
での一連の国際会議の声明文にも見て取れる。
ところが、今日の持続可能性に関する議論は
往々にして公平性の問題を無視し、あたかも
無関係の別箇の問題であるかのごとく扱って
いる。このような考え方は不完全であり、非
生産的である。

重要な用語の定義

　人間開発とは、人々が価値あるものと感じ、
実際にそう感じるに値する人生を送るための
自由と能力を拡大することである。それは、選
択肢を広げることを意味する。自由と能力とい
う概念には、基本的なニーズという概念より
多くの要素が含まれる。人々が「良い人生」
を送るためには、さまざまな要素が満たされる
必要があり、そうした要素の中には、ほかの目
的を達成する手段としてだけでなく、それ自
体として価値のあるものも含まれる。たとえば、
私たちが生物多様性や美しい自然を大切にす
るのは、生活水準を向上させる役に立つから
というわけでは必ずしもないだろう。
　人間開発の主たる関心対象は、恵まれない

人々である。そこには、
私たちの今日の行動が
生むリスクによって最
も深刻な打撃を被る未
来の世代も含まれる。
本報告書は、平均的な
シナリオや最も確率の
高いシナリオだけでな
く、実現可能性は小さ
くても可能性がゼロで
ないシナリオにも──

特に、貧しく弱い人々に壊滅的な打撃が及ぶ
場合は──目を向ける。

持続可能な人間開発とは
今日の世代の実質的な
自由を拡大すると同時に
未来の世代の実質的な
自由を大幅に
侵害しないように
合理的な努力を
おこなうことを意味する

3概要

　このような予測が示唆するように、多くの場
合、最も恵まれない人々は、問題の原因をほ
とんど生み出していないにもかかわらず、環
境破壊の打撃を被っており、これからも被害
を受け続ける。たとえばHDI低位国は、地球
の気候の変化への寄与は最も小さいが、降水
量の減少幅が最も大きく、変化率の上昇率も
最も大きい。その結果、農業生産と人々の生
計にも悪影響が及んでいる。
　HDI最高位国では、自動車の運転や、家庭
と職場における冷暖房の使用、加工済み・包
装済み食品の消費など、エネルギー集約型の
活動が活発におこなわれている結果、HDI低
位国と中位国と高位国をすべて合わせたより
も、1人当たりの温室効果ガス排出量が多い。
HDI最高位国で暮らす人は平均して、HDI低位・
中位・高位国の平均的住人に比べて、二酸化
炭素排出量が4倍以上、メタンと亜酸化窒素の
排出量が約2倍に上り、HDI低位国の住人と比
べれば二酸化炭素排出量が約30倍に達する。
英国の平均的な市民が2か月で排出する温室効
果ガスの量は、HDI低位国の住人が1年で排出
する量に匹敵する。1人当たりの温室効果ガス
排出量が世界で最も多いカタールの住人は、
同じ量をわずか10日で排出している（ただしこ
の数字には、エネルギー消費量だけでなく、
エネルギー生産量も反映されている。つまり、
ほかの国で消費されるエネルギーの量も含ま
れるのである）。
　1970年以降の温室効果ガス排出量増加分の
4分の3は、HDI低位・中位・高位国によるも
のだが、排出量の総量では依然としてHDI最
高位国がきわだって多い。しかも、このデータ
には反映されていないが、豊かな国から貧し
い国へ、二酸化炭素排出量の多い生産施設の
移転が進んでおり、そうした生産施設でつく
られた製品の多くは豊かな国に輸出されてい
る。

材料が増えている。将来にどのような変化が
起きるかを正確に知ることは不可能なので、
さまざまな予測を検証し、それが人間開発に
どういう意味をもつのかを検証したい。
　大前提となるのは、過去数十年にわたり、
人間開発の水準が目覚ましく向上してきたと
いう事実である。この点は、2010年版HDRの
重要なテーマでもあった。ただし、注意すべ
き点が3つある。
● 所得の上昇には、二酸化炭素排出量、土壌
と水質、森林面積など、主要な環境関連の
指標の悪化が付随する。

● 世界の多くの地域で、国内での保健と教育
の格差が縮まっている半面、所得のばらつ
きはむしろ拡大している。

● 概して、エンパワーメントが拡大すれば人
間開発指数（HDI）も高まる傾向があるが、
この両要素の関係は一様ではない。
　本報告書のためにおこなったシミュレーシ
ョンによると、農業生産、清潔な水と良好な
衛生環境へのアクセス、公害の状況が地球温
暖化により影響を受けると想定される「環境
上の困難」が起きるというシナリオの場合、
2050年までに世界のHDI値は基準値より8％
（南アジアとサハラ以南アフリカは12％）落ち
込む。これよりもっと深刻な、たとえば大規模
な森林破壊、土壌の劣化、生物多様性の大幅
な減少、異常気象の増加といったような「環
境上の惨事」が起きるというシナリオの場合、
世界のHDI値は、予測される基準値を約15％
下回る。
　私たちが現在の傾向の進行を止めたり、逆
転させたりするための対策が何もなされない
場合に、もし「環境上の惨事」のシナリオが
現実になれば、途上国には2050年より前に転
換点が訪れる。それまでは豊かな国とのHDI
達成度の格差が縮小し続けるが、その時点を
境に格差が広がりはじめるのである。
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結果、以下の3つの一般的傾向が見出せた。
● 屋内の空気汚染や、清潔な水と良好な衛生
環境の欠如などといった家庭レベルの環境
問題は、HDIの水準が低い国ほど深刻で、
HDIが向上するにつれて問題が改善してい
く。

● 都市の大気汚染など地域社会に悪影響を及
ぼす環境上のリスクは、開発が進むにとも
なって、いったんは悪化するが、その後緩
和するようにみえる。すなわち、一部の論
者の表現を借りると、「逆Ｕ字型」になる。

● グローバルな悪影響―すなわち温室効果ガ
ス―を生む環境上のリスクは、概してHDI
が向上するほど大きくなる。
　HDIの値そのものが環境上のリスクを増減
させるわけではない。温室効果ガスの排出量
は所得と経済成長に左右される面が大きいが、
決定的な影響を受けるわけではない。環境上
のリスクの大きさは、もっと多様な要因の複雑
な相互作用によって決まる。たとえば、国際
貿易をおこなえば、環境破壊の原因になる生
産活動が国外に移転される。それに、ひとく
ちに天然資源の利用と言っても、大規模な商
業的利用と最低限の自家用の利用では環境に
及ぼす影響が異なる。都市部と地方部でも環
境面の事情は一様でない。加えて、本報告書
で指摘するように、政府の政策や政治状況の
影響も極めて大きい。
　こうした点を考えると、上に挙げた一般的
傾向は避けられないものではないと判断でき
る。実際、HDIの値を大きく向上させ、しかも
公平性と環境の持続可能性も目覚しく改善さ
せた国がいくつかある。本報告書では、好ま
しい相乗効果を生み出すことを重んじる一環
として、公平性の促進、HDI値の向上、屋内
の空気汚染の改善、清潔な水へのアクセスの
拡大に関して近隣の国々より大きな成果を上
げている国、および環境の持続可能性に関し

　世界的に見て、HDIの値が向上するにつれ
て、環境破壊が進行する傾向がある──もっ
とも、厳密に言えば、環境破壊と連動してい
るのは主として、HDIの構成要素のなかの経
済成長の側面である。所得が高い国ほど、1人
当たりの二酸化炭素排出量が増す傾向がおお
むね認められる。われわれの分析では、二酸
化炭素排出量と、HDIの保健と健康の要素と
の間には連動性はなかった。この点は意外で
ないだろう。大気中に二酸化炭素を放出する
ような活動は、医療と教育の実施より、モノの
生産と関わりが深いのである。また、1人当た
りの二酸化炭素排出量とHDIの各構成要素の
達成度が単純な比例関係にないことも、この
図式からわかる。HDIが低い段階では比例関
係はほとんどないし、まったく関連性もないが、
HDIの値が上昇して、いわば「転換点」に達
すると、それ以降は二酸化炭素排出量と所得
の間に強い正の相関関係が見て取れる。
　HDIの値が急速に改善してきた国ほど、1人
当たりの二酸化炭素排出量が急速に増えてき
た。現在の両要素の関係だけを断片的に見る
のではなく、このように時系列的な変化に着目
することにより、今日の開発の結果として明日
にどのような状況が訪れるかが浮き彫りにな
る。ひとことで言えば、ここでもやはり、所得
水準の変化がトレンドを後押しするのである。
　しかし、すべての環境関連の指標に関して、
このような関係が見出せるわけではない。本
報告書の分析によると、たとえば森林破壊と
HDIの値の間には、弱い正の相関関係しか認
められない。なぜ、二酸化炭素排出とほかの
環境上の脅威の間に違いがあるのか。おそら
く、環境と生活の質の関係が明確な分野（公
害など）では、所得水準が高い国ほど環境面
の達成度が高い場合が多いのに対し、関係が
漠然としている分野では、それほどでもない
のだろう。環境リスクとHDIの関係を検証した
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い。
● 森林の減少は大きな問題である。1990年か
ら2010年に森林の減少が最も進行したのは、
ラテンアメリカ・カリブ海諸国とサハラ以南
アフリカで、それに次ぐのがアラブ諸国だ
った。そのほかの地域は、わずかながら森
林面積が増加した。

● 世界の人口のおよそ3人に1人が暮らす乾燥
地域が砂漠化の脅威にさらされている。一
部の地域は、とりわけ脅威が深刻である。
なかでも、サハラ以南アフリカでは特に、
乾燥地帯が極めて脆弱で、適応力が低い。
　向こう数十年の間に、環境上の負の要因に
より、世界の食料価格が実質ベースで30-50％
上がり、価格の変動も激しくなる見通しであ
る。その結果、貧しい世帯が深刻な打撃を受
けると予想される。最も大きなリスクにさらさ
れるのは、農業、漁業、林業、狩猟、採集を
生業とする13億人である。環境破壊と気候変
動の打撃は、すべての人の間で一様ではない。
理由はいくつかある。
● 地方部では、多くの貧しい人々が所得のほ
とんどを天然資源に依存している。通常は
別の職業に就いてい
る人たちも、景気が
悪い時期には、厳し
い経済状況に対応す
る手段としてその種
の仕事に携わる場合
がある。

● 環境破壊により、ど
の程度の影響を被る
かは、その人の天然
資源の生産量と消費
量のどちらが多い
か、自家消費のため
に生産しているのか市場で売るために生産
しているのか、ほかの職業と兼業して生計

て地域・世界レベルで見て大きな成功を収め
ている国を割り出すための多面的な戦略を提
案する。環境の持続可能性は、温室効果ガス
の排出、水の利用、森林破壊を基準に判断する。
もっとも、データが不十分なうえに、比較可能
性の問題もあいまって、この方法により得られ
る結果は厳密な統計というより、例示的なもの
にとどまっている。すべての面で同じ地域内
の国の中央値を上回っているのは、全世界で
コスタリカの1か国だけである。好成績だった
その他の3か国は、基準により成績にばらつき
がある。また、スウェーデンが地域内と世界
全体の平均と比べて、森林再生でひときわ大
きな前進を遂げていることは特筆すべきであ
る。
　本報告書のリストから明らかなように、地域
や開発のレベル、構造上の特質がどうであっ
ても、適切な政策を打ち出すことにより、環境
の持続可能性と公平性、HDIで表される人間
開発の中核的要素を高めることは可能である。
本報告書では、その土地固有の事情が重要な
意味をもつことを強調しつつ、どのような政策
やプログラムが成功しやすいのかを類型化し
て示す。
　しかしもっと全般的な傾向としては、この数
十年にわたり、さまざまな面で環境の悪化が
進んでおり、人間開発の足を引っ張っている。
その影響は、天然資源を直接的に生活の糧に
している大勢の人にとって、ことのほか大きい。
● 土壌の侵食、土地の肥沃さの減退、過剰な
牧畜が原因で、地球上の陸地の40％近くが
劣化している。土地の生産性は低下しつつ
あり、最も深刻なシナリオを前提にすると、
推定で50％も落ち込んでいる。

● 世界の水の使用量の70-85％は農業が占めて
いる。世界の穀物生産高の推定20％は持続
不可能な形で水を使っており、その影響で
未来の農業生産の拡大が危うくなりかねな
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民族も天然資源に大きく依存しており、途上
国の小さな島国や両極地域、緯度の高い地域
など、気候変動の打撃を被りやすい生態系の
なかで生きているケースが多い。慣習の中に
は天然資源の保護に有益なものもあるが、そ
の種の知識は見過ごされていたり、軽んじら
れていたりする場合が多い。
　農民の生計に気候変動がどの程度の影響を
及ぼすかは、栽培している作物の種類、地域、
季節などの要因に左右されるので、それぞれ
の地域ごとの状況を掘り下げて分析しないと
判断できない。また、世帯ごとの生産と消費
のパターン、さまざまな手立ての利用可能性、
貧困の度合い、厳しい状況への対応能力によ
っても、影響の大きさは変わる。しかし全体と
してみると、灌漑ないし雨水を利用して栽培
される作物に対して気候変動が及ぼす生物・
物理学的影響について言えば、2050年の時点
で悪影響が好影響を上回る可能性が高い。そ
して、その打撃を最も強く受けるのは、HDI低
位国なのである。

関係を理解する

　本報告書では、環境と公平性が交わる部分
をグローバルなレベルで理解することを通じ
て、地域社会と家庭レベルでの両者の関係を
検証する。あわせて、一般的なパターンを克
服した国やグループに光を当て、ジェンダー
の役割とエンパワーメントのあり方を変えるこ
との重要性も強調する。
　注目すべきなのは、最も恵まれない人たち
が二重の打撃に苛まれているという点である。
そのような人々は、地球レベルの環境破壊の
打撃を特に被りやすいうえに、屋内の空気汚
染や水質の悪さ、劣悪な衛生環境など身近な
環境上の脅威にもさらされている。2010年版

の手段を分散させることがどの程度容易か
によって変わってくる。

● 今日、世界で3億5000万人ほどが森林の中や
その近隣で暮らしており、森林の資源を利
用して生活し、それを換金して所得を得て
いるが、その多くは貧しい人々である。森
林破壊と天然資源の利用制限は、いずれも
貧困層に打撃を与えかねない。多くの国の
データによると、一般的に男性より女性の
ほうが森林により依存する生活を送ってい
る。女性は概して男性より職業の選択肢が
乏しく、自宅から遠方まで移動することが
少なく、薪を集める役割のほとんどを担っ
ていることがその理由である。

● 漁業で生計を立てている約4500万人、その
うちの600万人以上が女性であるが、彼らの
生活が乱獲と気候変動により脅かされてい
る。この人たちはたいてい、二重の意味で
弱い立場に立たされている。ことのほか大
きなリスクにさらされている国々は、食生活
のタンパク源として、さらには所得と輸出収
入の源として、とりわけ水産資源に大きく依
存しているからである。アラスカ、グリーン

ランド、ノルウェー、
ロシア連邦周辺など、
北半球の緯度の高い海
域は、気候変動の恩恵
を受けると予測されて
いるが、太平洋上の
島々では水産資源が大
幅に減少するとみられ
ている。
　貧しい国々では、男
性に比べて女性が自家
消費用作物の栽培と水
汲みの仕事を担うケー

スが著しく多いことを考えると、女性は男性以
上に、環境破壊の悪影響を強く受ける。先住

最も恵まれない人たちが
二重の打撃に苛まれている
そのような人々は
地球レベルの
環境破壊の打撃を
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屋内の空気汚染や
水質の悪さ
劣悪な衛生環境など
身近な環境上の脅威にも
さらされている
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ている。ほとんどの途上国では、環境上の課
題のなかで最も多いのは調理用燃料の不足だ
が、一部のアラブ諸国では水不足が最大の問
題となっている。
　環境上の貧困について理解を深めるために、
本報告書では貧困レベルごとのパターンを分
析してみた。多次元貧困状態の人のなかで1種
類の環境上の貧困に直面している人の割合と、
3種類すべてに直面している人の割合を出し
て、その数字を基に国々をランクわけしたので
ある。その結果、環境上の貧困状態にある人
の割合はMPIの値が悪化するにつれて増える
が、具体的な状況は国によってかなりの違い
があることがわかった。多次元貧困者のなか
で、なんらかの環境上の貧困に直面している
人の割合が最も少ないグループの10か国であ
る（MPI調整済み）。このグループに属するの
は、主としてアラブ諸国、ラテンアメリカ・カ
リブ海諸国である。この両地域で10か国中7か
国を占めている。
　一方、多次元貧困者のなかで3種類の環境上
の貧困すべてに直面している人の割合が最も
少ないグループでは、南アジア諸国が目立つ。
南アジアのいくつかの国では、依然として深
刻な環境上の貧困が存在するが、飲用水への
アクセスをはじめ、いくつかの面では状況が
改善している。また、両方のリストに顔を出し
ている国が5か国ある。これらの国々では、環
境上の課題にさらされている人の割合が少な
いうえに、その程度も比較的軽度だといえる。
　これらの指数は、必ずしもすべての環境上
のリスクおよび環境破壊を反映しているわけ
ではない。洪水の被害にあう危険性はその一
例である。一方、貧しい人々は、直接的な環
境上の脅威にさらされやすいだけでなく、もっ
と広範にわたる環境破壊の打撃も被りやすい。
　本報告書では、このパターンをさらに掘り
下げて考えるために、MPIと気候変動の重圧

HDRで導入された多次元貧困指数（MPI）は、
本年度は109か国で算出されており、問題の状
況を掘り下げて検証し、どの国で問題が最も
深刻かを割り出すうえで役に立つ。
　MPIの値を見ると、保健、教育、生活水準
のすべての面において、貧困状態にある人の
数が増えており、しかもそのような人々の貧困
のレベルも悪化している。今年版の報告書で
は、多次元貧困状態の人々の間で環境破壊の
打撃がどの程度広がっているのか、さらには
世帯レベルで複数の問題がどのように重なり
合っているのかを検証する。これは、MPIと
いう新たな指標が導入されたことによっては
じめて可能になったことである。
　貧困というレンズを通して環境問題を考え
ることにより、近代的な調理用燃料、清潔な水、
基本的な衛生環境を利用できないというタイ
プの環境上の打撃を検証することが可能にな
った。これらの絶対的貧困状態は、それ自体
として重大なものであり、深刻な人権侵害で
ある。こうした問題に終止符を打つことができ
れば、人々の発揮できる能力を拡大し、選択
肢を増やし、人間開発を前進させることがで
きる。
　途上国では、少なくとも10人中6人が貧困を
悪化させる環境上の課題1種類にさらされてお
り、10人中4人が2種類以上にさらされている。
とりわけ状況が深刻なのは多次元貧困状態の
人々で、10人中9人以上が少なくとも1種類以
上の環境上の課題を抱えている。ほとんどの
人は複数の種類の貧困にさらされている。多
次元貧困状態にある人の10人中8人は、3種類
の貧困のうち2つもしくは3つに該当し、約3人
に1人（29％）は3種類すべてに該当する。環
境上の貧困は多次元貧困状態を生み出す要因
として、極端に大きな影響を及ぼしている。
多次元貧困指数（MPI）の算出の際に占める
比重は17％だが、実際の寄与度は20％に達し
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発症例を増やし、さらには作物の収穫を減ら
すことを通じて、格差をひときわ拡大させか
ねない。
　世界保健機関（WHO）の「グローバル疾病
負担データベース」を見ると、環境上の要因
が保健状態に及ぼす影響に関して衝撃的な事
実が明らかになる。たとえば、同データベース
によると、清潔でない水と不適切な衛生環境
は、世界の病気原因の上位10件のうちの1つで
ある。急性の呼吸器感染症や下痢など環境と
関連がある病気により、5歳未満の子どもが毎
年少なくとも300万人死亡している。この人数は、
オーストリア、ベルギー、オランダ、ポルトガ
ル、スイスの5歳未満人口の合計より多い。
　環境破壊と気候変動は、物理的・社会的環境、
人々の知識、資産、行動に影響を及ぼす。複
数の問題が互いに作用し合い、悪影響が増幅
される場合もある。たとえば、保健上のリスク
が最も大きいのは、水と衛生環境が不適切な
状況であり、それはしばしば貧困に苦しめら
れている状況と重なり合う。環境と関連があ
る病気による死亡率が最も高い10か国のうち、
ニジェール、マリ、アンゴラなどの6か国は、
MPIの値が最も悪い10か国にも名を連ねてい
る。

貧しい家庭の子ども、特に女子の教育状況の
改善が阻害される

　世界の多くの地域では、ほぼすべての子ど
もが初等教育を受けるようになったが、それ
でもまだ格差は残っている。HDI低位国では、
初等教育の就学年齢の子どもの約10人に3人が
就学しておらず、就学している場合も、環境
上の問題も含めて複数の障害に学業を妨げら
れている。たとえば、電気が通じていなければ、
直接的にも間接的にも悪影響が及ぶ。電気が
通じていれば、照明を利用できるので勉強の
時間を増やせるうえに、電気ストーブを用いる

との関係を検証した。具体的には、15か国の
130の行政区画について、その地域のMPI値と、
降水量および気温変動との関係を検証してみ
た。すると、これらの国々のなかで最も貧しい
地域では気温が上昇している半面、降水量は
増減していないことがわかった。この結果は、
気候変動が所得面の貧困に及ぼす影響につい
てのデータと合致する。

人間開発のいくつかの側面に対する
環境上の脅威

　環境破壊は、所得と生計の側面にとどまら
ず、さまざまな面で人間の能力を阻害する。
保健や教育など、公共の福祉のそのほかの側
面にも影響を及ぼすのである。

環境破壊と保健──
両者の重なり合い

　屋内・屋外の空気汚
染、水質汚濁、良好で
ない衛生環境が原因で
生じる病気の重荷が最
も深刻なのは、貧しい
国々の人々、とりわけ
その国の貧しい層であ
る。HDI低位国で屋内

の空気汚染が原因で死亡する人の割合は、そ
れ以外の国々の11倍に達する。HDI低位・中位・
高位国の貧しい人々は、HDI最高位国に比べ
て汚い空気に触れる機会が多いうえに、病気
に対して弱いために、屋外の大気汚染により
病気になるリスクも相対的に高い。HDI低位
国では、10人中6人以上が容易に清潔な水を利
用できず、10人中4人近くが清潔なトイレを利
用できずにおり、その結果として病気にかかり
やすく、しかも栄養不良に陥りやすい。気候
変動は、マラリアやデング熱などの熱帯病の

環境破壊は
所得と生計の側面に
とどまらず、さまざまな面で
人間の能力を阻害する
保健や教育など
公共の福祉の
そのほかの側面にも
影響を及ぼすのである
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れだけいるのかを割り出すことは難しいが、一
部の試算によるとその数字は極めて多い。
　環境上のストレスが紛争の発生確率を高め
る場合があることも指摘されている。しかし、
その関連は直接的なものではない。個人と地
域社会と社会全体が環境破壊によるダメージ
を受けやすくなるかどうかは、もっと幅広い政
治経済的要因および個別状況的要因に影響を
受ける。

異常気象が不平等を拡大する

　さまざまな慢性的な
脅威に環境破壊の影響
が加わることにより、
いわば急性の脅威が増
幅されて、その結果と
して不平等が拡大する
場合がある。本報告書
の分析では、異常気象
の影響を受ける人の数
が10％増えると、その
国のHDIの値が2％近く
悪化する。特に大きな影響を受けるのは、
HDIを構成する 3 要素（健康、知識、生活水準）
のなかでは所得の側面、国のHDIのレベルで
言えばHDI中位国である。
　しかも、その重荷はすべての人に等しくの
しかかるわけではない。洪水や強風、地滑り
により怪我をしたり死亡したりするリスクは、
子どもや女性、高齢者ほど高い。この傾向は、
貧困層ではとりわけ際立っている。自然災害
に関するジェンダー間の著しい格差は、資源
や能力や機会を得られる度合いの格差とあい
まって、女性をいっそう弱い立場に追いやっ
ている。
　子どもは、天候上の打撃により、大人に比
べて極端に大きな打撃を被る。天候不順によ

ことにより、水と薪を集めるために費やす時間
を減らせる。水と薪を集めて運ぶために時間
を取られることは、学業が遅れたり、就学率
が下がったりする要因である。その傾向は、
女子でとりわけ甚だしい。清潔な水と良好な
衛生環境を利用できる状況は、女子にとって、
保健状態を改善し、時間を節約し、プライバ
シーを高めるという点において、教育上も極め
て重要である。

そのほかの影響
　世帯レベルの環境上の貧困に、もっと広範
な環境上の負荷が重なって、幅広い局面で人々
の選択肢が制約されて、天然資源で生計を立
てることがいっそう難しくなる場合がある。そ
れまでと同じだけの収入を得るために長時間
働かなくてはならなくなり、環境破壊の打撃か
ら逃れるために移住しなくてはならなくなった
りするのである。
　天然資源に依存して生活するためには、多
くの時間を取られる。近代的な調理用燃料と
清潔な水が手に入らない場合は、とりわけそ
れが甚だしい。時間の利用状況に関する調査
結果を通して、この問題に関するジェンダー
の不平等の実態を垣間見ることができる。一
般的に、男性より女性が、男子より女子が水
や薪を集める仕事に多くの時間を割かれる。
この種の活動の負担が重いせいで、女性が高
所得の仕事に携わることが妨げられているこ
とも明らかになっている。
　2009年版HDRでも論じたように、人々の自
由を拡大し、より好ましい結果を実現するうえ
では、人の移動── 住む場所を選ぶ自由を保
証することが重要である。しかし、法律上の
制約により、移住には大きなリスクが伴う。人々
が移住を決断する際には、貧困をはじめとし
てさまざまな要因が関係しているので、環境
上のストレスを逃れるために移住する人がど

異常気象の影響を受ける
人の数が10％増えると
その国のHDIの値が
2％近く悪化する
特に大きな影響を受けるのは
HDIの3要素のなかでは
所得の側面、国のHDIの
レベルで言えば
HDI中位国である
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の女性が産む子どもの数は2人を下回ってい
る。しかし世界全体で見ると、これらの面で
まだ満たされていないニーズが非常に大きい。
データによると、すべての女性が生殖に関す
る選択を自由におこなえるようになれば、人口
増加のペースがゆるやかになり、それだけで
も世界の温室効果ガスの排出量を現在の水準
より低く抑えることが可能となる。まだ満たさ
れていない家族計画のニーズが2050年までに
満たされれば、世界の二酸化炭素排出量は現
在より17％減ると推定されている。
　GIIは政治的意思決定への女性の参加の度合
いにも光を当てており、この面で世界的に総
じて女性が男性に後れを取っている現状を浮
き彫りにしている。その傾向が特に目立つのは、
サハラ以南アフリカ、南アジア、アラブ諸国で
ある。この点は、持続可能性と公平性に重大
な影響を及ぼす。女性はたいてい、水や薪を
集める役割を担う機会が多く、しかも屋内の
空気汚染にさらされる度合いも高いので、天
然資源の扱いに関する決定による影響を男性
以上に強く受ける。最近の研究によると、女
性が政治的意思決定に参加しているかどうか
だけでなく、どのように、そしてどの程度参加
しているのかという点が重要である。また、女
性は男性より環境に気を配り、環境保護のた
めの政策を支持し、環境保護に熱心な政治家
に選挙で投票する傾向が強いので、政治や
NGOへの女性の参加が進むほど、環境に好ま
しい影響が生じ、それがさらには「ミレニアム
開発目標（MDGs）」全般に波及効果を及ぼす
可能性がある。
　このような指摘は新しいものではないが、
女性の実質的な自由を増進する意義をあらた
めて裏づけるものといえる。つまり、意思決定
への女性の参加は、それ自体として価値があ
るだけでなく、不公正を是正し、環境破壊を
防ぐ手立てとしても価値があるのである。

る栄養不良の影響は後々まで消えず、学校に
通えなければ将来の可能性が狭まる。多くの
途上国のデータによると、一時的に所得面で
打撃を受けただけで、子どもを学校に通わせ
なくなってしまう世帯が極めて多い。もっと広
い視野で考えると、それぞれの世帯が自然災
害の打撃にどの程度さらされやすく、打撃に
対応する能力をどの程度備えているかは、災
害の種別、その世帯の社会経済的階層、社会
資本と情報提供体制の充実度、そして救援・
復興活動の公平性と有効性など複数の要因に
左右される。

エンパワーメント──
生殖に関する選択と政治的な不均衡

　ジェンダーの役割が変容し、またエンパワ
ーメントが進んだことで、一部の国とグループ
が環境の持続可能性と公平性を改善し、人間
開発を前進させることに成功している。

ジェンダーの平等
　今年の報告書で145
か国について更新した
ジェンダー不平等指数
（GII）を見れば明らか
なように、リプロダク
ティブ・ヘルス（性と
生殖に関する健康）に

関する制約は、依然としてジェンダーの不平
等の一因になっている。この点が重要なのは、
有効な家族計画が普及していれば、女性が出
産する子どもの数が少なく、それに伴い、母
子の健康面で好ましい影響が生まれ、しかも
温室効果ガス排出量が減らせるからである。
たとえば、キューバ、モーリシャス、タイ、チ
ュニジアでは、リプロダクティブ・ヘルスの医
療を受けやすく、避妊法が普及しており、1人

まだ満たされていない
家族計画のニーズが
2050年までに満たされれば
世界の二酸化炭素排出量は
現在より17％減ると
推定されている
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好ましい相乗効果──
環境、公平、人間開発のための
有効な戦略

　本報告書で指摘するさまざまな課題に取組
むために、数々の政府、市民社会、民間セク
ターの主体、開発パートナーが環境の持続可
能性と公平性を統合し、人間開発を促進する
アプローチ──言ってみれば、ウィン・ウィン
ならぬ「ウィン・ウィン・ウィン」の戦略を考
案してきた。有効な戦略の中身が個々の状況
によって異なることは間違いないが、それでも
有望に思える地方レベルと国レベルの実例を
検証し、個別の事情の違いを越えて通用する
原則を割り出すことは重要である。地方レベ
ルでは、すべての人が参加できる制度をつく
ることが重要であり、国レベルでは、効果を
上げている新しい試みを拡大していくことが
重要であると、本報告書は指摘する。
　政策課題は極めて広範にわたる。そのすべ
てに触れることはできないが、本報告書の意
義は、ウィン・ウィン・ウィンの戦略を提案す
ることにある。具体的には、環境にとって好ま
しいだけでなく、公平性と人間開発全般の面
でも好ましいアプローチを採用し、複数のニ
ーズ間のトレードオフの関係をコントロール、
ないし迂回することによって、社会、経済、
環境の面の課題を解決する戦略を提案したい。
議論と行動を触発するために、潜在的なトレ
ードオフを打開し、好ましい相乗効果を見出
すための戦略が実際に機能している実例も示
す。ここでは、近代的なエネルギー源の例を
取り上げる。

近代的なエネルギー源へのアクセス

　エネルギーは人間開発に欠かせないものだ
が、世界で約15億人（世界の人口の5人に1人

権力の不平等
　2010年版HDRで論じたように、エンパワー
メントにはさまざまな側面がある。国レベルの
正式な民主的手続きもそこに含まれるし、地
方レベルでの意思決定への参加プロセスも含
まれる。国レベルと国内の地方レベルの政治
的エンパワーメントが促進されると、環境上
の持続可能性が高まることがわかっている。
また、個別の事情による違いが大きいものの、
さまざまな研究により、民主制のほうが一般的
に有権者の意向が政治に反映されやすく、市
民の自由が尊重されやすいことが明らかにな
っている。しかし、重大な問題は、どの国で
もえてして、環境破壊による打撃が最も深刻
な人々が、最も経済状態が悪く、しかも最も
エンパワーメントされておらず、その結果、政
策の優先順位が決定されるに当たり、この層
の利害やニーズが反映されていないことであ
る。
　さまざまな国やさまざまな状況において、
権力の不平等が政治制度の問題により増幅さ
れて、環境に悪影響が及ぶことを示すデータ
が続々と集まっている。要するに、貧しい人々
など、恵まれない立場にある人々が環境破壊
により、ことのほか大きな打撃を被っているの
である。本報告書のために約100か国を対象に
おこなった新しい分析によると、おおまかに言
えば、公正な権力の分配が進むほど、環境の
面でも好ましい結果が生じる。たとえば、水
を利用しやすくなり、土地の劣化が減り、屋内・
屋外の空気汚染と水質の汚濁による死亡数が
少なくなるのである。ここに、好ましい相乗効
果を生み出すための重要な領域があるのかも
しれない。



12 人間開発報告書 2011

さまざまなものが含まれる。
　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関す
る健康）に関する医療・保健サービスを利用
できることなど、性と生殖に関する権利を得る
ことは、女性のエンパワーメントの前提条件
であり、環境破壊を回避する効果がある。こ
の面で大幅な改善を実現することは可能であ
る。多くの実例が明らかにしているように、既
存の保健インフラを活用して、新規のコストを
ほとんど発生させずにリプロダクティブ・ヘル
スの医療・保健サービスを提供することが可
能であり、その過程では地域社会が役割を果
たすことが重要である。たとえば、バングラ
デシュの出生率は1975年に6.6だったのが、
2009年には2.4にまで低下した。バングラデシ
ュ政府は、地域社会への啓発活動と補助金を
通じて避妊しやすくし、また、宗教指導者や
教師、NGOなど、両性のオピニオンリーダー
たちとの話し合いを通じて社会規範を変えて
いった。
　地域社会で森林管理をおこなえば、その地
域の環境破壊を是正し、二酸化炭素排出量を
減らせる可能性がある半面、これまでの実例
を見ると、すでに周縁化されている人々をさら
に排除し、いっそう不利な状況に追いやる危
険性もある。その危険性を避ける手立てとし
て、本報告書では、森林管理の計画と実施へ
の住民の参加、とりわけ女性の参加を拡大す
ること、さらには、貧しい人々および、森林資
源に依存している人々の状況を悪化させない
ように手を打つことの重要性を強調する。
　災害の打撃を緩和するために、平等で効率
的な災害対応と画期的な社会的保護の有望な
方法も現れはじめている。災害対応の中には、
地域社会に礎を置くリスク地図づくりや、再建
された資産のより進歩的な分配なども含まれ
る。実際の災害の経験を通じて、分権的なリ
スク軽減モデルへの移行が加速している。こ

以上）が電気のない生活を送っている。多次
元貧困状態にある人の場合、状況はとりわけ
深刻で、3人に1人が電気を利用できずにいる。

　エネルギーの供給を
広げることと二酸化炭
素排出量を減らすこと
の間には、トレードオ
フの関係があるのだろ
うか。必ずしもそうで
はない。この点に関し
ては誤解されている面
が多いと、本報告書は
指摘する。実際には、

環境に重い負担を課すことなく、エネルギー
へのアクセスを拡大する可能性について有望
な兆しがいくつも見て取れる──
●  貧しい世帯向けに非送電網型の分散型のエ
ネルギー供給をおこなうことは技術面でも
資金面でも可能であり、しかも気候への影
響を最小限に抑えられる。

●  これまでに公表されている幅広い政策公約
を考慮に入れれば、すべての人に基本的な
近代的エネルギーサービスを供給したとし
ても、二酸化炭素排出量は推定0.8％しか増
えない。
　世界のエネルギー供給は2010年に転換点に
達し、再生可能エネルギーが世界の発電能力
の25％、発電量の18％以上を占めている。課
題は、エネルギーへのアクセスを大々的に、
そして迅速に拡大し、現在と未来の女性と貧
困層の生活を改善することである。

環境破壊を回避する

　環境破壊を回避するためのもっと幅広いメ
ニューの中には、性と生殖に関する選択肢を
拡大することに始まり、地域レベルの森林管
理の充実や災害対応力の強化にいたるまで、

実際には、環境に
重い負担を課すことなく
エネルギーへの
アクセスを拡大する
可能性について
有望な兆しが
いくつも見て取れる

13概要

グリーン・エコノミー政策に、
公平への配慮を織り込む

　本報告書の主要テー
マの1つは、環境に関
わる政策に公平への配
慮を全面的に織り込む
べきという主張である。
環境政策に関する旧来
の評価手法は十分でな
い。既存の方法でも、
たとえば、未来の温室
効果ガス排出量の推移
に及ぼす影響は明らか
にできるかもしれない
が、分配の問題に関し
ては何も明らかになら
ない場合が多い。たと
えグループごとの影響の違いを検証しても、
所得の側面しか考えていないケースがほとん
どである。しかし、グリーン・エコノミー政策
の目標を考えるうえで公平と参加の要素が重
要であることは、すでにはっきりしている。本
報告書では、この政策目標の重要性をさらに
強調したい。
　政策の分析プロセスに利害関係者を参加さ
せることを通じて、広い意味での公平性への
配慮を政策決定に織り込むためには、いくつ
かの点を検証することが有効である。
● MPIなどの指標を用いて、非所得面での幸
福度について検証する。

● 政策が直接的に生み出す影響と間接的に生
み出す影響の両方を検証する。

● 打撃を受けた人々への補償メカニズムを検
証する。

● たとえ実現可能性が低くても、もし発生し
た場合に破滅的な結果を招く恐れがある異
常気象のリスクを検証する。
　政策が分配と環境に及ぼす影響を早期に分

のような取組みは、設計と意思決定への参加
を推し進めることにより、地域社会の、とりわ
け女性へのエンパワーメントを後押しする。
被災後に地域社会が既存の不平等を是正する
形で復興を実現することも可能である。

開発モデルを再考する──
変革のためのはしご

　大規模な環境上の脅威が増大し続けている
状況に、人々や集団、国による大きな格差が
合わさって、政策担当者は極めて難しい課題
に直面している。しかし、先行きを楽観できる
材料もある。画期的な政策と取組みが世界の
いくつかの地域でおこなわれていることを考え
ると、さまざまな面で、今日の世界はこれまで
になく進歩を生み出しやすい状況にある。
2012年6月の「国連持続可能な開発会議（リオ
＋20）」を前に、そして、MDGs達成期限であ
る「2015年後の世界」を前にしたいまこそ、
議論をさらに前に進めるために大胆な発想が
求められる。本報告書では、持続可能性と公
平性という2つのレンズを組み合わせることを
通じて人間開発を前進させるための新しい視
点を提案する。具体的には、国レベルと国内
の地方レベルの両面において、公平性を政策
設計の前面に押し出し、また、法律と政治の
領域でのエンパワーメント拡大が生む潜在的
な相乗効果を生かすことが重要である。グロ
ーバルなレベルでは、差し迫った環境上の脅
威に対処し、弱い立場に置かれている国やグ
ループがこれまでより公平に資金を得られる
ようにするために、もっと資源を割く必要があ
る。

環境政策に関する
旧来の評価手法は
分配の問題に関しては
何も明らかに
ならない場合が多い
グリーン・エコノミー政策の
目標を考えるうえで
公平と参加の要素が
重要であることは
すでにはっきりしている
本報告書では
この政策目標の
重要性をさらに強調したい
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市民社会を育み、人々が情報にアクセスしや
すくするためには、特に女性など、影響を受
けるグループに対して説明責任を果たし、そ
うしたグループを排除しない制度が国レベル
で必要である。
　人々の参加を実現するうえでは、オープン
で、透明で、いかなる層も排除しない議論の
プロセスが欠かせないが、現実にはさまざま
な障壁が存在して、有効な参加が妨げられて
いる。好ましい変化が起きてはいるものの、
先住民族など、これまで排除されてきたグル
ープがもっと活発に参加できる可能性を強化
するために、さらなる努力が求められる。また、
女性の関与を可能にすることの重要性を示唆
するデータも増えている。この点は、それ自体
が重要であるのみならず、持続可能性を高め
るうえでも効果があるとされているからである。
　政府が人々の関心に敏感に反応すれば、変
化が起きやすい。市民社会が栄えている場合
も、地方レベル、国レベル、世界レベルで説
明責任が果たされやすい。また、人々の意識
を高め、参加を後押しするうえでは、報道の
自由が不可欠である。

必要な資金の調達──
私たちはどういう立場を取るのか

　持続可能性をめぐる議論は、誰が、何のた
めの資金をどのように負担するかなど、コスト
と資金調達に関する大々的な議論に波及する。
公平の原則を貫けば、貧しい国々に大規模な
資金移転をおこなうべきだということになる。
水とエネルギーへの公平なアクセスを実現す
るうえでも、気候変動への適応と気候変動の
影響の緩和のための費用をまかなううえでも、
それが必要とされる。
　本報告書の財務面の分析を通じて、重要な
メッセージが4つ浮かび上がってくる。

析することが極めて重要である。

クリーンで安全な環境──
特権ではなく、当然の権利

　環境に関する権利を国の憲法や法律に織り
込むことが有効な場合もある。そのような権
利を守る力を市民に与えられることがその大
きな理由である。環境に関する規定を憲法に
設けている国は、少なくとも120か国を上回る。
環境権について明示的な規定を設けていない
国も、たいてい、個人の人権に関する一般的
な憲法規定の法解釈を通じて、健康的な環境
で生きる権利を認定している。
　すべての人が平等に健全な環境で生きる権
利を憲法で保障すれば、経済的余裕のある人
以外も健康的な環境で生きる道が開かれて、
公平性が促進される。また、この権利が法的
枠組みの中で明示的に規定されれば、政府の
政策決定の優先順位と資源分配のあり方にも
影響を及ぼせる可能性がある。
　このような平等の権利を法律で認めること
に加え、公正で独立した司法機関など、人々
に力を与えるための制度、さらには政府や企
業から情報を引き出す権利も必要である。環
境に関する情報を得る権利の重要性は、国際
社会も次第に認識しはじめている。

参加と説明責任
　プロセスに参加する自由は人間開発の中心
的な要素であり、2010年版HDRでも論じたよ
うに、それ自体として重要であるだけでなく、
ほかの目的を実現するための手段としても重
要である。力の不均衡が甚だしいと、環境上
の結果にも大きな不均衡が生じる。しかし、
それは裏を返せば、エンパワーメントを拡大
すれば、好ましい環境上の結果を公平に実現
できる可能性があるということでもある。民主
主義は重要だが、それだけでは十分でない。
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か1.6％にとどまる。気候変動適応・緩和のた
めの投資は、少なく見積もった投資必要額の
約11％でしかない。一方、水と衛生環境に関
しては金額がもっと小さく、政府開発援助
（ODA）で約束されている金額でまかなえる割
合が大きい。

資金のギャップを狭める──
通貨取引税を実現する

　新しいチャンスを活用すれば、本報告書で
記されている貧困やその他の困難に対処する
ための資金が不足している状況を大きく改善
できる。最も有望なアイデアは通貨取引税で
ある。1994年版HDRで議論したアイデアだが、
現実的な政策の選択肢として次第に受け入れ
られはじめている。最近の金融危機をきっか
けにあらためて関心が増しており、この制度
の有用性と時間的普遍性が裏づけられたとい
えるだろう。
　今日の外国為替決済インフラは以前より組
織化・一元化・標準化されており、通貨取引
税導入の現実性が高まっている。中国、フラ
ンス、ドイツ、日本、
英国など63か国が参加
する「開発のための革
新的資金調達に関する
リーディング・グルー
プ」も通貨取引税を支
持している。国連の「気
候変動資金に関するハ
イレベル諮問グルー
プ」は最近、この種の
税による税収の25-50％
を途上国の気候変動適
応・緩和のために用い
るよう提唱した。
　本報告書の新しい分析によると、税率を極
めて低く（0.005％）抑えても、新たな事務処理

● 投資のニーズは大きいが、軍事予算など、
現在ほかの部門に拠出されている金額と比
べれば大きな金額ではない。すべての人が
近代的なエネルギー源を利用できるように
するために1年間に必要な投資額は、化石燃
料のために1年間に拠出されている補助金の
8分の1に満たない。

● 公共部門の積極的な関わりが重要である（一
部の援助供与国の潤沢な援助が際立ってい
る）。その一方で、民間セクターも、主要か
つ不可欠な資金供給源である。公共部門の
取組みが触媒となって、民間セクターの投
資が触発される場合もあり、その意味でも、
公共部門の資金を拡充し、さらには投資を
後押しする環境をつくり、地域の能力を高
めることが重要である。

● データの制約により、民間セクターおよび国
内の公共部門が環境の持続可能性にどれだ
け投資しているかをモニタリングすることは
難しい。手に入る情報で明らかにできるの
は、政府開発援助の流れだけである。

● 資金融通のメカニズムが入り組んでいて、
しかも統一が取れていないせいで、効率が
悪く、そのうえ支出の状況をモニタリングし
にくい。この点に関しては、過去にパリとガ
ーナの首都アクラで開催された国際会議で
援助の効率性向上が約束されたことから学
ぶべき点が多い。
　データが十分でなく、ニーズ、約束、資金
拠出の規模がはっきりわからないが、それで
も基本的な状況は明らかである。気候変動対
策、低炭素エネルギーの開発、水道と衛生環
境の整備のために必要とされる投資の金額と
政府開発援助の金額との間の差は極めて大き
く、また、資金拠出が約束されている金額の
すべてが実際に拠出されているわけではない。
低炭素エネルギー源への投資は、投資必要額
を少なく見積もったとしても、その金額のわず

税率を極めて低く抑えても
新たな事務処理コストを
いっさい発生させることなく
年間約400億ドルの
税収を増やせる
国際的な論議で
必要性が指摘されている
規模の新資金需要を
満たせる
政策上の選択肢は
ほかに多くない



16 人間開発報告書 2011

ようなグローバルなガバナンス・システムを築
くことはできない。
　環境破壊と闘うための資金へのアクセスに
関して、公平性と人々の発言力を高める措置
を導入すべきであると、本報告書は主張する。
　民間の資金は欠かせないが、たとえばエネ
ルギー部門に流れ込む資金の大半は民間資金
なので、ある地域でリスクが大きいにもかかわ
らず、リターンが小さすぎると民間投資家が
感じれば、その地域への資金の流れが阻害さ
れてしまう。改革がおこなわれなければ、資
金入手の可能性が国によって異なる状況は変
わらず、むしろ既存の不平等が拡大する。そ
れゆえにいっそう、公的資金の供給を公平に
おこなうこと、そして、将来に民間の資金を呼
び込みやすい環境を築くことが重要なのであ
る。
　何が具体的に必要かは、はっきりしている。
国際的な資金の流れを誘導・促進するために、
公平性の原則が不可欠なのである。適切な政
策とインセンティブを生み出せるようにするた
めに、途上国は制度づくりを支援しなければ
ならない。また、国際的な公的資金に関する
ガバナンスのメカニズムに、受益者側の発言
権と説明責任の要素を取り入れることが求め
られる。
　気候変動を減速ないし停止させるための努
力を強化すべく、本当の意味で画期的な取組
みをおこなうとすれば、国内と国際、政府と民
間、資金支給と融資を組み合わせなくてはな
らない。本報告書では、国際的な資金が公平
に供給されて、資金が効率的に用いられるよ
う促す目的で、それぞれの国の利害関係者へ
のエンパワーメントをおこない、国レベルで環
境金融を一体化させて運用できるようにする
べきだと訴える。国レベルで気候変動対策フ
ァンドを設ければ、国内と国際、政府と民間、
資金支給と融資を組み合わせ、運用実態をモ

コストをいっさい発生させることなく、年間約
400億ドルの税収を増やせる。国際的な論議で
必要性が指摘されている規模の新資金需要を
満たせる政策上の選択肢は、ほかに多くない。
　もっと対象範囲の広い金融取引税を取り入
れれば、税収をさらに大幅に増やせる可能性
がある。G20諸国の大半はすでに金融取引税
を導入しており、国際通貨基金（IMF）は、
そうした税の導入が行政事務上可能であると
いう認識を示している。たとえば、国内・国際
の金融取引に0.05％の税を課せば、推計で
6000億から7000億ドルの税収を確保できる。
　IMFの特別引出権（SDR）の余剰分を換金
するという選択肢も注目を集めている。この方
法を用いれば、資金拠出国が追加的な予算負
担をまったく、もしくはほとんどせずに、最大
で750億ドルを確保できる。SDRの活用は、国
際金融が再び釣合がとれるように促せるとい
う意味でも魅力的なアイデアである。外貨準
備を分散させたい新興国の需要が見込まれる
からである。

公平性と人々の発言力を
拡大するための改革

　政策担当者や交渉担
当者、意思決定者と、
環境破壊の打撃を最も
被りやすい人々との間
の溝を埋めるために
は、グローバルな環境
問題のガバナンスにお
ける説明責任のギャッ
プを埋めなければなら
ない。説明責任を高め
るだけで問題を解決で
きるわけではないが、

説明責任抜きに、社会と環境に対して好まし
い影響を及ぼし、人々のニーズに応えられる

気候変動を減速ないし
停止させるための
努力を強化すべく
本当の意味で
画期的な取組みを
おこなうとすれば
国内と国際、政府と民間
資金支給と融資を
組み合わせなくてはならない

17概要

ネルギーの開発を進めるための主張と啓発活
動と熱心な支援とを合わせて、グローバルな
レベルで大々的な「ユニバーサル・エネルギー・
アクセス・イニシアティブ」を提案する。この
ような構想を実現することにより、漸進的な変
化を飛躍的な変化に移行させるきっかけを生
み出すことができる。

＊　　＊　　＊

　本報告書は、持続可能性と公平性の関連性
に光を当て、どうすれば人間開発をいっそう
持続可能で公平なものにできるのかを示し、
さらに、環境破壊が貧しい人々やその他の弱
者にとりわけ大きな打撃をもたらすということ
を描き出す。また、公平性と人間開発を促進
しつつ、現在の環境問題に対処する戦略を打
ち出すことを通じて、このような不均衡を是正
するための政策を提案することに加えて、人々
の選択肢を拡大し、しかも環境を守るという、
相互補完的な2つのゴールを同時に追求するた
めの現実的な方法を明らかにしていく。

ニタリングしやすくなる。この点は、国内での
説明責任と分配の公平性を確保するうえで重
要である。
　本報告書は、この課題を推し進めるうえで
国レベルの4つの道具を用いるべきだと強調す
る。
● 温室効果ガスの排出を減らし、気候変動の
打撃からの回復力を強化する戦略──人間
開発と公平性と気候変動防止という目標を
並び立たせる目的

● 公共部門と民間セクターとのパートナーシッ
プ──産業界から世帯レベルに資本が移動
するよう背中を押す目的

● 気候変動対策のプロジェクトへの資金供給
を申請するための仕組み──国際的な公的
資金へのアクセスを公平化する目的

● 実施プロセスの調整、モニタリング、報告、
検証システム──長期にわたる有効な結果
を生み出すと同時に、地元住民と援助パー
トナーの双方に対する説明責任を高める目
的
　最後に本報告書は、国レベルでクリーンエ
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差が広がっており、保健と教育の格差も依然
として大きい。
　これらの点が今回のHDRで取り上げるテー
マである。すなわち、環境破壊が人々に及ぼ
す悪影響（その打撃は、貧しい人々と恵まれ
ない人々にとってとりわけ大きい）、そして、
公平性の拡大を解決策に取り込むことの重要
性に光を当てる。本報告書は、さまざまなパ
ターンと影響を検証したうえで、行動を起こ
す必要性を強く訴え、経済成長と環境破壊の
悪しき連鎖を断ち切る方策を割り出すことを目
指す。この両者の結びつきは、少なくとも過
去半世紀にわたる開発経験に汚点を残し、未
来の進歩を脅かしているからである。
　このような考え方は、1972年のストックホル
ム、1992年のリオデジャネイロ、2002年のヨハ
ネスブルクなど、環境と経済と社会の3要素を
持続可能な開発の3つの柱とする考え方を強く
押し出した一連の国際宣言の精神とも合致し
ている。1　社会的側面で重視するものの中に
は、世代間の公平性も含まれる。本報告書が
環境と基礎的天然資源の慎重な管理を主張す
るのは、最も恵まれない人々の機会を拡大す
るため、また、破滅的な事態が起きるリスクを
考慮した結果である。
　本報告書では、経済的・財政的・政治的な
持続可能性に関する重要な教訓をいくつか参
照するが、これらの領域にまでテーマを広げ
て、深く立ち入って論じることはしない。関連
する領域にすべて触れようとするより、範囲を
明確に定めて絞り込んだ議論をおこなうほう
が有意義な成果を上げることができると考え
たためである。目下の深刻な環境上の脅威に
対して緊急に対処する必要があることも、本

　人間開発のアプローチには、私たちが世界
を理解する手段として、時代を越えた価値が
ある。人間開発報告書（HDR）2010年版は、
人間開発の意味を再確認し、人々の選択肢を
広げるうえでエンパワーメントと公平性、持続
可能性がもつ意義を強調した。さらに、これ
らの重要な要素が必ずしも足並みをそろえて
進歩するとは限らないことを明らかにし、課題
に対処することの難しさを浮き彫りにした。ま
た、エンパワーメントと公平性と持続可能性
を促進し、しかも、これらが互いに補強し合
うようにする必要性も強調した。
　HDR2010年版では、過去40年間の目覚まし
い進歩についても記した。保健、教育、所得
の改善を反映して、1970年以降、人間開発指
数（HDI）は世界全体で41％、HDIの低位国
グループでは61％上昇した。たとえば、初等・
中等教育への女子の就学率も大幅に高まった。
もし、このままのペースで進捗すれば、2050
年までには世界の人口の4分の3以上が現在の
HDI最高位国と同等のHDI値に到達する。そ
のほかの面でも進捗があった。民主主義国の
割合は、全体の3分の1に満たなかったのが、5
分の3にまで増えた。2011年の「アラブの春」は、
何十年も続いた独裁体制から約1億人を解放
し、大きな前進をもたらしたように思える。
　しかし、過去の平均的な進捗のペースが今
後も続くと決めつけることはできない。これま
でも、時代や国が異なると進歩のペースも一
様だったとは言いがたい。しかも、人間開発
の2つの重要な側面では、状況がむしろ悪化し
ている。環境の持続可能性に関しては、現在
と未来に深刻な打撃が生じていることを示す
データが続々と現れている。また、所得の格
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ような諸問題に対処すれば、人々の選択肢と
自由を押し広げる歴史的チャンスが開けるか
もしれない。しかし、もし行動を起こさなけれ
ば、未来の世代が21世紀初頭を振り返って、
世界の大半の人にとって、より良い未来への
扉が閉ざされた時代と呼ぶことになるかもし
れない。
　本報告書で環境の持続可能性の問題を強調
するのは、1つの世代が別の世代を犠牲にして
生きるという不正義がこの問題の根底にある
からである。今日生まれた人が100年先、ある
いは1000年先に生まれる人より多く、地球の
資源を消費することがあってはならない。私
たちが資源を利用することによって未来の
人々の可能性を損なう事態を防ぐためにでき
ることは多々あり、また実行すべきである。
　「環境が汚染されて、未来の世代がきれいな
空気を吸えなくなれば……たとえ未来の世代
が経済的に非常に豊かになったとしても、環
境が汚染されているという事実は変わらない」
と、アマルティア・センは書いている。2　未来
の世代が何を価値あるものと考えるかを正確
に知ることはそもそも不可能なので、今日に生
きる私たちは、未来の世代にも私たちと同様
の選択の自由を残すべきである。選択の自由
は潜在能力アプローチの核をなす要素であり、
その自由の中には多様な天然資源を活用する
自由も含まれる。3　天然資源は、人々が価値あ
ると感じ、また、そう感じるに値する人生を送
るために、欠かせない要素だからである。4

　環境の重要性は、初期のHDRでも指摘して
いた。1990年のHDR創刊版は、地球温暖化、
オゾン層の破壊、環境汚染、環境上の災害な
ど健康に対するリスクも含めた環境上の脅威
が拡大し続けていることに警鐘を鳴らした。5　
1994年版のHDRでは「人間開発と持続可能な
開発の間に、対立関係は存在しない。この両
者は、人々が生きていくうえで必要な要素に

報告書で扱うテーマの範囲をこのように決め
る一因となった。
　ひとことで言えば、本報告書は、2つの密接
に関連した課題の結びつきに注目しながら、
これまでより環境の持続可能性が高く、しか
も公平性が高い人間開発のあり方を実現する
道筋を示すことを目的としている。

＊　　＊　　＊

　第1章では議論の前
提として、「人間開発
の限界」という概念に
ついて、さらに、持続
可能性に関する2つの
異なるパラダイムにつ
いて検証する。持続可
能性についてどのよう
なパラダイムを採用す
るかによって、人類に
とって極めて切実ない
くつかの選択に関する
考え方が大きく左右さ

れるからである。私たちが生み出した問題に
対してテクノロジーによる解決策を常に見出
せるとは限らないという認識のもと、本報告書
では慎重な立場を取る。このアプローチの中
核をなすのは、未来に関して避けることがで
きない不確実性を理解したうえで、現在と未
来の世代に対する役割に責任をもって対処す
る必要があると考えて行動する姿勢である。

人間開発に限界はあるのか

　この40年で、世界のほとんどの人は生活の
状況が大きく改善した。しかし、この流れを
持続することを妨げかねない大きな制約要因
がある。もし、私たちが強い意志をもってその

本報告書で
環境の持続可能性の
問題を強調するのは
1つの世代が別の世代を
犠牲にして生きる
という不正義が
この問題の根底に
あるからである
今日生まれた人が
100年先、あるいは
1000年先に生まれる
人より多く、地球の資源を
消費することが
あってはならない
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されているのは、森林で生計を立てる人たち
にそうする以外に選択肢がなかったり、地元
住民より木材業者のほうが大きな力をもって
いたりすることが理由なのかもしれない。また、
世界的な規模で見ても、豊かな国々は貧しい
国々より、資金面でも技術面でも、気候変動
の影響に対処しやすい条件が整っている。こ
のように、私たちが持続可能な開発に関して
共通の利益を増進できないのは、国家内と国
家間の経済的・社会的正義の問題にどちらか
というと目をつぶってきた結果である場合が多
いのである。

　地球に残された天然資源の量の面で、世界
は経済活動を拡大させる限界に近づきつつあ
るのではないかという懸念も、ブルントラント
報告書は示した。また、1972年には、ローマ
クラブから委嘱を受けた科学者グループが『成
長の限界』と題した報告書を発表し、このま
まのペースで消費が拡大し続ければ、次世紀
末までに多くの天然資源が枯渇すると警鐘を
鳴らした。経済学者たちは、価格調整と技術
革新によって資源需要の拡大が緩和される可
能性を無視しているとの理由で、この報告書
を批判した。9　しかし事実に照らし合わせる
と、報告書の予測のいくつかは当たっているよ
うに見えた。たとえば、石油価格（インフレ調
整済み）は1970年から1985年にかけて、5倍に
はね上がった。10

　この報告書が発表されてから20年の間に、
資源の欠乏に関する一般的な認識は変わった。
ほとんどの1次産品の価格は1980年代半ばに天
井に達し、1990年の時点では1980年代の最大
値より下落した。石油は最大値から57％、石
炭は45％、銅は19％値を下げた。こうした状
況を背景に、私たちが地球の資源の限界に近
づきつつあるという考え方は説得力を失って
いった。もし、資源が乏しくなってきているの

関して、普遍主義的な考え方をする点で共通
している」と述べた。6

　2010年版のHDRはこの考え方をさらに推し
進めて、人間開発の概念を定義し直すなかで
持続可能性の重要性を強調した。7

　人間開発とは、人々が長寿で、健康で、創
造的な人生を送る自由、そのほか、意義ある
目標を追求する自由、さらには、すべての人
類の共有財産である地球のうえで、平等に、
そして持続可能な開発のあり方を形づくるプ
ロセスに積極的に関わる自由を拡大すること
である。人々は個人としても集団としても、人
間開発の受益者であると同時に、推進役でも
ある。

　持続可能な開発という概念が知られるよう
になったのは、元ノルウェー首相のグロ・ハー
レム・ブルントラントが委員長を務めた国連の
「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に
発表した最終報告書『我ら共通の未来』がき
っかけだった。「未来の世代がそのニーズを満
たす能力を損なうことなく、今の世代のニーズ
を満たすような開発のあり方」という同報告書
の定義は、持続可能な開発の標準的な定義と
なった。8　しかし、同委員会の業績はそれだけ
にとどまらない。同報告書は、公平であること
の重要性を強調している点において、その後
発表された持続可能性に関する著作の多くと
一線を画している。

　資源の枯渇と環境への負荷の問題はえてし
て、経済的・政治的な力の不均衡が原因で発
生する。ある産業が容認できないほど水を汚
染しても許されているとすれば、それは、水
質汚染の打撃を最も被る人たちが貧しく、有
効に抗議の声を上げられないことが理由なの
かもしれない。過剰な伐採により森林が破壊
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けてきた。食料価格（インフレ調整済み）は、
今日のほうが200年前、もっと言えば50年前よ
りはるかに安い。鉱物資源の発見済み埋蔵量
も、1950年より大幅に増えている。12　また、
農業技術の進歩により、食料生産の伸びが人
口の伸びを上回った。アジアでは1960年から
1990年代の「緑の革命」を通じて、収穫高の
多い品種の導入、灌漑設備および農薬や肥料
の改良などがおこなわれて、コメとムギの生
産高が2倍に増えた。13　しかし、このような収
穫増を可能にした手段は、すべてが持続可能
なものだったわけではない。本報告書は、お
よそ10億人が栄養不足の状態にあり、深刻な
食料不安に直面しているという認識に加えて、
農業の持続可能性を高めるべきだという問題
意識を抱いている。14

　再生不能な資源が減りはじめれば、技術革
新と価格メカニズムが機能して、資源不足に
より未来の開発が制約される事態は防げるだ
ろうと、一部の論者は主張する。資源が不足
しはじめれば、資源の価格が相対的に上昇し、
希少資源を代替できる資源の発明者と所有者
が手にする利益が潜在的に増える。そのよう
な要因により、たとえ消費が増えても、稀少資
源の使用量は大幅に減る可能性があると、こ
のような論者は考える。ワールドウォッチ研究
所の試算によると、2000年にアメリカで食料
生産1単位当たりに要するエネルギーは、1800
年の5分の1に満たなかったという。15　こうし
た考え方から導き出されるのは、いわゆる「弱
い持続可能性」論である。この立場に立つ論
者は、天然資源の枯渇問題より、すべてのス
トック資本の節約に重きを置く。
　これに異を唱えるのが「強い持続可能性」
論──つまり、ある種の基礎的な天然資源は
代替不能であり、したがって保存する必要が
あるとする考え方である。16　これらの天然資
源は、モノやサービスを生み出す手段という

であれば、価格が上がるはずなのに、現実に
は価格が下がっているではないか、という考
え方である。1997年には、国連の経済社会理
事会までもがローマクラブ報告書を「教条主
義的」で「信頼性を欠いて」おり、「政治的に
見て非生産的」であると断じた。11

　いま、振り子はまた反対方向に振れている。
懸念の中味は、いくつかの点で40年前と変わ
った部分もある。今日では、森林や漁業資源、
私たちが呼吸する空気など、「再生可能」な天
然資源の保存のほうが際立った問題になって
いる。しかし、基本的なメッセージは見間違
いようがない。ひとことで言えば、私たちの開
発モデルは目に見える限界にぶつかりつつあ
るのである。

対立する2つのパラダイム

　資源に限りがあるの
で世界の開発能力には
限界があるという考え
方は、非常に古くから
ある。マルサスは18世
紀後半、土地の有限性
が食料消費量の絶対的
な制約要因となり、ひ
いては、地球上に暮ら
すことができる人間の
数にも上限があると考
えた。しかし200年後、
世界の人口は、マルサ
スがその文章を書いた
時代の7倍に達してい
る。
　技術が進歩し、さら
には、稀少な資源を豊

富な資源で代替させるようになった結果、過
去2世紀にわたり、人々の生活水準は向上し続

こうした考え方から
導き出されるのは
いわゆる
「弱い持続可能性」論である
この立場に立つ論者は
天然資源の枯渇問題より
すべてのストック資本の
節約に重きを置く
これに異を唱えるのが
「強い持続可能性」論
──つまり
ある種の基礎的な
天然資源は
代替不能であり
したがって
保存する必要がある
とする考え方である
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それだけを重視するわけではない。

不確実性が果たす役割の大きさ

　強い持続可能性論と弱い持続可能性論の違
いは、単に、金銭的な蓄えを増やすことにより
天然資源の枯渇の弊害を埋め合わせることが
できるかという点に関する認識の違いだけに
とどまらない。両者の重要な違いは、不確実
性についてどう考えるかという点にある。
　現在および未来の生産と消費が生み出すダ
メージを相殺する方法を私たちはどうすれば
見出せたと確信できるのか。この点について
確実なことは言えない、というのがこの問いに
対する答えである。不確実性が避けられない
という、このような認識が、強い持続可能性
論の土台をなしている。
　たとえば、生物多様性について考えてみて
ほしい。生物多様性が人間にもたらすメリット
は、よく知られている。病気の治療薬を発見
したり、収穫効率の高い作物を開発したり、
清潔な水などの生態系を維持するうえで役に
立つ。生態系には復元力がある半面、その力
には限界があることもわかっている。しかし、
どこまでダメージを受けると生態系が回復不
能な打撃を被るのかを断定することは難しい。
生態系は、ある段階までは小さな破壊を持ち
こたえられるかもしれないが、私たちにはわか
らない限界点に達すると、崩壊してしまうので
ある。20　このようなリスクがあり、しかもリス
クが現実になる限界点がどこにあるかがわか
っていない状況で、地球をギャンブルの対象
にするような行為を続けることに対して切実な
懸念が持ち上がっている（BOX1.1参照）。
　将来、どのような技術革新が実現するかも
正確には予測することができない。たとえば
生産性の伸びは、第2次世界大戦後に加速した
が、1970年から1990年にかけて減速した。21　

だけでなく、私たちが人間らしい生活を送るう
えでも欠かせないものであり、地球温暖化や
オゾン層の破壊、生物多様性の大規模な喪失
が起きれば、たとえ物的資本やその他の資本
が増えても埋め合わせにならないので、社会
は自然資本の恩恵を絶やさないように努める
必要があると考える。
　強い持続可能性論者は、資源利用の効率性
改善を無視しているわけではないが、過去が
未来のよき案内図になるとは限らないと主張
する。昔は、自然資本に関する制約がそれほ
ど厳しくなかったかもしれないが、今日は、あ
る種の自然資本が文字どおりかけがえのない
ものになっている。この変化が最もよく表れて
いるのが地球温暖化問題である。圧倒的な量
のデータが示しているように、私たちの排出す
る温室効果ガスの量は、深刻な結果が避けら
れない水準に近づきつつある。強い持続可能
性論者の1人の言葉を借りれば、私たちの経済
は、人工的な資本が限られていて自然資本が
極めて豊富な「空っぽの世界」型から、それ
とは逆の「満杯の世界」型に変わりはじめて
いるのである。17

　最近はこうした論争を超越して、グリーン・
エコノミーというもっと広い枠組みの中で、成
長と環境の持続可能性を調和させる道を重ん
じる考え方も登場している。18　この考え方が
持続可能性に関する従来の議論と異なるのは、
日々の経済上の決定に環境への配慮を織り込
み、すべての人をプロセスに参加させ、しかも、
貧しい人々を支援できる解決策を取り入れれ
ば、経済政策を通じて持続可能な生産と消費
のパターンを生み出せると考える点である。19　
本報告書のアプローチは、人間を重んじ、幸
福と公平性の複数の側面を強調することによ
り、グリーン・エコノミーに関する議論を補完
し、さらにはいっそう充実させることを目指し
ている。本報告書では成長にも関心を払うが、
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に当たっての不確実性とリスクの大きさを浮き
彫りにした。23　システム全体が破滅的な崩壊
を迎える可能性は無視できないと、科学者た
ちは結論づけている。気温の大幅な上昇によ
り引き起こされる破滅的な打撃が最悪の場合
にどの程度の規模に達するのか、合理的な判
断をくだせない以上、大気中の温室効果ガス
蓄積により生じるとはっきりわかっている打撃
を緩和するだけでなく、未知の最悪のシナリ
オを避けるためにも、私たちは温室効果ガス
の排出量を減らすべきなのである。24

　このように考えると、強い持続可能性論と
弱い持続可能性論の最大の違いは、リスクに

後講釈で加速と減速の理由を説明することは
可能だが、先のことを予測するのは極めて困
難である。どのようなタイプの技術革新が今
後生まれるのかという点に関しては、さらに大
きな不確実性がついて回る。歴史を振り返れ
ば、汎用型の個人用ロボットに始まり、一般
向けの宇宙旅行にいたるまで、特定の技術革
新の実現が予測されたものの、その予測がは
ずれた例には事欠かないし、逆に、パーソナ
ルコンピュータやインターネット、モバイル通
信など、予測されていなかった技術革新が実
現した例も数え切れないほどある。22

　気候変動に関する論議は、未来を予測する

BOX 1.1

環境上のリスク管理とは―地球をギャンブルの対象にすること

　私たちは、社会に負担を強いることによって個人が恩恵をこう
むるという「ゲーム」を続けて、地球をギャンブルの対象にして
いる。このような事態を容認するシステムは、リスク管理を誤る
ことが避けられない。「私たちの経済を危険にさらす金融機関と、
私たちの地球を危険にさらすエネルギー会社のオーナーたちは、
大金を手にできるかもしれない。しかし、私たちの社会全体は、
平均して見れば、ほぼ確実に、ギャンブラーさながらに負ける」と、
ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツは近年述べ
ている。
　賠償責任の限度額が低いこと、国家による救済が期待できるこ
と、最終的に納税者にツケを回せると当てにできることなどがい
わば隠れ補助金となっていて、投資銀行とエネルギー会社に不適
切な誘因が働いている。自社の行動がどのような危機を生み出し
ても、その代償をすべて払う必要がないとわかっているので、こ
れらの企業は過剰なリスクを背負い込みかねないのである。2010
年にエネルギー大手ＢＰ社の石油掘削施設「ディープウォーター・
ホライズン」がアメリカのメキシコ湾沖合で起こした原油流出事
故の場合、損害額は7500万ドルの賠償責任限度額を大きく上回っ
た。また、賠償額に上限が設けられていない場合も、抜け道はある。
たとえば日本の原子力損害賠償法では、「異常に巨大な天災地変」
が損害の原因である場合は免責されるものと定めている。
　確かに、重大な結果をもたらす稀な出来事を予測するのは難し
い。しかし、不確実性はあるにせよ、これ以上、問題から目をそ
らし続けることは許されない。その類いの出来事が発生する頻度
が高まっているからである。それに、温室効果ガスに関して言えば、
排出された物質の大半は何世紀も先まで大気中にとどまるので、
あらゆる不確実性が解消するまで待つ余裕はない。私たちが早く
行動すればするほど好ましい。

　どのくらいリスクが高ければ、人々は自分の行動を変える必要
があると納得するのか。行動心理学と実験経済学の研究結果を見
る限り、見通しは明るくない。気候変動を防ぐためにみんなでお
金を出し合うという状況をシミュレーションしたところ、多くの
被験者はお金を出さず、「ただ乗り」を決め込んだ。つまり、ほか
の人たちが利他的に振る舞うことを当てにして行動したのである。
破滅的な気候変動が起きる確率が極めて低いという設定で実験を
すると、資金はほとんど拠出されない。しかしそればかりでなく、
破滅的な気候変動が起きる確率が90％あるという設定で実験をお
こなった場合でも、十分な額の資金拠出が約束されたケースは、
30のグループを対象に実験をおこなったうちの半数程度にとどま
った。
　気候変動に歯止めをかけない場合に今後発生するコストと比べ
れば、気候変動を回避するために必要と予測されているコストは
決して大きくない。それでも、破滅的な気候変動が起きる確率が
極めて高い場合でも人々が協力的な行動を取る保証がないことを
考えると、協力を引き出すために政府と啓発団体が強力な活動を
展開する必要がある。
　対策を講じないことのリスクは極めて大きいと、ジョセフ・ス
ティグリッツも警鐘を鳴らしている。「このまま行けばほぼ確実に
起きると科学者たちが予測している事態が訪れた場合に、あまり
コストをかけずにほかの惑星に移住することができるのであれば、
リスクを覚悟で行動するのが合理的だといえるだろう。しかし、
そのような惑星がない以上、リスクを背負って行動することは合
理性を欠く」

出典：Stiglitz 2011; Milinski and others 2008; Speth 2008.
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上の好ましい生活水準を達成し、さらにそれ
以降の世代に対して同様の配慮をおこなうた
めに必要なものをすべ
て与えること」である
と論じたのである。ま
たソローは、「私たちは、
最も広い意味において
の人類の資本を消費す
べきでない」と書いて
いる。この言葉は、弱
い持続可能性論の考え
方を極めて簡潔に述べ
たものと言っていいだ
ろう。言うまでもなく、
「生活水準」が具体的
に何を意味するかは議
論がわかれるところで
あり、26しかも「好まし
い」の定義もその人の
価値観によって変わる
だろう。

持続可能性とは何か

　持続可能な開発の定義の大半は、未来の世
代が手にする機会が今の世代と異なってはな
らないという認識に立っているが、概して持
続可能な「人間」開発とは何かという問いに
は適切に答えていない。問題は、人々の選択
肢と自由と能力の拡大という、人間開発に欠
かせない要素に言及していないことである。
これらの定義は、幸福の一部の側面が数値化
できないということを認識しておらず、リスク
も考慮に入れていない。
　人間開発とは、「人々が価値あるものと感じ、
実際にそう感じるに値する人生を送るための
自由と能力を拡大すること」である。私たち
が意義ある人生を送るために必要な自由と能

対する姿勢にあることが明らかになる。重要
なのは、過去にさまざまな自然資本やその他
の資本が代替物になりえたかではなく、この
先も人間開発の改善を推し進めることが可能
なペースで、しかもそれを可能とする方向に
向けて、技術と制度の変化が実現するのかど
うかである。
　本報告書の立場は、今の世代の幸福との比
較において未来の世代の幸福をどの程度尊重
するのか、つまり、未来をどれだけ割引きして
考えるのかという点に関する認識にも土台を
置いている。潜在能力アプローチの視点に立
てば、未来ではおのずと人々の機会が現在よ
り拡大すると当てにして行動することは許され
ず、逆に今の世代の幸福を未来の世代の幸福
より軽んじることも許されない。25

　本報告書は、人間開発のアプローチの根幹
をなす諸原則、およびすべての世代の幸福に
同等の価値を置く考え方、そしてリスクと不
確実性を重んじる発想を前提に、強い持続可
能性論に傾斜している。

持続可能性と公平性と人間開発

　ブルントラント報告書の発表以降、研究者
たちは持続可能性の定義を掘り下げていった。
同報告書に対して異論が唱えられた点の1つ
は、報告書で人々の「ニーズ」という言い回
しを用いていることだった。この言葉は多くの
場合、「基本的ニーズ」を意味すると解釈され
ており、これでは取り上げるテーマが狭すぎ
るという批判が一部にあったのである。
　エコノミストのロバート・ソローは1993年、
持続可能性の新たな定義を示した。持続可能
性という考え方において目指すべきは、「未来
の世代に特定のものを残すことではなく、未
来の世代が少なくとも現在の私たちと同等以

気温の大幅な上昇により
引き起こされる
破滅的な打撃が
最悪の場合に
どの程度の規模に
達するのか
合理的な判断を
くだせない以上
大気中の温室効果ガス蓄積
により生じると
はっきりわかっている
打撃を緩和するだけでなく
未知の最悪のシナリオを
避けるためにも、私たちは
温室効果ガスの排出量を
減らすべきなのである
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　スディル・アーナンドとアマルティア・セン
の著作28を土台に、本報告書は「持続可能な
開発」を「今日の人々の実質的な自由を拡大
すると同時に、未来の世代の自由を大きく損な
うことを避けるために合理的な努力をするこ
と」と定義する。1994年版HDRと同様、この
定義は、人々が意義ある人生を送ることを可
能にする自由および潜在能力を維持すること
を開発の目的として強調するものである。現
状維持を目指すだけでなく、実質的な自由を
拡大することを目指すという点において、本報
告書は持続可能な人間開発に関して規範的な
定義を採用しているといえる。この定義のもと
では、公平性を欠く開発は、持続可能な人間
開発とはまったく言えない。
　本報告書では、持続可能な人間開発の度合
いを測る独自の指標を新たに提案することは
していない。近年はかなりデータが入手しや
すくなったとはいえ、持続可能性を数値化し
て評価するうえでは深刻なデータ不足が制約
になる（BOX1.2参照）。地方レベル、国レベル、
世界レベルの指標の間に一貫性がないことが
障害になる場合も多い。たとえば、ある国の
経済が持続可能であるかどうか、その国の経
済がグローバルな持続可能性に貢献している
かどうかは、別の問題なのである。一例を挙
げれば、二酸化炭素排出が環境に及ぼすダメ
ージを製品の輸出国の責任とみなすのは、そ
の製品を消費することによる恩恵を味わって
いる輸入国の責任を軽視するものであり、し
かも、二酸化炭素排出がもたらすダメージの
グローバルな性格を無視している。
　数値評価を過度に重んじると、数値化でき
ない重要な問題が見えにくくなりかねない。た
とえば、地域や社会階層などによるリスクの
大きさの違いが目に入らなくなったり、社会が
政策の選択肢を検討し、未来の世代の幸福を
重度に損なうことを避ける方法を考える過程

力は、基本的なニーズを満たす自由と能力だ
けにとどまらない。良い人生を送るためにはさ
まざまなゴールを達成する必要があり、そうし
たゴールがほかの目的を達する手段としてだ
けでなく、それ自体としても価値あるものであ
るという認識に立てば、人間開発の前提をな
す自由と能力は、生活水準と消費の局面だけ
に限られるものとはおよそ言えない。27　実際、
私たちは、自分の物質的な生活水準の向上に
役立つかどうかに関係なく、ほかの生物を大
切にし、美しい自然を愛するのである。
　人間開発のアプローチにおいて、人々には、
いつの時代に生まれたかによって変わること
のない権利があると考える。また、ここで言う
権利には、生まれた時代に関係なく同等の生
活水準を享受する権利だけでなく、同等の機
会を享受する権利も含まれる。この考え方に
立てば、幸福のある側面のマイナスを別の側
面のプラスで埋め合わせることには限度があ
る。今の世代が未来の世代に対して、モノや
サービスの生産能力が拡大することと引き換
えに、大気汚染を我慢するように求めることは
許されない。そのようなことをすれば、豊富な
モノやサービスよりきれいな空気を優先させる
という選択肢を未来の世代から奪うことにな
るからである。
　人間開発のアプローチは、最も恵まれない
人々を守ることを主眼としている。最も恵まれ
ない人々とは、平均して経済状態が悪い層だ
けを指すわけではない。その中には、私たち
の活動によって生み出されるリスクが現実化
した場合に最も打撃を被る人たちも含まれる。
したがって本報告書では、平均的なシナリオ
や最も可能性が高いシナリオだけでなく、可
能性は低くても絶対に起こりえないとは言い
切れないシナリオ、そのシナリオが実現した
場合に破滅的な事態が起きるケースには特に
目を向ける。
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る地位を占めるかを知らないと仮定した状況
で賛同する状態のことである。30　ロールズの
正義論は、基本的な自由と手続きの正義を尊
重し、不平等の存在がすべての人に利益を生
み出すと判断することが理にかなう場合に限
って、そして、不平等を緩和することがすべ
ての人に不利益をもたらす場合に限って、不
平等を容認できると考える。
　潜在能力アプローチの考え方は、どのよう
な不平等が正義に適合し、あるいは正義に反
するかを検証することから始まった。アマルテ
ィア・センは1979年におこなった一連の画期的
な講演において、平等の問題を潜在能力の観
点から考えてはどうかと提唱した。平等性は
公平性の必要条件でもなく、十分条件でもな
い。実際、たとえまったく同じ機会および資源
へのアクセスを与えられても、個人の能力と
選好の違いによって、得られる結果は異なる。

における開かれた論議の重要性が覆い隠され
たりする恐れがある。

公平性とは何か

　公平性に関する初期の考えでは、社会に対
する貢献の度合いに応じて個人が報われるべ
きであると考えられていた。29　公平性
（equity）は公正性（fairness）の同義語とし
て用いられており、主として分配の正義を表
す概念とみなされるようになった。つまり、正
義に反する不平等が問題にされていたのであ
る。
　一方、公平性に関する現代の考えは、アメ
リカの哲学者ジョン・ロールズの思想に多くを
負っている。ロールズによると、正義に適合
する状態とは、人々がいわば「無知のベール」
を被った状況、つまり、自分が社会でいかな

BOX 1.2

持続可能性の指標―概念の整理

　強い持続可能性論か弱い持続可能性論かという概念上の枠組み
は、私たちが環境面の変化をどのようにして把握し、どのように
評価するかという点に影響を及ぼす。持続可能性をどう定義する
かについて、実にさまざまな見方があることを考慮すれば、多く
の人に受け入れられる数値指標を選び出すことが難しいのは意外
でない。これまでも多くの指標が提案されてきた。本報告書の調
べによって把握できただけでも、有名なものも無名のものも含め
て、その数は37種類に上る。以下では、特によく用いられている
指標をいくつか紹介する。
　環境の国民経済計算は、環境の質や資源枯渇の状況に応じて国
内総生産（GDP）や貯蓄額の値に修正を加えるタイプの指標である。
その1つである調整済み純貯蓄は、弱い持続可能性を測る指標で
あり、純貯蓄の値に教育支出を加算し、その一方で、エネルギー
と鉱物資源と森林の減少、および二酸化炭素排出と環境汚染によ
るダメージを考慮して数字を割引く。金融資本、物的資本、人的
資本、環境資本という、経済を構成するすべての資本を合算して
数値化する指標といえる。この指標の前提をなすのは、異なるタ
イプの資本が相互に完全に代替し合えるという発想である。たと
えば、天然資源が失われても、金融資本が増えれば埋め合わせら
れると考える。

　総合指数は、社会的、経済的、環境的指数を1つの指数に一本
化することにより、強い持続可能性を数値化するタイプの指標で
ある。このアプローチを追及するために、数々の画期的な取組み
がなされてきた。たとえば、エコロジカル・フットプリント（人
間が環境に与える負荷を数値化したもの）や環境達成度指数など
の指標は、その例である。
　どの指標にも欠点はある。調整済み純貯蓄が二酸化炭素排出に
よるダメージなどの市場外の要素を取り込んでいることを問題視
する専門家もいるし、エコロジカル・フットプリントが生物多様
性を考慮していないことを批判する論者もいる。
　指標に関して現在も続けられている議論を参考にして、本報告
書では、総合指数を中心に据えつつも、持続可能性のさまざまな
側面に個別に光を当てる指数も整理して示した（巻末の統計別表
6および7を参照）。本報告書で主として採用した総合指数は、い
ずれかの要素における達成度の低さや状況の悪化がもたらす弊害
を浮き彫りにすることを通じて、強い持続可能性の重要性を強調
するものといえる。

出典：Jha and Pereira 2011; Dasgupta 2007; Neumayer 2010a, 2010b.



28 人間開発報告書 2011

なぜ、公平な持続可能性を
重んじるのか

　本報告書は、持続可能性と公平性の結びつ
きに主として光を当てる。最大のテーマは、
環境の持続可能性の欠如がとりわけ恵まれな
い人々の人間開発に及ぼす負の影響、そして、
持続可能性の拡大と公平性の拡大が重なり合
う部分、さらに、この両方の目標を同時に促
進するための進歩的な改革の可能性である。
人間開発を推し進めるうえでは、地方レベル、
国レベル、世界レベルで持続可能性の問題に
対応することが不可欠で、そうした取組みは
公平に、しかも人々へのエンパワーメントを促
進する形でおこなうことが可能であり、また、
そうすべきであると、本報告書は主張する。
　本報告書では、環境の持続可能性を高める
方策を論じるに当たって、生活水準を向上さ
せたいと願う世界の貧しい人々の欲求を全面
的に考慮に入れるようにした。31　人々の機会
と選択肢を広げることは、人間開発のアプロ
ーチの主要な課題だからである。トレードオフ
の関係が生じる場合もあるかもしれないし、
難しい選択を強いられる場合もあるかもしれ
ない。しかし以下で論じるように、このような
選択を余儀なくされるという事実そのものが、
現在を未来と対立させないために好ましい相
乗効果を生み出す方法を見出すという、高い
次元の道徳的課題に立ち向かう必要がある証
拠といえる。
　持続可能性の問題と公平性の問題は、ある
根本的な面でよく似ている。それは、いずれ
も分配の正義に関わる問題だという点である。
同時代の異なるグループ間や異なる世代間の
公平を欠くプロセスは、正義に反する。ジェ
ンダーや人種、生まれた土地などが原因で特
定のグループ全体が不利な立場に置かれる場
合や、格差が著しく大きく、深刻な貧困が生

むしろ重要なのは、潜在能力の絶対的なレベ
ルの違いである。大富豪と超大富豪の間の格
差より、貧困層と富裕層の間の格差に焦点を
当てるべきなのである。また、個人の特性も
見過ごすことができない。潜在能力の平等を
確保するためには、精神的・身体的な障がい
のある人など、貧しく、恵まれない人々に対し
て、そうでない人たちより、公共の財とサービ
スへのアクセスを多く認める必要がある。
　不公平と不平等は異なる概念だが、実際に
生み出される結果は極めて近い。結果の不平
等は概して、能力を高められる機会を手にで
きる度合いの不公平が原因だからである。た
とえば、平均的なマリ人が平均的なノルウェ
ー人より平均余命が32年も短いのは、マリ人
に与えられた機会がノルウェー人よりはるかに

小さいことが原因であ
る。このケースでは明
らかに、マリとノルウ
ェーの間の不平等は不
公平なものである。ま
た、結果の不平等は数
値で表すことができる
が、機会の分配状況を
観察するのは容易でな
い。したがって本報告
書では、不平等を不公
平の代用指標として用
い、両者の関係が単純
でない場合にはその都
度指摘することにす
る。加えて本報告書で

は、人間開発の不平等を取り上げ、所得の不
平等にとどまらず、保健と教育、さらには広い
意味でのさまざまな政治的自由まで論じていく。

人間開発を
推し進めるうえでは
地方レベル、国レベル
世界レベルで
持続可能性の問題に
対応することが欠かせず
そうした取組みは
公平に、しかも
人々へのエンパワーメントを
促進する形で
おこなうことが
可能であり、また
そうすべきであると
本報告書は主張する
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を振り返ることは、この両者の結びつきとして、
ときに、この2つの要素が互いに補完し合う状
況と、潜在的なトレードオフについて理解する
助けになる。この点は、第2章と第3章で論じる。

本報告書の焦点

　本報告書は、持続可能性と公平性を一体と
して向上させる方法を示す。本報告書の目標
は、人々が自由と選択肢を拡大するために取
ることができる行動と戦略を理解するという、
人間開発の目的全般に資するものである。人
間開発の持続可能性を阻害ないし促進する可
能性がある要因は多いが、本報告書では環境
の持続可能性に焦点を絞る。世代内・世代間
の分配の平等を尊重すると同時に、可能な限
りあらゆる局面で人々の潜在能力を高めるた
めに、人々に、地域社会に、一国の社会に、
そして世界に何ができるかを論じる。
　持続可能性と公平性を一体のものとして追
求するといっても、この両者が常に相互補完
的な関係になければならないわけではない。
両者がそのような関係にないケースも多い。
しかし、それだからこそ、本報告書では、両
者の好ましい相乗効果を見出し、両者のトレ
ードオフの関係にとりわけ注意を払っている。
　図1-1は、持続可能性と公平性に好影響ない
し悪影響を及ぼすケースが多い具体的な政策
を例に取って、ここで述べた考え方を視覚化
したものである。33　ここでは、実現可能性の
高い結果を示すように努めたが、政策が実際
にもたらす影響は、個別の状況によって変わ
る場合が多い。その意味において、この図は
絶対的な結果を示すことを意図したものでは
ない。具体的なシナリオを紹介しよう。
● 再生可能エネルギーへのアクセスを拡大し、
また、気候変動の緩和・適応に用いる資金

まれている場合はとりわけ、不平等な状態が
正義に反する。今日の世代による環境破壊が
未来の世代に及ぼす影響は、雇用、保健、教
育に関して平等な機会を求めるグループの要
求を同時代の別のグループが押しつぶす場合
と同じ性格をもっている。
　アーナンドとセンはいまから10年以上前に、
持続可能性と公平性とを一体のものとして考
えるべきだと主張した。「世代間の公平の問題
をおざなりにしたまま、世代内の公平について
ばかり考えるのは、普遍的公平性の精神を甚
だしく踏みにじる態度と言わざるをえない」32　
と、この2人の研究者は指摘した。しかし、持
続可能性に関する理論の多くは、公平性と貧
困者の苦境とを別箇の無関係な問題と位置づ
けている。そのような考え方は、不完全であり、
非生産的である。国家内・国家間の不平等を
是正するための政策と切り離して、持続可能
性を取り戻すための政策を考えるのは、ある
局面の不平等の問題を是正するための政策を
立案する際に、別の局面の不公平性との関係
を無視するのと変わりない。たとえば、都市
部と農村部の格差の是正策を考えるに当たっ
て、貧困層と富裕層の格差を度外視するのに
等しい。
　本報告書では、持続可能性と公平性を一体
として考えるべきだと主張するが、この両者
が同一のものだと考えているわけではない。
持続可能性は、今日における

0 0 0 0 0 0

結果と機会と潜
在能力の分配のあり方ではなく、異なる時代
に生きる人々の間の関係を問題にするという点
において、公平性の一側面に光を当てるもの
といえる。もし、持続可能性がそのような性
格のものでなければ、公平性が持続可能性に
及ぼす影響を論じる意味はない。
　持続可能性と公平性の関わりに焦点を当て
るのは、規範的な理由に基づく面もあるが、
経験上の理由にも基づいている。過去の経験
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肢のほとんどが第1象限もしくは第3象限に位
置する場合は、常にそういう関係が生じる可
能性がある。しかし現実には、実行可能な政
策の選択肢のほとんどが第2象限もしくは第4
象限に位置する場合もありうる。そういうケー
スでは、持続可能性と公平性の間にトレード
オフの関係が生まれる。しかもこの議論では、
常に直線的な関係が成り立つとは限らない。
非直線的な関係が生じる可能性があるケース
については、正面から慎重に検討する必要が
ある。
　しかし、議論をさらに前に進めることもでき
る。持続可能性と公平性の間のトレードオフ
は、不利な状況に置かれた2つのグループの幸
福が互いにトレードオフの関係にある状況と
似ている。社会集団間の権利のトレードオフ
がそうであるように、いかなるトレードオフも
社会の構造上・制度上の状況と無関係ではな
いので、私たちは根本にある制約要因を是正
するための取組みもおこなわなくてはならな
い。そこで本報告書は、政策に関して、好ま
しい相乗効果が生じるケースを割り出すだけ
でなく、そういう相乗効果を生み出す方策を
見出すことにも焦点を当てる。私たちが目指す
べきなのは、図1.1の第1象限に位置する解決策
──つまり、いわば「ウィン・ウィン・ウィン」
（環境に好ましく、しかも公平性と人間開発の
両方を促進する）の解決策を見つけ出すこと
である。可能な場合は常に、第2象限や第3象
限に属するアプローチより、第1象限のアプロ
ーチを選択すべきだが、第1象限のアプローチ
が実行可能な場合ばかりでないことも忘れて
はならない。35

＊　　＊　　＊

　次の第2章では、資源に関する制約と環境上
の限界がいかに人間開発と公平性を損なうか

をまかなうために国際通貨取引税を導入す
れば、持続可能性と公平性の両方を増進で
きる可能性がある（図の第1象限）。この点
については、第4章と第5章で詳しく論じる。

● いまだに多くの国で採用されているガソリ
ン消費への補助金制度は、持続可能性と公
平性の両方の側面で状況を後退させかねな
い（第3象限）。この種の制度は、自動車を
購入する経済的余裕のある人々を優遇する
結果になり、しかも資源の乱用に拍車をか
ける誘因になる恐れがあるからである。農
業、エネルギー、水に関する逆進的で不公
平な補助金と環境破壊の関連性を指摘する
研究は極めて多い。34

● 政策の中には、持続可能性と公平性の一方
を促進する半面、もう一方を阻害する可能
性があるものもある。途上国で石炭に補助
金を支給する政策を取れば、成長を後押し
できるかもしれないが、温室効果ガスの排
出を増やす恐れがある。この種の政策は、
グローバルな公平性に関しては好影響を、
グローバルな持続可能性に関しては悪影響
を生み出す可能性がある（第4象限）。

● これとは逆のことが起きる場合もある。政
策が持続可能性を促進する半面で、公平性
を阻害するケースがありうるのである（第2
象限）。たとえば、森林などの人類共有の資
源の利用を制限する政策は、天然資源を保
護することにより持続可能性を高める一方、
貧しい人々が生活の糧を得る手立てを奪う
可能性がある（ただし、常にこのような結
果を招くとは限らない）。
　本報告書では、持続可能性と公平性が足並
みをそろえて改善ないし後退するという経験
上の証拠が当然に存在するとは考えていない。
そのような関連性は存在するのかもしれない
が、それを立証するだけの証拠は存在しない。
図1.1に即して言えば、実行可能な政策の選択

31第1章　なぜ持続可能性と公平性を論じるのか

を概観する。持続可能性と公平性と人間開発
の3者の結びつきについて国家間比較のデータ
を示し、さらに、これらの目的を成し遂げるう
えで乗り越えなくてはならない課題も明らかに
する。

図1.1

公平性追求と持続可能性追及の相乗効果とトレードオフ
この枠組みは、２つのゴール間の好ましい相乗効果に着目し、また両者のトレ
ードオフの関係を検討することを促すためのものである。
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2010年にかけて18％（1970年から2010年にか
けては41％）上昇した。1　HDI値の上昇は、ほ
ぼすべての国に見られる現象である。1970年
から2010年の値の変化を確認できる135か国
（世界の総人口に占める割合は92％）のうちで、
2010年のHDI値が1970年を下回っている国は
わずか3か国にすぎない。貧しい国々と豊かな
国々のHDI値の差も縮まっている。格差が拡
大している所得面の指標に比べると、状況は
はるかに明るい。
　しかし、すべての国で急速に状況が改善し
ているわけではなく、国による違いの大きさは
ショッキングなほど大きい。アフリカ南部と旧
ソ連圏の人々は、特に保健の面で状況の悪化
を経験してきた。また、40年前にほぼ同レベ
ルだった国でも、その後の状況は実にまちま
ちである。この40年間で中国の国民1人当たり
の所得はなんと1200％も増加したが、コンゴ
民主共和国の国民1人当たりの所得は80％落ち
込んだ。技術上の知識が進み、そのうえ、グ
ローバル化が進展した結果、あらゆる開発レ
ベルの国が以前より前進しやすくなったが、
実際にどの程度の前進をしたかは国によって
異なるのである。
　2010年版HDRでは、人々が選択をし、世帯
レベル、地域社会レベル、国レベルのプロセ
スに参加し、そのプロセスを形づくり、そのプ
ロセスから利益を得る力であるエンパワーメ
ントのレベルの変遷を振り返った。アラブ諸国
の場合、2010年版HDRでは、民主化が大きく
進展する兆候がほとんど見られないと指摘し
たが、その状況は2010年末以降、大きく変わ
った（BOX2.1参照）。

　本章で取り上げるテーマは、人間開発、公
平性、環境に関する指数のパターンと傾向で
ある。環境破壊と国家内・国家間の不平等が
進歩に及ぼす脅威について、新しいデータを
示す。最も恵まれない人々は、多くの場合、
問題の原因を生み出す過程にほとんど関与し
ていないにもかかわらず、環境破壊の打撃を
被っており、今後も被り続けると思われる。

前進と展望

　2010年版の人間開発報告書（HDR）で述べ
たように、過去40年を通じて、人間開発のさ
まざまな側面で大きな前進があった。しかし、
所得の格差が拡大しており、環境破壊が将来
の前進を脅かしていることも事実である。

人間開発の進捗

　今日生きている人の大半は、過去のいかな
る時代の人々よりも長く生きられ、多くの教育
を受けられ、さまざまなモノやサービスを利用
することができる。経済的に苦しんでいる国々
でさえ、保健と教育の状況は大幅に改善した。
しかも、人々が指導者を選び、公的な決定に
影響を及ぼし、また、知識を共有する力が拡
大するという面にまで、進歩は及んでいる。
　開発の度合いを簡便に表すために本報告書
で採用している保健、教育、所得の3つの要素
を一本化した指標である「人間開発指数（HDI」
の伸びに、それがよく表れている。平均余命、
就学状況、識字率、所得水準の大幅な向上を
反映して、世界のHDI平均値は1990年から
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り、特に、豊かな国々の生産と消費のパターン
は持続不可能に見える。
　環境の傾向を検証するためには、まず、環
境破壊の度合いを測るうえでどの指標を用い

進歩は環境破壊という犠牲のもとで
実現したのか

　世界では、好ましいことばかりが起きてい
るわけではない。所得の不平等は悪化してお

BOX 2.1

「民主主義の弱点」を克服する―エンパワーメントと「アラブの春」

　2010年版の人間開発報告書（HDR）は、アラブ諸国の「民主
主義の弱点」に着目し、この地域で実質的な民主化の兆しがほと
んど見られない理由を探った。
　2002年以降のアラブ人間開発報告書を基に、2010年版のグロ
ーバルなHDRは、民主主義と人権と法の支配を尊重するという建
前と実際の運用の間に甚だしいギャップがあると指摘した。同報
告書では、この地域でおこなわれる民主的な改革は多くの場合、
ほかの領域における権利の制約によって効果が相殺されていた。
行政府に権力が集中し、しかもチェック機能がほとんど働いてい
ないことも、権利を制約する要因の1つだった。そのうえ、市民
社会の力も弱かった。「民主化の促進と市民の参加を望む人々の要
求は、アラブ諸国においてはまだ生まれたばかりで、非常に脆弱
である」と、2009年版のアラブ人間開発報告書は記している（同
報告書73ページ）。
　それでも長期的傾向を見ると、アラブ諸国の大半では、1970年
以降、人間開発指数（HDI）の構成要素である所得と保健と教育
の3側面で目覚ましい進捗があった。HDIの改善度上位10か国の
なかに、オマーン、サウジアラビア、チュニジア、アルジェリア、
モロッコというアラブ諸国5か国が名を連ねており、HDIの所得以
外の要素に限ると、リビアが改善度の上位10か国に入ってくる。
これらの国々はすべて、保健と教育の改善が主な原動力となって
大きな前進を成し遂げた。
　特に印象的なのは、40年前にHDIの値が同程度だった国々と比
較して、これらの国が達成した進歩の大きさである。たとえば、
チュニジアは1970年の時点で、コンゴ民主共和国より平均寿命が
短く、学校に通っている子どもの数がマラウイより少なかった。
しかし2010年、チュニジアはHDI高位国に分類されており、平均
寿命は74歳に達し、ほとんどの子どもが中等学校まで進学するよ
うになった。
　最近、アラブ諸国に広がった民主化デモは、チュニジアとエジ
プトから始まった。どちらの国でも、運動の牽引役になったのは
教育水準の高い都市部の若者たちだった。いかなる社会現象も、
背後には常に複数の要因が複雑に入り組んでいるものだが、一連
の民主化運動は、人間開発の進展がもたらす直接的な結果とみな
すことができる。人々が民主化と人権を求めるようになることは、
もっと広い意味での近代化と開発を成し遂げるうえで欠かせない
要素だと、アラブ地域内・地域外の社会学者や政治学者など、多
くの専門家たちがこれまで長年にわたり主張してきた。2002年の
アラブ人間開発報告書の創刊版は、こう記している。「人間開発は、

人々の潜在能力を高めることにより、自由と人権を行使する能力
を生み出し、また、しかるべき枠組みを提供することにより、そ
の自由と人権を行使する機会をつくり出す。自由は、人間開発と
人権を保障するものであると同時に、人間開発と人権を通じて目
指すべき目標でもある」（同報告書18ページ）。
　高度な教育を受け、生活水準の上昇を経験した人々は、長い目
で見れば、専制政治の継続を容認しない。実質を伴う社会参加の
実現には、保健と教育の拡充が前提となるケースが多い。これら
の分野における進歩は多くの場合、恵まれない人々や疎外されて
いる人々にその対象を拡大していくことを通じて成し遂げられる。
そして、ひとたび保健と教育の対象が拡大すれば、エリート層が
市民権や政治的権利の拡大を阻止することは極めて難しい。かつ
て旧ソ連で起きた変化は、このパターンが現実のものとなった実
例の1つである。
　しかし、狭い視野でそのような進歩だけを見ていては、この地
域の状況を正しく理解することができない。これまで、開発の結
果として、新たな矛盾が生み出されたケースもしばしばあった。
人々の期待が高まるだけ高まって、その期待が満たされず、社会
に深刻なフラストレーションが蓄積される場合も多い。携帯電話
とツイッターTMが登場して、人々の考えていることが素早く伝
達できるようになった半面、不平等は拡大した。教育レベルの高
い若者の間で、職に就けなかったり、フルタイムで働けなかった
りする人が多い状況が、アラブ地域で反体制運動を突き動かして
いる主な要因の1つであると、多くの専門家が指摘している。ア
ラブ諸国では、人口の半数が25歳未満で、若者の失業率が世界の
平均に比べて2倍近くに達している。エジプトでは、大学を卒業
した若者のうちでフルタイムのホワイトカラーの職に就けずにい
る人の割合が推定25％に上っている。チュニジアでは、この割合
が30％に達している。
　2011年の政治的動乱がどのような結果をもたらすかはまだはっ
きりとはわからないが、すでに根本的な変化が起きたことは間違
いない。ごく最近までこの地域で際立っていたのは、専制政治の
継続と開発の進展が隣り合わせになっている状況だった。2011年、
この「アラブの民主主義のパラドックス」が突如終わりを迎え、
地域全体で人々の自由と潜在能力を大きく開花させるための道が
開けたのである。

出典：2010 HDR （UNDP-HDRO 2010; 地域別HDRの一覧は巻末を参照）; UNDP 
2002, 2009; Kimenyi 2011.
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では、持続可能性に関する主要な指標に基づ
く重要な理解を紹介した。本報告書において
は、パターンと傾向を理解するために具体的
な指数を用いるものとし、2どの指数が最良の

るかを決めなくてはならない。概念上の課題
は第1章で指摘したとおりだが、データの収集
に関しても難点があり、一部の指標はごく近
年の分しか算出することができない。BOX2.2

BOX 2.2

持続可能性に関する集計指標からわかること

　第1章のBOX1.2で取り上げた持続可能性に関する集計数値のな
かで、多くの国のデータを十分に長い期間にわたって入手できる
数値は、2つしかない。1つは世界銀行の調整済み純貯蓄、もう1
つはグローバル・フットプリント・ネットワーク（GFN）のエコ
ロジカル・フットプリント（人間が環境に与える負荷を数値化し
たもの）である。では、この2つの数値から何がわかるのか。
　調整済み純貯蓄は、すべての人間開発指数（HDI）ランクの国々
のグループでプラスの値を記録している。これは、世界に「弱い
持続可能性」があることを意味する（図参照）。HDI低位・中位・
高位国の値が改善していることからわかるのは、HDI最高位国の
持続可能性が次第に悪化してきたのに対し、これらの国々の持続
可能性が改善してきたという点である。

調整済み純貯蓄とエコロジカル・フットプリントは、持続可能性の時系列的
変化に関して異なる現実を描き出す

出典：世界銀行（2011b）および、www.footprintwork.orgのデータを基にHDROが
算出。

　しかし、第1章で触れたように、調整済み純貯蓄という数値の
根底にある「弱い持続可能性」の考え方は、持続可能性を確保す
るうえである種の自然資本を保存する必要があることを考慮して
いないという理由で批判されてきた。数値の算出手法の面でも異
論が唱えられている。たとえば、天然資源を市場価格で評価する
手法を用いている結果、資源が希少になって高価になればなるほ
ど、資源産出国の持続可能性を過大評価する恐れが増すという指
摘もある。
　温室効果ガスの排出量とその経済的評価に常について回る不確
実性を考慮に入れて、さらに掘り下げた分析をおこなったところ、
調整済み純貯蓄を算出する際に、温室効果ガスの種類として二酸
化炭素だけでなく、メタンと亜酸化窒素も加え、さらに経済的評

価の不確実性を考慮に入れると、2005年に持続可能性がないと判
断すべきだった国の数は、15か国から25か国に膨れ上がる。裏を
返せば、現在用いられている調整済み純貯蓄の値は、環境上の達
成度を過大評価している恐れがあるのである。
　一方、エコロジカル・フットプリントの値を見ると、地球が資
源を生み出し、排出物質を吸収する能力の限界を世界が踏み越え
つつあるという認識が導き出される。もし、世界のすべての人が
HDI最高位国の住人並みの消費をおこない、しかも技術の水準が
現在のままだと仮定すると、人間が環境に与える重圧に持ちこた
えるためには、地球が3つあっても足りない。
　エコロジカル・フットプリントが物語る重要なメッセージは、
現状における消費と生産のパターンがグローバルなレベルで持続
可能性を欠いており、ローカルなレベルでもバランスを欠いてい
るということである。しかも、このような状況はますます悪化し
ている。それがとりわけ顕著なのは、HDI最高位国である。
　エコロジカル・フットプリントを算出するうえでは、森林面積
の試算値を基準として用いる。森林には、二酸化炭素を吸収する
機能があるからである。しかし、排出された二酸化炭素を吸収す
る機能をもつのは、森林だけではない。それに、この指標は、環
境のそのほかの重要な側面である生物多様性や、快適な生活を送
るうえで必要な清潔な水などの要素を度外視している。また、消
費に光を当てる指標という性格上、天然資源の輸出入がおこなわ
れた場合、環境の負荷が生産国（輸出国）より消費国（輸入国）
の責任とされてしまう。しかも、世界レベルと国レベルの両方で
ほとんどの時系列的変化を突き動かしているのは、二酸化炭素の
排出であり、二酸化炭素排出量とエコロジカル・フットプリント
の値の間には強い相関関係がある。
　もっと新しい指標の1つに、エール大学とコロンビア大学で考
案された総合指数「環境達成度指数」がある。25種類の指数を一
本化し、環境政策上のゴールとして設定されている基準にそれぞ
れの国がどの程度近づいているかを明らかにする指標である。多
様な指数を土台にし、持続可能性の定義を広くとらえているとい
う点では、有益な政策上のツールといえる。しかし、この指数を
算出するためには膨大な量のデータが必要なので（160以上の国
について、それぞれ25種類の指数を得る必要がある）、本報告書
の傾向分析に必要な時系列データを求めることはできない。

出典：Garcia and Pineda 2011; Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009.
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当りの温室効果ガス排出量が多いカタールの
住人は、同じ量をわずか10日で排出している。
ただしカタールの数字には、エネルギー消費
量だけでなく、エネルギー生産量、つまりエネ
ルギーの輸出先の国で消費される量も反映さ
れている。この点については、以下で再び触
れる。
　もちろん、開発にはさまざまな側面がある。
それを前提に、HDIは、所得、保健、教育と
いう3つの主要な側面に関する指標を集約して
いる。これらの諸側面は、環境破壊の指標と、
どのような関係にあるのだろうか。
　1人当たりの二酸化炭素排出量との関連性を
見ると、3つの側面の間に大きな違いが見て取
れる。所得は1人当たりの二酸化炭素排出量と
強い正の関連性があるが、HDI値は1人当たり
の二酸化炭素排出量と弱い正の関連性しかな
く、保健と教育は関連性を見出せなかった（図
2.1参照）。この結果は、直感的に予想されると
おりと言っていいだろう。大気中に二酸化炭
素を吐き出すのは、モノの生産と流通に関係
した活動なのである。二酸化炭素は工場やト

理解をもたらすかを判断するために、膨大な
量の研究と分析を参照した。
　最初に検証したのは、二酸化炭素排出量の
時系列的変化である。一国の経済活動が気候
に及ぼす影響を映し出す指標としては、不完
全であるにせよ、有益なものといえる。HDI最
高位国の国民1人当たりの二酸化炭素排出量
は、HDI低位国と中位国と高位国を合計した
よりはるかに多い。これは、HDI最高位国で自
動車の運転、エアコンの使用、化石燃料をエ
ネルギー源とする電力の利用など、エネルギ
ー集約的性格の強い活動が多くおこなわれて
いるためである。3　今日、HDI最高位国の住人
は、HDI低位・中位・高位国の住人と比べて、
二酸化炭素排出量が平均して4倍以上、そのほ
かの主要な温室効果ガス（メタン、亜酸化窒
素など）の排出量が平均で約2倍に上る。4　
HDI最高位国の住人の二酸化炭素排出量は平
均すると、HDI低位国の住人の約30倍に達す
る。たとえば、英国の平均的な住人はわずか2
か月で、HDI低位国の平均的な住人の1年分の
温室効果ガスを排出している。世界で最も1人

図 2.1

1人当たりの二酸化炭素排出量は、所得との間に強い関連性があり、HDI値全般との間にも関連性があるが、
保健と教育との間には関連性がない
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出典：HDROのデータベースを基にHDROが算出。
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ることではなく、状況の時系列的な変化を見
ることである。
　ひとことで言えば、近年のHDI値の上昇は、
地球温暖化という代償を払うことによって実
現したものとみなせる。HDI値の上昇ペース
が最も速い国々ほど、1人当たりの二酸化炭素
排出量の増加ペースも速いという事実に、そ
れが表れている。しかし、このような環境上
のコストは、経済成長が生み出したものであり、
HDIの改善が原因で生まれたわけではない。
その意味で、1人当たりの二酸化炭素排出量と
HDI値の上昇ペースの関係は絶対的なもので
はない。中には、HDI値と環境の持続可能性
の両方を改善させた国もある（図2.2でいえば、
それぞれの図の右下の領域に位置する国々で
ある）。この点は極めて重要であり、以下で詳
しく検証する。
　以上で述べたような関係は、すべての環境
上の指標に当てはまるわけではない。本報告
書の分析では、たとえばHDIと森林破壊の間
には、弱い正の相関関係しか見られない。なぜ、
1人当たりの二酸化炭素排出量とほかの環境上

ラックによって排出されるが、学習やワクチン
接種によっては排出されない。もう1つ指摘で
きるのは、1人当たりの二酸化炭素排出量と
HDIの構成要素の間に直線的関係がないとい
うことである。人間開発のレベルが低い段階
では、両者の間に関連性がほとんど見られな
いが、ある「転換点」を超すと、1人当たりの
二酸化炭素排出量と所得水準の間に強い相関
関係が見出せるようになる。
　持続可能性に関するいくつかの主要な指標
と国の開発のレベルとの間に相関関係がある
ことは、よく知られている。あまり知られてい
ないが、本報告書の分析により明らかになっ
たのは、1人当たりの二酸化炭素排出量の増加
と開発のスピードの間に相関関係があるという
ことである。HDIの値を急速に上昇させている
国ほど、1人当たりの二酸化炭素排出量の増加
ペースも速い傾向がある（図2.2参照）。5　今日
の開発が未来にどのような結果をもたらすか
を予測する最良の手引きは、ある一時点での
状況（つまり、それまでの累積的な影響が生
み出した結果）をいわばスナップ写真的に見

図 2.2

成長のペースが速い国ほど、人口1人当たりの二酸化炭素排出量の増加ペースも速い
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クズネッツ曲線をもう少し詳しく見ると、国々
はまず世帯レベルで直接生じるダメージ（水
やエネルギーに十分にアクセスできない状態
など）に対応し、その後に地域社会レベルの
ダメージ（特に環境汚染）に対応し、最後に
グローバルなレベルのダメージや未来の世代
に生じるダメージ（要するに気候変動）に対
応するように見える。7　環境汚染のように、環
境と生活の質の間に直接的な関連性がある問
題では、概して先進国ほど環境面での達成度
が高いが、関連性があいまいな問題では先進
国の達成度も大きく落ち込む。図2.3に示した
ように、一般的な傾向として、以下の3つの点
を指摘することができる。
● 屋内の空気汚染、水質汚濁、劣悪な衛生環
境など、世帯レベルに直接影響を及ぼす環
境上のリスク要因は、HDIの値が低い国ほ
ど深刻で、HDIの値が上昇するにつれて改
善していく。第3章で示すように、一国の中
でも、これらのリスク要因は、主として多次
元貧困者に重くのしかかる傾向が強い。

● 都市部の大気汚染など、地域社会レベルの
環境上のリスクは、HDIが低い水準から上
昇するにつれて悪化していき、やがてHDI
値がある水準を超すと改善しはじめるよう
に見える。8　これが環境クズネッツ曲線によ
って説明される現象である。

● 温室効果ガスの排出など、グローバルな規
模の影響を生み出す環境上のリスクは、
HDI値が高まるにつれて大きくなる傾向が
ある。この点は、図2.2で示したように、経
験的に裏づけられている。
　言うまでもなく、HDIの上昇自体がこのよう
な環境面の状況の変遷を生み出す本当の原因
となっているわけではない。公共政策の役割
も見過ごすことができない。ある国の所得お
よび経済成長の状況を見れば、温室効果ガス
排出量を推測できる面は確かに大きいが、そ

の脅威の間に違いがあるのか。
　環境上の脅威の中には、開発の進展ととも
に深刻化するものと、そうでないものが存在
することが研究により明らかになっている。空
気や水の汚染と開発のレベルとの関係をグラ
フ化すると、逆Ｕ字型の曲線を描くと、ある有
力な研究が指摘している。開発のレベルが高
まるにつれて、環境破壊がいったん悪化し、
その後で改善するのである（このパターンの
グラフは、環境クズネッツ曲線と呼ばれる）。6　
国が豊かになるに伴い、きれいで健康に害を
及ぼさない環境で生きたいという人々の望み
に政府がよく応えるようになる結果、このよう
な現象が生まれる。しかし二酸化炭素排出の
場合は、ダメージの及ぶ範囲がグローバルで、
しかも打撃を被るのが主として未来の世代な
ので、非常に豊かな国々でさえ、ほかの国が
対策を講じないなかで自国だけ排出削減に踏
み切ることにメリットを感じづらいのである。
　このようなグローバルな傾向は、HDI値が上
昇するにつれて、環境を取り巻く状況とリスク
の種類が変わることにより生まれるとみること
ができる。世界各国のデータに照らして環境

図 2.3

リスクの変化パターン―
人間開発の進展と環境上の問題の変化

環境への
打撃の
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地域社会レベル
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グローバルなレベル
温室効果ガスの排出
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出典：Based on Hughes, Kuhn and others (2011).
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国も存在する。

因果関係は存在するのか
　持続可能性の変化は、人間開発の度合いが
変化する前に起きたのか、それとも後に起き
たのか。言い換えれば、この2つの現象の間に
因果関係は存在するのか。不平等の拡大と環
境の持続可能性の悪化の間には、因果関係を
見出せるのか。たとえば、豊かな人々や企業
がほかのグループより強い政治的・経済的な
力をもっていて、しかも、環境を悪化させる
活動をおこなうことにより利益を得ていれば、
そうした人々や企業が環境保護政策の導入を
妨げようとする可能性がある。逆に、女性の
エンパワーメントが進むと、それにともなって
環境保護が拡大する場合が多い。
　本報告書の分析によると、短期的に見れば、
HDI値が上昇してから温室効果ガスの排出量
が増加したり、環境汚染が悪化したりする場
合と、逆に、温室効果ガスの排出量が増加し
たり、環境汚染が悪化したりしてからHDI値

れだけですべてが決まるわけではない。たと
えば、ノルウェーとアラブ首長国連邦（UAE）
はいずれも所得の高い国だが、ノルウェーの
国民1人当たりの二酸化炭素排出量（11トン）
は、UAE（35トン）の3分の1に満たない。9　
同様に天然資源の利用状況も、所得水準が同
程度の国の間でも一様でない。1990年から
2008年の間に、インドネシアは年20％近くのペ
ースで森林面積を減らしたが、国民1人当たり
の所得がほとんど変わらないフィリピンは、同
じ期間に年15％のペースで森林面積を増やし
た。10　消費のパターンの違いが環境に及ぼす
影響も大きい（BOX2.3参照）。国際的なレベ
ルでは、さらに多くの要因が互いに作用し合
い、リスクのパターンを変化させる。たとえば、
貿易をおこなえば、環境破壊の原因となる生
産活動を国外にアウトソーシングすることがで
きる。この点については、森林破壊を例に以
下で論じる。また、環境上のリスクという、射
程範囲の広い枠組みを用いて後で示すように、
ほかの国々より大きな前進をしてきた例外的な

BOX 2.3

消費と人間開発

　最も豊かな国々の住人による消費が歯止めなく拡大している結
果として、環境への重圧がこれまでになく高まっている。しかも、
不平等は依然として極めて大きいままである。今日、アメリカでは、
運転免許取得可能年齢の人口1000人につき900台以上の自動車が
あり、西欧ではこの数字が600台を上回っているが、インドでは
10台に満たない。アメリカの世帯は平均して2台以上のテレビを
所有しているが、リベリアとウガンダでは、テレビを持っている
家庭は10世帯につき1世帯に満たない。人間開発指数（HDI）最
高位国における国内の1人当たりの水消費量は1日当たり425リッ
トルで、HDI低位国（1日当たり平均67リットル）の6倍以上に達
している。
　ある面では、多くの途上国で人々が贅沢品をこれまでより多く
消費するようになった結果、国家間の消費パターンの格差が縮ま
りつつある。中国は、アメリカを抜いて、世界最大の高級品消費
市場に躍り出ようとしている。しかし、HDI最高位国の間でも消
費のパターンに違いがある。英国では国内総生産（GDP）の79％
にあたる消費がなされているが、HDI値が英国にほぼ匹敵するシ

ンガポールの場合、その割合は34％にとどまっている。このよう
な違いが生まれる理由としては、たとえば人口構成や社会的・文
化的規範（貯蓄に対する姿勢に影響を及ぼす）などを挙げる論者
もいる。
　一方、1998年版HDRが指摘しているように、消費と人間開発
の間には関連がない場合が多い。新製品はしばしば、豊かな消費
者を対象に開発され、途上国の貧しい人々のニーズは二の次にさ
れるのである。
　過剰な消費を抑制するうえでは、教育の果たす役割が不可欠か
もしれない。そのような取組みの例としては、「国連持続可能な開
発のための教育の10年（2005-2014年）」の国連総会宣言や、持
続可能な消費を促すためのユネスコ（国連教育科学文化機関）の
活動などを挙げることができる。

出典：「エコノミスト」誌（2008a）に引用されたモルガン・スタンレーのデー
タ、ロイターに引用されたBain and Company 2011のデータ、Heston, Summers and 
Aten 2009　（Penn World Table 6.3）.
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好ましくないという、本報告書の主張が経験
的に裏づけられたことになる。また、環境面
での達成度が低いと、HDIの格差が拡大する
恐れがあることも裏づけられた。以下では、
その格差について詳しく論じていく。

公平性の傾向

　時系列的に公平性の傾向を検証するに当た
って、本報告書は、所得以外の側面も視野に
入れる多次元的なアプローチを採用した。こ
の分析方法は、2010年版HDRで導入した不平
等調整済み人間開発指数（IHDI）を土台とす
るものである。この指数は、HDIを構成する各
要素における不平等の深刻さに応じてHDIの
値を割引くものであり、不平等が深刻である
ほど、IHDIの値はHDIの値より大きく落ち込
んでいく。14　基本的な発想は、直感的なイメ
ージに沿うものと言っていい。教育と寿命の
長さは、所得と同じく、充実した人生を送るう
えで欠かせない要素なので、本報告書は、相
対的に見てこの2つの要素に恵まれている人々
とそうでない人々の間の格差に着目する。エン
パワーメントの要素を考慮していない点など、
欠点がないわけではないが、所得の不平等だ
けに着目するアプローチよりは、問題の全体
像を描き出せる。
　本報告書では、66か国について1990年以降
のIHDIの変遷を示すことにより、この分析を
進めるうえで重要な一歩を踏み出した15（2011
年版の値については巻末の統計別表3を、統計
手法については「テクニカルノート2」を参照）。
● 所得の不平等が悪化すると、保健と教育の
側面で大きな進歩を成し遂げても、その成
果が相殺されてしまう。世界全体のHDI値
は、不平等が原因で24％も落ち込んでい
る。16

● 世界全体の傾向に覆い隠されているが、南

が上昇する場合の両方がある。しかし長期的
には、HDIの値が上昇してから温室効果ガス

の排出量が増加する傾
向が見て取れる。した
がって、例外がないわ
けではないが、データ
を見る限り、HDI値が
上昇する、あるいは少
なくとも、所得の指標
が上昇すると将来、温
室効果ガスの排出量が
増加する可能性が高い
という因果関係が一貫
して認められるといえ
る。
　不平等に関してはど

うか。本報告書では実験に準じる手法を用い
て、不平等（HDI値とジェンダー間格差を基
準とした）と持続可能性の間の因果関係につ
いて調べてみた。ある国の環境面での結果は、
その国が置かれた状況などさまざまな要因に
影響を受けるが、経済学で言うところの「外
生変数」の源が特定できれば、因果関係を明
らかにすることは可能である。11　そこで外生
変数として、気候関連のダメージおよび、制
度面の変更（女性が完全な選挙権を得てから
の年数など）を用いて分析をおこなった。そ
の結果、衝撃的な事実が明らかになった。
● 持続可能性に関する達成度（森林面積の増
減、特に大気汚染のレベルを基準として用
いた）が低いほど、HDIにおける不平等が
高い。12

● ジェンダーの不平等（ジェンダー不平等指
数を基準にした）が深刻なほど、持続可能
性の達成度も低い。13　この点は、第3章で論
じる。
　これらの分析結果により、不平等はそれ自
体が好ましくないだけでなく、環境にとっても

準実証的分析結果によれば
不平等はそれ自体が
好ましくないだけでなく
環境にとっても好ましくない
という、本報告書の主張が
経験的に裏づけられる
また、環境面での
達成度が低いと
HDIの格差が拡大する
恐れがあることも
裏づけられた
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　教育を受ける機会の格差の時系列変化を見
ると、保健の場合と同様、世界全体で不平等
が縮小している。これは、世界全体の就学率
と学習到達度が向上した結果である。たとえ
ば、29の途上国と13の先進国を対象にした研
究によると、この50年間で、親の教育水準が
子どもの就学状況に及ぼす影響は、ほとんど
の国で大幅に縮小した。この点は、教育にお
ける世代間格差が小さくなったことの表れと
みなすことができる。21

　1970年以降、世界の国々の教育の不平等（平
均就学年数を基準にした）がどう変化したか
を調べたところ、所得の不平等とは対照的に、
ほとんどの国で状況が改善していることがわ
かった。最も大きな成果が上がっている地域
は欧州・中央アジアで、76％近くの国で教育
の不平等が縮小した。それに続いて、東アジア・
太平洋諸国で52％、ラテンアメリカ・カリブ海
諸国で48％の国が状況を改善させている。
　ある国における教育と保健の平均的な達成
度が高まる場合は、たいていその国で不平等
も縮小するが、常にそのような関係が見出せ

アジアでは教育の不平等が拡大しており、
アフリカには保健の側面で深刻な不平等が
存在する。

● サハラ以南アフリカは、HDIにおける不平等
が最も大きな地域である。

保健の不平等の緩和傾向
　私たちが差し障りなく生活を送り、さらには
成功を収められるかどうかは、保健状態の影
響を受ける。データによると、人々の健康状
態と社会・経済的な地位の間には正の相関関
係がある。この点を前提に、ある人の健康状
態を左右する要因として、社会的・経済的な
不平等に着目する研究がなされてきた。近年
は、新たな世帯データを基に、この点を分析
する研究も現れている。17

　本報告書の分析によると、2010年版HDRで
示したように、世界全体で人々の寿命が伸び
ていることは、公平性の拡大と関係がある。
平均余命を基準に判断すると、世界では総じ
て、保健面の不平等が縮小しているといえ
る。18　国のタイプ別に見ると、この傾向の先
頭を走るのはHDI最高位国で、その後に僅差
で東アジア・太平洋諸国、ラテンアメリカ・カ
リブ海諸国が続き、さらにアラブ諸国も大きな
差がない。一方、もともと平均余命が最も低
い地域であるサハラ以南アフリカは、最も改
善度が低い。不振の最大の理由はHIV/エイズ
である。特にアフリカ南部では、HIV/エイズ
の感染・発症率が15％を超している（図2.4参
照）。19

教育における公平性の改善
　学校の数が増加し、ジェンダーの平等が拡
大し、教育が受け易くなった結果、教育を受
ける機会は幅広い地域で目覚ましく広がった。
学校に通う子どもが増えただけでなく、学校
を卒業する子どもの数も増えた。20

図 2.4

アフリカ南部では、HIV/エイズの感染・発症率の高さが
健康状態での不平等是正の妨げになっている
不平等が原因でHDIの保健面での達成度が落ち込んでいる度合い
（1970～ 2010年）

アトキンソン不平等指数

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1970 1975 1985 1995 20051980 1990 2000 2010

ボツワナ
レソト
南アフリカ
ジンバブエ

注：アトキンソン不平等指数については、テクニカルノート2を参照。5年ごとの平均値
の推移をグラフ化した。
出典：UNDESA人口局人口推計部門、Fuchs and Jayadev（2011）による平均余命データを基に
HDROが算出。
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20％ほど悪化している。格差が最も拡大した
のは、欧州・中央アジアだった（100％以上の
悪化である）。
　この10年ほど、ラテンアメリカ・カリブ海諸
国の多くはこの趨

すう

勢
せい

に逆行し、ジャマイカのよ
うな例外もあるが、国内の所得格差を改善さ
せてきた。とりわけ状況の改善が顕著なのは、
アルゼンチン、ブラジル、ホンジュラス、メキ
シコ、ペルーである。27　変化の要因として、
高度技術者と単純労働者の賃金格差の縮小、
および貧困層に対する公的な現金支給プログ
ラムを挙げる論者もいる。28　賃金格差が縮ま
ったのは、近年に基礎教育の就学率が向上し
た結果だが、この先、初等・中等教育の質の
悪さが原因で貧困層の若者が大学に入学でき
ないケースが多くなれば、格差縮小の歩みが
壁にぶつかる恐れもある。
　保健と教育の面で不平等が縮小したにもか
かわらず、なぜ所得の格差が緩和されないの
か。理由の一端は、教育を受けられる人が増
えたことにあるのかもしれない。基礎教育の
恩恵は、教育を受ける人が増えるほど縮小す
るからである。初等教育を終えることによって
人々が享受できる所得増が小幅になる一方で、
高所得層が高度な教育を受けた場合に得られ
るメリットは拡大する。国ごとの状況はその国
の制度や政策の影響を強く受けるが、高技能
職と低技能職の賃金格差（スキル・プレミアム）
の拡大は、技術の変化により労働者の技能の
重要性が高まったことと政策が変化したこと
の影響が組み合わさった結果といえる。29

　金融危機が起きると、格差の状況にも影響
が及ぶ可能性がある。では、金融危機はどの
程度、所得格差を増幅させるのか。所得格差
が原因で、金融危機が起きやすくなることは
あるのか。政府の政策により、悪影響を緩和
することはできるのか。本報告書では、環境
上の衝撃が及ぼす影響に焦点を当てるが、金

るわけではない。ときには、教育・保健の平
均的な達成度と不平等の改善度のうちの一方
が改善しても他方が悪化したり、両者の改善
のスピードに大きな差があったりする場合もあ
る。22　たとえば、南アジアでは、教育の達成
度が平均180％上昇という目覚ましい記録を残
したが、不平等の度合いは約8％悪化した。

所得の不平等の悪化
　ラテンアメリカとサハラ以南アフリカの一部
の国は顕著な例外だが、世界のほとんどの地
域で、そしてほとんどの国で、所得格差が拡
大している。いくつか際立った傾向を紹介する。
● 詳細な研究の結果によると、最も豊かな層
の所得が社会全体の所得に占める割合を見
ると、ヨーロッパ、北アメリカ、オーストラ
リア、ニュージーランドでは、その割合が目
を見張るほど上昇している。23　アトキンソ
ン不平等指数により、1990年から2005年に
国内の所得格差がどのように変化したかを
割出したところ、HDI最高位国では格差が
23.3％拡大している。24　また、OECD（経済
協力開発機構）加盟国の4分の3以上の国と、
多くの新興国で、過去20年の間に貧富の格
差が広がった。25

● 中国、インド、南アフリカでも、稼ぎが高所
得層に集中するようになった。26　たとえば
中国では、2008年の数字によると、所得上
位20％の層が国の総所得の41％を稼いでお
り、所得の不平等の度合いを表すジニ係数
は、1981年に0.31だったのが2005年には0.42
に上昇している。
　本報告書がアトキンソン不平等指数（保健
と教育の不平等の度合いの測定、およびIHDI
の算出に用いたのと同じ指数である）を用い
て分析したところ、同様の結果が得られた。
この分析によると、1990年から2005年にかけ
て、国ごとの所得格差の度合いの世界平均は
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● 平等性に関する状況および、環境上の脅威
とリスクが大きく変わらないケースを想定し
た「基準値」のシナリオの場合は、2050年
のグローバルなHDI値は今日より19％上昇
すると予測される（サハラ以南アフリカの
HDI値は44％上昇）。この上昇率は、過去の
傾向がそのまま続くと仮定した場合より小
さい。これは、HDIが極めて高い水準に達
すると、値の上昇ペースが落ちる傾向が目
立つためである。31

● 「環境上の困難」のシナリオにおいては、
世帯レベル（屋内での固形燃料の使用）と
局地レベル（水質と衛生環境）、都市・地域
レベル（大気汚染）、地球レベル（特に気候
変動が農業生産に及ぼす影響）で環境上の
リスクが深刻化し、また、不平等と不安定

融危機の原因と影響に関する近年の研究を見
ると、環境問題と金融危機の間にはいくつか
の共通項を見出すことができる（BOX2.4参照）。

今後の見通し――
そして、環境上の脅威

　この数十年、世界全体のHDI値は力強く上
昇してきたが、この先はどうなるのか。2050
年までに、先進国と途上国のHDI値はどう変
わるのか。環境上の制約と不平等がどの程度、
前進の足を引っ張る恐れがあるのか。未来を
正確に予測することは不可能なので、本報告
書では、米デンバー大学のフレデリック・Ｓ・
パーディー国際未来センターがまとめた3つの
シナリオを土台に検証を進める（図2.5参照）。30

BOX 2.4

持続可能性と危機と不平等

　本報告書のために委嘱した背景調査では、2010年まで100年に
わたる所得の不平等、および2つのタイプの経済危機――1つは銀
行危機、もう1つは消費もしくは国内総生産（GDP）の崩壊――
について検証した。この分析対象は、危機を経験した国と経験し
ていない国の両方を含む25か国で、内訳は北米および欧州の国が
14か国、それ以外の地域の国が11か国である。
　不平等が危機を発生させやすくすることはあるのか。不平等の
拡大とその後の危機の発生とを関連づける仮説を支持する識者も
いるが、不平等が深刻な場合に常に危機が生じるとは限らない。
1991年のスウェーデンの危機と1997年のインドネシアの危機の
前には、不平等が拡大していたが、1993年にインドで起きた危機
の場合は、そうではなかった。なお、危機が起きる前に社会の不
平等が拡大していたケースに関しては、社会の一部の層の過剰な
消費、もしくは一部の層の過少な消費が経済全体に悪影響を及ぼ
し、その結果として危機に至ったとみなせるかもしれない。
　では、危機により痛手を被るのは、どのような人々なのか。不
平等に関するデータを入手することができた31回の金融危機のな
かに、危機の前に不平等が拡大し、危機の後に不平等が緩和され
たケースは数回ある。2007年のアイスランドの危機はその顕著な
例である。しかし、このようなパターンは、決して多数派とは言
えない。31回の危機のうちで、危機の後に不平等が拡大したケー
スが約4割に達したのに対し、危機の後に不平等が緩和されたケ
ースは全体の4分の1あまりにすぎない。残りのケースでは、危機

の前後で不平等のレベルに変化が見られなかった。
　要するに、この分析によると、危機と所得の不平等との間に一
貫した関連性は存在しないと言えそうである。この点は、金融危
機と経済破綻を同時に経験した国にも当てはまる。1997年のアジ
ア金融危機の後、韓国、マレーシア、シンガポールでは不平等が
拡大したが、インドネシアでは変化が見られなかった。2008年の
金融危機については、まだデータが十分にそろっていないので掘
り下げた分析はできないが、世界の国々の間に一貫したパターン
が表れていないことを示すデータはすでにいくつかある。危機が
発生した後、一部の国では不平等が拡大したが、一部の国では不
平等が縮小しているのである。
　不平等や危機がどのような結果をもたらすかは、政策的対応に
よって左右される面もある。たとえば、危機の後に、貧困層への
現金支給制度や累進課税制度を通じて不平等を緩和することが可
能である半面、もし財政赤字削減のために現金支給制度が縮小さ
れれば、逆に不平等が拡大する恐れがある。また、危機がきっか
けで、制度が変更される場合も多い。1930年代の米国で社会保障
制度が導入されたのは、その一例である。北欧諸国では、1990年
代の危機の後、不平等の拡大に歯止めをかけるうえで、福祉国家
システムと財政支出が大きな役割を果たしたように見える。

出典：Atkinson and Morelli 2011.
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では、悪い結果がさらに悪い結果を招く悪
循環に陥る可能性を十分に考慮していない。
　「環境上の困難」のシナリオ、もしくは「環
境上の惨事」のシナリオが現実になれば、世
界の国々の人間開発のレベルの格差が縮まっ
てきた過去40年間の傾向が挫折してしまう。
しかも、長期予測によると、2050年以降、そ
の格差がますます広がると見られている。
　この点は、HDI値の国家間格差（具体的には、
アトキンソン不平等指数を用いて数値化した）
の推移を予測した結果を見ればよくわかる。
過去40年間に、HDI値の国家間格差は3分の2
以上縮小した。基準値のシナリオでは、この
格差は今後の40年間も縮小し続ける。しかし、
環境上の惨事のシナリオが現実化すると、ア
トキンソン不平等指数の値の変化を基に見た
場合、2050年までの格差縮小の度合いは24％
程度にとどまる。基準値のシナリオの場合、
この数字は57％に達する（図2.6参照）。

進歩の継続を妨げかねない要因

　過去のパターンから判断すると、対策を講
じない限り、経済成長が温室効果ガス排出量
の増加をもたらし、過去数十年のHDIの目覚ま
しい伸びが続かなくなる恐れがある。気候変
動は、地球の気温、降水パターン、海の水位、
自然災害の発生などに影響を及ぼすからであ
る。しかし環境上の脅威は、気候変動だけで
はない。
　土壌、森林、海洋生態系へのダメージは人々
の幸福度を常に脅かし、環境汚染は莫大なコ
スト負担を生み出す（そのコストは、開発のレ
ベルが高まるにつれて、いったん増加し、そ
の後で減少するように思われる）。以下では、
これらのさまざまなタイプの脅威を順に検証
し、そのうえで、どの国が同じ地域内の国々

が拡大するケースを想定した。32　このシナ
リオが現実化した場合、2050年のグローバ
ルなHDI値は基準値を8％、南アジアおよび
サハラ以南アフリカでは基準値を12％下回
る見通しである。

●「環境上の惨事」のシナリオが現実化すると、
化石燃料の過剰な使用と地下水の水位低下、
氷河の溶解、森林破壊の進行、土壌の劣化、
異常気象の増加、石油・天然ガス生産高の
限界への到達、内戦などの混乱の増加によ
り、生物物理学的なシステムと人間の社会
のシステムに負担がのしかかり、21世紀初
頭に成し遂げられた進歩のほとんどが失わ
れてしまう。このシナリオが現実化した場
合、2050年までにグローバルなHDI値は基
準値を約15％下回る。しかも、このモデル

図 2.5

環境上のリスクが人間開発に及ぼす影響
（2050年までの複数のシナリオ）
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0.8

0.9

1.0 基準値
環境上の困難
環境上の惨事

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
基準値

環境上の困難

環境上の惨事

HDI低位・
中位・高位国

HDI最高位国

注：詳細は報告本編を参照。
出典：HDROのデータベースおよびニューヨークのUNDPが「International Futures, Version 6.42」
から予測し、B.Hughes、M.Irfan、J.Moyer、D.Bothman、J.Solórzanoが2011年にまとめた人間開発
研究論文「Forecasting the Impacts of Environmental Constrains on Human Development」を基にHDROが
算出。
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平均して高まっているにもかかわらず、以前よ
り多くの人が以前より多くのモノを消費するよ
うになったことにあるといえる。
　二酸化炭素排出量の面で見た場合の生産活
動の効率性（GDP1単位当たりの排出量）は40
％向上したが、二酸化炭素排出量そのものは

の平均や世界の平均と比べて大きな成果を上
げているかを明らかにする。

気候変動

　現在、地球の気温は20世紀はじめに比べて
平均0.75℃高く、しかも平均気温の上昇ペース
が加速している（図2.7参照）。その最大要因は、
人間の活動、とりわけ化石燃料の使用、森林
伐採、セメント生産である。これらの活動は
すべて、二酸化炭素の排出を増やすのである。
二酸化炭素だけでなく、モントリオール議定
書の規制対象物質など、ほかの温室効果ガス
も深刻な脅威を生み出す。亜酸化窒素が100年
の間に地球の気温を押し上げる潜在的影響力
は、二酸化炭素の300倍近く、メタンの約25倍
に達する。33　人間の活動が原因で気候変動が
起きていることは、科学的に認められている
事実である。34　しかし、世論の意識は遅れて
おり、気候変動が起きているという事実とそ
の原因を正しく認識している人は、世界の総
人口の3分の2に満たない（BOX2.5参照）。

気候変動の主な要因
　1970年以降、世界の二酸化炭素排出量は増
えている。HDI低位・中位・高位国では248％、
HDI最高位国では42％の増加となっている。
世界全体では112％増であり、この変化は人口
の増加、消費の増加、炭素集約型（二酸化炭
素排出量の多い）の生産活動という3つの要因
によって説明できる。35　最大要因は、消費の
増加（GDPの伸びを基準に判断）であり、世
界の二酸化炭素排出量の増加に91％寄与して
いる。人口増加は、79％の寄与度である。一方、
炭素集約型の生産活動の寄与度は、技術進歩
を反映して、マイナス70％となっている（表
2.1参照）。要するに、二酸化炭素排出量が増
加している主な要因は、生産活動の効率性が

図 2.6

環境上のリスクにより、2050年までに人間開発の格差
縮小のトレンドはどの程度減速、ないし後退するか
アトキンソン不平等指数
（不平等が原因によるHDIの落ち込み）
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Irfan and others（2011）を基にHDROが算出。

図 2.7

1900年以降、世界平均気温は上昇してきた
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表 2.1

二酸化炭素排出量の増加とその要因（1970～ 2007年、単位：％）

a　Raupach and others（2007）で示された「茅方程式」の4つの要素を3つに集約した。端数処理をしてあるため、値の合計はかならずしも100％にならない。
出典：世界銀行のデータを基にHDROが算出。

増加 総増加量に対する寄与の割合a

人口1人当たり 総量 人口 1人当たりのGDP 炭素集約度
HDIランク別
最高位国   7  42 81 233 -213

高位国   3  73 94 116 -111

中位国 276 609 32  82  -15

低位国  49 304 72  21    7

世界全体  17 112 79  91  -70

BOX 2.5

人々は気候変動とその原因について、どの程度知っているのか

　気候変動の脅威が深刻であるという圧倒的な量の科学的証拠が
示され、しかもその影響の多くが世界中で表れはじめているとい
う証拠が積み重なりつつあるにもかかわらず、人々の理解は十分
に進んでいない。2007年以降、150近くの国で実施されているギ
ャラップ世界世論調査によると、この問題の深刻さ、問題を生み
出している原因、そして問題が存在するという事実そのものに関
して、人々の知識が非常に欠如しているケースがある（表参照）。
　世界で気候変動について聞いたことがある人は、全体の3分の2
に満たない。この問題に関する意識のレベルは、開発のレベルと
関連性がある。人間開発指数（HDI）最高位国の回答者のおよそ

92％は、気候変動について少なくとも何らかの知識をもっている
が、この割合は、HDI中位国では52％、HDI低位国では40％にと
どまる。
　ほかの環境上の問題に関する認識にもばらつきがある。世界の
人々のうち、水質に満足している人は69％で、満足していない人
は29％、空気の質に満足している人は76％で、満足していない人
は22％となっている。この点に関しては、イメージどおり、国に
よる違いが大きい。たとえば、デンマークで水質に不満をいだい
ている人は2.5％しかいないが、コンゴ民主共和国ではその割合が
78％に達している。

気候変動に関する人々の意識（イエスと答えた人の割合：％）

国と地域

気候変動が
起きている
（n＝147）

気候変動は
深刻な脅威である
（n＝135）

気候変動の原因は
人間の行動である
（n＝145）

地域別
アラブ諸国 42.1 28.7 30.3

東アジア・太平洋諸国 62.6 27.7 48.3

欧州・中央アジア 77.7 48.2 55.0

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 76.5 72.7 64.8

南アジア 38.0 31.3 26.9

サハラ以南アフリカ 43.4 35.5 30.6

HDIランク別
最高位国 91.7 60.2 65.3

高位国 76.1 61.2 60.7

中位国 51.6 29.3 38.8

低位国 40.2 32.8 26.7

世界全体 60.0 39.7 44.5

注：nは調査を実施した国の数。データは、2007年以降で入手可能な最新の年のもので、値は人口加重平均をほどこしてある。
ギャラップ世界世論調査の標本と調査手法に関して、詳しくは以下のウェブサイトを参照。
https://worldview.gallup.com/content/methodology.aspx.
出典：Gallup World Pollのデータを基にHDROが算出。（www.gallup.com/se/126848/worldview.aspx）

47第2章　人間開発のパターンと傾向、公平性と環境の指標

（64％）を吐き出している。38　1850年以降、大
気中に吐き出された二酸化炭素の約30％はア
メリカが排出したものである。アメリカに次ぐ
第2位の排出国が中国（9％）で、その後にロ
シア連邦（8％）、ドイツ（7％）と続く。HDI
最高位国がこれまでに排出した二酸化炭素の
総量を国民1人当たりに換算すると、HDI低位・
中位・高位国を合わせたものより9倍以上多い。
京都議定書が気候変動対策について「共通だ
が差異のある責任」という言葉を用いている
理由は、ここにある。この点については、以下
で詳しく述べる。

気候、降水、海水面、自然災害の
リスクへの影響

　気候変動は、気温だけでなく、降水パターン、
海水面の高さ、自然災害リスクの大きさにも
影響を及ぼす。

〈気候と降水パターン〉
　過去半世紀の間に気温が最も激しく変化し
たのは、地図2.1にあるように、両極地域と緯
度の高い地域である。39　この地図を見ると、
HDI値が高い国々のほうが気候変動による打
撃が大きいように感じるかもしれないが、必ず
しもそうとは言えない。もともと気温が低い国
は、気温上昇に比較的耐えやすいのに対し、
熱帯地域では、わずかに気温が上昇しただけ
でも自然の状況が大きく変動し、水の入手可
能性と穀物の収穫高に悪影響が及びかねず、
気候変動によりダメージを被りやすいのであ
る。40

　ここ数十年で、世界の降水量は1951年から
1980年の基準値に比べて、量にして2ミリ以上、
比率で言うと3％近く減少した。国の地域・
HDIレベル別に見ると、降水量が最も大きく減
ったサハラ以南アフリカ（7ミリ、あるいは7％
以上）とHDI低位国（4ミリ、あるいは4％以上）

増え続けてきた。1人当たりの二酸化炭素排出
量は、1970年から2007年の間に17％増加して
いる。
　二酸化炭素排出のパターンは、地域や開発
レベルによって大きく異なる。いくつか際立っ
た点を紹介する。
● HDI最高位国では、40年前に比べて生産活
動の炭素集約度が52％下がったが、二酸化
炭素の総排出量は2倍以上に増え、1人当た
りの排出量は112％増えた。炭素集約度の改
善ペースが経済成長のペースに追いついて
いないといえる。

● 東アジア・太平洋諸国の二酸化炭素排出量
は、サハラ以南アフリカの10倍以上に達し
ている。

● 国民1人当たりの二酸化炭素排出量は、世界
最少のブルンジが0.04トン、最多のカタール
が53トンである。
　国際貿易をおこなうことにより、モノの輸入
国は二酸化炭素排出量を輸出国に転嫁するこ
とができる。モノの生産過程で排出される二
酸化炭素がこのようにして輸出入される量は、
1995年から2005年の間に1.5倍に増えた。36　ア
メリカのように、関連の国際条約への署名もし
くは批准をしていない国だけでなく、ドイツや
日本など、自国の二酸化炭素排出量を削減す
ることを公約している国のなかにも、こうした
二酸化炭素の「輸入」が「輸出」を上回って
いる国もいくつかある。

　「二酸化炭素は永遠」と言われるように、大
気中に蓄積されている二酸化炭素は、それ以
前の二酸化炭素排出の産物である。37　つまり、
現在大気中にある二酸化炭素のほとんどは、
先進国が過去に排出したものが占めている。
HDI最高位国は、世界の総人口に占める割合
は約6分の1にすぎないが、1850年から2005年
に世界で排出された二酸化炭素の3分の2近く
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図 2.8

温室効果ガス排出量の増加に対する寄与度
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出典：世界銀行のデータを基にHDROが算出。

地図 2.1

気候変動が最も激しいのは、両極地域と緯度の高い地域である
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出典：デラウェア大学のデータを基にHDROが算出。
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及ぼす。2050年までに海水面が50センチ上昇
すれば、フランスとイタリアの国土を合わせた
面積にほぼ等しい100万平方キロ近くの土地が
水没し、およそ1億7000万人が影響を受ける。46

　打撃を受ける可能性が高い人の割合（対総
人口比）が特に大きいのは、HDI最高位国と
小島嶼開発途上国である。ただし、HDI最高
位国は、リスクを緩和する資金と技術をもっ
ている。オランダは、海抜の低い土地に人口
が密集しているが、新しいテクノロジーとイン
フラ（社会経済基盤）投資を通じて、浸水の
リスクを軽減し、さらには水没した土地の干

で、その後にHDI中位国が続く（図2.9参照）。41　
HDI低位国は、降水量の変動率の上昇率も最
も高い。
　この先、どのような事態が待っているのか。
世界のすべての地域で状況が一様というわけ
ではないため、気候変動が降水パターンに及
ぼす影響がどの程度になるかについて、科学
者の間にコンセンサスはない。42　しかし、気
候モデルから地域ごとの大まかな傾向は予測
することができる。アフリカでは、世界の平均
以上に温暖化が進行すると予想される。北ア
フリカおよび、アフリカ大陸の南部と西部では、
降水量が減少するのに対し、東アフリカでは
逆に降水量が増加する。西欧は気温が上昇し、
降水量が増加するが、地中海地域は降水量が
減少する。アジアでは、暑い日が増えて、寒
い日が減る。ラテンアメリカ・カリブ海諸国で
は、おそらく気温は上昇するが、降水量は減
少する。小島嶼開発途上国は、世界の平均に
比べて気温の上昇は軽度ですむが、海水面の
変動により大きな打撃を被るだろう。この点に
ついては、次で論じる。43

〈海水面の上昇〉
　1870年以降、世界の海水面は平均して20セ
ンチ上昇した。しかも、上昇のペースは近年
加速している。このままのペースが続けば、
2100年には、1990年に比べて海水面が平均し
て31センチ高くなる。44　それに伴う打撃がこ
とのほか深刻なのは、小島嶼開発途上国であ
る（BOX2.6および表2.2参照）。これらの国々
ではえてして、所得との比較で見た場合、打
撃を和らげるために必要となるコストの負担
が大きく、そのうえ、海水面上昇に対して脆
弱なことを嫌って、民間投資家が投資に及び
腰になりかねず、問題への適応能力がそがれ
る恐れがある。45

　海水面の上昇は、沿岸地域すべてに影響を

図 2.9

気温の上昇と降水量の減少
HDI水準別の気候変動（変動幅、変動率の変化）
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注：変動率の変化は、1951～ 1980年と2000年代の変動係数の差。
（1951～ 1980年の平均人口により加重済み）
出典：デラウェア大学のデータを基にHDROが算出。
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上に増えた。49　異常気象の発生原因にはラン
ダムな要素がついて回るので、個々の自然災
害の直接的な原因が気候変動であると立証す
ることは難しいが、地球温暖化と異常気象の
増加の結びつきは、科学的調査により裏づけ
られている。50　強力なトロピカル・サイクロン
（熱帯低気圧）とそれに伴う豪雨の発生頻度は、
2100年までに20％上昇すると予測されてい
る。51

　自然災害の報告件数が増加した影響は、す
べての人に等しく及んでいるわけではない。
自然災害による打撃の程度がまちまちだとい
うだけでなく、自然災害に対処し、自衛する
能力の差が大きいからである。52

　自然災害の発生パターンは、地域や国によ
って大きく異なる。本格的な自然災害を経験

拓をおこなっている。47

　地域別に見ると、最も打撃を受ける可能性
が高いのは東アジア・太平洋諸国で、6300万
人以上が影響を被る可能性が高い（表2.2参
照）。経済的打撃が最も大きいのは、地域で言
えば東アジア・太平洋諸国、HDIのレベルで
言えばHDI中位国である（いずれもGDPの2％
程度の打撃を被る）。HDI低位国は、内陸部の
国が多いので、打撃が比較的小さい（GDPの
0.5％程度）。48

〈自然災害〉
　気候変動は、旱魃や嵐、洪水などの異常気
象の発生確率を高める。自然災害の発生件数
は、1980年から1985年は年平均132件だったが、
2005年から2009年には年平均357件と、2倍以

BOX 2.6

気候変動が小
しょう

島
とう

嶼
しょ

開発途上国に及ぼす影響

　小島嶼国と海岸沿いの低地国は、人口の少なさ、資源の欠如、
交通の便の悪さ、自然災害への弱さ、国際貿易への依存、グロー
バルな出来事に翻弄されやすい状況など、いくつかの共通する脅
威にさらされている。これらの国々の気温は、2100年までに
1960年から1990年に比べて1-4℃上昇すると予測されており、
住居を追われたり、健康状態が悪化したりするなど、人々に悪影
響が及ぶ恐れがある。
　海水面が上昇すれば、海辺の住民が住む場所を失い、低地にあ
る耕作可能地が水没する。ツバル（平均海抜1.83メートル）やキ
リバス（同2.0メートル）、マーシャル諸島（同2.13メートル）など、
海抜の低い島嶼国は、21世紀末までに海水面が平均0.18-0.59メ
ートル上昇すれば、深刻な脅威にさらされる。海抜の低い沿岸の
国では、モルジブの人口すべてとバハマの人口の85％がリスクに
直面する。
　人々の健康にも重大な影響が及ぶ可能性がある。キリバスでは、
2050年までに降水量が10％減る可能性があり、そうなれば淡水
量が20％減る。しかも、海水面の上昇と海岸部の頻繁な浸水によ
り、塩水の浸食が増しており、その結果として、井戸水の水質劣
化に拍車が掛かっている。井戸水は、急速に人口が増加している
キリバスの主要な淡水供給源となっている。トリニダード・トバ
ゴでは、大雨の後、飲料水の約19％から下痢の原因となる寄生虫
であるクリプトスポリジウムが検出された。カリブ海諸国では、
デング熱と降雨および気温との間に、明確な関連性が見出されて

いる。
　小島嶼開発途上国は、気候変動の打撃を受けやすいだけでなく、
暴風雨や洪水、旱

かん

魃
ばつ

、津波、サイクロンなどの自然災害にも弱い。
また、自然災害の発生頻度もひときわ高い。1970年から2010年
の間の人口1人当たりの自然災害件数が世界で最も多かった10の
国のうち、6か国は小島嶼開発途上国だった。しかも、このよう
な国々では、1回の災害で莫大な経済的被害が発生する恐れがあ
る。1988年のハリケーン「ギルバート」はセントルシアに国内総
生産（GDP）の4倍近くの、2004年のハリケーン「アイバン」は
グレナダにGDPの2倍の経済損失をもたらした。2004年のインド
洋の大津波は、モルジブで100人以上の命を奪い、2万7000人以
上に損害を与えた。島々を大波や嵐から守っているサンゴ礁の90
％が2100年までに失われる可能性があり、そうなれば自然災害の
発生頻度がますます高まるだろう。
　データと統計の制約は大きいが、HDIの算出対象とする小島嶼
開発途上国（全部で49か国ある）の数は、2010年版HDRの23か
国から、2011年版HDRでは32か国に増えた。なお、これらの国々
のHDI値の平均は0.617である（世界全体のHDI値の平均は
0.649）。

出典：www.sidsnet.org/2.html; Elisara 2008; UNDESA 2010a; Kelman and West 2009; 
Mimura and others 2007; Elbi and others 2006; Amarakoon and others　2008; Noy 2009; 
Heger, Julca and Paddison 2009; http://climate.gov.ki/Climate_change_effects_in_Kiribati.
html;http://pdf.wri.org/reefs_at_risk_revisited.pdf.
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比べると概して自然災害の件数が少ない。小
島嶼開発途上国も、自然災害の件数が多い
（BOX2.6参照）。
　ここに挙げた数字は極端な事例に影響を受
けており、平均的な状況とは異なる可能性が
あるが、社会が主な自然災害によってどのよ

しない国も多いのである。近年、最も頻繁に
自然災害の直撃を受けている地域は南アジア
で、この地域の国が経験する自然災害の件数
は1か国当たり年に6回近くに達する。HDI低位
国は、旱魃に弱いケースが多いものの、内陸
部に位置する場合が多いため、HDI中位国に

表 2.3

自然災害関連の死傷者数と損失額
（HDIランク別の年間の中央値、1971-1990年と1991-2010年）

死者数
（100万人当たり）

影響を受ける人の数
（100万人当たり）

損失額
（対GNI比）

国と地域 1971-1990 1991-2010 1971-1990 1991-2010 1971-1990 1991-2010

HDIランク別

最高位国 0.9 0.5    196   145 1.0 0.7

高位国 2.1 1.1  1,437 1,157 1.3 0.7

中位国 2.7 2.1 11,700 7,813 3.3 2.1

低位国 6.9 1.9 12,385 4,102 7.6 2.8

世界全体 2.1 1.3  3,232 1,822 1.7 1.0

注：値は、気候関連、水理関連、気象関連の自然災害の中央値。
出典：災害による緊急自体調査センターであるInternational Disaster Databaseを基にHDROが算出。

表 2.2

2050年までに海水面が50センチ上昇した場合に予想される影響

出典：Wheeler 2011のデータを基にHDROが算出。

国と地域 国の数

影響を受ける
人の数

（単位：100万人）

影響を受ける人が
総人口に占める割合

（％）
地域別

アラブ諸国  20   8.9  2.6

東アジア・太平洋諸国  22  63.1  3.3

欧州・中央アジア  17   4.4  1.2

ラテンアメリカ・カリブ海諸国  31   7.0  1.3

南アジア   6  38.9  2.4

サハラ以南アフリカ  30  10.2  1.9

小島嶼開発途上国  35   1.7  3.4

HDIランク別

最高位国  41  41.0 16.0

高位国  42  15.0  4.5

中位国  38  84.6  0.4

低位国  32  30.8  9.4

世界全体 153 171.4  2.7
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が、先進国は問題に対処する体制が比較的整
っている場合が多いのに対し、小島嶼開発途
上国はそれに比べてはるかに大きなダメージ
を被りやすい。

慢性的な環境上の脅威

　環境上の脅威は、気候変動だけではない。
森林破壊および、土壌と河川の過剰な利用に
より、人々の生活の糧や清潔な水、漁業資源
などの再生可能な重要資源が長期的な脅威に
さらされる恐れがある。第3章で示すように、
これらの問題は機会と力の不均衡を反映して
いる場合があり、また、生物多様性の喪失など、
さらなる問題を生み出す（BOX2.7参照）。

土壌侵食、森林破壊、水不足
　過去50年間で、世界の農地面積は10％しか
増えていないが、農業生産は倍増した。しか
しその半面で、土壌の浸食と水資源の不足が
深刻化しつつある。土壌の浸食と劣化、過剰
な牧畜により、世界の農地のなんと40％が悪
影響を受けている。53

　土壌劣化による影響が全体としてどの程度
深刻なのかを数値化することは難しいが、極
端な場合は、土地の過剰な利用により、耕作
可能地が砂漠に変わってしまう場合もある。54　
HDI低位・中位・高位国の土地総面積の推定
31％、HDI最高位国の土地総面積の推定約51
％が土壌劣化の影響を受けている。途上国の
なかで、土壌劣化が深刻ないし、極めて深刻
な土地の割合（対総面積比）が最も小さいのは、
ラテンアメリカ・カリブ海諸国と欧州・中央ア
ジアであり、その割合が最も大きいのは、南
アジアである。しかし、土壌が劣化している
土地に住む人の割合（対総人口比）がとりわ
け大きいのは、アラブ諸国（25％）とサハラ
以南アフリカ（22％）である（巻末の統計別

うな影響を受け、どのように回復力を発揮す
るのかを知る手立てにはなる。好ましい傾向
としては、これらの異常気象が生み出すコス
ト（死者数や、影響を受けた人の数や、経済
損失の金額）の中央値が過去40年の間に下落
してきたことを挙げられる。この点は、世界全
体についても、また、すべてのHDIレベル別グ
ループについても当てはまる（表2.3参照）。自
然災害による死者数の中央値が大幅に下落し
たことは、特筆すべきである。とりわけHDI低
位国では、この数字が急激に改善している（72
％近い下落である）。しかし、自然災害により
打撃を受ける人の数も、自然災害により被る
コストも、HDI高位国・最高位国より、HDI低
位国・中位国のほうがはるかに大きい。特に
打撃が甚だしいのは、HDI中位国である。HDI
中位国を襲う自然災害は、HDI低位国を襲う自
然災害に比べて、平均して死者の数が11％多
く、打撃を受ける人の数が2倍近くに達する。
自然災害による経済損失の対所得比は以前よ
り減少しているが、試算値はいくつかの推測
に基づくものにとどまっている。

＊　　＊　　＊

　これまでの議論をまとめると、気候変動の
負担の多くは、とりわけ貧しい国々に重くのし
かかっており、世界で格差が拡大する可能性
が極めて切実だといえる。HDI低位国は、降
水量の減少幅と、降水量の減少率の変動率の
両方が最も大きい。また、ことのほか気温が
甚だしく上昇している国のいくつかは、すでに
気温が高い途上国である。自然災害の発生頻
度が最も高いのはHDI低位国と中位国だが、
幸い、自然災害が人間開発に及ぼすコストは
概して、以前より小さくなった。海水面の上
昇により最も大きな直接的影響を受けるのは、
海に面した先進国と小島嶼開発途上国である
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かり合った結果として生じる現象の1つが、森
林面積の減少である。森林減少は、極めて長
期にわたって進行してきた。今日、地球上の
森林面積は有史以前のわずか5分の3にまで減
少している。57　これまで、森林破壊は開発が
原因で起きる場合が多かったが、最近は、開
発が不十分であるために森林破壊が起きるケ
ースのほうが多くなっている。
　総面積に占める森林の割合は、HDI最高位
国とHDI低位国の間であまり違いがなく、それ
ぞれ28％と29％で、HDI中位国も約23％となっ
ている。58　1990年以降、HDI最高位国の森林
面積は約1％増えたが、HDI低位国では11％の
減少、HDI高位国でも4％の減少で、HDI中位
国ではほとんど数字に変化がない。地域別に
見ると、ラテンアメリカ・カリブ海諸国とサハ
ラ以南アフリカで森林面積の減少がとりわけ
甚だしく、それに続くのがアラブ諸国であるの
に対し、そのほかの地域では森林面積が若干
増えている（図2.10参照）。59

　途上国の7か国（ブータン、中国、コスタリカ、
チリ、エルサルバドル、インド、ベトナム）は

表7を参照）。
　水は、自然のシステムと人間開発に欠かせ
ないものである。雨水に頼る天水農業に比べ
て、灌漑農業の農業生産高は、同じ農地面積
でも2から3倍に上る。農業は世界の水利用の
70-85％を占めており、世界の穀物生産の推定
20％は水を持続不可能な形で利用している。
食料生産のための水需要は、2050年までに現
在の2倍に増えると予測されている。55

　世界の取水量は、過去50年間で3倍に増え
た。56　帯水層からくみ上げられる水の量が帯
水層への自然な水補給量を上回っているので、
地下水位の低下が進行している。こうした状
況を生み出している最大の要因は、工業用地
と農業用地を確保するために、湿地や河川、
そして、水を貯留する機能がある自然の地形
が破壊されていることである。力と貧困と不
平等が水不足とどのように関係しているかに
ついては、2006年版HDRで取り上げた。

森林破壊
　開発上のニーズと環境の持続可能性がぶつ

BOX 2.7

生物多様性―生態系の喪失が加速する

　健全で回復力のある生態系を維持し、さらには、生態系が生き
物の生存を支える機能を保つためには、生態系内の生物多様性が
欠かせない。しかし、いま世界規模で生物多様性の喪失が加速し
ている。この10年間に、淡水の湿地、海氷上の生物生息地、塩湿地、
サンゴ礁が大幅に減少した。「遺伝子、種、生態系という主要な3
要素のすべてにおいて、生物多様性が引き続き減退していること
を示す複数の材料がある」と、生物多様性条約の『地球規模生物
多様性概況第3版』は指摘している。この報告書によると、世界
のほとんどの地域で自然の生息地が縮小しており、地球上にある
植物の種の推定で4分の1近くが絶滅の危機にさらされているとい
う。
　地球上に存在する推定1000万の動植物の種のうち、およそ半分
が21世紀末までに絶滅すると予想されており、現在、種の大量絶
滅が地球の歴史上で最も急激に進行している可能性があると、環
境科学者たちは考えている。その最大の原因は、自然の土地が農業・
都市開発のために切り開かれていることだが、そのほかの原因と

しては、外来種の持ち込み、天然資源の過剰な利用、環境汚染な
どが挙げられるうえ、近年は気候変動の影響も強まっている。
　哺乳類、鳥類、両生類の種の約10-30％が絶滅の脅威にさらさ
れている。特に深刻なのは貧しい国々である。その一因は、熱帯
地域が「生物多様性のホットスポット」（動植物の種が豊富で、し
かも最も脅威にさらされている場所）となっていることにある。
　熱帯地域の途上国では、貧しいコミュニティの人々が天然資源
に大きく依存して生活しているケースが多く、生物多様性の喪失
が人間開発に及ぼす影響が極めて重大である。たとえば、アフリ
カの多くのコミュニティでは、野生の食材が重要なビタミンおよ
びミネラル源となっている。また、野生の食材には、複雑な熱帯
生態系において病気の伝播を減らす効果がある場合もある。

出典：Klein and others 2009; Myers and Knoll 2001; Rockström and others 2009; Roscher 
and others 2007; Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010.
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される農産物の1.5倍を超す農業製品を消費し
ている。63

　この点に関連して憂慮すべきなのは、国際
的な「土地収奪」が活発化していることである。
世界の国々の政府や企業が土地の豊富な貧し
い国で広大な土地を買い取るケースが増えて
いるのである（BOX2.8参照）。

海洋生態系の破壊
　世界の何億もの人にとって、魚は重要なタ
ンパク源である。平均すると、北米の人々は
年間に24キロ、アジアの人々は18.5キロ、ラテ
ンアメリカ・カリブ海諸国の人々は9.2キロの
魚を食べている。64　しかし、自然の再生産の
速度を上回るペースの漁獲、海底の浚

しゅん

渫
せつ

、廃
棄物の投棄、汚染物質の排出、沿岸部でのイ
ンフラ建設と観光などにより、海洋生態系の
健全性を保つうえで欠かせない条件がそこな
われ、その結果、持続可能性が脅かされている。
　現在の世界の総漁獲高は年間1億4500万トン
で、これは持続可能な年間漁獲高である8000
万から1億トンをはるかに上回っている。65　
2008年の国連食糧農業機関（FAO）の試算に
よると、世界の既知の魚種資源の53％が限界
まで搾取されており、28％が限界以上に利用
されていて、3％が枯渇している。適度に運用
されている魚種資源は15％にすぎない。66　ま
た、世界の総漁獲高は減っていないが、一部
の魚種、とりわけ大型の魚種の収穫高は1980
年代以降、大幅に減少している。
　ここにもやはり、大きな格差が存在する。
総漁獲高の推定90％は、すべての漁業活動の
およそ10％に当たる、主として、技術的に進
んだ漁船に、長期の保管が可能な施設、そし
て深海の漁業に適した機械化されたトロール
網などを備えた資本集約型の先進国の漁業者
で占められているのである。養殖漁業による
年間漁獲高は、ノルウェーが172トン、チリが

最近、国内外のプログラムの支援を受けて、
森林減少国から森林増加国へと移行した。し
かし、これらの国々のうちの一部は、再植林
面積100ヘクタールにつき、森林面積にして74
ヘクタール相当の木材・木製品を輸入してお
り、言ってみれば森林破壊をほかの途上国に
輸出しているにすぎない可能性がある。60　シ
ミュレーションによると、欧州連合（EU）は、
木材生産を100立方メートル減らしたうちの75
立方メートル分は、途上国、特に熱帯諸国に
森林伐採の現場を移転させることによって成
し遂げている。この割合は、オーストラリアと
ニュージーランドでは100立方メートル当たり
70立方メートル、アメリカでは100立方メート
ル当たり46立方メートルである。61　このような
事情があるので、世界の森林面積の増減を検
証するに当たっては、木材生産だけでなく、
木材の消費と輸出入も考慮に入れる必要があ
る。62　たとえばスイスは、自国の農地で生産

図 2.10

森林破壊が進んでいる地域もあれば、森林再生と植林が
進んでいる地域もある
森林面積とその増減幅（単位：100万平方キロ）

森林面積（2010年） 増減幅（1990～2010年）
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出典：ワシントンDCの世界銀行の2011年「World Development Indicators」のデータを基にHDRO
が算出。
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度合いと国の開発レベルとの関係は、環境ク
ズネッツ曲線より複雑な曲線を描くように思わ
れる。すなわち、経済開発のレベルが高まる
につれて、まず汚染の度合いが上昇し、やが
てその度合いが下落し
はじめるとは限らない
のである。69　たとえ
ば、所得水準の低い都
市には、貧困に関連し
た局地的で直接的な環
境問題があり、所得水
準が中程度の都市に
は、急激な成長に伴う
市全域レベルの環境問
題があり、所得水準が
高い都市には、豊かな
ライフスタイルが生み
出す環境問題がある。70　
豊かになれば、水の供
給の不備、下水処理、
固形廃棄物の管理など、いわば「茶色」の汚
染は緩和されるが、それに代わって、廃棄物

72トン、中国が6トン、インドは2トンである。
世界の漁業人口の85％はアジアが占めている
が、海洋漁業者1人当たりの年間漁獲高は、ヨ
ーロッパなどの先進国が23.9トンなのに対し、
アジアは2.4トンにとどまっている。67　大規模
な漁業会社は、漁獲量が多いだけでなく、底
引き網漁など混獲の多い漁法を実践すること
により、漁業資源に与えているダメージも大き
い。
　漁獲率は、依然として上昇し続けている。
一部の途上国地域では、政府が乱獲の削減を
目指す取組みをしているものの、漁獲率の上
昇ペースがとりわけ速い。68　たとえば東アジ
ア・太平洋諸国では、1980年から2005年の間
に漁獲率が4倍以上に上昇した。すでに似たよ
うなパターンをたびたび紹介してきたが、その
1つの要因は、1人当たりの消費量が多い先進
国へ輸出するために漁獲量が増えていること
である。

環境汚染
　最近の研究によると、環境汚染を生み出す

BOX 2.8

土地の収奪―増加している現象なのか

　主として資本の豊かな国の民間投資家や政府、官民の合弁事業
が続々と、途上国の広大な土地（たいてい1000ヘクタール以上）
の長期賃借権や所有権を取得している。先進国だけでなく、中国
やインド、サウジアラビアなど、経済力の強い途上国も、この傾
向に加わっている。こうした動きが加速していることは、あらゆ
るデータによって示唆されている。2005年から2009年半ばには
推定2000万から3000万ヘクタール以上、2008年から2010年に
は推定約4500万ヘクタールの土地が売買された。商品価格の上昇
が官民による土地取得の動機になっているように見える。
　これを機に、ようやく農業の近代化に向けた投資が可能になり、
これまでより優れたテクノロジーが導入され、農業部門の雇用が
増え、農村地帯の貧困が緩和されるだろうと、期待する論者もいる。
しかし逆に、このような動きが地元住民に脅威を及ぼすと指摘す
る論者もいる。世界銀行の最近の報告書は後者の立場を取り、期
待されるような効果は生まれないだろうと指摘している。地元住

民が強制的に退去させられたり、天然資源の利用を制限されたり
するなど、人権侵害の事例を報告している研究もいくつかある。
最も大きな痛手を被るのは、零細な土地所有者や先住民族、そし
て女性である。このような人たちは、居住や農耕をおこなってい
る土地の正式な所有権をもっていない場合が少なくないからであ
る。森林破壊、生物多様性の喪失、野生生物への脅威などの負の
影響も、環境保護団体によって指摘されている。
　最近は、このような動向の恩恵を拡大し、リスクとチャンスの
バランスを取ることを目的に、規制の枠組みを打ち出すべく、国
際的な努力がなされている。重要なのは、コミュニティの実体の
ある参加を通じて、土地使用形態の大幅な変更で持続可能性と公
平性を高めるなど、多層的な仕組みを導入することである。

出典：Borras and Franco 2010; Deiniger and others 2011; IFAD 2011; Da Vi_ 2011.

都市では、持続可能性を
高めることも可能である
都市計画に環境上の配慮を
織り込めば、とりわけそれを
後押しすることができる
人口密度が高ければ
規模の経済の
効果が発揮されるうえに
技能と専門性の向上が
促進される
しかし、廃棄物の増加や
屋外の大気汚染など
都市は極めて大きな
弊害を生む場合もある
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しく多い。たとえば、インドのニューデリーと
ネパールのカトマンズの近隣地域では、河川
の汚染が深刻になっている。76　豊かな国の中
には、1992年のバーゼル条約で禁止されてい
るにもかかわらず、貧しい国に廃棄物を輸出
し、輸出先の国の環境に害を生み出している
ケースもある（BOX2.9参照）。屋外の大気汚
染は概して都市部で深刻で、それに伴う健康
上の悪影響も都市部のほうが目立つ（第3章参
照）。空気中の汚染物質が増えれば、雲の形成
が促進されて、降水パターンにも影響が及ぶ。
　都市の人口密度が高いということは、1人当
たりの汚染物質排出量や水使用量、エネルギ
ー使用量をわずかに減らすだけでも状況を大
きく改善できるということを意味する。世界の
総人口のおよそ半分が都市に暮らしているこ
とを考えれば、この点は大きなチャンスといえ
る。公平性と都市の過密の関係は単純でない
が、狭い地域にコミュニティの機能が凝集し、
さらに安価な輸送手段が整備されれば、さま
ざまな場所へのアクセスが容易になって、公
平性が高まる可能性もある。実際、人口密度
が高いほど、社会の階層分化が軽度にとどま
るという相関関係の存在を示唆するデータも
ある。
　ただし、自然災害が都市を直撃すると、被
害がひときわ大きくなる恐れがある。アメリカ
のニューオーリンズを襲った巨大ハリケーンの
「カトリーナ」はその典型である。このような
弱点に対処するために、都市のインフラ整備
やシステム構築に投資する必要がある。たと
えばブラジルのリオデジャネイロでは、最先端
のモデリング技術を駆使して、自然災害の襲
来を予測し、予防措置を講じている。
　世界的傾向は、これまでより明るい見通し
を示す。汚染を数値で評価する方法について
は激しい議論があるが、この20年間で、大気
中の粒子状物質の濃度は世界中で低下した。77　

処理や温室効果ガスの排出、非効率的な輸送
システムなどの生態系上の「環境」問題が深
刻化するのである。
　都市は、環境汚染の主たる源であると同時
に、持続可能性を高めるチャンスが存在する
場所でもある。都市の住民は、世界で生産さ
れるエネルギーの60-80％を消費し、二酸化炭
素排出量のおよそ60-80％を占めているが、71都
市では、持続可能性を高めることも可能であ
る。都市計画に環境上の配慮を織り込めば、
とりわけそれを後押しすることができる。人口
密度が高ければ、規模の経済の効果が発揮さ
れるうえに、技能と専門性の向上が促進され
る結果、上下水道や公共交通システムなど、
ほとんどのインフラや公共財の費用対効果が
高まり、また、資源の再利用とリサイクルの選
択肢が増える。都市人口が2倍に増えても、イ
ンフラに対するニーズは1.85倍にしか増えない
という試算もある。72　ニューヨーク市の住民1
人当たりの温室効果ガス排出量はアメリカの
全国平均の30％にすぎず、同様のことはブラ
ジル最大の都市リオデジャネイロとブラジル
全体についても見て取ることができる。73　ニ
ューヨークのマンハッタンで暮らす人は、自動
車を利用する機会が相対的に少ないので、ニ
ューヨーク郊外の住人に比べて、年間に排出
する二酸化炭素の量が平均して1万4127トンも
少ない。74　このパターンは、アメリカの大都
市圏すべてに当てはまるように見える。
　しかし、廃棄物の増加や屋外の大気汚染な
ど、都市は極めて大きな弊害を生む場合もあ
る。地方よりえてして都市部で深刻な問題と
なっている大気汚染は、世界中で呼吸器系疾
患と循環器系疾患の大きな原因になっており、
安全な飲み水と適切な衛生環境の不足が原因
で命を落とす人は、年間160万人に上ってい
る。75　都市の住民は、膨大な量の廃棄物を出
すうえに、廃棄物の管理が不適切な場合が著

57第2章　人間開発のパターンと傾向、公平性と環境の指標

＊　　＊　　＊

　この項で明らかにしたように、いくつかの側
面で、重要な環境上の指数が悪化し、人間開
発に対する脅威が増大していることは事実だ
が、すべての側面で状況が悪くなったわけで
はない。たとえば、大気汚染の抑制に関して
目覚ましい進捗があったことは、開発の進展
にともなって環境が改善する面がありうること
を示唆している。最大の懸念材料は、環境破
壊による打撃が最も大きいのが最も貧しい
国々だということである。次章では、同じパタ
ーンが1つの国の中にも存在することを示す。

極めて濃度が高い状態だったサハラ以南アフ
リカでは、とりわけ急速に濃度が低下している。
HDI最高位国では、汚染のレベルが3分の2あ
まりまで改善した。それでも、HDI低位・中位・
高位国の都市部の大気中の粒子状物質の濃度
は、依然としてHDI最高位国より2.3倍も高
い。78　豊かな国々は、大気汚染に関する規制
が厳しく、また、発電所や工場の制御システ
ムや、自動車の触媒式排出ガス浄化装置、環
境に対する悪影響の少ない燃料など、大気汚
染を和らげるための方策も充実しているから
である。79

BOX 2.9

有害廃棄物とバーゼル条約

　1970年から1980年代に先進諸国で有害廃棄物に対する世論の
懸念が高まったことを受けて、多くの国の政府が有害廃棄物の廃
棄を規制する法律を成立させた。その結果として、アスベスト、
水銀、灰、重金属、医療廃棄物、農薬などの有害廃棄物の途上国
への輸出が大幅に増加するという想定外の事態が発生した。経済
的な不平等が原因で、一部の国は有害廃棄物を受け入れることに
魅力を感じているのである。たとえば1980年代に、欧米企業の連
合体がギニアビサウに対して、この国の国内総生産（GDP）のお
よそ5倍の金額に相当する6億ドルと引き換えに、有害廃棄物を受
け入れるよう持ちかけたことがあった（結局、国際的な圧力により、
ギニアビサウはこの提案を拒否した）。
　「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバ
ーゼル条約（バーゼル条約）」は、このような有害廃棄物の国際的
移動を規制し、廃棄物の性格についてのインフォームド・コンセ
ント（十分な説明と同意）を義務づけている。今日、175の国が
この条約に加入しているが、アメリカは参加していない。1995年
には、有害廃棄物の輸出を全面的に禁じる条約改正がなされたが、
現時点では、発効のために必要な締約国の4分の3以上の批准をま
だ得ることができていない。問題の緊急性はこの条約により認識
されているが、適切な国際的な規制の枠組みはまだ確立されてい
ないのである。
　途上国では、有害廃棄物による汚染が依然として深刻な問題と
なっている。2006年、あるオランダ企業がコートジボワールの都
市アビジャンの16か所に500トンの有害廃棄物を捨てた結果、地
元の飲用水、土壌、漁業資源が汚染されるという出来事があった。
これにより、少なくとも10人が死亡し、10万人以上が影響を受け
た。このような事例は、バーゼル条約の無力さを浮き彫りにする

ものであると同時に、多くの途上国の経済的実情を映し出しても
いる。同条約では、途上国が廃棄物受け入れのリスクを適切に評
価する技術的・行政的な能力をもっており、しかも金銭的誘惑に
抗するだけの良質な統治能力をもっていることを前提にしている
が、常にそのような条件が整っているとは限らないのである。
　電子廃棄物は、世界で最も急速に増加しているタイプの廃棄物
であり、人間の健康と環境に対して有害である。2004年から
2008年に中国、インド、タイ、米国、欧州連合（EU）が生み出
した電子廃棄物の合計は、年平均で1700万トンに上る。国連環境
計画（UNEP）の試算によると、世界で排出される電子廃棄物の
総量は、1年間に2000万から5000万トンに達する。このうち、
リサイクルされる電子廃棄物はごくわずかでしかない。たとえば、
2007年の米国で、古くなったテレビや携帯電話やコンピュータ製
品から出る電子廃棄物のうちでリサイクルされたものは20％に満
たない。それ以外の電子廃棄物は、主に中国やインド、ナイジェ
リアなどの途上国の廃棄場に運ばれて捨てられる。それでも、電
子廃棄物のリサイクルビジネスは活況を呈しはじめている。特に、
中国やインドでは、廃棄されたエレクトロニクス製品を収集した
り、修理したり、部品を取り出して売買したりするビジネスが貧
困層の重要な生活の糧になっている。しかし、これらの製品に含
まれる鉛、水銀、カドミウムは極めて有害性が高い。警告は発せ
られているものの、ほとんどの人はリスクを知らずに、このよう
な商売に携わっている。

出典：Andrews 2009; Sonak, Sonak, and Giriyan 2008; Widmer and others 2005; 
Robinson 2009; UNEP/GRID-Europe 2005; GreenPeace 2009; UNEP and UNU 2009; www.
epa.gov/international/toxics/ewaste.html;http://toxipedia.org/display/toxipedia/
Electronic+Waste+%28E-Waste%29.
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この点を検証するに当たっては、地域ごとの
違いを考慮する必要がある。そうしないと、
HDI最高位国だけが成功を収めているとみな
される結果を招き、世界の人々が直面してい
る多様な状況に十分に光を当てることができ
なくなってしまう。
　持続可能性のグローバルな側面では、広範
な地域に及ぶ脅威に着目する。具体的には、
温室効果ガスの排出と森林破壊、水の利用の
状況を、グローバルな規範で設定されている
基準と比較する。ローカルな側面の分析と同
じ考え方に基づいて、HDIと不公平性に関す
る状況が同地域の国々の中央値より良好な国
を割り出す。このような多次元のフィルターを
通すことにより、ローカルおよびグローバルな
環境上の脅威への対応、HDI、不公平性とい
う3つの側面に関して、相対的に好ましい状況
を生み出せている国々をリストアップすること
ができる。データが不完全であることなど、
比較上の問題があるので、この作業により得
られる結果は厳密な統計とは言えないが、入
手可能な指数を見ることにより、環境の持続
可能性と公平性の面で比較的高い水準を達成
できる政策および、それとあわせて人間開発
全般を推進するうえで有望なアプローチをい
くつか見出すことができる。
　表2.4は、上述の複数のレンズを通して、グ
ローバルな環境の側面に関してはグローバル
な基準より良好な成果を、ローカルな環境の
側面とHDIと不平等に関しては同一地域の
国々の中央値より良好な成績を上げている国
を割り出した結果である。80　5つの環境上の側
面のうち少なくとも4つ以上で良好な成績を上
げている国がいくつかある。コスタリカは、5
つの側面すべてで成績が良好である。HDI最
高位国のドイツとスウェーデンは、森林破壊、
水の利用、水へのアクセス、屋内の空気汚染
の4つの側面では成績が良好だが、温室効果ガ

以下では、このパターンを打ち破り、持続可
能性と公平性のある人間開発の前進を成し遂
げた国々がどのような方法を用いたのかを見
ていく。

持続可能で公平な人間開発を
促進した成功例

　ここまでで論じてきたような矛盾するパター
ンをどのように解釈するのが最善なのか。人
間開発と持続可能性と公平性に関して大きな
成果を上げている国を割り出すことは可能な
のか。これは、難しい課題である。なにより、
持続可能性はいかなる単一の指数によっても、
それ単独では把握できないからである。しか
し本報告書では、3つのゴールを同時に追求す
るなかで進捗の度合いを評価するのに役立つ
可能性があるアプローチを示し、有望な政策
について理解を深めるために有益な指数をい
くつか紹介する。その内容は、これまでに述
べてきたデータの多くを統合するものであり、
次章で取り上げる地域社会レベルと世帯レベ
ルの分析への橋渡しとなるものである。ある
手法を提案し、その手法が公平性を伴う持続
可能な人間開発を成し遂げるうえで好ましい
相乗効果を生み出せた事例をいくつか示し、
さらに、それが政策に対して、どのような意
味をもつかを論じる。
　好ましい相乗効果が生まれているかどうか
は、どのようにして判断すればいいのか。本
報告書の枠組みにおいては、持続可能性のロ
ーカルな側面とグローバルな側面（図2.3参照）
の両方を考慮する。ローカルな側面（次章で
詳しく論じる）では、世帯レベルの環境問題
が人間に及ぼす直接的な打撃に着目する。具
体的には、水へのアクセスと屋内の空気汚染
の数値を同地域の国々の中央値と比較する。
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ている国としてここで取り上げた4か国のなか
で、すべての側面が改善したのはドイツとス
ウェーデンだけである。1990年代以降、この
リストにある国はすべて、大気汚染を改善さ
せ、水にアクセスできる人の割合（対総人口比）
を維持、あるいは向上させ、しかもフィリピン
を除くすべての国が温室効果ガスの排出を削
減した。81　これらの国々では、コスタリカを除
くと、多次元の不平等も改善しており、そのコ
スタリカも同地域の国々の中央値に比べれば
多次元不平等の度合いが軽い。82

　途上国の中には、グリーン・エコノミーへの
移行を実現するための、有効で、規模の拡張
が可能なセクター単位のモデルを実践してい
る国も多い。83

● ブラジルのクリチバ市は、急速な人口増加
に対処するために、都市計画、都市運営、
輸送手段の整備に画期的なアプローチを取
り入れることに成功した。クリチバは現在、
ブラジルで最も公共交通機関の利用率が高
い（45％）都市であり、大気汚染のレベル
は国内で有数の低さを誇っている。

● ケニアのエネルギー省は2008年、エネルギ
ー供給源の確保と多角化、所得と雇用の創
出、そして温室効果ガスの排出削減を目的

ス排出の面ではそこまで良好な成績を上げる
ことができていない。興味深いのは、フィリピ
ンのケースである。地域社会レベルの植林プ
ログラムにより森林面積が増えている点は、と
りわけ注目に値する。大気汚染の程度も、フ
ィリピンは同地域の国々の中央値の48％にとど
まっている。そのうえ、教育と医療・保健の
機会が充実しているので、長年にわたり深刻
な状態にある所得の不平等の弊害が相殺され
ている。BOX2.10では、コスタリカとスウェー
デンのケースに光を当てる。
　もちろん、これにより、ものごとの全体像を
描き出すことができたわけではない。すでに
述べたように、入手できるデータには限界が
ある。そのうえ、政治的自由とエンパワーメン
ト、そしてジェンダーの平等とエンパワーメン
トに関する指数がいっさい反映されていない
という、明らかな欠点がある（ジェンダーの平
等を評価するための指数としては、たとえば
次章で取り上げるGIIがある）。なお、ここに挙
げた4つの国はすべて民主主義国であり、HDI
値が同レベルの国々のなかではジェンダーの
平等性が比較的高い。
　時系列的な変化を検証すると、これより複
雑な状況が見えてくる。比較的好成績を上げ

表 2.4

環境、公平性、人間開発で良好な成績を上げている国々
（最新データによる）

グローバルな脅威 ローカルな影響 公平性と人間開発

国名
温室効果ガス
排出量 森林破壊 水の利用

水への
アクセス 空気の汚染

HDI値
（％、対地域
平均値）

不平等が原因の
HDI下落幅

（％、対地域平均値）
コスタリカ 104 77

ドイツ 103 91

フィリピン 103 89

スウェーデン 102 70

注：これらの国々はすべて、報告書本編（第2章注80）に記したグローバルな脅威に関する絶対基準を突破しており、しかも人間開発と公平性の面で同じ
地域の国の中央値より好成績で、ローカルな影響の面で地域の中央値より好成績を上げている。
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　本章では、人間開発と環境に関する主要な
パターンと傾向を検証し、国家間の格差の実
態を示すデータを紹介し、さらに、好ましい相
乗効果に関する新しい知見を提示してきた。
多くの場合、最も貧しい国々は、問題の原因
をごくわずかしか生み出していないにもかか
わらず、環境破壊の脅威に最もさらされてい
る。国家内・国家間の平等性を改善するため
には、環境面での達成度を高めていくことが
不可欠である。
　この分析は、公平性を増進し、同時に経済
成長を過剰に偏重しない開発モデルを採用し
ようとする場合について回るトレードオフの関
係を浮き彫りにするものといえる。この点につ
いては、次章以降で論じていく。

に、エネルギー固定価格買い取り制度を導
入した。この制度に基づく買い取りの対象
には、バイオマス発電、地熱発電、小型水
力発電、太陽光発電、風力発電が含まれて
いる。
　要するに、HDIを向上させ、不平等を縮小し、
さらにはグローバルな面とローカルな面の両
方で環境に関する達成度を改善させることに
より、持続可能で公平な人間開発を成し遂げ
た国を割り出すことは可能なのである。入手
できるデータが限られているので、完全な国
別ランキングを示すことはできないが、本報
告書では、いくつかの事例を紹介し、また、
地域や構造的な特徴、開発のレベルの違いに
関係なく、さまざまな国が人間開発の持続可
能性と公平性を高めるための政策を採用しう
ることを実証する。

BOX 2.10

スウェーデンとコスタリカにおける好ましい相乗効果

　環境と人間開発と公平性の面で好ましい成果を上げている国の
実例は、示唆に富んでおり、開発に関する教訓にもなる。ここでは、
スウェーデンとコスタリカが環境面で上げている成果を紹介する。
　スウェーデンは現在、人間開発指数（HDI）の国別ランキング
で10位、不平等調整済み人間開発指数（IHDI）で5位、ジェンダ
ー不平等指数（GII）で1位である。人口1人当たりの温室効果ガス
排出量はHDI最高位国のなかで6番目に少なく、大気汚染のレベル
はHDI最高位国の中で最も低く、世界全体で見ても4番目に低い。
スウェーデンが大きな成果を上げている土台にあるのは、国民の
環境保護意識の強さと、平等を重んじる民主政治の伝統だろう。
1957年に創設された「天然資源の保存・活用に関する調査委員会」
は、人々の環境保護意識を向上させ、さらには強力な圧力団体と
しての役割を果たしてきた。また、1969年の調査によると、スウ
ェーデン人の過半数は、環境破壊を防ぐために経済成長のペース
を遅らせることにも、水質汚染対策のために地方税を引き上げる
ことにも賛成していた。良好な環境を得るために経済的負担が増
すことを受け入れる考え方が浸透しているのである。機会の平等
を重んじる考え方は、スウェーデン社会の意識に深く根づいてお
り、数世紀来、その精神を実践してきた。国民の96％が気候変動
について知っており、半数近くがそれを深刻な脅威とみなしてい
るというギャラップ社の世論調査の結果に、今日のスウェーデン

国民の意識の高さがよく表れている。公平性と教育の面での達成
度の高さが国民に政治的発言力を与えており、それが一因となっ
て、環境保護意識の高い国民の意思が政策によく反映されている
ことも指摘することができる。
　一方、コスタリカでは、歴代の政権が環境上の目標を念頭に置
いて政策を実施し、制度を構築してきた。1955年には、天然資源
を守る目的で観光庁が設置されている。しかし、環境保護政策が
本格的に打ち出されはじめたのは、1980年代後半に森林法が制定
されてからだった。この法律は、大気中の二酸化炭素の吸収、生
物多様性の保護、水流の統制、美しい景観の面で森林の環境上の
価値を認め、森林保護のための経済的メカニズムとして、森林の
環境上のサービスに金銭的支払いをおこなう土台となった。1990
年代半ばまでに、環境権は憲法に謳われた権利となり、コスタリ
カは二酸化炭素排出権売却国の先駆けになった（売却相手はノル
ウェー）。市民社会の活発な参加、美しい国土と生物多様性と天然
資源に対して国民がいだく誇り、さらに、観光などの産業におい
て持続可能なビジネスへの投資機会が存在することも好材料とな
っている。

出典：UNDP Costa Rica Country Offi ce, Observatorio del Desarrollo and Universidad de 
Costa Rica 2011; Kristrom and Wibe 1997; Lundqvist 1972.
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響につながる可能性があり、劣悪な環境状態
は人々の能力を損なう。教育を受けた少女の
出生率は低く、エンパワーメント水準の高いコ
ミュニティは汚染度が低いといった多数の事
例がこの結びつきを示している。
　本章ではまず、多次元貧困のレンズを通し
て、貧困層の直接的な環境面における欠乏に
ついて確認し、それらの欠乏が気候変動の悪
影響とどのように交わりうるのかについて見
る。次に人々の保健、教育、生活に対する環
境上の脅威に目を向け、恵まれない境遇と、
異常気象による不平等拡大の深刻なリスクと
の相互作用について見る。そして最後に、ジ
ェンダーとエンパワーメントの不平等に焦点を
合わせ、両面における平等化が環境に好影響
を及ぼしうることを示し、第4章以降の政策オ
プション追求の基礎を固める。

貧困のレンズを通して見る

　本報告書の主題の1つとして、世界で最も恵
まれない境遇にある人々は「二重の重荷」を
負っている。そうした人々は環境悪化の影響
をより受けやすく、屋内の空気汚染から不衛
生な水、旧態依然の衛生に至るまで、直接的
な環境面での脅威にも対処しなければならな
い。3　人間開発報告書（HDR）2010年版にお
いて導入した多次元貧困指数（MPI）によって、
このような世帯レベルでの欠乏をつぶさにとら
えることができる（図3.1参照）。

　MPIは保健、教育、生活水準における不足
度を測るものであり、欠乏下にある人々の数

　前章までに、公平性と環境の大きな関わり
を確認した。この章では、環境の持続不可能
性が人々にどのような影響を及ぼし、その関
係に不公平がどう関わっているのかに焦点を
当てる。また同時に、ジェンダーの役割とエン
パワーメントの変容に力点を置きながら、その
パターンに反している国々や集団にも目を向け
る。
　環境悪化で最大の被害を受けているのは、
貧しく恵まれない人々である。この事実は誰
を驚かせるものでもない。メディアは毎週のよ
うに、すでに大きな制約下にある世界最貧地
域の人々の生活を破壊する災害を伝えている。
　異常気象が不公平化を拡大する一方で、環
境に有害な活動も同様の作用をもたらす。米
国に関する調査を例に取れば、有害廃棄物処
理施設は労働者階級やマイノリティの暮らす
地域に偏り、健康や教育、不動産価値に悪影
響を及ぼしている。1　施設ができたために土
地・建物の価値が下がったにせよ、そのよう
な地域の住民は用地決定に反対する力が弱か
ったにせよ、環境に有害な慣行が人種的・社
会的不公平性を加速させることは明らかであ
る。このような建設地決定のあり方は市場経
済国に限らない。旧ソ連のマヤーク核施設は、
イスラム教徒のタタール人やバシキール人、
あるいはスターリン体制下の抑圧を逃れ出た
人々の子孫が中核を占める地域に建設され
た。2　本章は、このようなパターンが今日生ま
れている原因と仕組みの理解を目的とする。
　環境悪化と人間開発の関係を条件づける要
因は何なのだろうか。個人・世帯・コミュニテ
ィの能力の絶対水準と配分、その両方が問題
に絡んでいる。絶対的な欠乏は環境への悪影
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いる。
● 大半の人々が多重欠乏に苦しんでいる。貧
困層の80％は2つ以上の環境の喪失下にあ
り、29％が3つのすべてを欠く状態にある。

● 農村部の貧困層は欠乏の度合いが著しく、
実に97％が何らかの環境の喪失下にあり、
約3分の1は3つすべてが欠乏した状態にあ
る。これに対し都市部に住む人々の場合、
その割合はそれぞれ75％、13％となっている。

● 国および地方レベルでのMPIは、環境の喪
失における大きな格差を示している。ハイ
チでは、多次元貧困下で清潔な水も手に入
らぬ人々の割合がポルトープランス首都圏
／西県で19％であるのに対し、中央県では
70％に及んでいる。同様にセネガルでも、
多次元貧困下で炊事用燃料を欠く人々の割
合が首都ダカールで4%ほどであるのに対
し、コルダ州では約88％に達している。ま
たインドでも、多次元貧困層で衛生設備を
欠く人々の割合がケララ州で3.5％であるの
に対し、ビハール州では70％を超えている。
　環境の喪失はMPIの上昇とともに重くなる
一般的傾向が表れているが、多次元貧困の内
容は同様の貧困水準にある国々の間でも異な
っている。全体として、環境の喪失は応分以
上に多次元貧困に影響している。すなわち環
境の喪失がMPIに占めるウェートは17％であ
るのに対し、MPIに対する寄与度は20％に及
んでいる（図3.2の上のグラフを参照）。6　多次
元貧困に対する環境の喪失の寄与度は、農村
部で22％、都市部で13％となっている。モン
ゴル、ペルー、スワジランド、ウガンダでは、
多次元貧困に対する環境の喪失の寄与度が30
％を超えている。
　しかしその一方で、環境の喪失の寄与度が
低水準にとどまっている国々もある。7　アラブ
諸国の一部（ヨルダン、パレスチナ自治区、
シリア、アラブ首長国連邦）、ヨーロッパ・中

にその度合いを掛け合わせる。2011年版HDR
は多次元貧困層における環境の喪失の広がり
に関して、近代的な炊事用燃料、飲料水、衛
生設備の不足という側面から、MPIを応用し
て世帯レベルにおけるその複合度を探ってい
く。
　これらの欠乏は、それ自体が問題であると
同時に基本的人権の侵害にもあたる絶対的欠
乏である。近代的な炊事用燃料、安全な水、
基本的衛生設備へのアクセスの確保も、人々
の高次元の能力拡大をもたらし、人々の選択
肢の拡大と人間開発の促進につながりうる。
MPIというレンズは、アクセス面での複合的欠
乏を浮き上がらせる。

貧困層が直面している欠乏

　多次元貧困は109か国に関して推計され（巻
末の統計別表5を参照）、4注目すべき結果が出
ている。
● 世界人口の少なくとも60％が何らかの環境
の喪失下にあり、40％が2つ以上の環境の喪
失下にある。5　このような欠乏は多次元貧困
層においてより著しく、何らかの欠乏下にあ
る人々の割合は90％を超えている。近代的
な炊事用燃料を使っていない人々の割合は
90％を超え、十分な衛生設備のない人々は
80％、清潔な水を欠く人々も35％に及んで

図 3.1

多次元貧困指数（MPI）―
最も深刻な貧困状態にある人々に焦点を当てる

多次元
貧困状態

保健 教育

生活水準
MPI
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万日に及んでいると推計されている。8　その一
方で、明るい材料もある。その背景には、政
府や非政府機関（NGO）の取組みが少なから
ずある。一例として南アジアは、水へのアク
セスができない人口の割合が比較的低水準（15
％未満）にとどまっている。

央アジアの一部諸国（クロアチア、エストニア、
ロシア、ウクライナ）においては、多次元貧困
に対する環境の喪失の寄与度がMPIにおける
ウェートの半分未満の水準にとどまっている。
ブラジルもこのグループに属する。
　地域的パターンは、環境の喪失がサハラ以
南アフリカで最も著しいことを示している。す
なわち多次元貧困層の99％が何らかの環境の
喪失下にあり、18％が3つのすべてを欠く状態
にある。これと対照的に、ヨーロッパ・中央ア
ジアでは貧困層のなかで環境の喪失下にある
人々の割合は39％となっている（ただし大きな
貧困人口をかかえるタジキスタンは例外で、
何らかの環境の喪失下にある人々の割合が82
％と突出して高くなっている）。タジキスタン
を除けば、3つのすべてを欠く人々の割合はわ
ずか1％強にとどまっている。
　欠乏が最も広範に見られるのは炊事用燃料
である（図3.3参照）。最貧困地域である南アジ
アとサハラ以南アフリカでは、多次元貧困層
の90％強が近代的な炊事用燃料へのアクセス
を欠いている。両地域では、貧困層の85％強
が十分な衛生設備へのアクセスも欠いている。
またアラブ諸国の一部では水が最大の問題で
あり、多次元貧困層の60％強が欠乏下にある。
　環境の喪失の度合いは、各国の人間開発指
数（HDI）とも関係性がある。HDI低位国の多
次元貧困層の40％が3つすべての環境の喪失下
にある。これらの国々は総じて環境的貧困が
平均水準を超える状態にあり、環境の喪失の
実態がMPIにおけるウェートを6ポイント上回
っている。たとえばマダガスカルでは、総人
口の65％が清潔な水へのアクセスを欠いてい
る。その影響は重大である。マダガスカルで
は大半の学校に衛生の確保に必要な水の設備
がなく、そのために生徒の欠席が常態化して
学習が遅れる結果となっている。マダガスカ
ルでは、下痢による学校欠席の累計が年間350

図 3.2

MPIにおける環境的欠乏
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注：上のグラフの中の破線は、貧困全体に対する環境損失の寄与度が、MPIにおける環境
的欠乏のウェートと同等である場合の標準ラインを表わしている。その右側に位置する
国々は環境的貧困が標準的水準を超え、左側に位置する国々は標準的水準を下回っている。
対象年度は国によって異なり、詳細は巻末の統計別表5を参照。
出典：巻末の統計別表5のデータに基づきHDROが推計。
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関係性の理解

　環境の喪失についてさらに深く理解するた
めに、私たちは貧困水準が同等レベルにある
データの分析をおこなった。9　何らかの環境の
喪失下にある多次元貧困人口の割合、および3
つすべての環境の喪失下にある多次元貧困人
口の割合によって、各国を順に並べた結果、
どちらの割合もMPIと同様に増す傾向が認め
られたが、その傾向の度合いに関してはかな
りの差が表れている（図3.4参照）。
　そのトレンドライン（傾向を示す線）よりも
上に位置する国々は、環境喪失の度合いが平
均水準以上で、下に位置する国々は平均水準
以下にとどまっている。何らかの環境の喪失
下にある人口の割合が最も低い国々は、アラ
ブ諸国とラテンアメリカ・カリブ海諸国に集中
している（トップ10か国のうち7か国）。これに
対し、3つすべての欠乏下にある人口の割合が
最も低い国々は南アジアに集中している（トッ
プ10か国のうち5か国。表3.1参照）。

図 3.3

環境的欠乏は近代的な炊事用燃料へのアクセスが
最も著しい
環境的欠乏下にある多次元貧困人口の割合（％）
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注：対象年度は国によって異なり、詳細は巻末の統計別表5を参照。アラブ諸国が含まれ
ていないのは、貧困水準そのものが低いために算出結果に歪みを伴う可能性があるため。
出典：巻末の統計別表5のデータに基づき算出。

図 3.4

環境的欠乏下にある人口の割合はMPIとともに上昇するが、かなりのばらつきを伴う
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出典：巻末の統計別表5のデータに基づきHDROが算出。
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この数字は公共設備の給水塔へのアクセス
を含めたもので、待ち時間が相当な長さに
及ぶこともある。ダッカの公共給水施設の
数はスラム住民500人につき1基しかない。13　
しかも、手押しポンプ井戸の約3分の1は水
の砒素濃度が世界保健機関（WHO）の勧
告水準を上回り、数千万人のバングラデシ
ュ国民の健康を脅かしている。14

● ジブチ政府は1990年代半ばに水と衛生を優
先課題に位置づけた。15　改革は予算の優先
配分と新規整備を柱とした。16　そして現在、
80％を超える世帯が近代的な炊事用燃料を
使用するに至っているが、灯油価格の上昇
を受けて薪と石炭の使用が再び拡大してい
ると伝えられている。17

● ネパールでも、多次元貧困層の中で水へア
クセスできる人の割合が高水準にある（78%
前後）。その原動力とされているのは、NGO
を通じて能力強化がおこなわれ、水の供給、
衛生、保健における小規模プロジェクトの
計画・立案・実行に主導的役割を果たして
いる地域コミュニティと女性である。18　環

　ブラジル、ジブチ、ガイアナ、モロッコ、パ
キスタンは両方のトップ10に入っている。つま
り何らかの環境の喪失下にある人口の割合も、
3つすべての欠乏下にある人口の割合も低いと
いうことである。いくつかの例を挙げよう。
● ブラジル政府は過去数十年来、水道整備へ
の投資と所得階層別料金制度を通じて、水
と衛生設備へのアクセス拡大を進めてい
る。10　もう1つの重要な要因として技術革新
がある。首都ブラジリアでは、細い下水管
を地下浅く敷設する低コスト方式によって
下水道整備が進められている。11　またブラ
ジリアでは、液化石油ガス（LPG）がほぼ
全世帯（98％）に普及している。この背景
には、1960年代に開始された全国的なLPG
供給システムの整備計画と、他の燃料に対
する課税を財源とするLPGの所得階層別価
格制度がある。12

● バングラデシュでは、無数の手押しポンプ
井戸のおかげで、清潔な水へのアクセスで
きない人々は多次元貧困層のわずか4％にす
ぎない。しかし、これにはただし書きが付く。

表 3.1

多次元貧困者に占める環境上の貧困者の割合が最も小さい10か国
（2000-2010年で得られる最新データによる）

少なくとも1種類以上の環境上の
貧困状態にある人の割合が最も小さい国々

3種類の環境上の貧困状態すべてに
該当する人の割合が最も小さい国々

ブラジル バングラデシュ
ガイアナ パキスタン
ジブチ ガンビア
イエメン ネパール
イラク インド
モロッコ ブータン
パキスタン ジブチ
セネガル ブラジル
コロンビア モロッコ
アンゴラ ガイアナ

注：太字は、両方のリストに名を連ねている国
出典：個別のMPIデータを基にHDROが推計。
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いるのは行政機関の能力、企画能力、品質
コントロールの弱さである。20　農村部の電
化率の低さは、農村世帯の80％以上が炊事
を薪に頼っていることを意味している。多く
の農村部において近代的な燃料が普及しな
いのは、輸送網の不備と初期費用の高さが
原因である。21

● モンゴルでは、清潔な水と衛生設備へのア
クセスにおける農村部と都市部の大きな格

境の喪失下にある多次元貧困者の割合で最
も劣る国々は、サハラ以南アフリカ諸国を筆
頭にいくつかの地域に分散している。この
面で相対的に低位にある国々に関しては、
制度的な能力の弱さが1つの要因として指摘
できる。いくつか例を挙げよう。

● 水と衛生へアクセスできる人口の割合で、
ペルーはラテンアメリカ諸国のなかで最下
位に位置している。19　前進の妨げとなって

BOX 3.1

多次元貧困の動向

　私たちは公平性に関する問題意識から、最も恵まれていない人々
に着目している。本年は、ボリビア、コロンビア、ヨルダン、ケ
ニア、レソト、マダガスカル、ナイジェリアといった7つの国に
おいて貧しい人々を苦しめている多次元の欠乏の動向について、
多次元貧困指数（MPI）を用いて調べたところ、7か国すべてにお
いて貧困の縮小が認められた（グラフ参照）。縮小は絶対値ベース
ではボリビア、ナイジェリア、レソトで最もペースが速いが、年
率換算の縮小率はボリビア、コロンビア、ヨルダンが上位となっ
ている。これは貧困の水準が低いために、小幅な縮小が相対的に
大きな縮小率となるためである。
　貧困の規模と強度の両面における縮小をとらえることは、MPI
の大きな強みの1つであり、貧困状態にある人の数と、彼らが集
団として直面している欠乏の数の両方を減らすことに対して、有
用性の高いインセンティブを生み出す。この意味でMPIは、従来
型（すなわち人数のみ）の貧困測定に伴う周知の問題点を克服す
るものであり、貧困ラインをわずかに下回っている人々をわずか

に上回る状態へ引き上げることへの重点化につながりうる。
　対象7か国における貧困の縮小は、多次元貧困者の数を減らす
ことと、貧困の強度を減らすことの両方の形を通じて生じている。
たとえば、マダガスカルにおける改善は貧困強度の低下が主因と
なっているのに対し、他の国々では貧困者の数の変化が主因とな
っている。
　全体的な貧困縮小の背後には相異なるパターンが存在している。
たとえば、ケニアとナイジェリアは多次元貧困の減少が同程度の
ペースで進んでいるが、ケニアの前進は生活水準に関わる指標全
体の向上が主因となっているのに対し、ナイジェリアは最貧地域
の北東部で貧困が悪化する一方で南部において貧困が大幅に縮小
している。

出典：Alkire, Roche and Santos forthcoming; Demographic and Health Surveys （www.
measuredhs.com）.
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土地の劣化、農業生産性において強い環境的
ストレスに直面している。第4章で詳述するが、
世帯レベルの欠乏に対する取組みは、より広
範な環境悪化を最小限にとどめる方法でなさ
れる必要がある。
　第2章で示したように、国の発展とともに環
境問題の性質と強度も進化する傾向にある。
本章のテーマである個人・世帯レベルにおけ
る直接的な環境面での問題は、HDI低位国に
おいてより深刻な広がりを見せ、その影響は
貧困層にとってとりわけ重くなっている。私た
ちはまた、多次元貧困層の二重の重荷にも焦
点を当ててきた。すなわち地域的な世帯レベ
ルにおける脅威と、より広範な環境悪化である。
　私たちは、MPIと気候変動の関係に目を向
けることで、このパターンをさらに探ってみた。
具体的には15か国の合計130の行政地域のデー
タから、地域レベルのMPIと気温・降水量の
変化を比較することができる。すなわち第2章
で述べた「異常」である（地図2.1参照）。その
結果、注目すべき事実が浮かび上がった。
● サンプル全体の平均で、2000年から2008年
の平均気温は1951年から1980年の気温を0.5
℃上回り、降水量も9ミリ近く増えていた（イ
ンドネシアにおける極端な変化を除外する
と4.6ミリ）。気温の上昇は110地域のうち106
地域で起こっており、降水量の増加は全体
の80％に当たる85地域近くに及んでいる。

● 全体として、MPIの水準と温暖化には強い
正の関係が認められる。これは、気温上昇
幅の最も大きい地域が他の地域よりも貧し
い傾向にあることを示唆している。23　しか
しながら、降水量に関しては強いパターン
は表れておらず、24　各国内において全体と
しての傾向がかなりの格差を覆い隠す形と
なっている。それでもその関係は、所得貧
困に対する気候変動の影響を調べた研究結
果と合致している。25　このアプローチを多

差が、制度的能力と投資の不足によってい
っそう悪化している。政策上は貧困層の水
ニーズが優先課題とされていながら、実態
は規制の不備によって、貧困層を脇に置い
て企業と産業に水を安く提供する価格構造
となっている。1リットルあたりの計算で、
農村部の住民や小規模事業者が清潔な水に
支払っている価格は、鉱工業企業のそれの
84倍にも達している。22

　MPIは、世帯レベルにおける環境の喪失の
パターンを浮き彫りにしている（BOX3.1参照）。
すなわち多重欠乏の広がりを示すと同時に、
明るい材料として、次章で取り上げる各種の
プログラムなどを通じて比較的良好な実績を
上げている国々も浮かび上がっている。各国
の相対比較に加えて、私たちは本年、経年変
化についても分析をおこなった。
　しかしながら、これらの結果は注意深く解
釈する必要がある。HDR2010年版において、
測定ツールとしてのMPIの限界を見極めた。
各国のデータは対象年度にばらつきがあり、
したがって比較の範囲も限定される。最近の
改善が統計データに十分に反映されていない
ケースもある。また、ここでの分析に関しても
ただし書きを付け加えておく必要がある。3つ
の環境の喪失は各国比較が可能な最善の尺度
として採用されたが、これ以外の環境上の脅
威も、地域または国レベルにおいて同等ある
いはそれ以上に深刻であるかもしれない。一
例を挙げれば、バングラデシュの貧困世帯に
とっては、水へのアクセスよりも洪水のほうが
切迫した問題でありうる。
　また強調しておくべき重要な点として、これ
ら特定の指標における良好な（あるいは劣悪
な）状態は、必ずしも広範な環境悪化の状態
を示すものではない。シリアなどの一部諸国
は、MPIがかなり低く、環境の喪失の寄与度
も低い状態にありながら、水へのアクセス、
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率が最も高い10か国のうち6か国が、MPIが最
も高い10か国に含まれている（図3.5参照）。26　
環境的要因の健康に対する影響（栄養失調を
含む）の経済的コストもまた大きい。世界銀
行の最近の推計では、そのコストはガーナに
おいてGDP（国内総生産）の6％近く、パキス
タンで4％強となっている。教育と所得に対す
る長期的影響を加えると、両国におけるコスト
はGDPの9％にも及ぶ。27

　世界における疾病負荷を調べた世界保健機
関（WHO）の調査でも、環境的要因の重さが
浮き上がっている。安全でない水、不適切な
衛生設備、不十分な公衆衛生はいずれも世界
における疾病の上位10要因のなかに入ってい
る。世界では毎年、5歳未満の子どものうち少
なくとも300万人が、重度の呼吸器感染症や下
痢など環境に関連する疾病で命を失っている。
この数は、オーストラリア、ベルギー、オラン
ダ、ポルトガル、スイスの5歳未満人口の合計
を上回る。28　またHDI低位国においては、屋
内の空気汚染をはじめとする環境的原因によ
る疾病が全体の14％を占めている。

屋内の空気汚染
　世界人口の半分は今も暖房と炊事に旧来の
バイオマス燃料を使っている。HDI低位国で
は多次元貧困層の94％がバイオマス燃料に依
存し、その煙によって重度の呼吸器感染症、
肺がん、肺機能低下、一酸化炭素中毒、免疫
障害の危険にさらされている。屋内での固形
燃料の使用で出る煙は、年間約200万人の死に
つながっている。そのうちの36％をHDI低位国
が占め、さらに中国が28％、インドが25％とな
っている。29　屋内の空気汚染に関連する死は、
炊事と暖房を石炭に頼る農村部の貧困層に集
中している。近代的な炊事用燃料の普及は都
市部で先行し、たとえば中国では都市部世帯
の82％がガスを使用している。30

次元におし広げて説明するには、さらなる
研究が必要である。
　貧困と気候変動の影響が相まって人間開発
の可能性を阻害している地域において、貧困
層はとりわけ弱い立場に置かれている。しか
しより一般的に、恵まれない人々や集団は、
対処の選択肢がより限られていることで環境
悪化の脅威が大きくなっている。そこでさらに、
環境悪化がどのように人間開発を脅かし、す
でに欠乏下にある集団に最大の悪影響を及ぼ
すのかという点を検証する。

環境上のリスクが
人々の幸福に及ぼす影響

　環境悪化が特に貧しく恵まれない集団に対
して能力の阻害を引き起こす経路をさらに理
解するために、私たちは保健、教育、所得を
はじめとする幸福の諸側面に対する負の効果
に着目した。そのための基準としては、時間
の使い方や居住地の選択における自由、紛争
からの自由が含まれる。

健康被害

　この章では、屋内の空気汚染、屋外の大気
汚染、汚れた水、衛生設備の不備、気候変動
が健康に及ぼしている悪影響を見ていく。環
境の悪化は物理的・社会的環境への影響、ま
た個人および世帯の知識、資産、行動への影
響を通じて、人々の健康に悪影響を及ぼす。
また、さまざまな側面における負の相互作用
も健康に影響する。たとえば、水と衛生が不
十分な場合に健康リスクは最大化する。多次
元貧困の分析から、そのような欠乏はしばし
ば環境的な原因による死と重なることが示さ
れている。すなわち、環境的原因による死亡
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屋外の大気汚染
　屋外の大気汚染に長期間さらされることは
人体に有害であり、呼吸器障害、免疫不全、
一酸化炭素中毒などの原因となる。37　メキシ
コ市における調査は、大気汚染のハイリスク
集団の死亡率に大きな影響を及ぼしているこ
とを明らかにしている。38　また中国の山西省
臨汾やロシアのノリルスクでは工場排気が、
住民の健康を大きく脅かすレベルの大気汚染
を引き起こしている。39　恵まれない集団は、
よりひどく大気汚染にさらされ、また影響も受
けやすい状態にある。中国の香港特別行政区
と上海では、経済的に恵まれない人口層と教
育水準の最も低い人口層の大気汚染による死
亡率がより高くなっている。40

　このパターンは世界的に共通している。英
国では、地方自治体のゴミ焼却場の半数が所
得水準下位10％の地域に設けられている。41　
最も貧しい世帯や人種的マイノリティ（少数
派）に属する人々は、大気汚染のなかで暮ら
すことが最も多く、その一方で自家用車の所

　HDI低位国における屋内の空気汚染による
死亡率は他の国々の11倍で、HDI最高位国の
20倍に達している。HDI低位国の疾病の5.4％
が屋内の空気汚染に起因し、絶対数で最悪の
アフガニスタンでは10％にも及んでいる。31

　薪を使う家の中で過ごす時間が多い農村部
の女性と子どもが最も被害を受けている。32　
薪の使用は森林消失につながることから牛糞
や藁を燃料にする世帯が増え、それが屋内の
空気汚染による健康被害を増加させる結果と
なっている。牛糞や藁は燃えるのが早いため
にそばを離れにくく、また煙そのものも有毒性
がより高いからである。33

　背景調査から、屋内の空気汚染に関連する
死は、その国のMPIと強い関係性のあること
が明らかになっている。34　つまり炊事用燃料
の欠乏が、多次元貧困および貧困層の健康状
態の劣悪さに結びついているのである。貧困
世帯においても、薪を燃やすことが目や呼吸
器に悪いことは認識されている。ブータンの
ある年配女性は、自分の村で多くの高齢女性
が薪を燃やすことで目を傷めたり、咳が出たり
していると報告している。35　インドのビハー
ル州に住むラビヤ・クハトゥンは次のように述
べている。「私たちはずっと、炊事の燃料に周
りの木の枝や小枝を使ってきました。ここでは
みんなそうしています。煙で目が痛くなるので
すが、そうするしかないのです」。また西ベン
ガル州に住むファイズル・ハクエは、まだ30歳
にもなっていない自分の妻が「煙のせいで何
年か前から体をこわし……息をするのもやっ
との状態になってしまった」と語っている。36　
屋内の空気汚染を減らして健康リスクを抑え
るためには、かまどや排気設備の改善とクリ
ーンな燃料が求められる。さらに加えて、次
章で取り上げるように近代的なエネルギー源
へのアクセス拡大の取組みも必要である。

図 3.5

MPIのレベルが高い国ほど、
環境上のリスクが原因の死亡数が多い

MPI

環境上のリスクが原因の死亡数 （人口100万人当たり）
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出典：A. Prüss-Üstün, R. Bos, F. Gore, and J. Bartram, 2008, Safer Water, Better Health: Costs, Benefi ts and 
Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health, Geneva: World Health Organization. 
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い国々を中心に多くの人の人生の機会を阻害
している。HDI中位国においては半数の人が、
現代的な衛生設備にアクセスできず、8人に1
人は良質な水へのアクセスができない。HDI
低位国では、現代的な衛生設備のない人々が
65％、良質な水のない人々が38％となってい
る。世界全体でほぼ10人に4人が清潔なトイレ
のない生活をしているが、多次元貧困層では
10人に8人となっている。都市部と農村部の格
差は大きく、2008年時点で農村部において衛
生設備をもつ人々は人口の半数にも達してい
ないのに対し、都市部ではほぼ75％に達して
いる。46

　このような格差は健康に深刻な影響をもた
らしている。世界の5歳未満の子どもの疾病負
荷において、環境的要因は全体の3分の1以上
を占めている。47　世界では毎年、5歳未満の子
ども約200万人が下痢症状を引き起こす病気で
死んでいる。最新の推計では、現代的な衛生
設備と飲料水によって毎年220万人、毎日約

有率が最も高い地域は大気が最も清浄な状態
にある。42　オランダのラインモンドでは、所得
水準の低いマイノリティ世帯が大気汚染のひ
どい地域やゴミ処分場の付近に集中してい
る。43　ドイツのカッセルでは、外国出身者の
暮らす地域で大気汚染がひどくなっている。44　
フランスでは、移民の比率の高い地域に産業
廃棄物や核廃棄物の処理施設、ゴミ焼却場、
廃棄物管理施設が偏在している。45

　明るい材料は、第2章で見たように大気汚染
が減少傾向にあることである。ただし貧しい
国々の都市においては、依然として大気汚染
が平均水準を大幅に超えている。ここでも中
国が1つの重要な存在となっている。石炭など
の固形燃料を中心とするエネルギー消費の増
加、そして自動車の排ガスが大気に深刻な影
響を及ぼしているのである（BOX3.2参照）。

汚れた水と未改善の衛生設備
　十分な衛生設備と清潔な水の不足が、貧し

BOX 3.2

中国における大気汚染と健康への影響

　中国では特に都市部と北部を中心に大気汚染が進んでいる。最
近の公式の環境評価によると、政府の基準を満たしていない都市
は全体の20％近くに及んでおり、世界保健機関（WHO）の大気
基準に照らすとその割合はさらに大幅に増える。中国では、大気
汚染が年間約30万人の死亡と2000万人の呼吸器疾患に結びつい
ており、年間の医療費はGDPの約3%に相当すると推計される。
　中国はさまざまな大気汚染源をかかえているが、主要なのは家
庭および工場での石炭使用と自動車の排気ガスである。中国の電
力の約70％は石炭火力発電によるもので、しかも主として硫黄分
の多い石炭が使用されている。高濃度の二酸化硫黄排出に起因す
るスモッグと酸性雨は、中国の都市の半数以上に影響を及ぼして
いる。
　この大気汚染のパターンは、特に都市部において大きな問題を
引き起こしている。都市部では、自動車の排気ガスが最も急拡大
する大気汚染源となっている場合が少なくない。中国の環境保護
部によると同国の自動車保有台数は1990年以降、年率20％のペ
ースで増加している。それでも2009年時点で自動車保有者の割合
はわずか3％にすぎず、増加はさらに続くはずである。北京では

毎日1000台以上のペースで自動車が増えている。
　中国の大気汚染は、ぜんそくの劇的な増加を引き起こしている。
1990年から2000年に都市部の子どものぜんそくは64％増加し、
子どもの有病率がほぼ2％に達している。急成長都市の1つである
重慶では、2000年の数字で14歳未満の子どもの5％近くがぜんそ
くになっている。
　中国の大気汚染削減への取組みは、気候変動、エネルギー効率、
再生可能エネルギーの利用に関する政策と密接に結びついている。
中国政府は2000年、都市部の大気の硫黄分低減につながる無鉛石
油の使用義務化を開始し、クリーンエネルギー自動車の開発を自
動車産業の次期5年間の優先課題に据えた。中国はまた、産業付
加価値単位当たりのエネルギー消費と炭素排出を2015年までに
18％削減し、非化石燃料の使用割合を20年までに現行の8％から
15％へ引き上げると約束している。これも大気汚染の削減につな
がるはずである。

出典：China National People’s Congress 2011; Fang and Chan 2008; Liu and Raven 2010: 
8329; Millman, Tang and Perera 2008; Watts 2006, 2011; Zhan and others 2010.
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ズムの変化に至るまで、重大にして多岐にわ
たる。気温の上昇は、虫や動物が媒介する病
気の感染域拡大と感染率上昇をもたらし、マ
ラリア、ダニチフス、デング熱の流行地域拡
大につながる。54　マラリア感染の危険にさら
される人数は2080年までに2億6000万から3億
2000万人増加すると推計されている。55　そし
て、さらに多くの人がデング熱への感染リスク
にさらされる見通しである。56　アフリカ19か
国を対象とした最近の調査から、気候の変化
によって5歳未満の子どもの下痢、重度の呼吸
器感染症、栄養失調がさらに広がったことが
示されている。
　熱ストレスは気温上昇とともに高まり、都市
部の住民や呼吸器に持病をかかえる人々を中
心に、熱中症で死ぬ人が増えることになる。
下痢も気温の上昇とともに増える。57　海面の
上昇、旱魃、熱波、洪水、降雨パターンの変
化によって、2050年までに栄養失調の子ども
が2500万人増加する恐れがある。土地と生態
系の劣化も栄養失調につながる。58　これらの
見通しは、何も対策が講じられない現状どお
りのシナリオに基づいている。第4章で示す持
続可能性の高い行動と慣行によって、これら
の見通しを望ましい方向へ修正することが可
能である。
　環境悪化による健康への悪影響を特に受け
やすいのが先住民族の人たちである。たとえ
ばオーストラリア北部では、気温の上昇と熱
波の発生増加が、もともと心血管疾患と呼吸
器疾患の発症率が高い辺地の先住民族を襲う
ことになる。生態系とのつながりに先住民族
の健康が大きくかかっている地域、先祖伝来
の土地で独自のアイデンティティと言語、生活、
コミュニティが形成されている地域であり、そ
こでは健康への影響が特に大きくなる可能性
がある。59

5500人の子どもの命が救われることになる。48　
また栄養失調の半数は、良質な水や衛生設備、
公衆衛生の不足を中心とする環境的要因に起
因している。49　このような原因による栄養失
調で年間約7万人の子どもが死んでおり、また
体重不足の子どもは感染症にかかりやすく、
病気が完治しにくい。50　幼児期の栄養失調は
認知発達と学業にも悪影響を及ぼし、その結
果、生涯にわたり機会を狭めることになる。
　2006年版 HDRにおいて明らかになったよう
に、不十分な水と衛生設備はさらに広範な健
康問題に結びついている。現在、20億人以上
が寄生虫による病気にかかっている。回虫症
が15億人、鉤虫症が7億4000万人、住血吸虫症
が2億人、肝吸虫症が4000万から7000万人であ
る。栄養吸収を阻害する糞便性細菌による腸
の病気である熱帯性腸疾患も数百万人にのぼ
ると見られる。第4章で詳述するが、これらの
感染症は肝炎、腸チフス、ポリオと同じく安
全な糞便処理などの衛生手順を通じて避ける
ことができる。このような感染症は人命を奪っ
ているのみならず、経済にも甚大な悪影響を
及ぼしている。たとえば不十分な衛生設備と
公衆衛生に起因する経済的コストは、2007年
の数字で、カンボジアでGDPの7.2％、インド
ネシアで同2.3％、フィリピンで同1.5％、ベト
ナムで同1.3％となっており、各国合計のGDP
の2％、金額にして約90億ドル（2005年のドル
価による）に及ぶ。51　基本的な衛生サービス
へのアクセスは特に女性にとって健康上のメ
リットだけでなく、52　プライバシー、時間の節
約、性的暴力のリスク低下においても重要で
ある。53

気候変動
　気候変動がもたらしている健康リスクは、
異常気象の発生から海面上昇による土地と水
の塩化、気温上昇に起因する感染症のメカニ
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に男子の場合、水のある場所まで行くのに時
間がかかるほど登校率が低くなっている。67　
子どもの資源採収と登校率は負の関係にある
ことが確認されているが、通学している子ど
もの学業成績との関係は認められていない。
ケニアの中央州キアンブ県では、薪集めの所
要時間が1日あたり30分から10時間にわたり、
平均で4時間超となっている。68　資源採収と通
学を両立させているのは女子のほうが多くな
っている。
　インドのアンドラプラデシュ州、グジャラー
ト州、ラジャスタン州、マハラシュトラ州では、
国連児童基金（ユニセフ）などが女子教育促
進のために太陽光発電の電灯を学校と女性識
字教育団体に提供している。13歳のマナシャ
はこう言っている。「明かりがないと晩ごはん
の後、すごく早く寝て、すごく早く起きないと
いけないのだけれど、今は夜も勉強できる」。69　
電力へのアクセス改善のための対策について
は第4章で取り上げる。

生計への脅威

　環境悪化は、環境的資源に直接的に依存し
て働く世界中の多くの人の生計に危険を及ぼ
しうる。世界では現在、経済活動人口の40％
に当たる約13億人が農業、漁業、林業、狩猟、
採集にたずさわっている。経済活動に従事す
るほぼ10人に6人がHDI低位国に暮らす一方
で、HDI最高位国に暮らす人はわずか3％にす
ぎない。ブータン、ブルキナファソ、ネパール
では、経済活動人口の92％が生計を自然資源
に直接的に頼っている。これに対しバーレー
ン、カタール、シンガポール、スロベニアでは、
その割合は1％未満となっている。70

　農村部における貧困層の自然資源への所得
依存度は圧倒的水準に及んでいる。71　通常は
自然資源に関係する活動に関わっていない

教育の阻害

　2010年版 HDRにおいて示したように、初等
教育の拡大は過去40年間の大きな成功の1つで
ある。就学児童の割合は57-85％に増加し、世

界の多くの地域で皆教
育に近い状態となって
いる。しかし、依然と
して格差は残ってい
る。HDI低位国では学
齢期児童のほぼ10人に
3人が学校教育を受け
ていない。60　また環境

的要因と関係する制約など、さまざまな縛りも
解消していない。
　電力へのアクセスは就学の向上につながり
うる。電灯の拡充によって学習時間が増え、
家庭と学校における電力は子どもと大人の読
書時間の増加をもたらし、また子どもがより長
く学校にいられるようにもなる。61　マダガスカ

ルの北西部では電力の
普及とともに、夜の家
事を終えた後に女児が
母親に見てもらいなが
ら宿題をしやすくなっ
た。62　バングラデシュ
では、世帯の富（土地
所有）の水準を問わず、

子どもが学校で過ごす時間と電力へのアクセ
スに相関関係が認められている。63　ベトナム
では、電力供給のある地域において就学率が
2002年から2005年に男子は17％、女子は15％
上昇した。64　電力や近代的な燃料へのアクセ
スを得ることは、バイオマス燃料の採収に費
やす時間の減少につながりうる。65　マラウイ
では子どもが薪などの資源採収をすることが
多く、この仕事の時間が長いほど登校率が低
くなっている。66　エチオピアの農村部では特

環境悪化による
健康への悪影響を
特に受けやすいのが
先住民族の人たちである

環境悪化は
環境的資源に直接的に
依存して働く世界中の
多くの人の生計に
危険を及ぼしうる

73第3章　影響を明らかにし、相互関係を理解する

農業に生計を頼っている。78

　それでは次に、農業、林業、漁業にたずさ
わる人々に対する環境的変化の影響の違いを
見ていく。

農業に対する脅威
　世界の貧困層の大半が農業を生計の主たる
源としている。79　自然環境は、栄養と水の循
環など農業生産を支える機能を果たす。増加
する人口の食糧ニーズを満たすために農業が
拡大する一方で、健全な生態系が重要な基礎
であることは変わらない。したがって、環境の
悪化は生計と食糧の安全保障を脅かす。複雑
な相互作用の数々のなかで、ここでは土地の
劣化、水不足、気候変動の影響に焦点を絞る。
　土地の劣化は、耕作可能な土地と作物収量
の減少につながるとともに、洪水の頻度を高
める。具体的には――
● 肥沃な土壌の消失によって土地の生産性が
低下しており、最悪の想定では作物収穫量
が半減すると推計されている。80　サハラ以
南アフリカ（特にアンゴラ、ガボン、スワジ
ランド）、東アジア・太平洋（特に中国、イ

人々も、困難な時期にはそうすることがある。72　
作物栽培、漁業、木材採収、狩猟、採集に対
する環境悪化の影響はさまざまであり、一部
の集団が他の集団よりも大きな打撃を受ける。
その影響の度合いは、自然資源の純生産者で
あるか純消費者であるか、自給のための生産
であるか市場向けの生産であるか（およびそ
の2つをどれだけ使い分けられるか）によって
変わる。貧しい国々の女性は自給農業と水の
採収への従事に偏っており、より悪影響を受
けやすい。73

　先住民族については特記する必要がある
（BOX3.3参照）。世界人口に占める割合は約5
％でありながら、74　世界の土地に対する所有・
占有・利用（一般的に慣習上の権利による）
の割合は22％に達し、その土地に地球の生物
多様性の80％が集中している。75　先住民族と
そのコミュニティは地球の森林の約11％を合
法的に所有し、76　先住民族のうち推計6000万
人が生計を全面的に森林資源に依拠してい
る。77　小島嶼開発途上国、極圏、沿海部、高
地など、気候変動に対して特に脆弱な生態系
のなかで暮らしている人が多く、漁業、狩猟、

BOX 3.3

先住民族の土地の権利と生計

　異常な天候パターンや大雨が、生計を自然資源に頼る先住民族
のコミュニティに打撃を与えている。カナダ北部のケベック州ヌ
ナビクとラブラドール地方ヌナツィアブトでは、地球温暖化の影
響で、イヌイットが海氷の上を渡って猟場へ行ける期間が短くな
り、食糧確保と安全が脅かされている。ペルーでは突発的な寒波
が頻発化し、アンデス高地ではマイナス35℃という未曽有の低気
温が記録されている。2004年には子ども50人と家畜の最大70％
が死亡し、1万3000万人が重い病状に陥った。
　先住民族の土地との関係には、しばしば文化的・精神的側面が
ともなっており、それが土地管理に混乱を引き起こす場合がある。
保護あるいは資源開発を目的に外部の人々が先住民族の土地を手
に入れようとする動きが広がるなか、それによって影響を受ける
人々の意味ある参加なしに土地利用に関する決定が下される状況
となっている。先住民族のコミュニティが自分たちの環境や資源

をそのまま保持しようとすれば、緊張と争いにつながることになる。
　第4章で述べるが、先住民族と土地や環境との特別な関係につ
いて、各国政府は認識を強めるようになっている。カナダの最高
裁判所は2004年、ブリティッシュコロンビア州の2つの先住民族
に関して、政府は彼らの環境に関する権利を尊重する義務がある
との判断を示した。ラテンアメリカでは大半の国の憲法に先住民
族の土地と領域、自然資源に関する条項がある。ボリビアの2009
年憲法は先住民族に古来の共有地への権利を認め、自然とのさら
なる調和、先住民族の精神的・集団的幸福を図る代替の開発ビジ
ョンに即した形で、持続可能な自然資源の利用と改善を保障して
いる。

出典：Furgal and Seguin 2006; Simms, Maldonado and Reid 2006; World Bank 2008c; 
Colchester 2010; Green, King and Morrison 2009; Manus 2006; Aguilar and others 2010.
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候変動によって好影響を受けるとされてい
る。87　中国では、東北部で天水栽培によるト
ウモロコシの生産高が増加するが、南部では
減少すると予測されている。世界的に2050年
までの期間において、灌漑および天水による
作物栽培への気候変動の生物物理学的影響は
全体としてマイナスとなる可能性が高い。88

　このような影響の変動性は、詳細な地域的
分析が必要であることを示している。世帯レ
ベルでの生産と消費のパターン、資源へのア
クセス、貧困水準、適応能力における差異も
また同様である。89　たとえば大半の発展途上
地域において、都市部以外に住む女性にとっ
ては農業が最大の労働源となっているが、資
産や投入資源、補助的サービスに対するアク
セスにおいて女性は男性よりも制限された状
態にある。土地所有における格差はとりわけ
大きく、途上国の土地所有者に女性が占める
割合はわずか20％で、所有規模も男性を下回
っている。90

　食糧生産は増加する人口のニーズを満たす
水準に高められなければならないが、土地の
劣化、水不足、気候変動という環境面の影響
が相まって供給が制限されることになる。環
境面の負の要因により、世界の食糧価格は実
質ベースで今後10年間に30-50％上昇し、価格
変動も激しくなると予測されている。91　必需
食料品の価格が上がれば、2007年から2008年
の食料価格高騰の下でまざまざと示されたよ
うに、所得貧困と栄養失調が悪化する恐れが
ある。92　貧困層は所得の大部分を必需食料品
に充てているため、生存のために、栄養を犠
牲にして食べる量を減らすことになる。93

　食糧価格高騰の影響は、世帯の消費と生産
のあり方によって異なる。都市部の世帯と地
方の非農業世帯は食糧の純消費者であり、よ
り大きな影響を被りやすい。しかしながら、研
究結果は一様ではない。 

ンドネシア、マレーシア、ミャンマー）が最
も打撃を受けている。

● 世界人口の約3分の1が住む乾燥地域は砂漠
化の危険に脅かされている。81　適応能力の
低いサハラ以南アフリカの乾燥地帯など、
一部の地域は特に脆弱な状態にある。82　世
界の他の地域も影響を受けている。中国北
部の甘粛省民勤県では、土地の劣化によっ
て農地の50％以上が耕作放棄地となった。83

　水不足は2025年までに18億人以上に影響を
及ぼすと予測されている。84　フィールド調査
から、作物栽培に対する水の涸渇の直接的影
響は貧しい農業者に対してより重くなりうるこ
とが示唆されている。たとえばメキシコの農村
部では、降水量の低下に適応するための資本
を欠く貧しい農業者は、干ばつに強い種子を
買ったり配水管で水を引いたりすることができ
ない。また政府の資金援助プログラムも、技
術的な手続きや個人的負担額が高すぎれば貧
しい農業者には助けにならない。85

　農業従事者の生計に対する気候変動の影響
は、作物、地域、季節によって異なる。研究
者たちはシミュレーションモデル、統計調査、
ヘドニク法を用いて、気候変動と作物・牧草
収量の関係を調べている。一部の研究結果に
よると、中程度の気温上昇（2℃以下）は温帯
地域で短期的な作物収穫量増加につながる可
能性があるものの、熱帯および半乾燥地域で
は悪影響をもたらすことになる。世界では1980
年以降、気候変動の影響でトウモロコシの生
産高が3.8％減、小麦の生産高が5.1％減となっ
ているが、地域間にかなりの差がある（また
気候変動でプラスの影響を受けている国々も
ある）。コメと大豆については、恩恵を受けて
いる国と悪影響を受けている国がほぼ半々と
なっている。86　2030年までの予測では、アフ
リカ南部におけるトウモロコシと小麦の生産高
が大幅に減少する一方で、コメの生産高は気
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90％に達する国もある。99　世界の多くの地域
で、女性が薪集めの大半を担っている。林業
に従事する女性の数を示す世界統計は存在し
ないが、男性に比べて職業の選択肢が少なく
可動性も低い女性は、森林への依存度がより
高いことを示唆するデータが得られている。100　
森林資源は雇用と商品・サービスの販売を通
じて所得も生み出す。木材以外の森林産品、
たとえば食品、炊事・暖房用燃料、家畜用飼料、
野獣、薬草、住居などは地域のコミュニティ
にとって生活の糧や市場向け商品となってい
る。これらはまた就学、医療、設備機器、日
用品、食糧のための現金収入ももたらす。
　貧困層は一般的に現金および非現金所得を
森林に頼る度合いが高く、森林をセーフティ
ーネットとすることも多い。101　熱帯林内・周
辺のコミュニティの事例調査から、非貧困世
帯が所得の17％を森林資源から得ているのに
対し、貧困世帯はその割合が25％超に及んで
いることが明らかになっている。102　具体例を
いくつか挙げると――
● インドのアルナチャルプラデシュ州におい
て、貧困世帯は基本的生計をコミュニティ
の森林に頼っている。わずかな土地しかも
たず教育水準の低い世帯、市場から遠く離
れて生活する世帯は森林産品への依存度が
より高くなっている。103

● エチオピア南部では、森林所得によって人
口の20％が貧困ライ
ン以下の生活を免
れ、所得不平等が約
15％縮小する結果と
なっている。104

● ベトナムでは、森林
産品が他の収入源が
途絶えた場合の地域
世帯のセーフティー
ネットとなっている。

● 15か国を対象としたモデル研究では、所得
貧困に対する影響は世帯の居住地と農業に
関わっているか否かによって異なるとの結
果が出ている。94　食糧価格の高騰は非農業
世帯に最大の打撃を与え、アフリカとアジ
アの諸地域で20-50％の世帯が貧困に陥るも
のと予測される。その一方で専業農家の世
帯はプラスの影響を受け、ラテンアメリカ・
カリブ海とアジアの他地域で多くの人が貧
困から抜け出している。

● 9か国（ボリビア、カンボジア、マダガスカル、
マラウイ、ニカラグア、パキスタン、ペルー、
ベトナム、ザンビア）を対象とした別の研
究では、地方の食糧生産者に好影響が及ん
だとしても、食糧価格の上昇は全体として
所得貧困の増加を引き起こしたという結果
が出ている。95　同様にインドネシア、フィリ
ピン、タイでも食糧価格の上昇が貧困の規
模と強度の増大を引き起こした。96

　環境的変化の種類によって土地、労働、食
糧生産に対する影響は異なるため、その複合
的作用を検証することが重要となる。インドで
は、気候変動が穀物価格への影響を通じて、
農業従事者の約17％に土地生産性の急激な低
下を引き起こす恐れがあるが、地方世帯の大
半は所得の大部分を賃金雇用から得ているた
め、消費に対する影響はさほどないものと見
られる。コストが及ぶのは、食糧への支出が
膨らむことになる都市部の貧困層、地方の賃
金労働者と食糧純消費者である。97

森林へのプレッシャー
　森林内またはその周辺に暮らす約3億5000万
人は、生活の糧と所得を森林の木材および非
木材資源に頼っている。98　途上国では多くの
人が薪を森林から得ている。アジア・太平洋
諸国において森林から採られる木材の70%以
上が燃料用であり、アフリカではその割合が

環境的変化の種類によって
土地、労働
食糧生産に対する
影響は異なるため
詳細な地域的分析を通じて
その複合的作用を
検証することが
重要となる
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大きな痛手となる。
　気候変動の漁業に対する影響への対応は、
さまざまである。たとえばケニアでは、漁獲高
に最大50％の減少が生じていながらも、収入
源が限られるなかで食糧を魚に頼る貧困世帯
の漁業従事者は、資産があり生計の幅も広い
世帯の漁業従事者よりも漁を続けようとする
傾向が強くなっている。113

　しかし、予期される影響のすべてが負とい
うわけではない。赤道付近の国々では、降水
量の増加と気温の上昇がテラピアなど淡水魚
の養殖に好影響を及ぼしうる。114　また高緯度
地方では、海洋温暖化と海氷の後退が長期的
に漁獲量の増加につながりうると予測されて
いる。アラスカ、グリーンランド、ノルウェー、
ロシアが最大の恩恵を受けることになる可能
性が高い。115

＊　　＊　　＊

　環境的条件に対して、人々は生産と消費の
戦略を調整することができる。たとえば、痩
せた土壌や高い気温に適した作物を栽培する、
調理に手間のかからない食物に変えて薪の消
費量を減らすなどである。人々はしばしば環
境の悪化に際して、同じ地域で別の生計手段
の模索、あるいは移住することによって対応
する。116　そこで次に、幸福に対する他の悪影
響を見ていく。

その他の悪影響

　環境の悪化は、恵まれない集団に付加的か
つ相互作用的な影響を及ぼす。ここでは、時
間の使い方との関係について見る。環境的ス
トレスは、自然資源の採収に遠出を強いられ
る、生活の糧を得るための労力が増す、さら
には移住の必要も生じるなどといった自然資

病気や体の不調に見舞われた場合、他の人々
よりも森林産品の採収に頼りやすい。105

　したがって貧困層は、森林劣化や森林から
の追放によって、より大きな痛手を受ける。106　
南アジアで燃料を薪に頼る世帯はアクセス機
会が減ったことに対して、採収により多くの時
間を費やすこと、薪を買うこと、炊事の回数を
減らすことで対処した。これに対し、豊かな
世帯は別の燃料への切り替えで対応した。107

漁業への打撃
　推計4500万人が漁獲水産および養殖水産に
直接的に従事し、うち少なくとも600万人は女
性である。108　小規模漁業者と水産加工労働者
の95％超が途上国に暮らし、不安定な生活と
労働環境にさらされている。乱獲と気候変動
のリスクを最も受けている国々は、食物性たん
ぱく源、生計、輸出において魚に最も頼って
いる国々でもある。109　世界の貧しい漁業者の
80%超が南アジアと東南アジアに集中してい
る。しかしながら、気候変動に最も弱い漁業
従事者をかかえる国々の3分の2は熱帯アフリ
カにある。110　太平洋の島々では最悪の場合、
気候変動の影響により水産資源が2100年まで
に半減し、マングローブ林とサンゴ礁も大幅
に減ると予測されている。111　国連開発計画
（UNDP）太平洋センターの委託による調査結
果は、太平洋地域で食糧と現金収入の両面で、
漁業が生計の中心になっていることを強調し

ている。112　海水温度
の上昇は、一般的に深
海漁業と商業漁業に従
事する男性により大き
な悪影響を及ぼすこと
になる。これに対して
海岸の浸食は、一般的
に沿岸域で無脊椎動物
を採収する女性により

乱獲と気候変動のリスクを
最も受けている国々は
食物性たんぱく源
生計、輸出において
魚に最も頼っている
国々でもある
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事になっている。HDI低位7か国を対象とした
最近の調査では、農村部の女性の56-86%が水
の採収をしているのに対し、都市部の男性は
その割合が8-40%にとどまっている。121　たと
えばマラウイの農村部では、薪と水の採収に
女性が男性の8倍以上の時間を費やし、女児も
男児の約3倍の時間を費やしている（表3.2参照）。
　水と薪の採収は女性の腰痛、妊娠期の合併
症、出産時死亡に結びついている。122　時間を
取られることはまた、子どもにとって就学や遊
びの妨げ、大人にとって労働市場における活
動の妨げという重い機会損失にもなりうる。た
とえばパキスタンの農村部では、水へのアク
セス困難が女性の労働負担を重くし、労働市
場での活動を減少させている。123　したがっ
て、これらの資源および近代的な代替資源に
対する持続可能な安定的アクセスは、大きな
便益をもたらしうる。シエラレオネでは水と電
力へのアクセス拡充とともに、家庭内労働時
間が1週間あたり約10時間減少した。124　ウガ
ンダ東部のムバレ県における1990年代の調査
では、もし全世帯の水汲み場が家から400m以
内のところにあり、薪も30分以内で行ける場
所にある状態で、水と燃料への安定的アクセ
スが確保されれば、年間の節約時間は900時間
以上に達すると算定された。125　また最近の調

源によって生計を立てることの困難さを高めう
る。一部のケースでは、環境的ストレスが紛
争のリスク拡大に結びつくこともある。117

時間の使い方
　近代的な燃料と安全な水へのアクセスを欠
く人々は、薪と水の採収に相当な時間を取ら
れている。サハラ以南アフリカを中心にHDI低
位国の世帯のほぼ半数が、水の採収に1日あた
り30分以上を費やしている。この負担は農村
部においてとりわけ重くなっている。ソマリア
では1日あたり平均82分、モーリタニアでは71
分、イエメンでは65分である。118

　広範な環境的ストレスは世帯の時間的負担
を重くし、幸福に悪影響を及ぼしている。時
間の使い方に関する調査は、世帯内における
仕事分担のあり方と環境の悪化がそれに及ぼ
す影響を通じて、この負担を浮き彫りにして
いる。119　インドにおける調査では、薪の採収
に要する時間がこの数十年で大幅に増加して
いることが確認された。ウッタルプラデシュ州
クマオンにおいて、女性と子どもが薪集めの
ためにかける時間と歩行距離は、1970年代初
頭に1日平均1.6時間、1.6kmだったのが、1990
年代には3-4時間、4.5kmにまで増加した。120

　薪と水の採収は主として女性と子どもの仕

表 3.2

サハラ以南アフリカ諸国において、薪と水の採集に費やされている時間
（1週間あたりの平均所要時間）

出典：Bardasi and Wodon（2009）（ギニア）、Blackden and Wodon（2006）（マダガスカル）、Beegle and Wodon（2006）（マラウイ）、Wodon and Ying（2010）（シエラレ
オネ）に基づきHDROが算出。

ジェンダー
および比率

ギニア
（2002～ 03年）

マダガスカル
（2001年）

マラウイ
（2004年）

シエラレオネ
（2003～ 04年）

女性 5.7 4.7 9.1 7.3

男性 2.3 4.1 1.1 4.5

女児 4.1 5.1 4.3 7.7

男児 4.0 4.7 1.4 7.1

女性・男性 2.5 1.1 8.3 1.6

女児・男児 1.0 1.1 3.1 1.1
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間開発に対する最も有害な脅威の1つであり、
また平和の見通しを損ねうるものでもある。資
源に絡む紛争の大半は内戦であるが、土地、水、
エネルギーの不足化とともに国際紛争が発生
する恐れがある。過去60年間の内戦の40％が
自然資源に関係しているとされ、1990年以降、
少なくとも18にのぼる暴力的紛争が自然資源
の開発など環境的要因を発端として生じてい
る。132　実例となるデータもある。たとえば、
降水量の変化によって内戦の危険が高まる。
このことは特にサハラ以南アフリカにおいて顕
著であり、平均気温が年間1℃上昇すると、そ
の年に内戦が起こる危険が10%以上増大す
る。133

　近年の事例も、このような関係性を裏付け
ている。ケニアでは2008年に土地をめぐる争
いが選挙後の暴動につながり、ルワンダでも
1994年に土地をめぐる争いに起因する緊張が
民族虐殺へつながった。スーダンのダルフー
ルでも水、土地、砂漠化が内戦の大きな要因
となっている。アフガニスタンでは紛争と環境
が悪循環に陥っている。これは、環境の悪化
が紛争を悪化させ、紛争の悪化が環境のさら
なる劣化を引き起こすという構図である。134　
政策対応もまた、全当事者の利益を考慮しな
い拙劣なものであれば紛争の危険を悪化させ
うる。
　世界および地域の資源不足は紛争の一大要
因であるかもしれない。よく知られている初期
の研究結果として、紛争の発生における環境
悪化、人口増加、不平等な資源分配の相互作
用が浮き彫りにされている。135　さらに、一次
産品輸出への依存度が高い国々は資源の豊富
さは紛争の強い誘因となり、危険の増大に直
面している可能性がある。136

　しかし、自然資源が暴力紛争の唯一の原因
となることは、あるとしても稀にしかない。自
然資源は他のリスクや弱さと相まって脅威を

査研究では、ミレニアム開発目標の水供給に
関する目標を達成できれば、その経済的恩恵
の63%は時間の節約に由来すると推計されて
いる。126

移民
　環境的ストレスは、とりわけ世帯とコミュニ
ティが多次元で困窮しており、他の場所によ
り良い機会が見出される場合に、人々に移住
を強いることにもつながりうる。環境的ストレ
スによってどれだけの人々が移住しているの
か、数値化することは難しい。人々の自由を
制限する他の要因も存在するからである。
　よく知られたものとして、1994年のアルメリ
ア砂漠化・移住報告書は、砂漠化によって1億
3500万人が移住を迫られる恐れがあるとする、
かなり高い数値を出している推計がある。127　
またスターン報告は、2050年までに2億人が移
住を強いられる可能性があると示唆してい
る。128　しかし、他の推計値は大幅に低い。国
連難民高等弁務官（UNHCR）事務所は、洪
水や飢饉などの環境的要因により2400万人が
移住を余儀なくされたとしている。129　最近の
詳細な推計では、1960年から2000年の間にサ
ハラ以南アフリカでは気温と降雨の変化が原
因で約235万人が移住したとされている。130

　HDR2009年版において論じたように、居住
地を選ぶ機会の拡大は人々の自由拡大への重
要な1つの道となる。人の移動は所得獲得機会
の向上、子どもの（将来への）機会向上に結
びつきうる。むろん問題は、わけても生計を健
全な環境に頼る人々にとって環境の悪化が選
択を制限することと、移動に対する法的制限
が移住のリスクを高めていることにある。131

紛争
　最後に、気候変動と自然資源の有限性が相
まって紛争勃発のリスクが高まる。これは人
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である。一部の諸国では、貧しい地域が異常
気象に最も見舞われている。ベトナムの最貧
地域の1つで22の少数民族が暮らすハザン省で
は、異常な降雨、大洪
水、不測の嵐によって
土地と作物の冠水、家
畜の溺死、インフラの
破壊が引き起こされて
いる。143　メキシコでは
干ばつ、洪水を中心と
する自然災害によって
被災地域のHDIが2年
ほど前の水準に後退
し、極度の貧困がほぼ
4％拡大した。144

　洪水、暴風、土砂崩
れによるけがや死のリ
スクは貧困層の子ども、女性、高齢者が特に
高くなっている。バングラデシュでは、貧困層
は河川のそばに住むことが多く、それゆえ洪
水の危険がより大きくなっている。145　女性と
子どもが特に弱いことは広範な国際的データ
をはじめ、1991年のバングラデシュのサイクロ
ン、2003年のヨーロッパの熱波、2004年のア
ジアの津波の事例調査
でも確認されている。
スリランカの津波は被
災地域の女性のほぼ5
人に1人、5歳未満の子
どものほぼ3人に1人の
命を奪った。それは、
それぞれ男性の死亡率
（約12人に1人）の2倍、
4倍以上に達してい
る。146　インドの農村部
では、干ばつを受けて
子どもの死亡率の男女
格差がさらに広がって

拡大するものなのである。137　実証データは、
環境的な欠乏と紛争との直接的関係を示して
はいないものの、より広範な政治経済の文脈
に資源不足が組み込まれざるを得ないことを
示唆している。すなわち環境に関係する紛争
のプロセスと要素を、それらが組み込まれて
いる構造から分離することは「困難であると
同時に事実の歪曲でもある」のである。138

異常気象が不平等を拡大する

　HDI中位・低位国の都市部のスラムに暮ら
す人々は、天候の極端な事象と海面上昇に対
して最大の危険に直面しているが、それは彼
らが影響を最も受けやすい状態にあり、また
防御のためのインフラとサービスも不十分だ
からである。139　バングラデシュは2050年まで
に50cmの海面上昇により国土の約11％を失う
可能性が高く、1500万人に影響が及ぶと予測
されている。140　エジプトでも、2050年までに
海面上昇によって1400万人以上が移住を強い
られる恐れがあり、またナイル川の塩害の拡
大とともに灌漑農地も減る見通しにある。141

　国連の推計では、世界のスラム人口の29％
がHDI低位国に集中している。加えて24％が
中国、15％がインドにいる（共にHDI中位
国）。142　大都市の弱者集団はとりわけ自然災
害の影響を受けやすい。生活環境そのものが
危険であるうえに、公共サービス、公的な社
会保障システムも及んでいないからである。
しかし以下に述べるように、社会資本に代わ
って抵抗力の増強をもたらすものによって危
険は和らげられうる。
　私たちの分析では、異常気象の影響を受け
る人の数が10％増えることによって、その国の
HDIはほぼ2％低下する。特に影響が強く及ぶ
のは、HDIの所得部分とHDI中位国に対して

HDI中位・低位国の
都市部のスラムに
暮らす人々は
天候の極端な事象と
海面上昇に対して
最大の危険に
直面しているが
それは彼らが影響を
最も受けやすい状態にあり
また防御のための
インフラとサービスも
不十分だからである

自然災害の影響に
これほどの性差が
表れていることは
危険に対する無防備さ
対応能力における不平等
――資源、能力、機会への
アクセスにおける格差と
ともに――が重なり合って
一部の恵まれない集団に
不利益をもたらしていることを
示唆している
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の直接的打撃を超える長期的な悪影響ももた
らしうる。天候の異変によって、子どもは特に
深刻な影響を受ける恐れがある。学校に通え
なくなったり栄養失調になったりすれば、その
影響は後々まで残りうるからである。資産や
他の所得機会（賃金労働など）をもたない世
帯が、所得に打撃を受けて子どもを学校に行
かせることをやめさせることもありうる。所得
を失うかもしれないという知覚リスクだけでも
その一因となる。さらに教育インフラも影響を
被り、教師がけがをしたり死んだりすることも
ある。152　しかしながら、この関係性は必ずし
も単純ではない。メキシコでは、大規模な災
害が就学率の上昇と初等教育の退学率低下に
結びつき、モザンビークでは学業水準の向上
につながっている。153　その理由としては、市
場賃金の低下とともに子どもを就学させる「機
会費用」も低下したということが考えられる。
　異変は主として栄養失調の増加を通じて子
どもの健康にも影響を及ぼしうる。ジンバブ
エにおける調査では、生後12か月から24か月
の間に異変（内戦と1982年から1984年の干ば
つ）にさらされた子どもは、平均水準に比べ
て就学期間が0.85年短く、身長も3.4cm低くな
っていた。そして、この発育不全から生涯所
得が14%低下していることが示されている。154　
ニカラグアでは、ハリケーン「ミッチ」の豪雨
被害を最も激しく受けた世帯において、乳児
の栄養失調が3倍以上に増加した。155　そして
バングラデシュでは、洪水に最も弱い海岸部
の低地において、子どもの貧困が2000年から
再び増加に転じた。156

　ベトナムにおける事例は、異変の種類によ
って世帯の対応が変わることを示唆している。
干ばつや中程度の洪水などの異変にさらされ
ることの多い世帯は、適応することを学び取
っている。157　しかし調査分析から、それより
も頻度の低い嵐やハリケーンに対しては適応

いる。147

　自然災害の影響にこれほどの性差が表れて
いることは、資源、能力、機会へのアクセス
における格差とともに、危険に対する無防備
さと対応能力における不平等が重なり合って
一部の集団に不利益をもたらしていることを
示唆している。141か国の22年間のデータに基
づく研究から、自然災害とその余波による女
性の死亡率の高さは、生物学的・心理学的要
因では説明できないことが示されている。148　
そしてさらに、人口規模に対する死者の割合
で定義される大災害は、小さな災害に比べて
男性よりも女性の寿命に深刻な影響を及ぼす
度合いが強くなっている。
　その原因は社会的な規範と役割、より一般
的には特定の文脈における女性の社会経済的
地位にある。女性の社会経済的な地位（職業
の選択の自由、職場における不差別、結婚と
教育の平等な権利などによって測られる）が
高まれば、寿命に対する性差的影響は小さく
なる。言い換えれば、自然災害による死亡率
の高さにつながっているのは社会的に構成さ
れた女性の脆弱さなのである。149　同様に、所
得や気候条件は同等でも、女性の教育に重点
を置く国々は、そうでない国々よりも異常現象
によって被る損失がはるかに小さくなってい
る。150

　リスクと影響は総じて途上国において最も
大きい――しかし、構造的な不利というパタ
ーンは途上国だけに限らない。アメリカにおけ
るハリケーン「カトリーナ」の事例を見ればい
い。この2005年のハリケーンで最大の打撃を
受けたのは、黒人コミュニティを主とするニュ
ーオーリンズの最貧地区であり、洪水被災者
の4分の3が黒人だった。151　2003年のヨーロッ
パの熱波では男性よりも女性、若年層よりも
高齢層に多くの死者が出た。
　天候の異変は、生命の破壊と健康・生活へ
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の妊産婦死亡率および15-19歳の女性1000人あ
たりの出生数から生じている。南アジアでは
GIIの各側面で女性が男性に後れを取り、わけ
ても教育、国会議員に占める割合、労働力参
加においてその度が著しい。アラブ諸国の女
性は、不平等な労働力参加（世界平均の半分
前後の水準）と低い教育水準によって損なわ
れている。HDI低位国はすべて、複数の側面
にわたりジェンダー不平等が高くなっている。
GIIを算出した145か国のうちHDI低位国は34
か国で、そのうち30か国のGIIが下位25%に属
している。これと対照的に、HDI最高位国と
HDI高位国でGIIが下位25%に属しているのは、
それぞれ1か国にすぎない。
　私たちは、ジェンダー平等と環境面での持
続可能性の2つの接点に焦点を合わせている。
すなわちリプロダクティブ・チョイス（性と生
殖に関する選択）と、意思決定への参加である。
避妊の普及とリプロダクティブ・チョイスの力
は、環境と女性のエンパワーメントにつながり
をもつ。そして以下に示すように、女性の政
治的エンパワーメントはそれ自体が重要であ
るのみならず、環境保護の政策と慣行につな
がる。

リプロダクティブ・チ
ョイス

　不十分なリプロダク
ティブ・ヘルスが世界
のジェンダー不平等の
大きな一要因となって
いる。リプロダクティ
ブ医療へのアクセスが
できないことが、女性
と子どもの健康を損な
う結果となっており、
最も破壊的な自然災害による女性と子どもの
死亡率の高さにもつながっている。推定4800

避妊の普及と
リプロダクティブ・チョイス
の力は、環境と女性の
エンパワーメントに
つながりをもち
女性の政治的
エンパワーメントは
環境保護の政策と
慣行につながる

が見られないことが示されている――復興支
援は大都市周辺部には向けられないことが多
いため、そうした地域ではハリケーンによって
世帯の消費が半減することも起こりうる。

エンパワーメントの低下と
環境悪化

　資源と意思決定に対する不平等なアクセス
として表れる不平等は、人間開発と環境を損
なう恐れがある。私たちは、リプロダクティブ・
ヘルス（性と生殖に関する健康）と意思決定
への参加に焦点をあてて、ジェンダー格差の
影響を評価している。そして政策論議を深め
るために（第4章と5章で取り上げる）、環境に
関わる課題の原動力としてエンパワーメントに
焦点を合わせている。

ジェンダー平等

　女性の経済的機会とエンパワーメントには
依然として強い縛りがかかっている。リプロダ
クティブ医療へのアクセスは大半の地域で改
善されているものの、ミレニアム開発目標ター
ゲット5（妊産婦の健康状態の改善）を達成で
きる速さにはない。158　リプロダクティブ医療
へすべての人がアクセスできるという目標の
指標として、15-19歳の女性の出生率、周産期
医療、家族計画の達成されていないニーズな
どがある。
　HDR2010年版において138か国のジェンダー
不平等指数（GII）を初めてまとめたが、本年
は145か国に拡大した。その結果、ジェンダー
不平等による損失が最も大きいのはサハラ以
南アフリカであり、次いで南アジア、アラブ諸
国となっている。サハラ以南アフリカにおいて
最大の損失は教育のジェンダー格差、高水準
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充水準と同等になっている。163　イランでは家
族規模が急速に縮小している。家族規模の縮
小は中国でも進んでいるが、イラン政府は家
族規模に制限を課していない。164

　第2章の表2.1に示したように、人口増加が世
界の資源的限界に拍車をかけている。さまざ
まな研究から、人口増加のペースが下がれば、
所得増加に伴う温室効果ガス排出増加の少な
くとも一部は相殺されうることが示されてい
る。初期の推計によると、家族計画の普及に
よって2020年までの二酸化炭素排出量は約15
％減少することになる。165　世界人口の61％を
占める34か国（先進国および途上国）を対象
とした最近の研究では、人口増加率を2010年
水準から半減させることによって、2050年ま
でに16-29％、21世紀末までに37-41％の削減と
いった具合に危険な気候変動の回避に必要な
二酸化炭素排出削減が達成されうる。166　また
別の研究では、家族計画の満たされない要求
を解消することによって年間5300万件の望ま
れない妊娠が防げ、2050年時点の世界の年間
総排出量の約17％に相当する炭素排出量も340
億トン減ることになる。167　女性のエンパワー
メントに対する便益に加えて、環境面での見
返りもこれほど大きいのである。
　ジェンダー不平等と避妊の普及は強い関係
性をもっている（図3.6参照）。女性がより強い
立場にある日本、オランダ、ノルウェーなどで
は大半のカップルが何らかの形態の避妊を行
っている。しかしジェンダー不平等が高いマリ、
モーリタニア、シエラレオネなどの国々では避
妊普及率は10％に満たない。2000年から2009
年のデータは、HDI低位国の出産年齢女性で
近代的な避妊法を利用しているのは30％未満
であることを示している。これに対しノルウェ
ーでは88％、英国では84％となっている。
　さらに深い分析から、ジェンダー不平等と
避妊普及の関係性を説明するうえで、その国

万人の女性が技能を有する介助者をともなわ
ずに出産をし、200万人が自分独りで出産して
いる。分娩開始から出産後48時間までの間に
年間推定15万人の女性と160万人の子どもが死
んでいる。159　GIIの最低位20か国における人
口加重妊産婦死亡率は平均で出産10万件あた
り327人、15-19歳の女性1000人あたりの出生数
は95人で、どちらも世界平均（157人と49人）
の約2倍に及んでいる。これらの国々において
避妊具の利用はわずか46.4％という低水準にあ
る。さらに広く見ると、途上国では推定2億
1500万人の女性が家族計画の達成されていな
いニーズをかかえている。160

　先進国でも途上国でも、女性に対してリプ
ロダクティブ・ヘルスの選択肢が完全に整っ
ている国々は出生率が人口補充水準と同等ま
たは下回っている。161　キューバ、イラン、モ
ーリシャス、タイ、チュニジアは女性1人あた
り出生数が2人未満となっている。162　エチオピ
アの首都アジスアベバでもその数字が2人未満
となっているが、農村部では6人を超えている。
バングラデシュでは農村部の大部分において、
貧困の広がりにもかかわらず出生数は人口補

図 3.6

ジェンダー不平等と避妊の普及は密接に結びついている
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では、多次元貧困層の27％が家族計画で達成
されていない項目をかかえ、非貧困層におけ
る割合（12％）の2倍以上に及んでいる。エチ
オピアでは、多次元貧困層における満たされ
ない要求の割合が非貧困層のそれのほぼ3倍に

のHDI水準、特に教育と保健の達成水準が重
要な意味をもつことが示されている。しかしな
がら、所得に関してはその限りではない。所
得だけに関して見れば、水準を問わずジェン
ダー不平等と避妊普及との関係性は変わらな
い。このことは、リプロダクティブ・チョイス
を促進するうえで保健と教育への投資が重要
となることを示している。
　チャド、コンゴ民主共和国、ニジェールに
おいて、家族計画で達成されていないニーズ
はごく低い水準（5％未満）にある一方で、平
均出生率が極めて高くなっている。168　このよ
うなことが起こりうるのは、女性、夫、他の家
族の文化的もしくは宗教的な反対のためであ
る。すなわち避妊法に関する知識の欠如、副
作用への不安、あるいは大家族志向である。169　
達成されていないニーズが少ないという状態
は、低発展水準において避妊の普及水準が低
い（出産への選好が強い）場合もあれば、高
発展水準において避妊の普及水準が高い（出
産への選好が弱い）場合もある。したがって
家族計画プログラムは、避妊具の安価な提供
だけでなく、その使い方と健康への影響に対
する意識を高めるとともに、貧しい女性に対
する構造的制約という問題にも取組む必要が
ある（第4章参照）。出産に関する決定と森林
消失、水へのアクセス困難との関係性を示す
研究結果も出ている。つまり、女性と子ども
が薪と水の採収により多くの時間を費やさな
ければならない状態である。170

　満たされない要求が高水準に及んでいるケ
ースも多く、ハイチ、リベリア、マリ、ウガン
ダなどの諸国では30％を超す水準にあり、家
族計画を望みながらも実現されていない。171　
多次元貧困は避妊の満たされない要求と相関
関係がある。家族計画の満たされない要求を
かかえる世帯は、常に多次元貧困層において
割合が高くなっている（図3.7参照）。ボリビア

図 3.7

満たされない避妊ニーズは多次元貧困層において大きい
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から示されている。174

● 1990年から2007年に二酸化炭素排出量を削
減した49か国のうち14か国がHDI最高位国
であり、さらにそのうち10か国は国会議員の
女性比率が平均水準を上回っている。
　しかし世界平均で見ると、国会議員の女性
比率は依然としてわずか19%、閣僚に占める比
率は18%にとどまっている。175　さらに高位の
国家指導者になると、女性比率はいっそう下
がる。公選による国家元首に占める女性の比
率は150人中7人、政府指導者は192人中11人に
すぎない。地方政府でも同様の状態にある。176

　その他の実証データからは、ジェンダー・
エンパワーメントと環境意識の関係性が示唆
されている。61か国を対象に1990年から2005
年に実施した調査では、国民1人あたりの女性
NGOおよび環境NGOの数と森林消失との間に
負の相関関係が認められている。1つの理由と
して、自分の労働量、所得、健康に及ぶ森林
消失の悪影響を避けようとする女性の動機が
考えられる。177　先進国の調査データでは、リ
サイクリングや節水、環境に有害な商品を避
けることなど、女性は男性よりも環境に敏感な
行動を取る傾向が示されている。178

　しかし、この関係性は単純なものではなく
発展度によって変わる。第2章のBOX2.5で述
べたように、環境意識に関するギャラップ世
界調査のデータ分析は、環境問題への懸念は
さほど高くないことを示している。平均して男
女間の意識差はほとんどないが、179　HDIの水
準によって一定の差が表れている（表3.3参照）。
HDI最高位国においては、女性のほうが環境
問題（気候変動、水質、大気汚染）への懸念
を強く表している。しかし、HDI低位国では男
性のほうが強い懸念を表している。HDI中位
国と高位国（および途上地域の大半）は、そ
の中間となっている。
　全体としては教育水準が考え方に影響を及

達している（それぞれ29％、11％）。
　出生率は女性の教育にも影響される。世界
人口の90%以上をカバーした最近の研究では、
学校教育をまったく受けていない女性が平均
4.5人の子どもをもつのに対し、初等教育を数
年間でも受けた女性は平均3人、中等教育を1
年ないし2年受けた女性は平均1.9人となってい
る。さらに労働力に加わった女性、事業を始
めた女性、資産を相続した女性は大家族を望
む気持ちが弱まる傾向にある。172

　家族計画の活用と権利に基づく人口政策に
対する障壁を除去するという原則と道筋は、
新しいことではない。これは1994年のカイロ会
議で直接的に打ち出されたビジョンであり、ほ
ぼすべての国の政府がコミットしている。第4
章において、進捗があまりに遅いことを示し、
いくつかの有望な道筋を取り上げる。

意思決定への女性の参加
　ジェンダー不平等は、国および地方レベル
における女性の政治参加の低さを反映するも
のでもある。一部の研究から示唆されている
ように、現状よりも強く女性が環境への懸念
を表し、環境政策を支持し、環境保護派の指
導者に票を投じれば、このことは持続可能性
にもつながりをもつ。

● 国会議員の女性比率
が高い国では、保護地
区の設定がなされやす
い。このことは、先進
国25か国と途上国65か
国を対象とした研究か
ら明らかにされてい
る。173

● 国会議員の女性比率
が高い国では、環境に関する国際条約の批
准がなされやすい。このことは、世界人口
の約92%を占める130か国を対象とした研究

現実には
エンパワーメント
されない状態と
力の不均衡が
環境に関する課題に
重くのしかかっている
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強めるだけでは十分な格差克服とはいえない。
女性が意思決定に効果的に参加できるように
するためには、公的機関の構造のさらなる変
革と柔軟性が求められる。現実問題として、
女性や他の周縁集団を参画させることが、具
体的成果の達成や不平等の是正ではなく、現
状を維持するための方策として考えられてい
る場合がある。180

　となると重要なのは、女性が参加すること

ぼしているが、中等・高等教育における男女
比はそれに当てはまらない。その意味するとこ
ろとして、豊かな国々における女性の環境問
題意識の高さは教育水準の高さと関係するも
のではなく、また貧しい国々においても逆の関
係性は存在していない。
　女性の関与は地域レベルのより良い環境管
理と関係していることを示唆するデータもあ
る。しかしながら、女性が単に制度的関与を

BOX 3.4

コミュニティ森林管理への女性の参加

　コミュニティの意思決定への女性の参加は、資源の保護と再生、
とりわけコミュニティの森林管理に重要な意味をもつ。しかしな
がら、往々にして旧来の構造的なジェンダー不平等（所得、資産、
政治力における不平等）が女性の参加機会を損ねている。女性が
意思決定組織から公式的に排除されていないコミュニティにおい
ても、政策決定への女性の参加機会は社会的な不平等によって制
限されうる。委員会への女性参加や女性の諮問を義務づけること
は、究極的な問題は力関係を改めることであり、必要条件であっ
て十分条件ではない。
　女性が意思決定に積極的に参加していない村落コミュニティで
は、女性が積極的に参加しているコミュニティに比べて、森林管
理に関する立入禁止などの決定が、女性に悪影響を及ぼすことが
多くなっている。
　委員会で女性が意見を主張することに関しては、前提としての
平等性は必ずしも必要とならない。現実にはむしろ恵まれない世

帯の女性のほうが、裕福な世帯の女性よりも公共の場で率直な意
見表明をすることが調査結果から明らかになっている。理由とし
ては、そのような女性のほうが、自分たちに有利な決定が下され
た場合に得られるものが大きくなりやすいからである、と考えら
れる。この傾向は、同席している女性の数が多い場合、あるいは
すでに女性のエンパワーメント・プログラムの恩恵を受けている
場合、さらに顕著になりやすいことも明らかにされている。他の
研究では、たとえ役割は限定的であっても女性の参加を認めるこ
とが、女性の意思決定能力に関する文化的認知の変化につながり、
それによって女性のための取組みや協力の構築が促されることが
確認されている。これは、女性が家庭外でより積極的に活動でき
るようになることにつながる。

出典：Agarwal 2001, 2009; Tole （2010）, Gupte （2004） and Timsina （2003）も参照。

表 3.3

ジェンダー、HDI低位国、HDI最高位国の別にみた環境に対する考え方
（2010年、特記のない数字は％）

HDI低位国 HDI最高位国
考え方 男性 女性 差（％） 男性 女性 差（％）
気候変動は深刻な
脅威である 47.76 46.05 1.71 27.18 31.46 4.29

不満があるもの
大気の質 22.81 21.27 1.55 17.95 21.36 3.41

水質 50.48 47.32 3.16 13.56 16.28 2.72

政府の環境政策 54.82 52.12 2.70 46.36 48.38 2.02

政府の排出管理政策 61.46 49.16 12.30 53.13 60.83 7.70

出典：Gallup World Poll（htpp://worldview.gallup.com）に基づきHDROが算出。
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約いわゆる歴史的に形成された政治的・経済
的エリート層と他の社会的集団の相互作用に
よって決まり、その社会契約は公式および非
公式な制度として表されている。経済的プロ
セスとして、国家の行動と資本主義はともに
環境保全においては弱い場合が多い。つまり
大半の企業の短期的な視野と外部要因からし
て、資本主義は本来的にそのような性格を帯
びている。国家は、公共財の提供と対外問題
の管理という役割にもかかわらず、政治や選
挙サイクルの短さによってしばしば制約されう
る。そしてこれらの要因は、環境に有害な影
響を及ぼす政治的・社会的構造とともに相互
作用を引き起こしうる。悪影響の及ぶ対象が
主としてエンパワーメントされない状態の集団
である場合、それはなおのこと生じやすい。
　研究結果から、民主主義は、通常、有権者
に対する説明責任をよりよく果たし、市民的自
由の許容度も高くなることが示されている。民
主主義の下で、人々は環境問題に関してより
多くの情報が得られ（報道の自由のおかげで）、
団結して懸念を表すこともできる。国家レベ
ルにおいて、民主主義の度合いは環境の質に
結びつけられている。183　しかし民主主義体制
においても、最も悪影響を受けるのは裕福で
なく、エンパワーメントも低い人々や集団であ
る。政策の優先順位の決定に当って、そのよ
うな人々の利益とニーズが反映されないこと
が起こりうる。多くの国や文脈において、政治
的・社会的制度を通じて、力の不平等が環境
面での結果に影響を及ぼしている。
　米国各州のデータ分析から、大きな力の不
平等（有権者の参画率と教育水準の低さ、財
政政策の弱さによって測られる）は、環境政
策の弱さと環境悪化の進行につながることが
示唆されている。184　国際的なデータ分析も、
この点を裏付けている。180か国を対象とした
分析において、識字率、政治的自由、市民的

でなく、参加のあり方である。森林管理を例
に考えてみよう（BOX3.4参照）。インドとネパ
ールにおけるコミュニティ森林管理に関する
最近の調査研究では、森林管理委員会におけ
る女性の相対的参画の度合いが、その有効性
に結びついていた。181　管理委員会に女性が増
えるほど女性の委員会出席率が高まって発言
も増し、責任者となる女性も増えるのである。
　この指摘は新しいものではないが、女性の
自由の大幅な拡大とともに、不平等と環境悪
化に対する改革パッケージの重要な構成部分
を指し示している。

力の不平等

　人々の自由の決定的
な一側面として、エン
パワーメントはそれ自
体が重要な目的であ
る。しかし現実には、

エンパワーメントされない状態と力の不均衡
が環境に関する課題に重くのしかかっている。
私たちはHDR2010年版において、エンパワー
メントのいくつかの構成要素を取り上げた。す
なわち代理権、政治的自由、市民の自由、説
明責任である。すでに第2章のBOX2.1におい
て最近の変化を取り上げた。ここでは国およ
び地方の政府、説明責任と民主主義、そして
市民社会といった政治の領域に焦点を合わせ
る。
　民主主義と環境面における公共善とのつな
がりに対して、歴史、力関係、文脈のすべて
が影響を及ぼす。国家の行動は、「分配をめぐ
る争いに対する寡頭支配的、採取的、搾取的、
分断的」なものから「包括的、革新的、応答的、
有責的、効果的」なものまでに至る連続体と
して見なされうる。182　国家の行動がこの連続
体のどこに位置するかは、根底にある社会契

男女および国民の
間における
平等の拡大は
持続可能性の促進に
潜在的な可能性をもつ
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ほど強力ではない。というのも、その便益は
外部的にもたらされたものであり、また現在の
有権者（と政治家）の影響力や関心の時間枠
を超えるものだからである。191　このことによ
って、言動不一致が広がる。
　民主主義国家の間でさえ、政治的制度は大
きく異なっている。中央集権化されている国も
あれば、地方分権化されている国もある。同
様に政治的代表のあり方も政党の役割、特定
集団のための割当の存在、選挙サイクルの長
さなどの要因に影響される。一部の国は環境
保護を担う強力な独立機関をもつが、弱体省
庁しかもたない国もある。また労働組合の強
さが大気の質の低さにつながる一方で、環境
政党の強さは逆の効果を及ぼす。192

　市民社会グループは、強力な経済的利益団
体やロビー団体のしばしば応分以上の影響力
を相殺する形で、政策立案者の決定に真の影
響を及ぼしうる。この「相殺力」193の有効性は、
社会の制度がオープンで自由な参加を許すか
否かにかかっている。スウェーデンの環境政
策が示すように、強力な民主的参加は一般市
民の懸念を反映する政策につながりうる。し
かし、そうした懸念が他の既得権益によって
相殺されることもありうる――ロシアにおい
て、市民社会が産業のグリーン化に対する世
論の支持のまとめ上げに際して直面している
問題のように。194　市民社会が活発な国では重
要な変革が生まれていることが示されている。
● 104か国を対象に、利益団体の参加と影響力
という枠組みで環境NGOの影響をモデリン
グした最近の研究から、各国内の環境保護
団体の数はガソリンの硫黄含有量と統計的
に有意な負の関係にあることが見出されて
いる。195

● 1977年から1988年の国際データに基づく研
究では、環境NGOの数と大気汚染の水準は
統計的に有意な負の関係にあり、民主主義

自由などの変数が高所得国と低所得国におい
て環境の質の改善につながり、185　また全体的
に清潔な水と衛生に好影響を及ぼしているこ
とが認められている。186　本報告書のためにな
された100か国以上を対象とする分析では、力
の分配と環境の質に強い相関関係のあること
が確認された。187　エンパワーメントは、より
良質な水へのアクセス、土地劣化の少なさ、
屋内・屋外の空気汚染と汚れた水による死の
少なさに結びついている。そしてエンパワー
メントの変数は、より良質な水、汚染に起因
する死、5歳未満の子どもの死亡率など、環境
の質の重要な諸側面を説明するうえで所得よ
りも重みをもっている。この意味するところと
して、強力な経済的利益が政策を歪めること
は起こりうるが、社会はその力を制限するた
めにかなりのことができるのである。
　多数の国の環境データの長期的な精査から、
この関係の妥当性が確認されている。大半の
研究は、汚染、つまり国家が国民を守るべき
公共悪に焦点を合わせている。188　一般的な知
見として、識字と政治的権利は大気と水の汚
染度の低さに結びついている。最近の研究で
は、二酸化硫黄と二酸化炭素の排出削減にお
ける長期にわたる民主主義の重要性が指摘さ
れている。189　これは妥当なことで、民主主義
が有用な実体的利得を生み出すには時間を要
するのである。また100か国以上を対象とした
別の研究は、高水準の民主主義を低度の森林
消失と土地劣化、大気・水質汚染に結びつけ
ている。190

　さまざまな研究から、たとえ政策実施にま
では至らなくても、民主主義は、国家を気候
変動、国境を越えた大気汚染、河川管理への
取組みに誘導するうえで意味があることが示
されている。ただし、民主主義が気候変動に
関してポジティブな成果へのコミットメントを
強めさせやすいとはいっても、この関係性はさ
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す行動への抗議運動に成功している。

＊　　＊　　＊

　ここまで、環境的損失と環境悪化がどのよ
うに人々の選択を制約しているかを概観した
――保健、教育、生計、その他の幸福の諸側
面にいかに危険を及ぼしているか、場合によ
っては既存の不平等をさらに悪化させている
ことも示しながら。そして同時に、男女および
国民の間における平等の拡大が持続可能性の
促進に潜在的な意義をもつことも示唆した。
次はこの点を掘り下げて、有望なアプローチ
と政策について探っていく。

と汚染、識字率と汚染はそれよりも弱い負
の関係にあることが確認されている。196

　市民社会は世論の支持がある場合にのみ栄
えうる。市民社会団体が活発であれば、力の
不均衡は克服されうる。米国のシカゴでは
1990年代、人種的マイノリティを主体とする
貧困地区の活動家たちが連邦環境保護庁に対
して、地区内に運び込まれている廃棄物の不
法投棄を差し止めさせることに成功した。コミ
ュニティの監視プログラムが確立され、罰金
引き上げを含む不法投棄に対する市の規制も
強化された。197　市民社会団体はさまざまな文
脈において、環境に有害となる活動や、環境
に直接的に頼っている人々の生計に害を及ぼ
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境保護の政策策定への機運を生み出した。ル
ワンダでは、環境問題を同国の「経済開発・
対貧困戦略」に組み込むうえで、国土環境省
が大統領と内閣の支持をまとめ上げた。地域
レベルで決定的に重要なのは強力な機構、特
に恵まれない集団に注意を向け、コミュニティ
管理を促進する機構である。
　政策課題は多岐にわたる。本報告書におい
ては、それらをすべて取り上げることも、前章
までに挙げたすべての課題をカバーすること
もできない。最近のいくつかの国際報告書が
重要な細部に触れている。3　本報告書が付加
する価値は、トレードオフの管理、さらにはそ
の回避によって、世界の社会的・経済的・環
境的課題に対処するウィン・ウィン・ウィンの
戦略を特定することにある。すなわち環境の
みならず、より広範な公平性と人間開発にも
役立つアプローチである。将来に目を向ける
最終章の前段として、本章は具体的な経験と
重要な動機づけをもたらすものとなる。

貧困を悪化させることになる
環境上の課題を緩和し
適応力を高めるために
取組みを強化する

　まず初めにエネルギー、水、衛生における
有望なウィン・ウィン・ウィンの道筋から見て
いく。

エネルギー

　エネルギーは、人間開発を支える近代的な

　第2章と3章において述べた課題を前にして、
世界各国の政府、市民社会、民間セクター、
開発当事者が環境と公平性の問題を統合して
人間開発を促進するための戦略を追求してい
る。すなわち、「ウィン・ウィン・ウィン」
（win-win-win）の戦略である。世界レベルで
の一例が1987年のモントリオール議定書で、
オゾン層を破壊する化学物質の禁止により持
続可能性（オゾン層の保護を通じて）、公平性
（途上国への技術移転を通じて）、人間開発（健
康に対するポジティブな影響を通じて）に便
益を生んでいる。1

　本章では、環境悪化に対処して回復力の構
築を図る地域および国家の戦略を紹介し、そ
の好ましい相乗効果を示す。この論点の重要
な背景として健全な生態系の必要性、わけて
も貧困層に対して生態系が提供するサービス
の必要性がある。生態系は水質、食糧の安定
保障、洪水の予防、気象に対する自然の規制
力の基礎を形成している。2

　成功を収めているコミュニティおよび地域
の取組みを広げていくことが大きな焦点とな
る。国レベルでの中核要素は、社会的・経済的・
環境的問題を一体化させる政策である。すな
わち予算の枠組みに合致した協調メカニズム、
イノベーション（革新）の文化、強力な制度、
そして説明責任を確かにするメカニズムであ
る。一部の国々は、各省庁間および開発パー
トナーとの部門横断的な協調を可能にする中
期的計画を通じて、縦割りの壁を克服してい
る。たとえば財務省といった主要省庁がしば
しば決定的に重要な存在となるが、加えて他
の機関、特に他省庁との協働も同様に重要で
ある。マラウイでは、農務省が貧困削減と環
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エネルギーの国際年」に定めた。6

　多次元貧困層の3人に1人（32%）が電力を
欠き、この欠乏には大きな地域的パターンが
存在する（図4.1参照）。サハラ以南アフリカの
多次元貧困層の60%以上が電力を欠いている
のに対し、ヨーロッパ・中央アジアではその割
合が1%未満となっている。アフリカにおける
電化促進は遅々としている。サハラ以南アフ
リカでは1人あたり発電量が今も1980年代とほ
ぼ同水準、南アジアおよび東アジアのわずか
10分の1の水準にとどまっている。また、農村
部の電化率は途上国全体では50%にまで達し
ているにもかかわらず、アフリカでは10%未満
で頭打ち状態にある。7

　電化は生産性向上、雇用拡大、学校での学
習時間増加、環境への負荷低減を通じて貧困
削減をもたらしうる。たとえば南アフリカでは、
電化とともに女性の労働市場参加が13%拡大
した。8　ベトナムでは電化が所得と消費の増
加、学業水準の向上をもたらした。9　ブータン
の村落住民は電化による生活の変化を口々に
語り、日が暮れてからも働けるようになったこ
とや、薪を使わずに炊事ができるので呼吸器
の問題や薪集めの時間が減ったことを挙げて
いる。10

　エネルギーへのアクセス拡大と気候変動の
緩和はトレードオフとして示されうる。たとえ
ば世界銀行は最近、南アフリカの電化拡大の
ために世界最大級の石炭火力発電所の建設資
金37億5000万ドルを融資したが、この計画に
は温室効果ガス排出と環境悪化、旧来型技術
の利用長期化に伴う炭素の大量排出に対する
懸念がわき上がった。11

　しかしウィン・ウィン・ウィンの選択肢とい
う観点に立てば、トレードオフを越えて進むこ
とができる。『世界エネルギー展望』は、すべ
ての人に近代的な基礎エネルギーを供給して
も二酸化炭素排出量は2030年までに0.8%増加

医療、交通、情報、コミュニケーションから照
明、暖房、炊事、農業用動力に至るまでのさ
まざまなサービスの中核をなす。公平で持続
可能な人間開発には、誰もがエネルギーを利
用できるようにすること、排出を管理すること、
よりクリーンなエネルギー源への移行が必要
である。

エネルギー欠乏への対処
　世界人口の5人に1人以上となる約15億人が
電力へのアクセスができず、26億人が薪や藁、
石炭、牛糞を燃料に使って炊事をしている。4　
エネルギーにおける大きな不平等は世界の各
地域、国、ジェンダー、階層にまたがって依

然として残されている。エネルギーの分配を
政治的・社会的な排除の問題と切り離して考
えることはできないことをふまえて、5　国連総
会は2012年を「すべての人のための持続可能

図 4.1

電力を欠く多次元貧困者の割合における大きな地域格差

東アジア・太平洋諸国

ヨーロッパ・中央アジア

ラテンアメリカ・カリブ海諸国

南アジア

サハラ以南アフリカ

3.3

0.4

11.1

27.7

62.3

％

注：HDI最高位国は除外。
出典：オックスフォード貧困・人間開発イニシアティブのデータに基づきHDROが算出。
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ネルギーの割合に目標を定めており、大半が
5-30%、全体で見ると2-90%となっている。
　いくつかの国では、再生可能エネルギーの
総エネルギー供給に占める割合が急増してい
る。第2章で特定した優良国の1つであるスウ
ェーデンでは、その割合が44%に達している。
ブラジルは2008年時点で電力のほぼ85%を再
生可能エネルギーから得ており、オーストラリ
アも62%となっている。南アフリカを除くサハ
ラ以南アフリカでは、電力の70%近くが水力発
電でまかなわれている。19

　「21世紀のための再生可能エネルギー政策ネ
ットワーク」によると、世界のエネルギー供給
は2010年に転換点を迎え、再生可能エネルギ
ーが総発電容量の4分の1を占め、電力供給の
ほぼ20%を占めるまでに至っている20（巻末の
統計別表6を参照）。ほぼすべての再生可能エ
ネルギー技術が力強い成長を続けている。
● 風力　2008年の世界経済危機にもかかわら
ず、風力発電施設の新規設備容量は2009年
に過去最高の3800万kwに達した。前年比で
は41%の増加で、3800万kwは世界全体の風
力発電設備容量のほぼ4分の1に相当する。

● 太陽エネルギー　送電網につながれた太陽
光発電システムは過去10年間、年平均60%
のペースで増加し、2000年から100倍に増加
している。その中心となっているのはチェコ、
ドイツ、スペインである。設備の価格は大
幅に下がっており、50-60%の価格低下で、
1wあたり2ドルを下回る。普及の一因は、大
幅な上乗せによる電力の固定価格買い取り
制度である。農村部では推定300万世帯が小
型の太陽光発電システムを電力源とし、世
界で推定7000万世帯が太陽熱温水設備を利
用している。
　世界全体で2004年以降、新技術、石油価格
の高騰と不安定化、気候変動への懸念、地域・
国・世界の政策立案を受けて、各種再生可能

するにすぎないと推計している。12　送電網を
経由しないオフグリッド（独立型電源システム）
と分散化という選択肢は、重要かつ技術的に
可能でもある。数量化は難しいものの、すで
に再生可能エネルギーから電力を得ている農
村世帯の数は数千万と推計されている。村落
のマイクロ水力発電と地域規模のミニグリッ
ド（小規模送電網）は、ブラジル、中国、イ
ンドで重要なエネルギー源となっている。13

　貧困層に対するエネルギー・アクセス拡大
には、分散型エネルギーシステムなどによる
成功例が生まれている。ここでの課題は、貧
しい人々の現在および将来の生活向上につな
がる規模とスピードで、このような技術革新を
実現させることである。14　代替エネルギーの
商業的利用において、政府は起業家と資本調
達にさらなる支援が可能である。15　またラト
ビアなどの国々が示しているように、適正な法
的枠組みによって、再生エネルギー部門の成
長を促進して従来型エネルギー源による炭素
排出を抑えることもできる。
　効率の向上も重要であり、技術革新も進ん
でいる。たとえばケニアの諸地域で薪の使用
量が約40%減り、グアテマラでは空気汚染を
劇的に軽減して子どもの健康につながった新
型のかまど16から、暖房・炊事用の燃料を減ら
してエネルギー効率を高める家屋に至るまで
がある。17

エネルギーのクリーン化
　エネルギーへのアクセス拡大のための長期
的戦略には必ず、よりクリーンなエネルギーの
利用促進が含まれなければならない。18　明る
い兆しは表れている。再生可能エネルギーの
政策目標、あるいは促進政策をもつ国の数が
2010年時点で、2005年の55か国からEU（欧州
連合）加盟全27か国を含む100か国以上に増え
ている。多くの国が発電に占める再生可能エ



92 人間開発報告書 2011

ーンの拡大、グローバルな環境ガバナンスの
必要性について述べる。クリーンエネルギー
はアクセス拡大と排出抑制に加えて、新たな
産業と雇用の創出にもつながりうる。出力
1000kwの風力発電設備を1基設けることによ
って、同規模の天然ガスコンバインドサイクル
発電所の正規雇用の0.7-2.8倍に相当する雇用
が生み出される。出力1000kwの太陽光発電設
備であれば、その数字は最大で11倍に及ぶ。25　
世界ではすでに推定300万人が再生可能エネル
ギー産業に働いているが、その約半数はバイ
オ燃料関連である。26

世界の炭素排出抑制
　国単位で炭素排出削減を図る政策は、潜在
的な利点と公平性およびエネルギーに関する
問題の両方を伴う。
　表4.1は、二酸化炭素排出削減を図る政策手
段と、それらが公平性に及ぼす主な影響をま
とめたものである。政策手段は通常、多岐に
わたる市場の失敗に対処できるように組み上
げられなければならない。
　価格設定は行動に強力な影響を及ぼしうる。
明白な候補の1つは化石燃料に対する補助金の
削減で、補助金はかなりの出費（途上国37か
国の2009年の数字で総額約3120億ドル）であ
るとともに、27　消費を促すものである。OECD
の試算によると、補助金の段階的撤廃によっ
て政府財源に余裕ができると同時に、世界の
温室効果ガス排出量が2050年までに10%減少
することにもつながり、石油輸出国では20%以
上の減少となる。28　同様に、農業用電力への
補助金がしばしば地下水汲み上げの増加につ
ながり、過剰な汲み上げが起こりかねない状
況となっている。29　逆効果を生んでいるこの
ような補助金は、小規模農家よりも中・大規
模農業生産者を利するものである。なぜなら、
小規模農家がポンプで地下水を汲み上げるこ

エネルギーの利用量は年間4-60%のペースで増
加している。21

　途上国も再生可能エネルギーの導入を進め
ており、現在では世界の再生可能エネルギー
による発電設備容量の半分以上を占めるに至
っている。風力発電量やバイオマス発電の利
用など市場成長の複数の指標において、中国
が世界をリードしている。インドは風力発電
で世界5位にあり、バイオガスや太陽光など農
村部において再生可能エネルギーの利用が急
速に拡大している。ブラジルは世界のサトウ
キビ由来エタノールの大部分を生産し、バイ

オマスおよび風力発電
設備の導入を進めてい
る。
　再生可能エネルギー
源の普及拡大には大規
模な民間投資を要する
が、汚職と規制不備に
よって勢いを削がれる
ことも起こりうる。
NGO「トランスペアレ

ンシー・インターナショナル」の最近の調査に
よると、北アフリカでは潜在的なエネルギー投
資家のほぼ70%が、汚職や大きな投資障壁な
ど規制に関わるリスクを認識している。22　た
とえば風力・太陽光発電は間欠を伴うために
資本コストが上がり、他のエネルギー源によっ
て補われる必要もある。また、蓄電技術の改
良も求められる。技術的な制約も克服されな
ければならない。
　現在、クリーンエネルギーへの投資の90%
以上がG20（主要20か国）に集中している。23　
クリーンエネルギーにおける公平性と持続可
能性を世界的に拡大するためには、他の国々
において将来の投資を可能にする条件整備が
求められる。24　次章において逆インセンティ
ブと市場の歪みへの対処、リスク緩和とリタ

途上国も
再生可能エネルギーの
導入を進めており
現在では世界の
再生可能エネルギーによる
発電設備容量の半分以上を
占めるに至っている
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貧困層への減税を通じて実施されうる。イン
ドネシアは2005年末に石油補助金引き下げの
補償として、貧困およびそれに近い状態にあ
る1550万世帯（総人口の約28%）を対象に現
金給付制度を開始した。メキシコは2007年、
エネルギー価格の上昇を相殺するために条件
付現金給付プログラムを拡充した。イランは
2010年、燃料や食糧などの必需品に対する石

とは稀で、通常は水車を使うか表流水、雨水
を利用するからである。30

　しかし、この問題も他のあらゆる問題と同
様、最適な政策は文脈によって異なる。影響
を受ける商品・サービスが家計支出の大きな
部分を占めるものである場合には、綿密な調
査と的確な補償が求められる。再分配は社会
的移転、すなわち課税基盤が十分に広ければ

表 4.1

二酸化炭素排出削減の政策メニューにおける公平性の主要側面

a.温室効果ガス排出における二酸化炭素1トンあたり50ドルとして計算。
出典：OECD（2010c）に基づく。

政策手段 例 公平性の主要側面 その他の懸案事項
キャップ・アンド・
トレード方式

● EU排出枠取引制度 ● 排出枠が無償供与された場
合、既存の企業を優遇する
ことになり、また収益も得
られない

● 炭素排出枠の価格が不安定
化する恐れがある

排出削減目標 ● EU、インドネシア、ロシ
アの排出削減自主目標

● 消費と生産のパターンに依
拠する

● 化石燃料で発電されている
場合、電力価格の上昇を引
き起こす
● 貧しい人々は所得に占める
エネルギー支出の割合がよ
り大きい

課税または課金 ● 燃料・石炭税
● 自動車税

● 消費と生産のパターンに依
拠する

● OECD（経済協力開発機構）
加盟国において、2020年ま
でに最大でGDPの1～ 3％の
税収増につながりうるa

再生可能エネルギ
ーへの補助金

● ハイブリッドカー
● 電気自動車への補助金

● 購買のパターンに依拠する
が、累進的となる公算は小
さく、対象の限定もありう
る

● 高くつく場合があり、ベル
ギー、カナダ、中国、オラ
ンダ、英国、米国では1台
につき7000ドル以上となっ
ている

補助金の削減 ● 化石燃料
● 灌漑用電力

● 補助金撤廃により財政と環
境にかなりの便益が及ぶ

● 化石燃料への補助金は2008
年に約5580億ドル、2009年
に3120億ドル
● 2020年までの段階的撤廃に
より、非ヨーロッパ諸国、
ロシア、アラブ諸国で炭素
排出を20％削減できる

性能基準 ● 自動車の排出規制
● エネルギー効率基準

● 価格が上昇し、貧困層のア
クセスを狭める恐れがある

● 企業が最小限のコストで排
出削減を実現することにつ
ながらない

技術基準 ● 建築・区画規制 ● 貧困層の手に届かなくなる
価格上昇が起こらないよう
配慮する必要がある

● 適正な技術の重要性

情報提供の拡充 ●社会意識向上キャンペーン
● 排出とエネルギー使用の
情報開示義務

● 恵まれない集団への働きか
け、アクセス可能性の確保

● ユーザーの集団的アイデン
ティティが関係する
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3.9%を上回れば（上回るものと予測されてい
る）、総排出量の増加が続くことになる。過去
10年間のように年間9.2%の経済成長が続けば、
総排出量は年間2.8%のペースで増加すること
になる。
　他の国々は排出の絶対的削減に取組んでい
る。インドネシアは炭素排出量の26%削減とい
う目標を発表した。34　同様にEUは2020年まで
の「20・20・20」計画として、温室効果ガス
排出を1990年水準から20%削減すると同時に、
再生可能エネルギーの利用を20%拡大し、エ
ネルギー効率の改善を通じてエネルギー消費
を20%減らすとしている。35

＊　　＊　　＊

　以上をまとめれば、すべての人に近代的な
エネルギーへのアクセスを拡大すること、そし
て再生可能エネルギー源の開発は進展してい
るが、研究開発への投資と国内的・国際的な
不平等削減には国家、開発援助機関、国際機
関の関与が不可欠である。そしてさらに、貧
困層を包括する強い努力が必要である。現在
の流れがこのまま続けば、2030年の時点で現
在よりも多くの人が近代的エネルギーへのア
クセスができない結果となる。36

水へのアクセス、水の安全保障と衛生

　第3章で、水へのアクセスを欠くことの影響
の甚大さについて述べた。この不公正に取組
むには、世界人口の増加に対応する別の形の
水資源管理が求められる。家庭生活、灌漑、
水力発電などのニーズに見合う清潔な水を確
保する国家の能力と定義される水の安全保障
にも、ウィン・ウィン・ウィンの可能性がある。
貧しい国々において最大のニーズは家庭生活
と農業のための水である。この2つは特に農村

油ベースの補助金を月額40ドル相当の暫定的
現金給付に改めた。総人口の90%を対象とす
るこの新制度の導入は、ガスと軽油の消費量

減少（それぞれ4.5%、
28%）につながった。31

　いくつかの主要途上
国は大幅な二酸化炭素
削減に取組んでいる。
たとえば中国は2009年、
炭素集約度を2020年ま
でに2005年水準から40-
45%削減するという目
標を定めた。さらにそ
の後に短期目標も設定
し、補助金、目標設定、
税制優遇を通じて再生
可能エネルギーの導入

支援を行っている。32　インドは2010年、炭素集
約度の20-25%削減という自主目標を発表した。
　これらの新たなコミットメントは、低炭素経
済への移行における重要な進歩である。第2章
の表2.1に示したように、生産の炭素集約度の
低減により、1970年から2007年の世界の炭素
排出総量は対策を講じない場合を下回った。
　しかし、このような発表は全体の展望の中
で考える必要がある。経済の急成長が続くな
らば、炭素集約度の低下と温室効果ガスの排
出増加が同時に起こることもありうる。米国で
は、エネルギー効率の向上にもかかわらず炭
素排出増加が続いており、1990年から2009年
の増加率は7%を超えている。33　中国は1970年
から2007年に年間1.4%のペースで炭素集約度
を減らしたが、急速な経済成長とともに総排
出量はなおも年間5.9%増加した。中国政府の
新しい目標は炭素集約度の低減を2倍以上の年
間3.8%にするものだが、それでも中国の総排
出量が減少に転じることを意味するわけでは
ない。2020年までの中国の経済成長率が年間

すべての人に
近代的なエネルギーへの
アクセスを拡大する
ことと再生可能
エネルギー源の開発は
進展しているが
国内的・国際的な
不平等削減には
国家、開発援助機関
国際機関の関与が
不可欠である
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が、現地政府との協力を通じてコミュニテ
ィ単位の水プロジェクトを支援している。41

農業用水
　農業用水の問題はアクセスの欠如から過剰
利用まで多岐にわたる。しかし、ここでもまた
効率の向上と、往々にして逆効果となってい
る補助金から脱却する実質原価ベースの価格
設定において楽観材料がある。米国のように
水が豊富な国においても現在、農家は30年前
と比べて15%少ない水で1.7倍の収穫をしてい
る。米国の水生産性は1980年以降倍増した。42

　水の過剰利用の問題と公平なアクセス確保
の必要性に対する認識が、有望な新規プログ
ラムにつながっている。アラブ諸国の一部で
は、水利組合がサービスのレベルと料金を設
定して、灌漑システムを運営管理するように
なっている。イエメンでは、農業従事者のニ
ーズを満たす技術水準と規制システムの公平
性を確保するために、水利用者との協議をふ
まえて節水技術と規制システムが策定されて
いる。エジプトでは、試行的プログラムによる
公的補助金削減が水の利用・運営・管理の効
率向上と水質汚染の低減につながっている。43

　水に対する投資の分配効果に関する分析が
重要である。たとえば灌漑への投資は、水消
費を時間をかけて円滑にし、気候ショックを和
らげうるが、その効果は同一ではない場合も
ありうる。インドの大型灌漑ダムに関する最近
の分析では、下流域に住む人々が便益を、上
流域の人々は損失を被りやすいことが明らか
にされている。44

　森林の水源など手つかずの健全な生態系に
は、流水の持続と人々の利用する水質がかか
っている。世界の大都市の3分の1が天然状態
の保護森林地帯を給水源にしているとされ
る。45　ベネズエラでは、18の国立公園を水源
地とする水が都市人口の83%に相当する1900

部において密接に関係しているが、政策の意
味合いは異なる。

家庭用の水
　水へのアクセス拡大の最初の一歩は、支払
い能力に関係なく水への平等な権利を認める
ことである。水への権利を定めた法律はラテ
ンアメリカで15か国、サハラ以南アフリカで13
か国、南アジアで4か国、東アジア・太平洋諸
国とアラブ諸国でそれぞれ2か国に存在する。37　
国連総会は2010年7月、水と衛生に対する権利
を認め、清潔な飲み水と衛生の改善が人権を
守る上で不可欠であるとした。すべての国に
おいて、水と衛生に関わる設備へのアクセス
向上が貧困削減の大きな原動力になりうる。
　そして楽観材料もある。多くの国々で革新
的なアプローチが採り入れられているのであ
る。38　いくつか具体例を挙げれば――
● 手に届くアクセスの提供　小規模なニーズ
本位の技術によって、家庭に安価な水が提
供されうる。カメルーンでは、南アフリカで
開発された安価なバイオサンド・フィルター
が飲み水の浄化に利用されている。39　イン
ドでは国際NGO「ウォーター・フォー・ピ
ープル」が西ベンガル州の大学と連携して、
公共井戸水から砒素を除去するフィルター
を現地生産した。40　各国政府には公共・民
間・市民社会のサービスを通じて国民を近
代的な水利設備につなぐ義務があるが、こ
の種の地域的技術革新の促進によって、大
規模な水インフラ整備の開始前に水の欠乏
を緩和することが可能である。

● 地域コミュニティへの支援　小規模な助成
金が地域コミュニティへの支援になりうる。
グアテマラ、ケニア、モーリタニア、タンザ
ニアにおいて、国連開発計画（UNDP）の
コミュニティ・ウォーター・イニシアティブ
をはじめとする小規模な助成金プログラム
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用資材の購入を支援している。サニマーツ
はインド南部から広がった専門店で、衛生
普及の研修を受けたスタッフが安価なトイ
レ用資材を販売している。49

● カンボジアでは、カンダル州とスバイリエン
州で衛生マーケティング先導計画が実施さ
れた。トイレの販売が収益事業になりうる
ことを示してトイレ設置の拡大を図るもの
で、家庭で簡単に組み立て可能な「簡易ト
イレ」が販売された。このパッケージ商品
が収益性を実証したことにより、民間企業
が需要を見込んで投資に向かった。50

　地域的な成功を収めていても、このような
プログラムの大半はまだ規模拡大に至ってい
ない。その理由は強力な地域のリーダーシッ
プまたは関心の欠如、スキルの弱さ、モニタリ
ングと評価の不備による部分が大きい。51　例
外の1つとして、世界銀行の支援を受けてイン
ドの農村部、インドネシア、タンザニアで実施
されている地方の公衆衛生を広範に拡大充実
させるプロジェクトがあり、4年間にわたって
820万人をカバーする見通しとなっている。こ
れは成果重視のプロジェクトであり、成果の
検証を通じて少なくとも部分的に成否が見極
められる。52

　大半のアプローチが供給に重点を置くなか
で、「コミュニティ主導の総合衛生」は需要に
的を合わせている（BOX4.1参照）。これはトイ
レ設置の拡大、手洗いの励行など生活行動に
関わる対策とともに、53　アフリカとアジアにお
ける糞便性細菌の感染防止を柱とするもので
ある。

＊　　＊　　＊

　以上をまとめると、アクセスの改善には水と
衛生への投資拡大を図る公共政策の取組み拡
充が必要である。現在の自然資源利用のあり

万人のニーズを満たし、灌漑地の約20%が自
然保護地域からの水に依存している。46　農村
部にとっても同様に重要である。たとえばイン
ドネシアでは、ロレリンドゥー国立公園が農村
部の生計を支える灌漑と漁業の水源となって
いる。

衛生
　途上国人口のほぼ半
数が基本的衛生サービ
スへのアクセスを欠い
ている。47　アクセスの
拡大は直接的には健康
を、間接的には生産性
を向上させ、さらに第3
章で述べたように特に
女性にとって人間とし

ての尊厳、自尊心、身の安全にも寄与する。
私たちの分析でも、安全な水と衛生へのアク
セス向上は男性よりも女性の健康に強く結び
つくことが確認されている。すなわち他の条
件がすべて同等であれば、安全な水と衛生へ
のアクセスによる便益は特に女性にとって大
きい。
　いくつかの革新的アプローチによって、衛
生設備への小規模なアクセスがもたらされて
いる。
● ブラジルのマナウス市は最近、500万ドルの
補助金を用いて、貧困層を中心とする1万
5000世帯を近代的な下水システムにつない
だ。経済的理由でサービスを利用できなか
った貧困世帯への手当支給で、事前に受給
を促すために便益への意識を高める方策が
講じられた。少数でも加わらない世帯が残
れば水源の汚染につながる恐れがあったた
めである。48

● ネパール東部では「サニマーツ」（衛生市場
の意味）が、一般家庭のトイレ設置・改修

安全な水と衛生設備への
アクセス拡大は
直接的には健康を
間接的には生産性を
向上させ
特に女性にとって
人間としての尊厳、自尊心、
身の安全にも寄与する
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リプロダクティブ・
チョイスの拡大

　リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関す
る権利）は、リプロダクティブ医療へのアクセ
スも含めて女性の健康とエンパワーメントの
前提条件であり、その他の基本的権利の享受
に不可欠である。これらは満ち足りた関係、
円満な家庭生活、より良い未来への機会の基
礎をなす。加えて、ミレニアム開発目標（MDGs）
など国際的な開発目標の達成にも重要となる。
リプロダクティブ・ライツはそれ自体が重要で
あり、またその完全な実現が人口増加の抑制
と環境への圧力低減につながれば、環境に対
しても好影響が及ぶことになる。

方は、しばしば最低水準のサービスからも除
外されている貧困層に重大な環境面での困難
を生み出している。アクセスの拡大は、一連
の国々の成功、その多くは地域・コミュニティ
のレベルにおいて、政府や開発パートナーの
関与をともなっているものの上に築かれうる。

環境悪化を回避する

　次に、環境悪化を緩和する3つのカギに移る。
すなわちリプロダクティブ・チョイス（性と生
殖に関する選択）の拡大、自然資源のコミュ
ニティ管理に対する支援、公平性の促進を伴
う生物多様性の保全である。

BOX 4.1

補助金から自尊へ―コミュニティ主導の総合衛生という革命

　第3章において、糞便を介する感染が豊かな国では稀となった
一方で、その他の国々ではなおも風土病として根を張り続けてい
ることを示した。約26億人がトイレ・衛生設備を欠き、11億人が
屋外で排便をしている。
　ミレニアム開発目標（MDGs）が衛生に関して最も立ち後れて
いる一因は、ハードウェアに対する補助金という手法の失敗にあ
る。補助金を出して標準規格品を提供するというトップダウンの
アプローチは、高価格で不適切なトイレを最貧困層でない人々に
送り届ける結果となり、普及と利用が部分的達成にとどまると同
時に補助金依存を生み出した。
　コミュニティ主導の総合衛生（CLTS）は、これを全面的に覆す
ものである。ハードウェアへの補助金も標準規格も、外部からの
貧困層へのターゲティングもともなわない。カギは集団行動にあ
る。カマル・カーとビレッジ・エデュケーション・リソース・セ
ンターが2000年にバングラデシュでウォーターエイドと連携して
創始したCLTSは、コミュニティに排便区域の地図化と点検、排泄
量の計算、糞口感染経路の特定の仕方を教えるものである。これ
を通じて、コミュニティが「くそ忌々しいことを直視する」（現地
のありのままの表現が常に用いられる）ことを促す。穴掘りや衛
生行動の順守を通じて、嫌悪感、尊厳、自尊心が自助を生み出す。
その後さらに、コミュニティの成員は公平性への取組みも促され
る。子どもと学校も関わる場合が多い。
　持続可能性は、屋外排便をやめさせる社会的圧力によって増進
される。難題もあり、完全にそれを克服しているコミュニティは

ほとんどない。砂地の穴が崩れることもあれば、洪水が壊滅的被
害を引き起こすこともあるが、家庭とコミュニティは立ち直り、
耐久性のあるより良いトイレを設置して衛生の階段をさらに昇っ
ていく。
　政府とコミュニティがCLTSを採用し、質の高い訓練とキャンペ
ーンが実現されているところでは、めざましい成果があがってい
る。インドのヒマーチャルプラデシュ州では、農村部人口600万
人のうち、トイレのある人の数が2006年の240万人から2010年
には560万人にまで増加した。CLTSは40か国以上に広がり、す
でにアフリカとアジアで1000万人以上が屋外排泄のないコミュニ
ティに暮らし、さらに多くの人がトイレの恩恵にあずかるように
なった。一部の国ではCLTSによって、MDGsの衛生分野が達成可
能なばかりか目標以上のもとなる様相さえ表れている。
　「ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル」の2007年の意識
調査では、過去150年間における最も重要な医学的進歩として衛
生が挙げられた。そして2011年の意識調査では、2020年までの
ヘルスケアに最大の影響を及ぼす可能性が最も高い構想として、
CLTSがトップに位置づけられている。CLTSの拡大においては訓
練、設備、フォローアップの質がいずれも決定的に重要となる。
CLTSの拡大は、欠乏下にある何億人もの人々の苦しみを減らし、
健康と尊厳と幸福の増進につながりうる。

出典：Chambers 2009, Melinda and Movik 2011.
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族の生活と健康の向上だけでなく、将来のカ
ーボン・フットプリントを年間約1億5600万ト
ン減らす効果を生み出している。56

　リプロダクティブ・チョイスには、出産する
子どもの数、時期、間隔を選ぶこと、そのた
めの情報と手段を得ることが含まれる。権利
ベースのアプローチは、情報提供、教育、エ
ンパワーメントによる需要への対応と、リプロ
ダクティブ医療サービスへのアクセス確保を
意味する。リプロダクティブ・チョイスに関す
る多くの取組みが世界各地でなされている。
ただし大半は供給サイドに重点を置くものとな
っている。57

　リプロダクティブ・サービスにはインフラの
漸増的拡充が求められるが、他の医療プログ
ラムに重ねる形でサービスを提供できる場合
が多く、通常はさほどの負担にはならない。
いくつかの取組みは、コミュニティのレベルに
おける人口・保健・環境プログラムの相乗効
果を生かしている。たとえば、米国の国際開
発庁（USAID）がネパールで約1万4000の森
林利用集団を対象におこなっている試行的プ
ログラムや、58　PATH財団がフィリピンで実
施している統合的人口および沿岸域資源管理
戦略がある。どちらも、コミュニティが運営す
る既存のプログラムにリプロダクティブ医療を
組み入れる内容である。カンボジアとウガン
ダも同様の取組みを行っている。59　グアテマ
ラで森林消失の防止に取組む組織「プロペテ
ン」は、森林消失防止の取組みに人口・保健・
環境の包括的アプローチを重ね合わせ、女性1
人あたりの出生数を10年間で6.8人から4.3人に
低下させる成果を挙げている。60

　資源の管理改善とターゲティングの効率化
によって、資源に乏しい地域においてもしばし
ば大きな成果が得られる。エジプトのアスワン
では、医療従事者のためのリーダーシップ開
発プログラムが、彼女ら自身の周産期受診の

　現在の予測では、すべての国で出生率が人
口補充レベルに収束するとして、世界人口は

2050年までに93億人、
2100年までに100億人
に増加する。54　しかし
ながらこの計算は同時
に、100か国における
家族計画の達成されて
いない項目に対処する
ことによって出生率が
人口補充レベルを下回
り、世界人口は早期に

ピークを迎えて漸減に転じる可能性があるこ
とも示している。55　その実現は、女性にエン
パワーメントをもたらし、避妊などのリプロダ
クティブ医療に対する女性のアクセスを拡大
する取組みを通じてなされうる。
　そうなるとリプロダクティブ医療と家族計画
サービスの世界的な導入および普及によって、
持続可能性、公平性、人間開発にウィン・ウ
ィン・ウィンの展望が開けることになる。環境
への便益は、むろん産業レベルでのカーボン・
フットプリント（個人や団体、企業などが生活・
活動していく上で排出される二酸化炭素など
の温室効果ガスの出所を調べて把握すること）
に左右される。たとえばオーストラリアや米国
の平均的市民は2日間で、マラウイやルワンダ
の平均的市民が1年間に排出するのと同量の二
酸化炭素を排出している。マラウイとルワンダ
において、リプロダクティブ医療と家族計画は
決定的重要性をもっており、今も女性は平均5
人の子どもをもつが、二酸化炭素排出の大幅
削減にはつながらない。これと対照的に、米
国カリフォルニア州の低所得層の女性にリプ
ロダクティブ医療を提供した医師に対して医
療費を償還することで、年間10万件近くの望
まれない出産を予防しているファミリーPACT
のような革新的プログラムは、女性とその家

リプロダクティブ医療と
家族計画サービスの
世界的な導入と普及によって
持続可能性、公平性
人間開発に
ウィン・ウィン・ウィンの
展望が開ける
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2015年までの中期的な予算枠組みにおけるサ
ービスの提供、避妊具や薬の提供への全面的
財政支出の確保などである。ラオスの厚生省
は、南部の貧困3県での家族計画サービスの提
供において、コミュニティ・ベースの配分モデ
ルを導入している。このプログラムによって避
妊が一気に普及し、一部の地域では2006年に
1%未満だった普及率が2009年時点で60%を超
す水準にまで高まっている。66

　一部の取組みは、リプロダクティブ医療に
対する認識の高まりが生み出す効果に関して、
心強い証拠を示している。先述したプロペテ
ンは環境、ジェンダー関連の問題、リプロダク
ティブ・ヘルスに関する情報を広めるうえで、
ラジオドラマ番組のスポンサーとなってい
る。67　途上国においては、リプロダクティブ・
ヘルスの普及が著しく、世界人口の76%強、68

低・中所得国の女性10億人以上がアクセスを
もつ69携帯電話のネットワークの活用が広が
り、携帯電話による医療情報提供サービスな
どの取組みを通じて、バングラデシュ、インド、
南アフリカで妊娠中および初産後の母親に健
康情報が提供されている。70　このようなアプ
ローチには極めて大きな潜在的可能性がある
が、現時点ではまだ広範な効果には至ってい
ない。
　リプロダクティブ医療をすべての人が利用
できることの実現は、出生率の抑制、健康と
教育への好影響をもたらすものであり、各国
政府の協調努力が求められる。バングラデシ
ュの成功は、障害は資源でなく優先順位と政
治的意思であることを示唆している。インフラ
の漸増的拡充の必要コストは小さいが、ただ
供給を増やすだけでは不十分である。伝統と
社会的慣行を尊重しつつ、これらのプログラ
ムの成果を拡大するための情報と訓練が必要
となる。コミュニティ・ベースのプログラムは
大きな潜在的可能性をもち、また新たな形態

増加を通じて妊産婦死亡率の大幅な低下につ
ながった。61

　かなりの数の政府が、リプロダクティブ・ヘ
ルスの向上を図る政策枠組みとプログラムの
改革をおこなっている。バングラデシュでは、
女性1人当たりの出生数が1975年から2009年の
間に6.6人から2.4人へ下がったが、この数字の
急落は、人口と家族計画を国家開発の不可欠
な一部分として位置づけた1976年導入の大規
模な政策取組みの成果である。その具体的内
容は、避妊具の普及を図るための活動や手当
ての支給、コミュニティ（宗教指導者、教職者、
NGOなど）との対話を通じた社会規範に対す
る働きかけ、男女双方に対する啓発、リプロ
ダクティブ・ヘルスの調査・訓練活動などで
ある。62

　多くの場合、異なる集団間の連携、さまざ
まなサービス提供者との連携が前進をもたら
している。ケニアでは農村部の3地域と都市部
のスラム2地域において、リプロダクティブ医
療、ジェンダーに基づく暴力からの回復支援
サービスに使えるバウチャー（引換券）が貧
困世帯に給付された。63　ベトナムでは政府、
地方の保健当局、いくつかのNGOの長期的連
携が、リプロダクティブ医療サービスの劇的
な質的向上、新しいサービスの提供、リプロ
ダクティブ・ヘルス分野における持続可能な
医療訓練ネットワークの確立につながってい
る。64

　同様にイランでも1980年代末、人口急増が
開発への障害として認識され、リプロダクティ
ブ医療サービス導入の取組みが開始された。
現在、既婚女性のほぼ80%が避妊を用いてい
る。65　またイランの妊産婦死亡率は、1人当た
り所得が同様の水準にある南アフリカの妊産
婦死亡率の8%未満という低水準にある。モン
ゴルは、2009年にリプロダクティブ・ヘルスの
ための国家戦略を打ち出した。その内容は、
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をもたない女性は、しばしば共有資源の便益
から除外される一方で応分以上のコストを背
負わされている。74　たとえば、女性のニーズ
を考慮せずに森林立入禁止を決定すれば、女
性は薪を得られなくなり、したがって薪や家畜
のエサの代替源を他に見つけ出すために時間
を費やさなければならず、最終的に畜産品に
よる所得が減ることになりかねない。私たちの
分析では、さらに一般的に、1990-2010年の100
か国以上においてジェンダー不平等指数（GII）
と森林消失に関係性のあることが示唆されて
いる。そして第3章で述べたように経験に基づ
く証拠から、管理に関する決定への女性の参
加のあり方と度合いの重要性が強く示されて
いる。75

　自然資源のコミュニティ管理において最も
公平で成功しているモデルの1つに、コミュニ
ティの所有・管理下で法的または他の手段に
よって保護されている陸地や水域といったコ
ミュニティ保護地区がある。世界の森林の11%
前後はコミュニティの所有または管理下にあ
ることがわかっているが、76　この数字は実態
を大きく下回っている可能性が高い。77　コミ
ュニティによる自然保護区が資源への公平な
アクセスと、欠くことのできない生態系サービ
スを通じた人間開発の持続をもたらし、また
生態系システムの保全につながる。
　地域的管理の下にある沿岸水域と関連の海
岸・海洋資源といった海域も、ウィン・ウィン・
ウィンの解決法を生み出している。フィジーな
どの太平洋島嶼部ではそうした区域が数十に
のぼり、島のコミュニティが長年、伝統的な管
理方法を実践している。たとえば、禁漁期間
や一時的な禁漁区域の設定などである。コミ
ュニティ保護海域は、魚類性たんぱく質と持
続可能な生計という形で、コミュニティに極め
て大きな価値をもたらしている。78

　コミュニティは、さまざまなメカニズムを用

のコミュニケーションとの結びつきもしかりで
ある。

自然資源のコミュニティ管理に
対する支援

　中央統制の代替として、コミュニティによる
自然資源管理への支援が拡大している。コミ
ュニティが生計を地域の自然資源と生態系に
依存している場合はなおのこと重要である。
コスタリカ、エストニア、インドのような国々
における森林再生への関心の高まりは、成功
の可能性を映し出すものにほかならない。71

　共有資源の参加型管理は有望な概念として
広く受け入れられているが、本報告書のため

の精査から、より複雑
な現実が浮かび上がっ
ている。72　コミュニテ
ィ管理から誰が便益を
受けるかは、地域の構
造的要因に影響され
る。特に重要なのが土
地利用権を含む富の分
配と、意思決定に対す
る知識と参加である。
たとえば、影響力をも
つステークホルダー（利

害関係者）が共有資源から便益を得ている場
合、彼らはアクセスの制限に大きな投資をす
る可能性があり、そうなると持続可能性は強
化されるが公平性に犠牲が及ぶ。以下に述べ
るように実証データからは、より平等で社会的
に団結力のあるコミュニティは結集力があり、
集団行動の問題への対処法に関して意見がま
とまりやすい。73

　公平性に対する大きな脅威として、意思決
定からの女性の排除がある。インドの諸地域
に見られるように、コミュニティの中で発言権

中央ガバナンスに代わる
手段としてコミュニティによる
自然保護区が資源への
公平なアクセスと
欠くことのできない
生態系サービスを通じた
人間開発の持続をもたらし
また生態系システムの
保全にもつながる
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公平性を促進しつつ
生物多様性を保護する

　近年、生計の維持と生物多様性の保護とい
う認知上のトレードオフが、潜在的な相乗効
果のより明確な理解に取って代わられるように
なっている。たとえば自然の生態系と生物多
様性の保護は、生計、食糧、水、健康の確保
に寄与しうる。ボツワナ、ブラジル、ナミビア
を含む多くの国々と国連開発計画（UNDP）
を含む国際機関が、潜在的な開発の便益とい
う観点から生物多様性保護への投資を呼びか
けている。1つの方策として、生態系に保護地
区の地位を与えて土地の劣化を回避または回
復させ、エコツーリズムを促進するという形が
ある。特にエコツーリズムは、地元コミュニテ
ィの生計機会を拡大しつつ生物多様性を保護
する有望な道筋である。そこでの最大の課題
は、女性を含めた公平な参加を確保すること
である。80

　最近の調査から自然をテーマとするツーリ
ズムは、貧困削減につながりうるいくつかのメ
カニズムの1つであることが明らかになってい
る。81　たとえばナミビアではエコツーリズム・

いて自然資源を管理できる。その中には生態
系サービスやコミュニティ保護地区への課金
も含まれる。文化的あるいは伝統的規範も重
要となっている（BOX4.2参照）。成功を収める
には、資源そのものからの恩恵、資源管理に
よる恩恵も含めて、幅広いステークホルダー
に恩恵が行き渡るようにする必要がある。第2
章のBOX2.10で取り上げたスウェーデンの
1960年代の経験は、国の自然保護令がコミュ
ニティ管理を支えうることを示している。
　複数のステークホルダーの生計が自然資源
と密接に結びついている場合、コミュニティ・
ベースの管理は紛争につながりやすい。第3章
で述べたように、自然資源の不足と環境的ス
トレスは紛争の勃発や激化につながりうる。
一部のケースでは、公共政策が紛争の根源を
悪化させている。特に政策が不平等を横断的
に拡大している場合、79　あるいは特定の生態
系の中で暮らす人々に負の影響を及ぼしてい
る場合である。またコスタリカ、フィリピンを
含む一部のケースでは、大幅な地方分権と自
然資源の共同管理が緊張緩和につながってい
る。

BOX 4.2

文化と規範と環境保護

　人々と自然環境との関係のあり方を形成する価値観と信念は、
環境的持続可能性に中心的意味をもつ。このことは、蓄積された
伝統的知識、環境管理に対するコミュニティの慣行に関してもい
える。地元の人々の環境管理のスキルには、割り当てに関わる多
目的の戦略、低エネルギー消費で剰余のほとんどない小規模生産、
浪費と資源枯渇を避ける土地と自然資源のさまざまな保護アプロ
ーチが含まれうる。
　事例研究によると伝統的価値観が自然資源を保護しうることを
示している。たとえばジンバブエのザンベジ高地の30年間にわた
る調査では、神聖と見なされている森林はそうでない森林に比べ
て消失面積が半分未満にとどまっている。ガーナでは、保守的な
伝統と慣習が聖域の設定とともに農業、収穫、漁業への周期的な
制限につながっている。地域的な知識も自然災害への対応に役立

っている。チリでは2010年2月の津波に際して、推計約8万人の
漁業人口のうち死者はわずか8人にとどまった。過去の津波の教
訓が語り継がれ、住民による避難勧告がおこなわれたからだった。
　このような知識は、しばしば過小評価されて見過ごされるが、
伝統的価値観も政策に役立っている。マダガスカルの小さな漁村
アンダバドアカでは、コミュニティ独自の持続可能なタコ漁が他
の村々を触発し、24の村によって同国初の地域管理海域の設定に
つながった。アフガニスタンでは、政府が利水組織の創出において、
地域で選ばれたリーダーたちが水利権を管理する「ミラーブ」と
いう伝統的風習の要素を採り入れている。

出典：Byers and others 2001; Marin and others 2010; Thomas and Ahmad 2009; Sarfo-
Mensah and Oduro 2007; UN 2008.
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を保護しながら栄養・医療・商業における産
物を生産している。84

　保護と開発の統合プロジェクトは、生物多
様性保護と農村部開発の両立を図る。たとえ
ばネパール西部のテライ地域では、生物多様
性を考慮した持続可能な土地・資源利用の実
践によって自然林への圧力を和らげている。
このようなプロジェクトは、自然生態系への圧
力を軽減すると同時にコミュニティ、とりわけ
女性と貧困層に所得の代替源をもたらすもの
である。85

気候変動に対処するリスク
と現実

　有望なアプローチの最後として、気候変動
の人々に対する影響を相殺する2つの主要な政
策的方向性について見てみよう。すなわち公
平で適応できる災害対応と、革新的な社会的
保護である。

公平な適応的災害対応

　第2章と3章で述べたように自然災害は、地域・
国・世界レベルにおける経済的な関係と力関
係を反映する不平等化をもたらす。しかし、
プランニングと的確な対応によって格差は減
らされうる。2つの有望な道筋として、コミュ
ニティ主導の災害リスクを地図におとしこみ、
再建された公共資産の累進的分配がある。
　過去の経験をふまえて、トップダウンによる
災害復興モデルから分権型アプローチへのシ
フトが起きている。一般的にコミュニティ主導
の災害リスクプログラムは、救援活動と長期
的復興の能力および制約に関する地域的知識
の活用において、中央集権化されたプログラ
ムを上回る。また地域の組織も武力紛争で国

プログラムによって、生物多様性に富む300万
ヘクタール近くの陸地と海域が保護されてい
る。特に公平性にとって重要なこととして、こ
のプログラムによって人々の生計が大幅に向
上している。保護地区によって生み出される
富の約29%が労働者、5%が伝統的農業に行き
渡っており、このプログラムは保護地区の貧
困削減への潜在的可能性も示している。82　同
様に島国のバヌアツでも、土地所有者のレベ
ルにおける生物多様性保全への取組みが20の
保護区域設定につながり、地元コミュニティ

における密漁の減少、
漁業資源と所得の拡大
へと結びついている。
エクアドルでは2010年、
生物多様性に富み、先
住民族のタガエリ族と
タロメナン族の居住地
でもあるヤスニ国立公
園を石油開発から保護
す る た め、 政 府 が
UNDPとの間で国際基

金の設立に合意した。結果の評価は時期尚早
ながら、この計画は、先進国による最貧国へ
の補償を通じた生態系保護の1つのモデルとな
るものである。83

　生物多様性の保護と同時に生計を増進する
別の例として、アグロフォレストリー（混農林
業）がある。アグロフォレストリーは、樹木、
灌木、植物を作物と家畜に結びつけることに
よって、より多様で生産性・収益性の高い、
健全で持続可能な土地利用システムを生み出
す統合的アプローチである。アグロフォレスト
リーによる生産は、ペルーの中央アンデスの
東斜面に位置し、3万2000人ほどの先住民族が
暮らすジュンガス地方のコミュニティに見るこ
とができる。このコミュニティはアグロフォレ
ストリーを通じて、発生学的に重要な生物種

貧しい農村部の
コミュニティは
生態系の劣化によって
特に大きな悪影響を
被っているため
その保護と再生によって
ひときわ大きな便益が
得られることになる
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　貧しい農村部のコミュニティは生態系の劣
化によって特に大きな悪影響を被っているた
め、その保護と再生によってひときわ大きな便
益が得られることになる。災害の回避と緩和
の最も効率的で公平な方法が、コミュニティ
に緩衝をもたらす生態系の管理、再生、保護
となる場合もある。たとえばインド、インドネ
シア、マレーシア、スリランカにおいて2004年
の津波による被害が少なかったのは、丈夫な
マングローブやサンゴ礁、低地林をもつ村々
だった。89

　構造的な不公平は、しばしばインフラと社
会投資のパターンに組み込まれ、それが結果
として表れる。環境災害後の復興は、貧困と
不公平を永続化させている過去の偏向や他の
要因の是正につながりうる。米国カリフォルニ
ア州北部での1989年のロマ・プリータ地震後
の復興において、地元コミュニティは震災前
のルートによるフリーウェー再建に反対した。
町の分断と自動車の排ガスが理由だった。そ
の結果、フリーウェーは近隣の工業地区を通
るようにルート変更され、また復旧工事に地元
の労働者と業者を優先する合意もまとまっ
た。90

革新的な社会的保護

　貧しく弱い人々に対して、貧困から脱する
能力、リスクとショックの管理能力を高めるた
めの扶助と移転といった社会的保護プログラ
ムは、世帯が安定した消費を維持することを
助け、より広範な分配上の目的を満たしうるこ
とを示す実証データが増えている。91　途上国
では10億人が何らかの形で社会的支援を受け
るて生活している。92

　表4.2は、適正な組み合わせによって公平性
と環境の促進につながりうる社会的保護の4類
型を示している。私たちは潜在的な便益とと

際支援スタッフの活動が困難化したインドネ
シアのアチェやスリランカにおいて示されたよ
うに、遠隔地のカバーにおいて、より優れてい
ることが多い。86　ただし、地域的組織だけに
頼ると格差と排除が強まる恐れがあり、それ
は避けるよう注意が求められる。
　コミュニティ主導による資源および弱点の
マッピングは、実際にその効果を表してい
る。87

● ジャマイカの最貧コミュニティの1つである
マウントバーノンでは、コミュニティ主導の
災害マッピングで洪水の問題が強調され、
人道橋が必要であるという合意につながっ
た。

● ウガンダのジンジャでは、財産とサービス
への女性のアクセスに関するコミュニティ
主導のマッピングから、土地分配に関わる
汚職、女性の土地への権利の否定が女性の
アクセスに対する障害として見極められた。
草の根のリーダーたちが互助組合と相互融
資の仕組みを用いて、土地所有に対する女
性のアクセスを改善し、女性による土地開
発を支援した。
　コミュニティの関与は、貧しいコミュニティ
に極めて大きなエンパワーメントを達成しう
る。このことは、インドで最も災害に見舞われ
やすい17州の176地区における災害訓練プログ
ラムによって示されている。女性の訓練管理
者が地元コミュニティで女性たちに働きかけ
をし、お手本となった。コミュニティのリスク・
マッピングへの関与とともに女性が決定にも
関与することになり、それを通じて発言力と自
分の生活に対するコントロール力を得ることに
なった。アッサム州のヌゴアン地区に住むミタ
リ・ゴスワミの言葉を借りれば、「自分たちが
とても役に立っていることを実感し、家族とコ
ミュニティに対する責任を果たしているという
誇りをもっている」。88
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　国家は社会的保護に対して、環境の持続可
能性、公平性、人間開発に対処する、より統
合的なアプローチを考えるべきである。南ア
ジアにおける社会的保護、災害リスクの緩和、
気候変動への適応スキームに関する最近の研
究から、プログラムを統合している国はほとん
ど存在しないことが明らかになっている。対
象となった124のプログラムのうち、3つの要素
すべてを兼ね合わせているものはわずか16%し
かない。94　一例として、南アフリカの「ワー
キング・フォー・ウォーター」プログラムがあ
る。2004年に開始された拡大公共事業プログ
ラムの一貫であるこの取組みは、この種のプ
ログラムとして初めて環境的要素を採り入れ、
河川の流水量と利水量の増加、土地生産性の
向上、生態的に敏感な地域での生物多様性の

もに、送金、雇用スキーム、天候に基づく作
物保険制度、資産の移管という課題にも重点
を置いている。
　社会的保護プログラムは、近代的なエネル
ギー源、清潔な水、適正な衛生への人々のア
クセスを助けうる。最近の研究は、メキシコの
オポチュニダデス・プログラムにおける貧困世
帯への現金移転の影響が、研究の進んでいる
保健と教育を大きく超える広がりをもつもので
あることを示している。現金移転はエネルギ
ーサービスに対する短期的支出にも、新しい
器具（冷蔵庫やガスコンロ）に対する長期的
支出にも影響を及ぼしている。現金移転によ
って貧困世帯は薪や石炭から、より清潔で高
価な電力や液化石油ガスに切り替えることが
できるようになっている。93

表 4.2

適応と災害リスク緩和のための社会的保護
便益と課題

プログラムの種類と実例 便益 課題
特定対象への現金移転
エチオピア：生産的セーフ
ティーネット・プログラム

● 最も弱い集団が対象となる
● 消費を安定させる
● 適応できるリスクの引き受けと投資を可能
にする
● 気候衝撃に対処する柔軟性を拡充する

● 移転の適正規模と予測可能性の確保
● 長期的フォーカスを通じたリスク低減
● 気候衝撃に関わる現金移転の経済的効果の
実証
● 対象特定における社会経済的脆弱性指標の
活用

雇用スキーム
インド：マハトマ・ガンジ
ー全国農村雇用保障法

● 農村部において需要に基づき100日間の雇用
を提供
● インフラの建設。気候変動の影響に対する
コミュニティの回復力増進につながるプロ
ジェクトを含む
● 所得の季節的変動に対して一定の所得保障
をもたらす

● 適正な便益の確保
● 説明責任と透明性
● 高水準の参加を確保するための意識向上
● コストの統制と除外リスクの回避

天候に基づく作物保険
マラウイ政府およびパート
ナー：アメリカホドイモ栽
培を対象とした天候指数に
よる作物保険

● 保険に伴うリスクの引き受けからの保護
● 適応能力への投資に向けて資産を解放する
● 気候変動の状況および予測と連動させるこ
とが可能
● 適応の柔軟性の支えとなる

● 対象となる小規模農家の特定
● ジェンダー間における影響の差異の追跡調
査
● 貧困層が支払える水準での保険料維持
● 資本コストに対する補助
● 金融リスク評価への気候予測の織り込み
● 再保険の保証メカニズムの確立

資産の移管
バングラデシュ：気候変動
に対する脆弱性削減プロジ
ェクト

● 最も弱い人たちを対象とする
● 生計プログラムに統合可能

● 直面する脅威に見合う供与の確保
● 資産の地域的適正の確保
● 変化する自然環境ストレスの資産選定への
組み込み

出典：Davies and others in OECD（2009）から作成。
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部分としての長期的回復力構築を図るプログ
ラムに対する社会の動員度にかかる部分が大
きい。

＊　　＊　　＊

　有望なアプローチに
関する以上の考察は、
楽観への強い根拠とな
るものである。第2章と
3章で述べた課題の多
くに対して、第1章の図
1.1の象限1に入る持続
可能性と公平性の両方を改善する戦略を特定
して導入することは可能である。そして、そ
のような戦略が世界各地で成功を収め、貧し
く恵まれない人々と環境に実体的な便益を及
ぼしていることをこれまでずっと見てきた。し
かし、このような結果は自動的に得られるもの
ではない。公平性を政策とプログラムの設計
に組み入れ、生活に影響する議論と決定に人々
を関与させるうえで、さらなる協調的努力が
求められる。そのようなアプローチには、責任
の累進的配分を伴う形で適正な資源が充てら
れなければならない。次の第5章では、そのよ
うな課題に目を向ける。

持続可能性と公平性を
同時に高める戦略が
世界各地で
成功を収めていることを
これまでずっと見てきた

拡大をもたらし、湿地および海岸地区、廃棄
物管理に同様の取組みを触発するところとな
った。95　第1期（2004年から2009年）の総括か
ら、大幅な貧困削減には公共事業計画の期間
が短すぎ賃金も低すぎることが判明すると、
政府は第2期に新たな最低賃金制度を設定した。
　公共事業プログラムは、女性と働けない人々
に対してオプションを提供する必要がある。
南アフリカの「ワーキング・フォー・ウォーター」
プログラムは、女性に60％と障害のある人々
に2％の雇用枠を設定している。96　インドの全
国農村雇用保障法では女性と被差別カースト、
被差別部族が対象者の50%（重複含む）を占
めている。
　適応性のある社会的保護プログラムの設計
と管理にコミュニティを関与させることが重要
となる。インドの全国農村雇用保障法の経過
には、村落住民がプロジェクトの特定と地域
当局との交渉にエンパワーメントされているこ
とが表れている。97　ガバナンスと意思決定へ
の幅広い参加が、強力で説明責任のある制度
と公平な結果にどのように寄与するかに関し
ては、次章で詳述する。
　つまり、適応性のある社会的保護がどのよ
うにおこなわれるかは、公平性と環境に対す
る政治的選好と、社会的保護と貧困削減の一
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主要改革を提言する。
● 国家レベルにおいては、公平性を政策の最
前面に位置づける必要性と、法と政治の領
域におけるエンパワーメント拡大の潜在的
な乗数効果を強調する。

● 世界レベルにおいては、差し迫る環境的脅
威に対して、より大きな資源を充てることと、
資金へのアクセスにおいて恵まれない国々
や集団を公平に代表させることの必要性を
訴える。
　協調行動によって、公平性と持続可能性を
人間開発の中心へ近づけることが可能である。
現状を見ると、開発計画が不必要なトレード
オフを引き起こしていることがあまりにも多す
ぎる、すなわち経済成長のために、健全な環
境や公平な富の分配が犠牲にされている。そ
の背後には、一方の目的はぜいたく、つまり他
方の目的よりも重要度が低いという考え方が
ある。そこには、力の不均衡と政治的な制約
が大きな影を落としている。そしてあまりに多
くの場合、開発計画は不完全で、公平性の促
進が図られていない。しかし政策によって健
全なコミュニティ、健全な経済、健全な環境
の相乗効果を最大化することが可能である。
　本章では、本報告書の中心的主張にさらな
る裏付けを加える。すなわち、持続可能性と
公平性に対するアプローチを統合することに
よって、人間開発を促進する革新的な解決方
法と具体的な指針を生み出すことができる。

　本報告書はここまで、世界の貧困層が依存
する生態系サービスの喪失、および環境悪化
と併存し、またその悪化を引き起こしている
人々、集団、国々の大きな格差に焦点を合わ
せてきた。むろん、これはなかなか大変な課
題である。しかしいくつかの面において、現
在の状況はこれまでになく進歩につながりや
すい性質を帯びている。グローバルな社会的
意識の高まりと、世界各地に広がる民主主義
への新たなうねりは改革への予兆にほかなら
ない。
　この論点をさらに進めるためには特に、
2012年の「国連持続可能な開発会議（リオ＋
20）」の前に、大胆な発想が求められる。本報
告書は、持続可能性と公平性の複合レンズを
通じて人間開発促進に新たなビジョンを切り
開くものである。そのビジョンが現実となるた
めには制度の強化、能力の拡充、政策の改革、
民主的統治の強化がなされなければならない。
　このビジョンは、国家とコミュニティの役割
および出現しつつある機会を見定めて生かす
能力の拡大的見直しを求めるものである。ア
マルティア・センの洞察と人間開発アプローチ
の主要原則の上に構築されたこのビジョンは、
多様な価値観や条件、目的を認識したうえで、
包括と参加と理性的社会対話に根差した持続
可能性と公平性へのアプローチに力点を置い
ている。
　世界はミレニアム開発目標の先に、公平性
と持続可能性を反映する2015年以降の開発の
枠組みを必要としている。リオ+20は、前進の
仕方に共通理解を得るための大きな機会とし
て卓抜している。
　本章では、国家および世界レベルにおける



108 人間開発報告書 2011

て5%以上の所得損失を受け入れる国または地
域がないとすると、二酸化炭素濃度の上昇に
よって世界の平均気温は2100年までに産業革
命前よりも3℃上がることになる。1　第2章で述
べたように、2℃を超える気温上昇は多くの途
上国に甚大な影響もたらす。2　したがって私た
ちは、代替の道筋がもたらしうる結果と地球
規模で協力を促す枠組みに力点を置く。調整
のコスト分担とグリーンな成長の促し方に関
する体系的思考が、技術の革新に対する支援、
発言力と説明責任の拡充における協調的社会
行動とともに決定的に重要となる。
　従来型成長モデルの根本的見直しは、すで
にかなり進んでいる。2008年の世界金融危機
とその余波によって、行き過ぎた規制緩和の
振り子を戻すべきであるというコンセンサスが
さらに強まった。3　従来型政策の経済的失敗
に輪をかけているのが、それに伴う不公平の
拡大や環境悪化のような他のコストである。
第1章で論じたように、最近の金融危機の教訓
は気候変動の潜在的影響にもあてはまる（BOX 
1.1参照）。より積極的な公共政策が不可欠であ
る。その大きな理由として、開発を炭素排出
から切り離さなければならないことと、生態系
サービスの真の価値を国家の開発計画に織り
込まなければならないことがある。ここでの朗
報は、自由市場アプローチを長年推進してき
た世界銀行のような組織においても、経済を
よりダイナミックな活動に向けて再構築する先
見行動型の政策および介入の再認識といった
産業政策の再認識または再発見が広がってい
ることである。4　広範な市場の不完全さを克
服するためには、意思決定において外部要因
を内部化すること、場合によっては外部性が
存在しない一部の生態系サービスのような市
場を創出することが1つの必要条件となる。温
室効果ガス排出によって生み出されるコストと
リスク、環境悪化による生態系サービスの喪

「何も対策を講じない」ことは
公平でも持続可能でもない

　成長の最大化という従来のフォーカスには、
経済活動の環境的影響と外部性を無視するモ
デルがともなってきた。指揮統制システム（旧
ソ連邦）、社会主義経済の自由化（1990年代の
中国）、かなりの自由市場経済（20世紀の大部
分におけるオーストラリアと米国）がそうであ
る。特に第2次世界大戦後、経済成長の加速は
炭素集約を伴い、経済に対する規制は後退し
た。第2章で述べたように、世界は環境を顧み
ない野放図な成長によって、大気中の二酸化
炭素濃度が350ppmを超える状態となり、複合

的な大災害の危険が生
じる水準に向かってい
る。
　人間開発における継
続的前進に危険を及ぼ
す重大な環境的課題に
直面しながらも、あま
りに多くの場合、世界

の協調行動は必要水準を大きく下回っている。
本章では課題の規模を見極め、根本的な矛盾
を指摘する。すなわち、「何も対策を講じない」
ことは持続可能でも公平でもないにもかかわ
らず、前進への試みが政治的経済の制約によ
って阻まれている。ここでは、国家が変革を
促すうえでの主要原則を提示し、さらに世界
レベルでの主要要素を取り上げる。
　環境悪化の進行によって、40年間にわたる
人間開発の国際的収斂がたちどころに崩れか
ねない状況となっている。現在の技術と生産
に伴う炭素集約度をふまえて、経済的コスト
と環境的ダメージの潜在的なトレードオフにつ
いて考えてみよう。本報告書のためのシミュ
レーションでは、将来の総所得の1%以上の損
失、あるいはいずれかの時点で5年間にわたっ

環境悪化の進行によって
40年間にわたる人間開発の
国際的収斂がたちどころに
崩れかねない状況と
なっている
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セスが決定的に重要となるが、能力面の制約
と縦割り型アプローチによって効果が妨げら
れる恐れがある。たとえばバルカン半島西部
の諸国においては、国家的な協調メカニズム
の不備が気候変動緩和政策の導入に対する大
きな障害となっている。6

　明白な点として、公
平性の問題は先進国対
途上国という範囲を大
きく超え、また緩和コ
ストの問題だけにもと
どまらず、調整の負担
にまで及ぶ。手続き上
の公正さとして、すべ
ての当事者が効果的に
参加できることが求められる。7　つまり、各国
内でロビー活動をおこなっている集団の一部、
たとえば女性や先住民族に公平となる政策を
求めている集団なども、国際舞台での発言に
値する。同様に世界規模の環境金融やガバナ
ンスメカニズムも、各国政府という枠を超える
公平で公正な代表性の原則に沿わなければな
らない。

開発モデルの見直し――
変革への梃子

　求められる変容には、持続可能な人間開発
の支柱を統合する革新的なアプローチが含ま
れる。国々の文脈の違いが深く考慮されなけ
ればならない。言い換えれば、政策立案ある
いはプログラム導入において、汎用的な思考
が効果を発揮することはほとんどない。ここで
提示するのは、そうした努力の導きとなる2つ
の大きな道筋――1つは公平性の視点を政策と
プログラムの設計・評価に組み入れること、
もう1つは法と政治の領域におけるエンパワー

失、技術革新への過小投資ゆえに、革新的な
再生可能エネルギー技術へのさらなる投資が
求められる。企業が新技術への投資の長期的
便益を過小評価していたり、あるいは企業が
その便益にあずかれなかったりするのならば、
企業の投資は社会的・世界的な最適水準を下
回ることになる。
　第4章で述べたように、綿密な設計と実施に
よるインセンティブが変革を導きうる。たとえ
ば、日本が2009年に導入した住宅屋根用太陽
光発電パネルの電力買い取り制度は、投資を
促すと同時に消費者の節電へのインセンティ
ブとなった。同様にカナダ、デンマーク、イン
ド、スウェーデン、米国では税制インセンティ
ブが再生可能エネルギーへの投資促進に結び
ついている。5　しかし価格ベースのインセンテ
ィブは、特に乏しい資源を対象とする場合、
恵まれない集団をさらに貧窮させたり排除し
たりすることにならないよう綿密な設定が求め
られる。
　環境問題に対する公共政策の大きな障害と
して、意識の欠如がある。世界の人々の約3分
の1は気候変動について知らず、深刻な脅威と
見なしている人、あるいは人間の活動が少な
くとも一因であるということを知っている人
は、約半数にとどまっていると見られる（第2
章のBOX2.5参照）。しかし意識が高まったと
してもなお、深刻な政治的障壁が残ることに
なる。言い換えれば、私たちが結束して行動
できていないことは、政治の複雑性と変革に
反対する集団の力を映し出してもいる。第2章
と3章で示したように、気候変動に最も影響を
受ける多くの国やコミュニティが力と影響力を
欠いている。したがって、意義ある変革の機
会を戦略に重ね合わせるうえで、このような
制約について理解することが最初の重要なス
テップとなる。
　第4章で論じたとおり、国家の計画立案プロ

公平性の問題は
先進国対途上国という
範囲を大きく超え
また緩和コストの
問題だけにもとどまらず
調整の負担にまで及ぶ
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際になされることはほとんどなく、プロジェク
トと政策の分析において公平性が無視される
結果となっている。移転をともなわなければ、
費用対効果分析のテストを通過した政策やプ
ロジェクトであっても、すべての人に便益をも
たらすとは限らない。むしろ一部集団の幸福
を損なうことさえある（BOX5.1参照）。しかし、
環境と回復力増進に関わる便益の適正な評価
は難しい。この点は、わけてもサービスの価
値が完全に知られていない生態系についてあ
てはまる。
　経済政策改革の分配分析は、相異なる集団、
特に貧しく弱い集団の幸福に与える影響を調
べることを通して、過去10年間前進した。世
界銀行はこの種の数々の分析を支援している
が、意思決定に寄与するにはタイミングが遅
かったり、あるいは政策立案者がそのような
評価結果を十分に織り込んでいない場合もあ
る。10　また分配分析は依然として所得だけに
限られる傾向にあり、従来の経済ツールを用
いて価格や雇用などの伝達メカニズムに焦点

メントである。それぞれについて、基本原則
とともに一部諸国の経験を示していく。

グリーンな経済政策への
公平性の視点の統合

　公平性への配慮を環境政策に十分に組み入
れる必要性は、本報告書の主題の一つである。
従来の評価は往々にして、政策あるいはプロ
グラムの勝者と敗者に関してまったく触れな
い。8　しかし、分配の側面にも明示的な考察
が必要である。なぜなら、貧困層と富裕層に
対する効果は平均的効果と異なりうるし、さら
には所期の効果とも異なりうるからである。貧
困層と富裕層、男性と女性、先住民族間、地
域間の差異を考慮することが重要である。そ
うした考慮はグリーンな経済政策の目的と合
致するのみならず、実施面において、より鋭
敏なフォーカスをもたらすことになる。
　費用対効果分析に分配の側面を組み入れる
重要性は、かねてから認識されているが、9　実

BOX 5.1

汚染削減政策の分配への影響

　現在の議論においてはしばしば、汚染軽減政策は逆進性をはら
むという問題認識が提起されるが、取るに足る体系的な影響分析
はほとんど示されていない。求められる分析の類型を表すものと
して、電力などの形で化石燃料を集約的に用いる製品の価格上昇
につながるキャップ・アンド・トレード方式のような炭素排出枠
制度が挙げられる。この場合、第1波と第2波の影響に目が向けら
れる。
　 1.すべての人が実質所得の低下に直面するが、そうした製品に
対する支出が所得に占める割合において低所得世帯のほうが高
いのであれば、効果は逆進的であることになる。
　 2.技術が資本集約型である場合、汚染抑制の義務化は、企業を
汚染防止への資本投下に向かわせる可能性があり、そうなると
労働力需要と相対的賃金が押し下げられる。低所得世帯は賃金
が所得に占める割合が高いため、ここでもより大きな影響を受
ける可能性がある。
　 3.失業は炭鉱労働者など特定の地域や産業、集団に集中する可
能性がある。産業の縮小とともに、その産業特定の人的資本を

有する労働者が投資を失う一方で、再生可能エネルギーなど高
エネルギー効率技術の技能労働者に割増が及ぶことになる。
　このような効果は、ケースバイケースで調べられるべき重要な
経験的問題点を提起する。経済協力開発機構（OECD）加盟国を
対象とした研究では、真に「グリーン」な技能はごくわずかであり、
大半のグリーンな仕事は私たちになじみ深い職業に似通っている
ことが示唆されている。これは先進国で職を追われた労働者に朗
報となるものだが、その他の国々に関しても調べる必要がある。
　低技能労働者は炭素税によって職を追われる可能性がより高い。
OECD諸国において、低技能労働者は高技能労働者よりも失職後
の失業期間が長く、同等の賃金水準で再雇用される割合も低い。
したがって政府は環境規制の導入に際して、悪影響を被る集団に
目配りをする必要がある。すでに不利な立場にある集団が影響を
被る場合はなおのことである。このような問題を避けるために、
政策には再分配と歯止めのメカニズムが含まれなければならない。

出典：Fullerton 2011.
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響を明確化できる。たとえば水道料金の値
上げはアクセス機会を狭め、健康に害を及
ぼすことになる。灯油価格の値上げは、バ
イオマス燃料による炊事への逆行を引き起
こし、健康と環境に害を及ぼす。

● 直接的および間接的な影響を理解すること　
直接的な影響の後に間接的な変化の第2波が
続く場合がある（BOX5.1参照）。

● 補償のメカニズムを考えること　税と移転
に高度なシステムを備えている国は、所得
税あるいは社会給付を悪影響の相殺に用い
ることができる。たとえば南アフリカは、生
物多様性の価値が高い土地を保護区域とし
た共同所有者や私有者に所得税控除を適用
している。11　しかしながらこの種の仕組み
は実現可能性が低いため、それに代わる補
償や免除が求められる。

● 異常気象のリスクを理解すること　確率が
どれほど低くても、異常気象、特に最も弱
い人々に対しての甚大な悪影響を考慮し、
リスクを削減することは欠かせない。12　こ
のような分析から、気候リスクに最も弱い
集団に対して、ベトナムにおけるマングロー
ブ再生が示しているように土地利用計画と

を置いている。この種の分析は全体像の重要
部分を欠くことがあるため、私たちはアプロー
チの拡大と深化を提言している。

主要原則
　環境への規制と補助金は、個人、世帯の構
成員、労働者、事業者、農業者としての人々
の能力に影響を及ぼしうる（図5.1参照）。政策
は人々の財産、機会、代理行動に影響を及ぼし、
それを通じて広範な資産の分配にも影響を及
ぼしうる。
　垂直的公平性と水平的公平性がともに重要
である。垂直的公平性は、分配全体にわたっ
ての個人のあつかいに目を向ける――たとえ
ばガソリンへの課税がもたらす影響は、分配
の底辺に位置する人々と頂点に位置する人々
とでどう異なるのか。これに対し水平的公平
性は、集団あるいは地域間の差異に関わるも
のである。公平性をグリーンな経済政策の設
計に組み入れるための主要原則としては――
● 快適な生活の非所得側面を中心に据えるこ
と　多次元貧困指数（MPI）を基礎にする
ことで、不便な状況に関する理解を広げ、
貧困のあらゆる側面にわたる政策変更の影

図 5.1

公平性を政策設計に組み込む

コミュニティ企業農地

分与
機会
代理行動

人々の能力

主要な分配側面
生計、資産、土地、技能、
社会資本、機会の源泉

設計側面

対象範囲、コスト、財源、
便益、規模、補償

制度的な枠組み
結果と分配的影響の
モニタリング

環境政策手段
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係する。すなわち新しい活動に対する一定限
度のインセンティブ、自動時限条項（補助金
が一時的となるように）、明確な成功指標であ
る。このためには適正な制度、政治的擁護、
民間セクターを関与させる体系的な討議が求
められる。17

国々の経験
　環境政策の設計に分布分析を用いる国は増
えている。財政改革の一環として環境税を導
入するという南アフリカの計画は、予期される
影響に関する定量・定性ステークホルダー分
析をふまえたものである。18　ベトナムは、価
格と部門に対する影響のシミュレーション評
価をふまえて新税を発表した。19

　汚染の価格化のような構造改革を導き出す
ための政策は、必然的に勝者と敗者を生むこ
とになる。一部の企業は不公平な悪弊だと主
張するであろう。免除や補償など、このような
問題に対する政策措置は高くつく場合があり、
分配的影響も理解される必要がある。より効
果的な協議や民衆との対話なども検討される
べきである。20

　消費と生産のあり方が分配的影響を形成し
うる。エネルギー部門における2つの事例を挙
げると――
● ガーナの電力部門は政府予算を食いつぶし
ていた。2002年の時点で、電力公社の赤字
は政府予算の11％、GDP（国内総生産）の4
％に迫っていた。分布分析の結果から、補
助金は主として都市部の中間層世帯に便益
を与えていることが明らかになった。農村
部の貧困層で電灯を使用しているのは7％に
すぎなかった。最も貧しい北部地域の農村
部における電化の遅れは、補助金の削減、
エネルギー効率に対する社会意識の向上、
市場効率を高める努力の徹底が必要である
ことを意味していた。21

生態系への投資がコスト効率に優れた緩衝
措置となりうることが明らかになる可能性が
ある。13

　したがって、個々の政策を受け入れるか否
かでなく、一連の設計を考えたうえで、どれ
が公平性において結果の改善につながりうる
のかを見極めることが重要となる。データ、
分析、能力、時間には常に制約が伴う。ゆえに、
主目的の達成には柔軟性が求められる。
　ステークホルダー（利害関係者）分析は欠
かせない。政治的経済要因とさまざまな行動
主体の影響は、政策の設計と実施の両面に及
ぶことになる。たとえば米国の石油業界は
2010年、連邦議会に対するロビー活動に15億
ドル近くを費やしている。14　タンザニアでは
石炭の生産・取引・使用に関する改革案が、
販売―輸送―卸売ネットワークのニーズと影
響力を色濃く反映する内容となっている。15　
政策設計と実施に際しては、このような影響
力と予期されるインパクトに対処しなければな

らない。
　制度設定に関して
は、レント・シーキン
グ（ただ乗りのような
利得）と公務員の汚職
に対する守りを固めな
ければならないし、さ
らにそれにも増して科
学的知見の歪曲、公平
な代表の原則への違
反、消費者製品のグリ

ーン認定に関する偽装に対しても同様に守り
を固めなければならない。16　国家に必要なの
は、包括的なグリーン成長を支えるとともに陥
穽にも注意し、選り抜いた種類の経済活動を
国家的に促進するという課題に立ち向かう産
業政策である。新しい産業政策の特徴的内容
は、開発の炭素集約度削減という政策にも関

国家に必要なのは
包括的なグリーン成長を
支えるとともに落とし穴にも
注意し選り抜いた種類の
経済活動を
国家的に促進するという
課題に立ち向かう
産業政策である
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そして、エンパワーメントはそれ自体が重要な
結果である。実際問題として、このことは何
を意味するのか。発言力と代表性の拡大が持
続可能性と重要なつながりをもつ2つの領域を
考えてみよう。1つは法の領域で、権限を付与
する機関と清潔で安全な環境への権利である。
もう1つは政治の領域で、参加と説明責任の拡
大を意味する。

清潔で安全な環境――特権ではなく権利
　すでに生まれている人々、まだ生まれてい
ない人々を含むすべての人々が清潔で安全な
環境への権利をもつというのは強力な概念で
あり、第1章で示した枠組みに基づいている。
このような権利の世界的な確保は前進が遅い
とはいえ、24　少なくとも120か国の憲法が環境
的規範もしくは環境的危害を防ぐ国家義務に
触れている。25　また、明示的な環境的権利は
ないまでも多くの国が、個人的権利に関する
一般的な憲法規定を清潔で安全かつ健全な環
境への基本的権利を含
むものと解釈している。
この権利は、身体的健
康と一体性保持の権利
および自然を享受する
権利から派生している。
　アマルティア・セン、
マーサ・ヌスバウムら
は、能力アプローチと
権利に基づく人間開発
へのアプローチの間の
密接な関係を指摘している。26　しかし自由や
能力そのものの概念と異なり、認められてい
る人権は相応の義務もともなっている。そのよ
うな義務にもかかわらず、人権は法的権利と
同等ではない。ただし人権が立法を促し、し
たがって法的行動の根拠となることはある。
後述する情報への権利のように、一部の権利

● ラオスでは、1980年代末から近代的なエネ
ルギーサービスへのアクセスが急速に拡大
するなか、公平性の主要側面がプログラム
設計に組み込まれた。その一環として「貧
困層に電気を」という政策により、貧困世
帯の電化に無償融資が提供され、わけても
女性世帯主家庭に便益が及んでいる。地方
のコミュニティと農村部世帯も所得創出活
動のための電力使用に助成を与えている。22

　このような介入からはいくつかの洞察を得
ることができるが、影響は常に個々の文脈に
根差しており、地域的な分析が必要である。
　データの制約から理解が限られることもあ
る。人間開発と公平性への影響という複合分
析には、統計能力を得るために個人と世帯の
情報、ならびに定性データが必要である。こ
のことは、特に途上国における分散データの
改善を継続することの重要性を示している。
　事前評価は結果のモニタリングを伴う必要
がある。バングラデシュの農村部では、家庭
用太陽光発電設備の導入による灯油使用の減
少が年間総排出量の4％に相当する二酸化炭素
排出削減につながっていると推計された。23　
調査結果から、太陽光発電に対する総額4億ド
ル近くで、民間のマイクロクレジット（少額融
資）機関を通じて給付された補助金は、対象
の特定が正確であれば累進性をもつことが示
された。それというのも、所得下位の二集団
が上位二集団と比べて灯油に約3倍の支出をし
ていたからだった。また便益には照明の向上、
子どもの教育への好影響、屋内空気汚染の軽
減、健康への恩恵も含まれていた。

変化を生み出すための
人々へのエンパワーメント

　本報告書は、公平性と環境的便益を生み出
すためのエンパワーメントを論点としている。

健全な環境への
平等な権利を
憲法が保障することは
公平性の促進につながる
なぜならそのアクセスが
経済的余裕のある
人々だけに限られなく
なるからである
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憲法評議会に訴える権利をもたず、このこと
が実効性を制限している。34　ナミビアでは、
環境権は個人的利益が関わる者によってのみ
履行され、公益の主張は禁じられている。35

　チリ、コスタリカ、エクアドル、ペルーなど、
いくつかのラテンアメリカ諸国は法的強制力の
ある実効性のある環境権を有する。チリの最
高裁判所は、政府発行の林業許可証を無効と
する判決を下した。環境に及ぼす影響が十分
に検証されていなかったという判決理由であ
り、それは、環境汚染のない生活に対して直
接的影響を受ける国民だけでなく、すべての
チリ国民の権利への侵害に相当するとの判断
だった。36

　多くのラテンアメリカ諸国の憲法が、先住
民族の環境権を認めている。37　パラグアイで
は、先住民族は国家によって居住地の劣化と
環境汚染から守られると規定されている。38　
ガイアナには先住民族の権利に沿った環境権
が存在する。39　ボリビアで提案されている「母
なる大地法」は、この認識をさらに一歩進め
て自然界にも人間と同等の権利を認める内容
となっている。この提案は、環境と大地の聖
なる女神「パチャママ」を生命の中心に置く
アンデス古来の精神的な世界観の復活に強く
影響されている。40

　アジア諸国のなかでは、環境に関わる国家
の作為または不作為に個人が訴えを起こすこ
とを認めている点で、インドが特記に値す
る。41　インド裁判所は、憲法における環境権
を幅広く解釈し、公衆衛生を守る権利ともと
らえている。たとえば環境保護推進派は、環
境関連法に照らして、政府は公衆衛生の観点
からニューデリーの大気汚染を削減する義務
があると訴え、同市内のバスの燃料をディー
ゼルから液化天然ガスに変える行政命令を実
現させるに至った。42

　ブータンは伝統的規範と文化に沿って、環

は手続きに関わるものであり、機会とプロセス
の両方の側面を包含する必要がある。27

　健全な環境への平等な権利を憲法が保障す
ることは公平性の促進
につながる。なぜなら
そのようなアクセスが、
経済的余裕のある人々
だけに限られなくなる
からである。28　そし
て、そのような権利を
法的な枠組みに組み入
れることは、政府の優
先順位と資源配分に影
響を及ぼしうる。

〈拡大する国家の経験〉
　多くのEU（欧州連合）諸国が基本的な環境
権を自然法の問題として、つまり生来の普遍
的権利として認識している。英国では人権法
に健全な環境への権利が含まれている。29　欧
州人権宣言は環境権に言及していないが、深
刻な環境被害は私生活と家族生活を尊重する
権利の侵害に相当しうるとしている。30　スウ
ェーデンは、憲法に基づく「乱さず、壊さず」
の政策を通じて自然享受権を認めている。す
なわち、他者に迷惑をかけないかぎり自然の
中を自由に歩き回れる権利である。31

　ケニアの2010年憲法は清潔な環境への権利
を認め、政府に自然資源の維持を求めてい
る。32　少なくとも他に31か国のアフリカ諸国
が憲法で環境権に触れている。そしてエチオ
ピア、ナミビアを含む一部の諸国では、経済
開発が環境に害を及ぼすことがあってはなら
ないと定めている。33

　しかしながら南アフリカを除いて、アフリカ
における環境権の実効性はまだおおむね確か
められていない。一部の国は構造的な障害を
かかえている。カメルーンでは市民が国家の

健全で十分に機能する
環境に対する平等な権利の
法的認知と並んで
制度の有効化が
必要とされる
その制度には公正な
独立した司法と
政府に情報公開を
求める権利が含まれる

115第5章　政策の課題に立ち向かう

ると、ほぼ半数の国の人々が自国の司法制
度と裁判所に信頼を置いていない。48

　このことは、より広範な改革の導入と権利
履行の文脈改善の重要性を示すものである。　
政府がもつ情報への権利は広がりを見せてい
る。少なくとも49か国の憲法がこの権利を認
め、さらに少なくとも80か国の議会が情報に
対する権利を立法化している。南アフリカの
1996年憲法は、すべての国民に「あらゆる権
利の行使または保護に必要とされる国家およ
び個人の保有するすべての情報に対するアク
セスの権利」を保障している。アルゼンチン、
カナダ、フランス、インド、イスラエル、韓国
では上級裁判所が、憲法が保障する表現の自
由は黙示的に情報へのアクセス権を認めるも
のであるとの判断を示している。49

　しかし、立法は最初のステップにすぎない。
実施も同様に重要である。市民社会組織は、
情報に対するアクセスの法的権利の履行にお
いて市民の理解・活用を助け、公務員に情報
開示の訓練を施し、履行の監視にあたる重要
な存在となる。ブルガリアでは非政府機関
（NGO）の「情報へのアクセス・プログラム」
が、情報に対する権利と市民の諸権利の範囲
に関して、一般市民への法的な支援の提供と
啓発活動を行っている。50

　情報開示は環境保護と市民のエンパワーメ
ントに極めて重要である。汚染者に排出・放
出に関する情報を開示させることは、違反を
減らし規制を補強することにつながりうる。カ
ナダのブリティッシュコロンビア州の情報公開
戦略は、国の環境省による旧来の制裁規定よ
りも排出とコンプライアンス（法令順守）に大
きな効果をもたらした。加えて基準と罰則の
強化も効果を生んだ――これは情報と規制の
両方が排出削減につながりうることを示唆し
ている。51　中国では、企業の環境関連業績を
評価・公表するプログラムによって工場の大気・

境保全を国の開発計画の中心に据えるパイオ
ニアとなっている。43　2008年憲法第5条は、環
境保護、生物多様性の保全、生態系劣化の防
止をすべてのブータン国民の責務としている。
さらに同条は、国土の少なくとも60％を森林の
まま永久に維持することも定めている。
　たとえ権利がイマヌエル・カントの言った不
完全義務を定めているにすぎない場合でも、
集団や個人に対して環境保護への社会的行動
を起こす力を与えうる。アマルティア・センが
書いているように、「対話、権利擁護、問題意識、
および十分な情報に基づく公開討論の重要性
ゆえに、人権は必ずしも拘束力のある法規制
に頼ることなく影響力を及ぼしうる」のであ
る。44　事実、手続き面において環境保護に関
わる人権は、しばしば実質的な環境権よりも
注目を集める。45

〈制度の有効化〉
　健全で十分に機能する環境に対する平等な
権利の法的認知と並んで、制度の有効化が必
要とされる。その制度には公正な独立した司
法と、政府に情報公開を求める権利が含まれ
る。たとえば――
● 米国では、環境保護団体が私企業の民衆に
対する不法行為の訴えを起こすうえで、炭
素排出レベルに関する情報を用いている。46

● カナダで2008年にシスコがカナダ放送協会、
グリーンネクサスと連携して立ち上げた
「100万人のグリーン行動」は、テレビのほ
かフェイスブックやツイッターなどのインタ
ーネット資源を活用して、カナダ国民の間に
環境問題に関する対話を広げ、「グリーン行
動」を促している。この運動は1年間で200
万件に迫るグリーン行動を生み出した。47　
市民的自由につながる制度的文脈が必要な
背景となる。しかし、ギャラップ社が140近
い国々を対象に行った最近の世論調査によ
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る取組みである。56

参加と説明責任
　プロセスに参加する自由は、人々が自分た
ちにとって重要な目標を追求することを可能に
するものであり、HDR2010年版で述べたよう
に人間開発の中心をなすと同時に、内在的価
値と手段的価値の両方をもつ。力における大
きな格差は持続不可能な結果として表れてい
るが、これを裏返すと第3章で論じたように、
より大きなエンパワーメントがポジティブな環
境的変化を公平に生み出しうるということにな
る。民主主義は重要であるが、市民社会に権
能を付与し、市民の情報へのアクセスを広げ
るためには、特に女性および他の影響を被っ
ている集団に対して国家制度が包括的で説明
責任の伴うものでなければならない。

参加促進のための舞台
　参加の前提条件となるのが、オープンかつ
透明で包括的な討議プロセスである。エネル
ギー問題を例に取ろう。本報告書のための調
査から、エネルギーに関する決定の大半が非
公開の場でなされ、民主的な場でおこなわれ
ることは、ほとんどないことが明らかになって
いる。57　商業的な秘密性あるいはエネルギー
供給の地政学的戦略性という性質から、エネ
ルギー政策決定の協議に一般市民が参加する
ことはほとんどない。「諮問」には限定的ある
いは不完全な情報しか提供されず、公平性と
影響の評価は無視され、結果も十分に報告さ
れない。市民の参加や発言が正式に求められ
た場合でも、その役割は政策の選択と決定で
なく追認であることが少なくない。58　たとえ
ばオーストラリアの一連の事例では、地方政
府と汚染産業、地元コミュニティの間にオープ
ンな意見交換がなく、汚染地点周辺での生活
や労働に対する危険性も市民側に伝えられて

水質汚染防止が促され、それが企業の市場競
争力とコミュニティなどステークホルダーとの

関係改善につながって
いる。52　チェコ、エジ
プト、インドネシア、
メキシコも「環境汚染
物質排出移動登録」の
導入による同様の結果
を示している。53

　国際社会でも環境関
連情報へのアクセス権
を認める動きが広がっ
ている。54　そしてこの
動きが、情報に対する

権利は憲法に規定されているととらえる広義
の解釈を促している。
　持続可能な人間開発の複雑な部門横断的課
題は、時間軸の長いものであり、長期にわた
って取組まねばならない。55　決定の変更、資
金導入、新しい戦略的計画の策定には何年も、
ことによると何十年もかかりうる。そのなかに

含まれるものとして、
環境問題を政府計画の
中心部分に組み込むた
めの大幅な制度改革が
ある。ルワンダの政府
は、環境と自然資源の
管理計画を国の開発計
画に組み込む必要性を
認識し、環境管理庁が
国家・地方政府ならび
に市民社会と緊密に協
力する態勢を整えた。
これは、社会の全部門
に効率的な環境管理と
合理的な自然資源の利

用を求めることによって、持続可能な開発と
清潔で生産的な環境で生活する権利を促進す

民主主義は重要であるが
市民社会に権能を付与し
市民の情報へのアクセスを
広げるためには
特に女性および
他の影響を被っている
集団に対して国家制度が
包括的で説明責任の伴う
ものでなければならない

気候変動などのグローバルな
環境問題において
手続き面での公平性は
すべての国が
国際協議の方向性と
内容に対する影響力の点で
平等な機会を
もつことを意味する
しかし現実には
往々にして
知識や経験の不足から
途上国が代表に加わることは
まれである
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か国の代表者数の3倍以上に及んでいる。64

　しかし、悪いニュースばかりではない。気
候投資基金の管理運営体制はすでに、より公
平な発言と参加の方向に向かって動いている。
それぞれの信託基金運営委員会において、資
金拠出国側と途上国側の代表が同数であり、
決定はコンセンサス方式で行われている。ま
た気候投資基金は市民社会、民間セクター、
さらに場合によっては先住民族にも正式オブ
ザーバーの役割を与えると同時に、課題事項
の提案や協議での発言も認めてオブザーバー
の地位をより意義あるものにしている。65　国
連の「途上国における森林減少・劣化の抑制
等による温室効果ガス排出量の削減」協働プ
ログラムは、さらにその先を行っている。戦略
的方向性と予算配分を決める執行理事会に、
先住民族と市民社会の代表をオブザーバーで
なく正式メンバーとして加えているのであ
る。66　それでもなお、効果的な参加に対する
障壁は多くの国家および地域的問題の文脈に
おいて残っている。女性など一部の集団は伝
統的に統治機関から排除されてきた。しかし、
ここでもまた変化が生じており、公平性のみ
ならず持続可能な環境資源管理に関しても変
化が生まれている。67　たとえばヨーロッパで
は、リサイクリング率の最も高い地方を管轄す
る行政当局は、女性管理職の数が平均を上回
っている。68

　インドにおける広範なフィールド調査では、
森林のコミュニティ管理に対する女性の積極
参加が、森林保護の大幅な改善に結びついて
いることが報告されている。69

コミュニティによる管理
　第4章で示したように、自然資源のコミュニ
ティ管理のメリットに対する認識が広がってい
る。この種のプログラムが貧困層、女性、高
齢者など脇に追いやられた集団を除外するこ

いない。59

　一般市民の懸念に政府が敏感な国では変化
が生まれやすい。たとえば米国では23の州が、
政策イニシアティブへの直接投票を求める一
般市民の訴えを認めており、一部の州はこの
仕組みを通じて環境・エネルギー政策を導入
している（たとえば2006年のワシントン州）。60　
民間企業の排出と気候変動に対する説明責任
を追及している集団もある。61　しかし、この
ような問題意識が既得権益によって打ち消さ
れてしまうこともある。たとえばロシアにおい
て、産業のグリーン化に向けて世論の支持を
まとめ上げようとした市民社会が直面した問
題のように、62実際には第3章で示したとおり、
市民社会の活発な活動はポジティブな結果を
生み出しうる。
　積極的なメディア報道は社会意識を高めて
市民参加を促す。ルワンダでは、政府が社会
のすべての層を対象としてラジオ、テレビで
国内の環境問題について知らせる広報キャン
ペーンを開始した。メディア報道を受けて、
環境管理局をはじめとする省庁が環境問題を
計画立案に組み入れ、環境保護への相互協力
を拡大する方策を探り始めるに至っている。63

　気候変動などのグローバルな環境問題にお
いて、手続き面での公平性は、すべての国が
国際協議の方向性と内容に対する影響力の点
で平等な機会をもつことを意味する。しかし
現実には往々にして知識や経験の不足から途
上国が代表に加わることはまれである。高度
な法的・科学的専門能力が求められる国際会
議の場で途上国が自国民の利益を代表して活
躍することなどほとんどない。2010年にコペン
ハーゲンで開催された国連気候変動会議には
194か国が参加したものの、コペンハーゲン合
意の内容を協議したのは一握りの大国だけだ
った。国際会議では通常、炭素排出上位5か国
の代表者数が、気候変動の影響を最も受ける5
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投資の資金調達と改革課題

　持続可能性に関する政策論議には、投資と
資金調達に関する大きな問題が伴うことにな
る。特に問題となるのは、どれだけの額が必
要か、誰がアクセスをもつべきか、誰がどの
ような資金に責任を負うべきか、という点であ
る。
　開発資金は、2つの形でグローバルなグリー
ン経済への公平な移行に制約を加えている。1
つは、グローバルな必要水準を大幅に下回っ
ていること。もう1つは、国および部門のアク
セスが不公平な状態にあり、したがって環境
破壊への対処に必要な資金が必ずしも得られ
ていないということである。それも往々にして、
最貧国が資金を得られない状態に陥っている。
　約178兆ドルの金融資産からなる世界の資本
市場は、この課題に立ち向かえるだけの規模
と深みをもっている。72　国連環境計画（UNEP）
は、中・長期の時間軸で十分な公的部門の支
援がともなえば、クリーンエネルギー技術へ
の民間投資は2012年までに4500億ドル、20年
までに6000億ドルに達しうると推計してい
る。73　地球環境ファシリティ（GFE）の経験
も民間投資がかなりの水準に達しうることを
示している。すなわち気候変動緩和のための
公的資金拠出は、民間投資に7倍あるいはそれ
以上の影響力を生み出している。74　このてこ
入れは投資フローの触媒となる公的行動を必
要とする。すなわち、適正な投資環境の確立
と地域的能力の構築である。
　これらの問題は、気候変動に対する回復力
をもつ低排出社会への移行に際して、必要な
公共・民間投資を動員する途上国の能力構築
の重要性を指摘しているUNDPの最近の報告
書に詳しく取り上げられている。75　中期的な
計画・予算・投資は、善意を結集し、拠出者
と政府機関を効果的に橋渡しする部門横断的

とのないように、政府をはじめとする組織はコ
ミュニティ主導のプロジェクトの支援に際し
て、すべての集団を意思決定と実施に関与さ
せる必要がある。たとえばネパールでは、コミ
ュニティ共有林グループへの指導を通じて公
平性と参加の問題に対する意識向上を図り、
最終的に女性と貧困層の参加と影響力を高め
る取組みがなされている。70

　女性など脇に追いやられた集団がコミュニ
ティの意思決定に参加できれば、大きな便益
が生まれうる。たとえばブータンでは、コミュ
ニティ森林管理に地元住民を関わらせること
と持続可能な生計活動のための森林資源アク
セス規制という二重の目標が設定されている。
このアプローチが生み出している便益の1つと
して、男性よりも女性に恩恵が及ぶ薪へのア
クセスの付与がある。ブータンの世帯調査か
らは、貧困世帯と女性世帯主家庭に対して、
裕福な世帯よりも多くの樹木を割り当てられ、
女性がコミュニティ共有林からより多くの薪を
得られるようになったことが明らかになってい
る。71

＊　　＊　　＊

　以上をまとめると、
国家レベルの公平性、
つまり持続可能性の複
合アプローチには、公
平性を政策とプログラ
ムの設計・評価に組み
入れ、法的権利とそれ
に応じた制度を通じて
エンパワーメントを高
め、参加と説明責任を
促進することが伴う。

開発援助は
低炭素エネルギーの
推計ニーズの
下限値に対しても
わずか1.6%の水準にしか
届いておらず
気候変動の
推計ニーズに対しても
11%前後の水準にある
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資金への平等なアクセスを保障するものとな
る。そして経済の観点からは、気候変動など
グローバルな集団行動に関わる問題の解決手
段を支えることが求められる。

世界は今、どの位置にあるのか

　世界全体のニーズ76と公的な援助約束額お

メカニズムの基礎となりうる。
　政府開発援助（ODA）の将来に関する活発
な議論が続いている。民間フローの重要性が
高まり、大半の国の開発資金に占める援助の
割合は縮小していく傾向にあることは容認す
るとしても、先進国は責任を縮小してはならな
い。公平性に関しては、豊かな国から貧しい
国への大きな移転が公平性の目標を達成し、

図 5.2

政府開発援助（ODA）の規模は必要な金額に遠く及ばない
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拡大するとした2005年のグレンイーグルズG8
サミット、援助を国民総所得の0.43-0.56%に拡
大するとしたEU、国民総所得の0.7%という従
来の目標を掲げた国連などである。
　先進国は気候変動緩和と途上国における適
応のために、2020年までに1000億ドルを拠出
すると約束している。しかしながら、この資金
拠出がほんとうに新たなものかどうかが不透
明である。というのは、現行の援助をただ新
しい目標に振り向け替えるだけではないかと
いう懸念があるということである。81

エネルギーおよび気候変動投資へのアクセス
　本報告書においてすでに述べたように、電
力を欠く15億人と旧来のバイオマス燃料に炊
事を頼る26億人にクリーンなエネルギーを提
供することは、大きなウィン・ウィン・ウィン
となる。クリーンなエネルギーは貧困の緩和、
屋内・屋外の空気汚染による健康被害の削減、
社会的・経済的開発の推進と同時に、エネル
ギーによる気候への影響の緩和にもつながり
うる。
　国際金融機関は、市場開放と資金への公平
なアクセスを念頭に置きながら、世界の多くの
地域でエネルギー部門の大幅な改革を目のあ
たりにしている。そして国々の側も、エネルギ
ー部門への民間投資の動員と誘致を図ってい
る。しかし政策立案者たちは、今なお、エネ
ルギー貧困82あるいはより大規模な気候変動に
対する取組みへエネルギー資金を振り向ける
ことができていない――特に民間セクターに
とって魅力の少ない国々において。
　エネルギー資金の方向修正には、今よりも
強い政治的意思と卓越したリーダーシップが
必要となる。さらに加えて、エネルギー貧困
への対処は政策課題のトップに位置する必要
がある。なぜなら世論の支持を維持すること
と、ミレニアム開発目標およびその先に向けて

よび支出に関する実証データは部分的にしか
得られておらず、重要性は不明確ではあるが、
全体的構図は明確である。低炭素エネルギー
の推計ニーズの下限値に対しても、開発援助
はそのわずか1.6％の水準にしか届いておらず、
気候変動の推計ニーズに対しても11％前後の
水準にある（図5.2参照）。水と衛生に関しては
それよりもわずかに高い水準にあり、援助コミ
ットメントは下限推計値の2倍強、上限推計値
の20%に近づく水準となっている。

　資金調達へのアクセスは不均等で、総じて
国の開発水準と相関関係にある。多くの資源
が開発ペースの最も速い国々に向かう。世界
環境ファシリティの資金供与先161カ国のうち、
低所得国は3分の1を占めているが、供与資金
に占める割合はわずか25％にとどまっている
（後発開発途上国では9％）。77　2010年に気候投
資基金の下で資金供与が承認されたクリーン
テクノロジー・プロジェクトでは、メキシコとト
ルコが全体の約半数を占めている。78　実証デ
ータはまた、時間軸を長くとるにつれて資源配
分の平等性が低下していくことも示している。79

開発援助にできること

　途上国開発援助は、多くの途上国にとって
外部金融の必須の源泉である。近年は政府援
助の質的・量的拡大に大きな前進が見られ、
2005-09年の増加率は約23％に達している。
　しかし、供与は依然として世界の開発の課
題に足る水準に達していない。2010年の援助
1290億ドルは、ミレニアム開発目標の推計達
成コストの76%の水準である。しかも、そのす
べてがミレニアム開発目標の達成に向けられ
るわけではない。80　先進国が表明した約束を
履行しない状態が続いている。その約束とは、
たとえば、2010年までに援助を年間500億ドル
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る補助金よりも額は小さい。つまり優先順位
の見直しの余地がある。2009年に世界の軍事
支出は世界のGDPの3％に迫り、一部の国はこ
の水準を大きく超えて
いる。たとえば米国
（GDPの4.7％）、ロシア
（同4.3 ％）などであ
る。87　2008年の金融危
機後の救済における公
的資金注入額は、米国
が不良資産救済プログ
ラムの下で7000億ドル
近く、EUは1兆ドル近
くに及んだ（どちらも
GDPの約6％に相当）。
　前章までに示したよ
うに、環境に有害な補助金の削減には極めて
大きな可能性がある。たとえばウズベキスタン
は、化石燃料への補助金が保健関連支出の10
倍以上にも及んでいる（それぞれGDP比で32
％と2.5％）。イランはGDPの20％を化石燃料消
費への補助金に注ぎ込み、教育にはGDPの5％
未満しか振り向けていない。88

　先進国は、気候変動枠組み会議で定めた「共
通だが差異ある責任」によって暗に示された
資金面でのコミットメントを守っているだろう
か。これまでに、気候変動への対策にほぼ320
億ドルの拠出が約束されている（途上国開発
援助の総額の約19％）。89　しかし、この額は推
計ニーズを大きく下回り、さらに実際の履行も
約束を大幅に下回っている。2009年の国連気
候変動枠組条約締約国会議（コペンハーゲン
国連気候変動会議）で約束された「新規の追
加的」拠出はまだ大部分が履行されておらず、
その8％弱が2010年に拠出されたにすぎない。
各国政府は拠出後の使途確認の方法と、拠出
が本当に追加分であるのかを確認する方法に
ついて合意に達していない。言い換えれば、

開発援助を維持することにおいて、それは中
心的意味をもつからである。
　気候変動に関する議論は資金の規模と方向、
源泉を1つの中核的側面とする。世界銀行は最
近、そうした投資の方向づけにおける困難性
をまとめている。たとえば情報不足と一貫性
の欠如、一部の投資目的の不明確さ、一部の
取引の秘密性、重複支出などである。83　コス
ト算定は理論上も実践上も困難であり、また
手法によって推計範囲が変わる。前提とする
条件、特に割引率に関して影響される。価格
変動に対する消費と生産の変動についても同
様である。これらの点をふまえたうえで、私た
ちは入手可能な実証データと知見をあらため
て精査した。
● 温室効果ガス濃度の削減に必要とされる
2030年までの投資（緩和コスト）に関する
最近の推計値は、世界GDPの0.2-1.2％まで
大きなばらつきがある。84

● 適応コストの推計はさらにむずかしく、また
関連の開発投資との区別も難しい。本報告
書では、適応に必要な年間投資を約1050億
ドルと推計している。85　この数字は、国連
気候変動枠組み会議が2030年までの推計値
とした490-1710億ドルの範囲内にある。気候
変動が生態系に及ぼす影響に対する適応の
コストを算出した他の推計は、これよりも2
倍から3倍高くなっている。86

● 気候変動に対する緩和と適応のコスト推計
は、2030年までの総額で2490億ドルから1兆
3710億ドルまでの開きがある。この大きな
開きの理由は何なのか。理由は、再生可能
エネルギーの導入コストが状況と場所によ
って異なること、すなわち世界的な推計が
難しいことである。
　不明確ではあっても、必要とされる額は明
らかに大きい。しかし現在の国防支出や最近
の金融部門救済、あるいは逆効果を生んでい

気候変動への対処に
必要とされる資金の額は
明らかに大きいが
現在の国防支出や
最近の金融部門救済
あるいは
逆効果を生んでいる
補助金よりも額は小さい
つまり優先順位の
見直しの余地がある
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本的衛生」の定義にもばらつきがあり、しば
しば一貫性のあるデータが欠けている。
　2010年の「衛生および飲料水に関する世界
の年間評価」（GLAAS）は、過去のいくつか
のコスト推計をふまえたうえで、ミレニアム開
発目標の水と衛生に関するターゲットの達成
コストを年間67億-750億ドルと推計している。90　
ユニバーサルアクセス（すべての人が利用で
きること）の達成には、これよりもはるかに大
きなコストがかかる。
　現在の国内的・国際的財源による支出額は、
それよりもずっと小さい。飲料水と衛生への
支出を報告している20の途上国のデータから、
GLAAS2010年版は政府国内支出の平均値を
2008年の数字で6500万ドル（GDPの0.48％）
とはじき出している。これに対し援助約束額
は、直近データとなる2009年の数字で143億ド
ル、実際の履行額は78億ドルとなっている。
　途上国における水・衛生部門はハイリスク・
ローリターンであるという投資家筋の基本認
識が、市場ベースの資金導入を困難にしてい
る。この部門の財政的持続可能性にはガバナ
ンス、制度、関税における改革が決定的に重
要である一方で、暫定的に資金のギャップを
埋めるものとして革新的なスキームが活用さ
れている（BOX5.2参照）。91

　ここでもまた、さらなる努力が必要とされる。
政府は明らかに重要であるが、財政援助への
依存度は高く、衛生と飲料水に対する国家支
出の大部分を頼っている状態にあり、一部の
国では90％近くに達している。さらに、コミュ
ニティ衛生などコスト効率の高い革新的アプ
ローチを用いている場合も、公的コミットメン
トが低すぎる状態にある。投資拡大のための
国内・民間資源のさらなる動員とともに、援助
の焦点を改める必要がある。HDI高位国とHDI
低位国の間の援助配分ギャップは、低炭素エ
ネルギーに比べれば水と衛生は小さくなって

正確なモニタリングには援助の基準ベースが
必要である。
　すでに気候変動の特別基金が24ほど存在す
る。鳩山イニシアティブ（すでに約束額の48
％が集まっている――うち35％は公的財源、
13％は民間財源から）のような国際基金もあ
れば、インドネシア気候変動信託基金（集ま
っているのは約束額の0.06％）のような国家信
託基金もある。これらの基金はそれぞれ構造
が異なり、また二国間のものも多国間のものも
あるため、支出の厳格なモニタリングはかなり
難しい。
　この混乱状態ゆえに、環境金融には、援助
の組織化と提供方法の改善につながる援助供
与からの教訓が組み込まれなければならない。
2005年の援助効率に関するパリ宣言と08年の
アクラ行動計画は、被援助国の主体性、援助
の配置と調和、相互の説明責任を高める原則
という点で一致している。2007年のバリ行動
計画は、これらの原則が気候変動ファイナン
スに組み込まれうることを示している。ただし
この状況は、1つのグローバルな巨大ファンド
が存在すべきだということを意味するもので
はない。それは実現可能でも望まれるもので
もない。この状況が示しているのは、複雑性
の削減とアクセスおよび透明性の改善の余地
である。また同等に重要なのが、可能なかぎ
り重複を避け、気候変動のための援助供与を
国の計画、および予算と一体化させることで
ある。

水の供給と衛生
　安全な飲料水と基本的衛生に関するミレニ
アム開発目標のターゲットを達成するには、ど
れだけのコストがかかるのか。その評価は基
準線や人口推移の前提、維持コストまで含め
るか否か、ローテクノロジーを利用するか否
かによって変わる。さらに「水の供給」と「基
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保障法は、2009年の数字でGDPの約0.5％の費
用で4500万世帯、労働力の約10%に便益をも
たらしている。95　国際労働機関（ILO）の2008
年の推計によると、一部のアフリカ諸国とアジ
ア諸国において労働者に年間100日間の雇用を
保障する制度の費用は、平均でGDPの1％に満
たない。96

　ILOは、世界のGDPの2％未満の費用で、世
界のすべての貧困者に困窮時における基本的
医療、基本的教育、基本的所得移転へのアク
セスとして定義される社会的給付・サービス
の最低限のパッケージを提供できるとしてい
る。97　気候変動への適応まで含める地域の回
復力の強化と生計の多角化戦略の支援による
規模拡大は、さらに費用がかかることにな
る。98　これはむろん大胆な構想ではあるが、
それでも費用は世界GDPの2.5％と管理可能な
範囲に収まりうる。99

＊　　＊　　＊

　以上をまとめると、資金調達に関する課題
は大きな課題に直面しているものの、明るい
材料も存在している。世界各国の政府の優先
順位は明確である――

いるものの、格差はなおも大きい。この制約の
一部は能力に関係しているが、より予測可能
性の高い資金供与が有用となる。92

社会的保護
　社会的保護に対する資金配分は世界全体の
推計でGDPの17%とかなりの水準に達してい
る。93　しかし、この支出の大部分が最も恵ま
れない集団に届いていない。高所得国が平均
でGDPの20％近くを支出しているのに対し、
低所得国の支出割合はGDPの4％前後にとどま
っている。94　明らかに、最貧国における社会
的保護スキームの拡大には、国家的・世界的
な取組みにかなりの余地がある。となれば持
続可能性と公平性の課題に関する議論におい
て、これらのニーズを考慮に入れることは意
味をなす。
　現金および物品による必要不可欠な一連の
社会的移転の水準を示すものとして社会的保
護の最低ラインを設定することは有望である。
このようなプログラムに巨額の資金はかからな
い。ブラジルの「ボルサ・ファミリア」とメキ
シコの「オポチュニダデス」は、GDPの約0.4
％の費用で国内人口の約20％をカバーしてい
る。インドのマハトマ・ガンジー全国農村雇用

BOX 5.2

水と衛生のための革新的な資金調達スキーム

　水と衛生への投資促進を図る資金調達スキームの精査から、い
くつかの有望な新しい道筋が浮かび上がった。援助提供者に支え
られたいくつかのスキームが民間投資を促している。インドネシ
アの「マスター・メーター・スキーム」は、都市部の貧困層を水
に結びつけるうえでマイクロクレジット（少額融資）を用いている。
ニジェールのジンダーでは、コカ・コーラ社とアメリカ国際開発
庁（USAID）が現地生産のロープポンプの設置を支援している。
ケニアでは、マイクロクレジット機関を通じた商業金融と公的資
金を特定目的の達成に結びつける補助金を組み合わせた革新的な
仕組みによって、水の供給が改善され、貧困世帯が水道水につな
がれている。
　その他の資金調達スキームとしては、供与と融資の混合（世界

銀行がセネガルで、欧州投資銀行がモザンビークで実施）、水と衛
生のための回転基金（世界銀行とデンマークおよびフィンランド
がベトナムのために、また小さなNGO「UFUNDIKO」がタンザニ
アのために出資）、債券発行による基金を転貸で自治体に分配する
プール基金（インドのタミルナドゥ州で実施）などがある。市場
ベースの資金も広がりを見せている。たとえば米国のいくつかの
都市や南アフリカのヨハネスブルグが、水インフラの資金調達に
自治体債を用いている。

出典：Nelson 2011; Coca-Cola Company 2010; World Bank 2010a; International Water 
and Sanitation Centre and Netherlands Water Partnership （2009）; OECD 2010c.
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あり、また長期的な構造的問題も突きつけら
れている。国内的な取組みは重要であるが、
必要な投資規模を満たすには、民間資金をさ
らに大きく呼び込むための国際的な公的出資
拡大が求められる。となれば、先進国による
取組みの強化および具体的行動とともに、フ
ァイナンシングの革新的な財源が不可欠とな
る。
　資金調達のギャップを埋める第一の方策と
なりうるのが通貨取引税である。人間開発報
告書（HDR）1994年版において提唱したこの
アイデアは、現実的な政策オプションとして広
く受け入れられるようになっている。そして現
在、さらなる材料として実現可能性の向上が
付け加わっている。その材料とは2008年の世
界金融危機後に確立されたグローバル即時決
済のインフラで、これは通貨取引税の実施に
直結しうる。外国為替取引の決済インフラは、
かつてよりも組織化・集中化・標準化された
ものになっている（BOX5.3参照）。最近の技
術革新、特に即時グロス決済および決済リス
クの軽減策を受けて、現在のシステムは個々
の取引内容まで把握している。
　新税は外国為替取引をおこなう金融機関を
対象に、個々の外為取引へのシンプルな比例
的課税として、既存の清算・決済システムを
通じて徴収する形で導入できる。金融インフ
ラはすでに存在するため、通貨取引税は比較
的容易かつ迅速に導入可能である。この新税
構想は、「開発資金調達に関するリーディング・
グループ」からハイレベルの支持を得てい
る。100　ベルギーとフランスは通貨取引税導入
のための法的枠組みをすでに整えている。ブ
ラジル、チリ、日本、ノルウェー、スペインも
その方向に動き始めている。通貨取引税はま
た、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団や経済正義
実践市民連合をはじめとする非政府ステーク
ホルダー（利害関係者）からも広範な支持を

● 民間投資の規模拡大を可能にするための制
度と規制面での適正な体制を確保すること。
民間資金を大きく欠いている貧困国におい
て、この点は特に重要である。

● 持続性と公平性という目的が予算配分に反
映されるよう、すべての政府に支出優先順
位の見直しをさせること。

● 世界数十億人の貧困者が直面している環境
破壊による格差の是正と、気候変動に対す
る世界的集団行動という問題の解決におい
て、追加的な資源を動員すること。

● 国およびコミュニティのパートナーに対し
て、政策と予算の決定能力、持続性と公平
性と包括性を促進・支援するプログラムの
実施能力を確保すること。

世界レベルでの技術革新

　環境的持続可能性と公平性における課題は、
世界レベルでも大きな意味合いをもつ。その2
つの中核領域として、ここでは資金調達とガ
バナンスを取り上げる。

資金調達のギャップを埋める
革新的な財源

　上述の概説のように、気候変動に「何も対
策を講じない」状態を避けるためには大規模

な投資が求められる
が、とりわけ貧困国に
とって十分な資金確保
の見通しは立っていな
い。そして、財政状況
の展望は厳しい。気候
変動が貧困国の開発に

重くのしかかる一方で、2008年の世界金融危
機後、多くの国の政府予算が緊縮圧力の下に

資金調達のギャップを埋める
第一の方策となりうるのが
通貨取引税である
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を助けることになり、またグローバリゼーショ
ンの支えとなりうる公共善のための資金確保
にも寄与する。
　税率は重すぎてはならないが、投機資金の
流れを減らす水準に設定されるべきである。
税収規模の推定値は、課税が取引高に及ぼす
影響などの前提によって変わる。本報告書の
ために南北問題研究所が行った最近の分析で
は、0.005％の課税率で税収は年間400億ドル
前後となる。102　このように税収規模は大きい。
世界開発センターの推計によると、2009年に
グローバル公共財のために拠出された資金は
約117億ドル。その大部分は国連平和維持活動
（PKO）に充てられており、この重要部分を差
し引くとグローバル公共財への支出は約27億
ドルとなる。103　つまり通貨取引税は、年間に
その15倍近くもの資金を集めることになる。限
定的な通貨取引税（ユーロのみを対象とする）
でも42-93億ドルの税収が得られる。となると
明らかに、通貨取引税はごく控えめに見ても
グローバル公共財の支出を劇的に拡大するも
のとなる。
　さらにまた、より広範な金融取引税を再検

受けている。
　このような課税は、金融部門における大き
な歪み、すなわち多くの取引が非課税となっ
ている状態を正すものとなる。101　このような
政策は、金融活動規模の大きさとともに、貧
困国における気候変動の緩和と適応のような
グローバル公共財のための財源として外国為
替取引に低率課税をおこなうことの正当性を
意味している。通貨取引税には累進性がある。
なぜなら、外国為替取引の多い国は開発度が
高い傾向にあるからである。また以下に述べ
るように、税収の分配も累進性が強い。個人
の本国送金に不当な負担を強いないよう、た
とえば課税最低限度の設定など分配の問題は
検証される必要がある。このような細部は、
制度設計とモニタリングを通じての検証を要
する。
　加えて通貨取引税には、世界の金融市場を
駆けめぐる巨額の短期投機資金が引き起こし
ているマクロ経済的変動を緩和する効果も見
込める。適正な設計とモニタリングを伴う通
貨取引税によって、グローバリゼーションの恩
恵を最も受けている者が最も受けていない者

BOX 5.3

通貨取引税―新たに見出された実現性

　現在、金融市場における外貨取引には数々の方法がある。取引所、
オンライン、ブローカー（電子的ブローカーも含む）を通じて、
あるいは電話やファックスによってである。しかし、取引決済の
支払い方法は2つしかない。1つは、双方が支払いを決済銀行に送
り、常時接続状態にあるその銀行が同時に照合と交換をおこなう。
もう1つは、国際銀行間通信協会（SWIFT）に支払いを送り、同
協会が照合して当該通貨2か国のそれぞれの銀行に転送する。高
度に組織化されたこの2つの清算・決済システムは、今日の外国
為替取引業界の中核インフラである。このインフラにより、世界
のほぼすべての外為取引が詳しく記録されている。
　それでは、課税はどのようになされうるのか。SWIFTは取引高
の大きい主要通貨に関して、世界中の外為取引活動の個別詳細を
清算・決済時に記録している。この取引内容の記録が通常の税務
当局または関連機関に送られることになる。そして税務当局が各

取引者への課税額を算出し、累計額を記録していく。取引者側は
通貨取引課税額を定期的に税務当局に納める。
　インセンティブとコンプライアンス（法令順守）の問題は克服
可能である。外為取引をおこなう金融機関が課税を逃れるために
SWIFTの通信プラットフォームから脱退することは考えにくい。
なぜなら、脱退すれば税金よりも大きなコストが生じることにな
るからである。加えて外国為替の取引市場における主要取引者の
数はごく少ないため、税制上の検査も簡単に行える。個別的なプ
ライバシー侵害も生じない。なぜなら、通貨取引税は外国為替の
取引市場に参加している大手銀行、投資ファンド、企業に課され
るものだからである。

出典：Schmidt and Bhushan 2011.
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的気候基金などの資金調達方法が国際開発金
融機関、各国政府、環境金融、民間セクター
の資金を統合活用している。開発のために調
達された資金はすでに37億ドルにのぼり、レ
バレッジ（投資において信用取引や金融派生
商品などを用いることにより、手持ちの資金よ
りも多い金額を動かすこと）によってさらなる
資金が得られうる。109　かなりの民間資金も活
用されている。

ガバナンスと資金アクセスにおける
公平性と発言力の確保

　環境悪化に対して最も弱い状態にある人々
と政策立案者、交渉者、意思決定者を隔てて
いるギャップを埋めるためには、世界の環境
ガバナンスにおける説明責任のギャップを埋
める必要がある。説明責任だけで課題を乗り
越えることはできないが、社会的・環境的に
有効で人々に資するグローバル・ガバナンス
のシステム構築において、説明責任は基礎を
なす。
　民間資源は決定的重要性をもつが、世界の
一部地域ではリスクがより大きくリターンがよ
り小さい状況にあり、このことが資金フローの
パターンに影響を及ぼしている。たとえば、
エネルギー部門への資金フローの大半は民間
資金である。このまま改革がなされなければ、
資金調達へのアクセスは国際的に不均等な分
配状態にあり続け、既存の不平等に輪をかけ
ることになる。110　このことは、公的投資の流
れを公平化して民間投資を引きつける環境を
生み出すことの重要性を意味している。
　環境金融への公平なアクセスが確保されな
いことは、産業に対して、効率向上と温室効
果ガス排出削減を低コストで実現する機会を
捉える能力を制約する結果にもつながる。た
とえば建設業界の場合、コスト効果の高いエ

証すべき時でもある。国際通貨基金（IMF）
は最近、G20（主要20か国）の多くが何らかの
形態による金融取引税をすでに導入している
と指摘した。104　税収規模は、税制設計と取引
者側の反応しだいで変わるが、税率0.01-0.05％
で広く薄く課税する金融取引税によってヨー
ロッパ域内で年間2000億ユーロ、世界全体で
約6500億ドルの歳入が得られる。105　また別の
推計によると、米国内における課税だけで、
たとえ取引高が大幅に減ったとしても税収は
GDPの1％超（2011年の場合で1500億ドル）に
達する。106

　米国に端を発して世界に広がった2008年の
金融危機は、通貨取引と金融取引に対する税
制が存在していたとしても防ぐことはできなか
ったであろう。しかし、そうした制度は税収に
加えて、世界経済を危機に陥れる無謀な短期
的行動に歯止めをかける道具にもなる。
　資金調達のギャップを埋めるうえで、取引
税が唯一の選択肢ではない。別の道筋として、
IMFのSDR（特別引き出し権）を資金調達と
気候変動への適応に用いるという革新的方法
を探ってみる価値がある。107　IMFの剰余資産
を活用すれば、出資国に予算コストをほとんど、
あるいはまったくともなわずに最大750億ドル
の資金を確保できる。108　SDRを世界のグリー
ン基金の原資に充てる案に関するIMFの分析
では、SDRおよび他の準備資産の追加配分に
よって2020年まで年間1000億ドルを用立てる
ことができる。加えてSDRには、バランス再
調整機能という利点もある。なぜなら、SDR
に対する需要は準備資産の多角化を求める新
興市場国から生まれるからである。SDRは国
家通貨ではないので通貨取引税の対象とはな
らず、したがって二重課税は生じない。
　公共および民間のいくつかの財源も資金調
達のギャップを埋めるために用いることができ
る。すでに革新的なクリーン技術基金や戦略
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は個別的な漸進的緩和または適応のプロジェ
クトである。しかし、より広範な戦略的アプロ
ーチも必要である。気候に対する回復力をも
つ低排出の開発戦略は、公平性と気候変動を
開発計画に組み込むうえで不可欠な制度的技
術革新となりうる。すべてのステークホルダー
の関与を伴うことで、そのような戦略は、幅広
い気候変動に対する回復力をもつ開発軌道の
特定によって、不確実
性の管理に役立ちう
る。また、ウィン・ウ
ィンとなる緩和と適応
の取組みのための優先
順位の一体化も可能に
なる。そしてさらに、
戦略の実行に必要な政
策変更と能力開発の評
価も可能となる。111　グリーンで公平な開発へ
の投資を引きつける総合的戦略は、優遇税制、
規制面での特権、旧来の独占体制といったエ
ネルギー市場における大きな歪みに対処する
ものでなければならない。投資環境は、リス
クの低減（たとえば政策の予測可能性の向上
あるいは保障制度を通じて）と見返りの拡大
（たとえば税控除を通じて）によって改善され
うる。112

　戦略は地方自治体の関与を伴う必要がある。
なぜなら、都市が温室効果ガス排出の大部分
を占めているため、地域行政組織による行動
が気温上昇防止のカギとなるからである。こ
のためには計画の協調と、新旧の開発主体の
積極的協力が求められる。たとえば国と地方
の専門技術拠点、民間セクター、コミュニティ、
市民社会組織などである。
　2つめの主要な制度的技術革新の可能性とし
て、市場を創り出す公共―民間パートナーシ
ップがある。このパートナーシップは市場の再
編を目的とし、気候変動緩和（再生可能エネ

ネルギー効率改善という強みを活かせなくな
る。これは今後5年から10年の間、低所得国が
耐用年数の長い発電施設と都市インフラへの
投資をおこなうなかで特に重大な意味をもつ。
環境金融へのアクセスが不十分であれば、そ
うした低所得国は高排出の開発という道筋に
閉じ込められ、したがって地球の気温上昇に
歯止めをかける世界の能力が損なわれること
になる。
　これらが意味していることは明白である。
公平性の原則が国際的な資金フローを導き、
促すべきなのである。制度の構築に対する支
援が途上国の適正な政策とインセンティブの
確立を助けることになる。そして、それに関連
する国際的な公的資金の統治メカニズムは、
発言力と社会的説明責任を高めるものでなけ
ればならない。
　気候変動の緩和と適応を拡大する真の意味
での抜本的な取組みには、国内と国際、民間
と公共、供与と融資といった資源の融合が不
可欠となる。本報告書は、公平なアクセスと
国際的な資金フローの活用をともに促すうえ
で、国家レベルでステークホルダーに環境金
融の融合を可能にするエンパワーメントを提
言する。
　長期にわたって効率的な成果と説明責任を
各国の人々とパートナーに対して生み出すた
めには、4つのツールが必要となる（図5.3参照）。
● 気候に対する回復力をもつ低排出戦略――
人間開発、公平性、気候変動に関する目標
を兼ね備える。

● 公共―民間のパートナーシップ――企業か
らの資本と世帯を結ぶ触媒としての。

● 気候プロジェクト促進システム――国際的
な財政への公平なアクセスのための。

● 協調化された実施と監視、報告、確認のシ
ステム。
　現在、気候コントロールの活動のほとんど

気候変動の緩和と適応を
拡大する真の意味での
抜本的な取組みには
国内と国際、民間と公共
供与と融資といった
資源の融合が不可欠となる
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助ける気候プロジェクト促進システムの確立
である。クリーン開発メカニズムに組み込まれ
ている炭素ファイナンスは、収益性のあるプ
ロジェクトをまとめ上げる能力の不足が、多く
の場合、民間環境金融を呼び込むうえで大き
な障壁となりうることを示している。同様に、
国際的な公的基金の申請・報告要件の複雑さ
も、利用とモニタリングと評価に障壁を生み出
し、プロジェクトの適正な選考の妨げとなって
いる。したがって気候プロジェクト推進システ
ムは、民間および公的資金の国際的財源に対
する各国のアクセス獲得能力を高めるもので
なければならない。
　公平で効率的な環境金融の枠組みとしての
第4のツールは、協調した実施と報告の必要性
に対応するものである。地球の平均気温上昇
を2℃以内に抑えるために必要な規模の環境金
融には、実施、モニタリング、確認、報告に
おいて前例のない水準の努力が求められる
――多数の行動主体、さまざまな活動、多様
な財源をともなっている。国家の気候基金は、
国内・国際、民間・公共、供与・融資の財源
の融合とモニタリングを促しうる。これは、国
内的な説明責任と正の分配効果を確保するう
えで必須である。

エネルギーへのユニバーサルアクセスを
実現する

　エネルギーにおけるユニバーサルアクセス
（すべての人が利用できること）への移行は、
クリーンエネルギーへの投資障壁に対処する
ことが中心的意味をもつ。再生可能エネルギ
ーとエネルギー効率に関する技術の大半は、
魅力的なリターンの潜在的可能性をもつ一方
で、かなりの初期投資を要する。たとえ操業
コストの低減によって相殺されるとしても、こ
のような初期資本コストは許容水準を上回りう

ルギー技術、省エネ家電製品など）と適応（天
候指数、気候に対する回復力を備えた農産品
や構造物など）の両方を対象とする。このパ
ートナーシップは近年の経験に基づいて構築
されるが、従来のサービス提供やインフラの
域を超え、広範なステークホルダーの相異な
る利益を束ね合わせ、さまざまな財源を融合
させる。その土台となる公共政策と政策手段
は、国家の開発目標と重なる形でインセンティ
ブを生み出し、リスク軽減を支え、気候投資
に報いる必要がある。
　3つめのツールは、国および地方のプロジェ
クト推進主体に対して、収益性のある計画を
まとめ上げ、国際的な公的環境金融の利用を

図 5.3

環境金融再編の主要要素

気候に対する回復力をもつ
低排出の開発戦略

市場を創り出す
公共̶民間パートナーシップ

気候プロジェクト促進システム

実施と報告の手段

出典：Glemarec and others 2010をもとに作成。

129第5章　政策の課題に立ち向かう

ローチは、地域・国家のエネルギー対話を通
じて具体化することができる。
　キャンペーンを補強するものとして、途上国
が気候に対する回復力をもつ開発戦略を採れ
るよう、恵まれない集団にとっての障壁と便益
と影響を特定し、有利な投資環境を生み出す
ことへの支援がある。市場の大きな失敗とと
もに、民間投資を呼び込むための公共政策の
重要性が増している。そのような政策は、リ
スクの軽減（安定的な
規制環境、専門能力の
現地供給、行政管理の
合理化、保証制度など）
と見返りの拡大（割増
価格、税控除など）に
よって、クリーンエネ
ルギー投資のリスクと
リターンのバランスを
改善することができる。
たとえば、独立発電事業者に送電網へのアク
セスと割増価格を保証することによって、商
業的魅力に欠ける再生可能エネルギーへの投
資に収益性をもたらすことが可能である。
　ユニバーサル・エネルギー・アクセス構想
による支援として、理想的には気候に対する
回復力をもつ低排出戦略の文脈においてのエ
ネルギー・アクセス技術の優先順位決定、技
術普及に対する主要な障壁の特定、障壁を取
り除くための政策手段の適正な組み合わせの
選定、その政策配置と財源の結びつけなどが
ある。

＊　　＊　　＊

　本報告書は、公平性と環境的持続可能性を
合わせて考える新しいビジョンの必要性を訴
えるものである。前進の仕方と政策の指針を
見極めるうえで決定的重要性をもつ、この2つ

る。企業と消費者が直面する財政的制約は、
しばしば国内の公定歩合や長期金利の水準以
上に厳しいものとなる。そしてたいていの場
合、その上に、行動、技術、規制、管理面の
障壁が重なる。風力を例に取れば、独立発電
事業者に対する送電網へのアクセス障壁や認
可基準の不透明さ、現地の専門能力の不足、
長期的な価格保証の欠如がある場合、どのよ
うな国であれ民間投資を呼び込むことはでき
ない。
　ユニバーサルアクセスの達成には、さまざ
まなパートナーからの複数のレベルにおける
対応戦略を要する。ここでもまた、汎用的な
解決方法は存在しない。国家および地方の政
府は、国・地域レベルの市民社会や民間セク
ターから国際金融機関やエネルギー企業に至
るまで、一連の参画者のために舞台を整えな
ければならない。
　途上国におけるエネルギーへのユニバーサ
ルアクセスに関して、注目度の高いグローバ
ルな取組みを開始すべき時が来ている。その
構成要素として2つの部分が考えられる。1つ
は、グローバルな働きかけによる意識向上キ
ャンペーン。もう1つは、クリーンエネルギー
における部門別アプローチへの支援を通じた
現場レベルの投資である。
　参加型の取組みを促すグローバルなキャン
ペーンは、援助国と途上国の双方においてカ
ギとなるものであり、社会的な提唱、分析、
プランニング、知識管理、コミュニケーション
の既存能力を活用できる。このようなキャンペ
ーンは機も熟している。国連総会は2012年を
「すべての人のための持続可能エネルギーの国
際年」に定めており、またリオ＋20会議は、エ
ネルギーとグリーン経済と気候変動の課題を1
つに束ね合わせ、エネルギーへのユニバーサ
ルアクセスに向けての世界的なアプローチを
定めるまたとない機会となる。そしてそのアプ
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に関して、注目度の高い
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開始すべき時が
来ている
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げることにほかならない。すなわち人間開発の
本質部分である。

の目的に相乗効果を生み出す方法について、
ここまで詳しく述べてきた。この課題に取組
むことは、現在および将来の人々の選択を広
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